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この文書は、小規模企業振興基本法（平成26年法律第94号）第12条第
１項の規定に基づく令和７年度の小規模企業の動向及び講じた施策並びに
同法同条第２項の規定に基づく令和８年度において講じようとする小規模
企業施策について報告を行うものである。
本報告は、閣議決定を経て国会に提出する年次報告であり、表題は元号
表記となっているが、本文中の「小規模企業の動向」に関する分析に関し
ては、原則として西暦表記を用いている。
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年版 小規模企業白書の概要

日本経済の成長に向けて中小企業の持続的な賃上げを実現するとともに、労働供給

制約社会の到来に伴い深刻化するおそれがある人手不足を乗り越えて、供給力を維

持・向上させるためには、リスクを恐れず、成長や変化に挑戦する経営に転換するこ

とにより、「稼ぐ力」を高め、「強い中小企業」へと成長することが重要である。

経営力を向上させるためには、経営者が持つべき基本的知識である「経営リテラシ

ー」の強化・実践が重要となる。例えば、小規模事業者における原価管理や従業員の

労務管理といった分野への取組状況には改善の余地があるが、これらに取り組む企業

は、業績や人材確保等において明確な違いを生み出していることが確認できた。

第１部 令和７年度（ 年度）の中小企業・小規模事業者の動向

・中小企業では、春季労使交渉において約 年ぶりの賃上げ水準が続き、最低賃金

の引上げも進んでいる。日本経済の成長にとって、中小企業の持続的な賃上げの実

現は極めて重要であるが、大企業と比較して中小企業の賃上げ余力は厳しいため、

更なる賃上げ原資の確保が課題となる。

・また、 年代以降多くの業種において人手不足感は強まっている。一定の試算に

基づけば、労働供給制約社会の到来に伴い、中小企業の雇用者数は減少が見込まれ

ることから、人手不足は更に深刻になるおそれがある。

第２部 小規模事業者の経営リテラシー向上と企業間連携による事業の維持・拡大

・こうした経営環境の転換期にある中で、短期的な損益を追うのではなく、長期的な

視点で事業構造・組織構造を再構築していく「戦略」を持った経営に転換できるか、

経営者の能力、すなわち「経営力」が明暗を分ける。そして、この「経営力」を向

上させるためには、その土台となる、経営者が持つべき基本的知識である「経営リ

テラシー」の強化・実践が不可欠である。

・本書では、経営リテラシーを「財務・会計」、「組織・人材」、「運営管理」、「経営戦

略」の４つの類型に分けて分析した。小規模事業者における経営リテラシーの現状

には改善の余地があるが、経営リテラシーを有する事業者は、業績や人材確保等に

おいて明確な違いを生み出していることを示した。例えば、原価管理を詳細に行う

事業者ほど価格転嫁率が高く、組織活性化に取り組む事業者では採用に成功してい

る傾向がある。

・また、小規模事業者の経営資源は限られることを踏まえれば、他の事業者との連携

により、「経営力」を補完することも有効な手段の一つであると考えられる。そこで

本書では、事業の維持や拡大を図る小規模事業者にとって、企業間連携によって相

互に補完し合うことが有効な取組であることを示した。
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本文を読む前に（凡例）

この報告の中で、中小企業とは、中小企業基本法第 条第 項の規定に基づ

く「中小企業者」をいう。また、小規模事業者とは、同法同条第 項の規定に

基づく「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企業とは、「小規模企業者」

以外の「中小企業者」をいう。「中小企業者」、「小規模企業者」については、

具体 的 に は 、 下記に該当するものを指す。 なお、集計・分析において具体的

な定義を示している場合等は、その定義に準ずる。

業 種

中 小 企 業 者 （ 下 記 の い ず れ

かを満たすこと）

うち小規模

企業者

資本金 常時雇用

する従業員

常時雇用

する従業員

①  製造業・建設業・運輸業

その他の業種（②～④を除く） ※

億円以下 人以下 人以下

②卸売業 億円以下 人以下 人以下

③サービス業 ※ 万円以下 人以下 人以下

④小売業 万円以下 人以下 人以下

※下記業種については、中小企業関連立法における政令に基づき、以下のとおり

定めている。

【中小企業者】

①製造業

・ゴム製品製造業（一部を除く）：資本金 億円以下又は常時雇用する従業

員 人以下

③サービス業

・ソフトウェア業・情報処理サービス業：資本金 億円以下又は常時雇用す

る従業員 人以下

・旅館業：資本金 万円以下又は常時雇用する従業員 人以下

【小規模企業者】

③サービス業

・宿泊業・娯楽業：常時雇用する従業員 人以下

この報告では、一般に公表されている政府の統計資料を 再編加工したものや

民間諸機関の調査 等 を 主 として利用した。資料の出所、算出方法、注意事項

等 に つ い て は そ れ ぞ れ の 使 用 箇 所 に 明 記 し て あ る 。 な お 、 こ の 報 告 で い う

「再編加工」とは、各統計調査の調査票情報 等を中小企業庁で独自集計した

結果であることを示す。

 
 

中小企業・小規模事業者に関する統計を見ていく場合、中小企業 ・小規模事

業 者は大企業と異なり 、指標によっては企業間の ばらつきが大きいため、平

均値は中小企業・小規模 事業者の標準的な姿を代表していない可能性がある

ことに注意を要する。

各統計値については、過去分にわたって更新される可能性がある。

集計・分析において、特段の記載がない場合は、名目値を用いている。
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・宿泊業・娯楽業：常時雇用する従業員 人以下

この報告では、一般に公表されている政府の統計資料を 再編加工したものや

民間諸機関の調査 等を主として利用した。資料の出所、算出方法、注意事項

等 に つ い て は そ れ ぞ れ の 使 用 箇 所 に 明 記 し て あ る 。 な お 、 こ の 報 告 で い う

「再編加工」とは、各統計調査の調査票情報 等 を中小企業庁で独自集計した

結果であることを示す。

 
 

中小企業・小規模事業者に関する統計を見ていく場合、中小企業 ・小規模事

業者 は大企業と異なり 、指標によっては企業間の ばらつきが大きいため、平

均値は 中 小 企 業・ 小 規 模 事業者の標準的な姿を代表していない可能性がある

ことに注意を要する。

各統計値については、過去分にわたって更新される可能性がある。

集計・分析において、特段の記載がない場合は、名目値を用いている。
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中中小小企企業業白白書書・・小小規規模模企企業業白白書書ににつついいてて

・中小企業白書は、中小企業基本法に基づく年次報告。 年版で 回目。

・小規模企業白書は、小規模企業振興基本法に基づく年次報告。 年版で 回目。

● 中中小小企企業業基基本本法法（（抄抄））

（年次報告等）

第 条 政府は、毎年、国会に、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた

施策に関する報告を提出しなければならない。

２ 政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る中小企業

の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提

出しなければならない。

● 小小規規模模企企業業振振興興基基本本法法（（抄抄））

（年次報告等）

第 条 政府は、毎年、国会に、小規模企業の動向及び政府が小規模企業の振興に関

して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

２ 政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る小規模企

業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に

提出しなければならない。

● 中中小小企企業業・・小小規規模模事事業業者者のの企企業業数数、、従従業業者者数数、、付付加加価価値値額額

資料：総務省・経済産業省「令和３年経済センサス‐活動調査」再編加工
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第第１１部部 令令和和７７年年度度（（ 年年度度））のの中中小小企企業業・・小小規規模模事事業業者者のの動動向向

第１部では、中小企業・小規模事業者 の動向及び中小企業・小規模事業者を取り巻

く経営環境について確認する。

 

第第１１章章 中中小小企企業業・・小小規規模模事事業業者者のの動動向向

第第１１節節 中中小小企企業業・・小小規規模模事事業業者者のの業業況況 
本節では、中小企業・小規模事業者の業況について確認する。

第 図は、「中小企業景況調査」（以下、「景況調査」という。）を用いて、企業

規模別に業況判断 の推移を見たものである。これを見ると、 年は新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大により大きく落ち込んだものの、 年第２四半期に「中

小企業」では、 年以降で最高の水準を記録した。以降は低下し、足踏みの傾向が

続いている。

＜第 図＞

 
1 原則として、本白書における中小企業とは、中小企業基本法第２条第１項の規定に基づく「中

小企業者」をいう。また、小規模事業者とは、同法同条第５項の規定に基づく「小規模企業者」

をいう。さらに、中規模企業とは、「小規模企業者」以外の「中小企業者」をいう。集計・分析

において具体的な定義を示している場合等は、その定義に準ずる。 

中小企業 中規模企業 小規模事業者

資料：中小企業庁・（独）中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
（注）ここでの「業況判断 」は、前年同期と⽐べて、業況が「好転」と答えた企業の割合（％）から、
「悪化」と答えた企業の割合（％）を引いたもの。

業況判断 の推移（企業規模別）

年期）

前年同期⽐

 

第 図は、景況調査を用いて、業種別に業況判断 の推移を見たものである。

これを見ると、 年第２四半期にいずれの業種も大きく業況判断が悪化したが、そ

の後は回復傾向にあった。 年上半期以降は、ほとんどの業種で足踏みの傾向が続

いている。

＜第 図＞

 

製造業 建設業 卸売業 小売業 サービス業

資料：中小企業庁・（独）中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
（注）ここでの「業況判断 」は、前年同期と⽐べて、業況が「好転」と答えた企業の割合（％）から、「悪
化」と答えた企業の割合（％）を引いたもの。

％

年期）

業況判断 の推移（業種別）
前年同期⽐）
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第 図は、景況調査を用いて、業種別に業況判断 の推移を見たものである。

これを見ると、 年第２四半期にいずれの業種も大きく業況判断が悪化したが、そ
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製造業 建設業 卸売業 小売業 サービス業

資料：中小企業庁・（独）中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
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％
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前年同期⽐）
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第 図は、企業規模別に売上高・経常利益の推移を見たものである。これを見

ると、「売上高（中小企業）」は、 年第１四半期を底に増加傾向にある。また、「経

常利益（中小企業）」は、長期的には増加傾向で推移し、 年第３四半期を底に増

加傾向で推移しているが、「経常利益（大企業）」と比較して伸び悩んでおり、その差

は拡大傾向にある。

また、中小企業における経常利益の推移を業種別に見ると、業種ごとに傾向の違い

があることが分かる（第 図）。

＜第 図＞

売上高・経常利益の推移（企業規模別）

売上高（大企業） 売上高（中小企業）

経常利益（大企業） 経常利益（中小企業）

経常利益（兆円・後方４四半期移動平均） 売上高（兆円・後方４四半期移動平均）

資料：財務省「法人企業統計調査季報」
（注） ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中小企業とは資本金１千万円以上１億円未満の企業
とする。
金融業、保険業は含まない。

（年期）

 

＜第 図＞

中小企業における経常利益の推移（業種別）

製造業 建設業
情報通信業 運輸業、郵便業
卸売業 小売業
宿泊業、飲食サービス業 生活関連サービス業、娯楽業
学術研究、専門・技術サービス業 医療、福祉業

（億円・後方４四半期移動平均）

（年期）

資料：財務省「法人企業統計調査季報」
（注）ここでの中小企業とは資本金１千万円以上１億円未満の企業とする。
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第第２２節節 金金利利・・為為替替・・物物価価 
本節では、中小企業・小規模事業者を取り巻く外部環境として、金利・為替・物価

の動向について確認する。

第 図は、企業規模別の借入金利水準判断 及び基準金利の推移を見たもの

である。借入金利水準判断 は、大企業、中小企業共に、足下では低下しているも

のの、高い水準にあることが分かる。

＜第 図＞

（基準金利 ％）（ ％ ）

（年期）

借入金利水準判断 （企業規模別）、基準金利の推移

借入金利水準判断 （大企業）（左軸）

借入金利水準判断 （中小企業）（左軸）

基準金利（右軸）

資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」「基準割引率および基準貸付利率」
（注） ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中小企業とは資本金２千万円以上１億円未満の企
業とする。なお、 年第４四半期以前の調査においては、大企業とは常用雇用者数 人以上の企業、
中小企業とは常用雇用者数 ～ 人の企業とする。
「借入金利水準判断 」は、借入金利水準について、「上昇」と答えた企業の割合から「低下」と答え

た企業の割合を引いたもの。

 

第 図は、現預金残高及び借入金等の推移を企業規模別に見たものである。中

小企業について見ると、現預金残高は、 年度に増加傾向に転じ、足下では横ばい

の状況が続いている。借入金等についても同様に 年度に増加し、その後は若干

減少したものの、足下では増加に転じている。

＜第 図＞

現預金残高及び借入金等の推移（企業規模別）

現預金残高（大企業） 現預金残高（中小企業）

借入金等（大企業） 借入金等（中小企業）

（兆円）

（年度）

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注） ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中小企業とは資本金１億円未満の企業とする。
金融業、保険業は含まない。
借入金等＝金融機関借入金＋その他の借入金＋社債。
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現預金残高及び借入金等の推移（企業規模別）

現預金残高（大企業） 現預金残高（中小企業）

借入金等（大企業） 借入金等（中小企業）

（兆円）

（年度）

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注） ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中小企業とは資本金１億円未満の企業とする。
金融業、保険業は含まない。
借入金等＝金融機関借入金＋その他の借入金＋社債。
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続いて、為替・物価の動向について確認する。 年度も歴史的な円安水準は継続

し、円ベースで見た輸入物価指数は高い水準にある。国内企業物価指数と消費者物価

指数（財）も引き続き上昇傾向にある（第 図）。

＜第 図＞

（ 年＝ ）

（年 月）

輸入物価指数（円ベース）（左軸）

国内企業物価指数（左軸）

輸入物価指数（契約通貨ベース）（左軸）

消費者物価指数（財）（左軸）

ドル円相場（右軸）

資料：日本銀行「企業物価指数」「外国為替市況」、総務省「消費者物価指数」
（注）ここでの「ドル円相場」は、「東京市場 ドル・円 スポット 中心相場 月中平均」のデータを示し
ている。

（ドル円相場・月中平均、円 ドル）

国内企業物価指数、消費者物価指数、輸入物価指数、ドル円相場の推移

 

第第３３節節 雇雇用用・・賃賃金金 
本節では中小企業・小規模事業者の雇用・賃金について確認する。

第 図は、総務省「経済センサス‐基礎調査」、総務省・経済産業省「経済セン

サス‐活動調査」を用いて、企業規模別に一者当たり従業者数の推移を見たものであ

る。これを見ると、「中小企業」における一者当たり従業者数は、増加傾向にあること

が分かる。

＜第 図＞

一者当たり従業者数の推移（企業規模別）

大企業 中小企業

（ 年 ）

（年）

資料：総務省「平成 年経済センサス‐基礎調査」、総務省・経済産業省「平成 年、 年、令和３年経済
センサス‐活動調査」再編加工
（注） ここでの企業規模は、中小企業基本法上の定義に基づく。
農林漁業を除く、非一次産業の会社及び個人事業者を集計したもの。
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第 図は、総務省「労働力調査」を用いて、企業規模別の雇用者属性について、

雇用形態・年齢階級・性別ごとに見たものである。これを見ると、中小企業の全雇用

者に占める非正規雇用者の割合は４割を超えており、大企業と比較してやや高い水準

にある。また、大企業と比較して、中小企業は女性の正社員や 歳以上の非正規雇

用者の割合が高い傾向にあることが分かる。

＜第 図＞

資料：総務省「労働力調査」再編加工
（注） ここでの大企業とは従業者数 人以上の企業、中小企業とは従業者数 人以下の企業とする。
２ ここでの「雇用者」とは、役員を除く雇用者を指す。
３ 生産年齢人口とは 歳～ 歳人口を指す。

（２）中小企業

正規・生産年齢人口・男性 正規・生産年齢人口・女性

正規・ 歳以上 非正規・生産年齢人口・男性

非正規・生産年齢人口・女性 非正規・ 歳以上

（年）

非正規
割合

％

（１）大企業

雇用者属性の推移（企業規模別）

（年）

非正規
割合

％

 

第 図は、景況調査を用いて、企業規模別に従業員数過不足 の推移を見た

ものである。中小企業・小規模事業者の人手不足は依然として深刻であり、企業規模

別に見ると「中規模企業」の不足感が特に強いことが分かる。

＜第 図＞

中小企業 中規模企業 小規模事業者

年期）

従業員数過不足 の推移（企業規模別）

今期の水準）

資料：中小企業庁・（独）中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
（注）ここでの「従業員数過不足 」は、従業員数の今期の水準について、「過剰」と答えた企業の割合
（％）から、「不足」と答えた企業の割合（％）を引いたもの。
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にある。また、大企業と比較して、中小企業は女性の正社員や 歳以上の非正規雇

用者の割合が高い傾向にあることが分かる。
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資料：総務省「労働力調査」再編加工
（注） ここでの大企業とは従業者数 人以上の企業、中小企業とは従業者数 人以下の企業とする。
２ ここでの「雇用者」とは、役員を除く雇用者を指す。
３ 生産年齢人口とは 歳～ 歳人口を指す。

（２）中小企業

正規・生産年齢人口・男性 正規・生産年齢人口・女性

正規・ 歳以上 非正規・生産年齢人口・男性

非正規・生産年齢人口・女性 非正規・ 歳以上

（年）

非正規
割合

％

（１）大企業

雇用者属性の推移（企業規模別）

（年）

非正規
割合

％

 

第 図は、景況調査を用いて、企業規模別に従業員数過不足 の推移を見た

ものである。中小企業・小規模事業者の人手不足は依然として深刻であり、企業規模

別に見ると「中規模企業」の不足感が特に強いことが分かる。

＜第 図＞

中小企業 中規模企業 小規模事業者

年期）

従業員数過不足 の推移（企業規模別）

今期の水準）

資料：中小企業庁・（独）中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
（注）ここでの「従業員数過不足 」は、従業員数の今期の水準について、「過剰」と答えた企業の割合
（％）から、「不足」と答えた企業の割合（％）を引いたもの。
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次に、厚生労働省「労働経済動向調査」を用いて、業種別に労働者の過不足感を見

ると、特に「建設業」、「運輸業、郵便業」、「情報通信業」などにおいて不足感が強い

ことが分かる（第 図）。

＜第 図＞

労働者過不足判断 の推移（業種別）

製造業 建設業

情報通信業 運輸業、郵便業

卸売業、小売業 宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業 学術研究、専門 技術サービス業

医療、福祉

（ ）

資料：厚生労働省「労働経済動向調査」より中小企業庁作成
（注） 「常用労働者」過不足判断 を集計したもの。
「常用労働者」とは、「正社員等」、「臨時」、「パートタイム」を含み、「派遣労働者」は含まない。
「労働者過不足判断 」とは、労働者数について、調査日現在の状況で「不足（やや不足、おおいに不

足）」と回答した事業所の割合から「過剰（やや過剰、おおいに過剰）」と回答した事業所の割合を差し引
いた値。なお、他の と同様の傾向を把握するため、公表結果の正負を逆転して表示している。

（年 月）

 

第 図は、厚生労働省「雇用動向調査」を用いて、中小企業における不足し

ている職種を見たものである。これを見ると、「専門的・技術的職業従事者」、「サービ

ス職業従事者」などの職種において不足している割合が高いことが分かる。

＜第 図＞

専門的・技術的職業従事者

サ－ビス職業従事者

生産工程従事者
販売従事者

事務従事者

輸送 機械運転従事者

運搬 清掃 包装等従事者

建設・採掘従事者

管理的職業従事者

その他

中小企業における不足している職種

資料：厚生労働省「雇用動向調査」（令和７年上半期調査結果）
（注）１ ここでの「不足している職種」とは、職業別の未充足求人 仕事があり、その仕事に従事する人を補充
するために行う求人のことであり、求人方法は問わない）を指し、全体の未充足求人数に対する職業別の未充
足求人数の割合を示している。
２ ここでの中小企業とは常用労働者数５～ 人の企業とする。
３ 金融業、保険業は含まない。
４ ここでの「その他」とは、「保安職業従事者」、「その他の職業従事者」の合計。
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第 図は、アンケート調査 で企業規模別に最も重視する経営課題を確認した

ものである。これを見ると、「中規模企業」では「人材確保」、「小規模事業者」では「受

注・販売の拡大」と回答した割合が最も高い。「小規模事業者」では次いで「人材確保」

が高くなっており、「中規模企業」、「小規模事業者」共に人材確保を経営課題として重

視していることが分かる。

＜第 図＞

 
（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」：（株）帝国

データバンクが 年 月から 月にかけて、以下の事業者を対象に実施した アンケート

調査。

・全国 社の中小企業【有効回答数 社、回収率 ％】

※調査を進める中で判明した大企業 社を除いた中小企業 社について分析を行った。

（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」：（同）

デロイト トーマツが 年 月から 月にかけて、以下の事業者を対象に実施した アン

ケート調査。

・全国 者の小規模事業者【有効回答数 者、回収率 ％】

・商工会及び商工会議所の会員である小規模事業者【有効回答数 者】

※調査を進める中で判明した中規模企業 者を除いた小規模事業者 者について分析

を行った。

中規模企業（ ）

小規模事業者（ ）

最も重視する経営課題（企業規模別）

人材確保 受注・販売の拡大
省力化・生産性向上 価格転嫁
事業承継（後継者不在を含む） 資金繰り改善
その他 特にない

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」、（同）デロイ
ト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）直面している経営課題のうち最も重要と考えるものについて聞いたもの。

 

第 図は、 歳以上の将来人口推計を見たものである。これを見ると、「

～ 歳人口」は減少する見込みであり、労働供給制約社会の到来により、人手不足

は更に深刻化することが推測される。

＜第 図＞

将来人口の推計

～ 歳人口 歳以上人口

（万人）

（年）

年以降推計

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」
（注）１ 出生中位（死亡中位）推計を用いている。
２ 歳以上人口について集計したもの。
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第 図は、アンケート調査 で企業規模別に最も重視する経営課題を確認した

ものである。これを見ると、「中規模企業」では「人材確保」、「小規模事業者」では「受

注・販売の拡大」と回答した割合が最も高い。「小規模事業者」では次いで「人材確保」

が高くなっており、「中規模企業」、「小規模事業者」共に人材確保を経営課題として重
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データバンクが 年 月から 月にかけて、以下の事業者を対象に実施した アンケート

調査。

・全国 社の中小企業【有効回答数 社、回収率 ％】

※調査を進める中で判明した大企業 社を除いた中小企業 社について分析を行った。

（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」：（同）

デロイト トーマツが 年 月から 月にかけて、以下の事業者を対象に実施した アン

ケート調査。

・全国 者の小規模事業者【有効回答数 者、回収率 ％】

・商工会及び商工会議所の会員である小規模事業者【有効回答数 者】

※調査を進める中で判明した中規模企業 者を除いた小規模事業者 者について分析

を行った。

中規模企業（ ）

小規模事業者（ ）

最も重視する経営課題（企業規模別）

人材確保 受注・販売の拡大
省力化・生産性向上 価格転嫁
事業承継（後継者不在を含む） 資金繰り改善
その他 特にない
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ト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）直面している経営課題のうち最も重要と考えるものについて聞いたもの。
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第 図は、中小企業における雇用者数の将来推計（対 年比）である。こ

れを見ると、中位推計である「成長率ベースライン・労働参加漸進シナリオ」では、

年には約８％低下し、低位推計の「一人当たりゼロ成長・労働参加現状シナリオ」

では約 ％低下する可能性がある。

＜第 図＞

中小企業における雇用者数の将来推計（対 年比）

成長実現・労働参加進展シナリオ

成長率ベースライン・労働参加漸進シナリオ

一人当たりゼロ成長・労働参加現状シナリオ

推計（ 年＝ ）

（年）

資料：総務省「労働力調査」再編加工
（注） ここでの中小企業とは、従業者数 人以下の企業とする。
ここでの「雇用者」とは、役員を除く雇用者を指す。
将来推計は、従業者数 人以下の企業における性別・年齢階級別の雇用者数の 年の実績に、（独）

労働政策研究・研修機構「 年度版 労働力需給の推計―労働力需給モデルによるシミュレーション―」か
ら、性別・年齢階級別の就業者数の推計値を乗じて算出している。なお、 年、 年、 年、

年の推計値を基に、中間年の値は線形補間により算出した参考値である。

 

ここからは、賃金について確認する。

第 図は、春季労使交渉による賃上げ率の推移を見たものである。これを見

ると、 年の賃上げの状況は、「賃上率（全規模）」で ％、「中小賃上率」で ％

となっている。

＜第 図＞

賃上率（全規模） 中小賃上率

春季労使交渉による賃上げ率の推移

年

資料：日本労働組合総連合会「 春季生活闘争第７回（最終）回答集計」（ 年７月１日集計・７月３日
公表）
（注） ここでの「中小賃上率」とは、組合員数 人未満の中小組合における賃上げ率をいう。
ここでの賃上げ率は、平均賃金方式（組合員の平均賃金をいくら引き上げるか、つまり一人平均の労務コスト

をもとに交渉する方式）での賃上げ状況の推移を見たものである。
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資料：日本労働組合総連合会「 春季生活闘争第７回（最終）回答集計」（ 年７月１日集計・７月３日
公表）
（注） ここでの「中小賃上率」とは、組合員数 人未満の中小組合における賃上げ率をいう。
ここでの賃上げ率は、平均賃金方式（組合員の平均賃金をいくら引き上げるか、つまり一人平均の労務コスト

をもとに交渉する方式）での賃上げ状況の推移を見たものである。
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第 図は、最低賃金の推移を見たものである。 年度の最低賃金の全国加

重平均額は、前年度と比べて 円、比率にして ％の改定が行われたことで

円となり、過去最高を更新した。

＜第 図＞

最低賃金（左軸） 引上げ率（右軸）

最低賃金の推移

（円）

（年度）
資料：厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

 

第 図は、企業規模別に 年度の賃上げの実施状況を見たものである。こ

れを見ると、 年度に賃上げを実施した割合（予定を含む、定期昇給を除く）は、

「中規模企業」では「正社員」が約９割、「パート・アルバイト」が約８割に対し、「小

規模事業者」では「正社員」が約５割、「パート・アルバイト」が約６割となっている。

＜第 図＞

正社員（ ）

パート・アルバイト（ ）

正社員（ ）

パート・アルバイト（ ）

中
規
模
企
業

小
規
模
事
業
者

年度の中小企業の賃上げ実施状況（企業規模別）

低下 据置き ０ ０ 超３ 未満

３ 以上５ 未満 ５ 以上 未満 以上

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」、（同）デロイト
トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）１ 年度の賃上げの実施状況（予定を含む）について聞いたもの。「正社員はいない」、「パート・
アルバイトはいない」と回答した事業者を除く。

年度の賃上げ実施状況について、「０％超３％未満」は、「０％超～１％未満」、「１％以上～２％未
満」、「２％以上～３％未満」と回答した事業者の合計。「３％以上５％未満」は、「３％以上～４％未満」、
「４％以上～５％未満」と回答した事業者の合計。「５％以上 ％未満」は、「５％以上～６％未満」、「６％
以上～７％未満」、「７％以上～８％未満」、「８％以上～９％未満」、「９％以上～ ％未満」と回答した事
業者の合計。
ここでの「賃上げ」とは、基本給の上昇を指すものとし、定期昇給は含めない。
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第 図は、企業規模別に現金給与額の推移を見たものである。これを見ると、

「大企業」、「中小企業」共に、 年は 年と比較して増加していることが分か

る。また、 年から 年の変化率は「中小企業」の方が大きく、「大企業」と「中

小企業」の差は縮小していることが分かる。

＜第 図＞

 

（３）大企業と中小企業の現金給与額比率の推移

（年）

（大企業／中小企業）

（２）現金給与額の変化率（ 年＝ 、企業規模別）

大企業 中小企業

（ 年＝ ）

（年）

（１）現金給与額の推移（企業規模別）

大企業 中小企業

（千円）

（年）

現金給与額の推移（企業規模別）

資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」再編加工
（注）１ ここでの大企業とは、常用労働者数 人以上の企業とする。ここでの中小企業とは、日本標準
産業分類の大分類に応じて、常用労働者数５人以上 人以下の企業（卸売業，小売業、学術研究，専門・技
術サービス業、宿泊業，飲食サービス業、生活関連サービス業，娯楽業、サービス業（他に分類されないも
の）、電気・ガス・熱供給・水道業、教育，学習支援業、医療，福祉、複合サービス事業）又は、常用労働
者数５人以上 人以下（建設業、製造業、情報通信業、運輸業，郵便業、不動産業，物品賃貸業、鉱業，
採石業，砂利採取業）の企業とする。
２ 金融業、保険業は含まない。
３ 「短時間労働者」を除いた「一般労働者」について、６月分として支給された、一人当たりの「きまって
支給する現金給与額」を集計している。

 

第 図は、企業規模別に賃上げを行う主な目的について見たものである。こ

れを見ると、「中規模企業」、「小規模事業者」共に「従業員のモチベーション向上」を

挙げる事業者が最も多いことが分かる。次いで、「中規模企業」では「人材の定着率向

上（離職の防止）」、「小規模事業者」では「最低賃金引上げへの対応」が続いている。

＜第 図＞

小規模事業者

（ ）

中規模企業

（ ）

賃上げを行う主な目的（企業規模別）

従業員のモチベーション向上 人材の定着率向上 離職の防止

最低賃金引上げへの対応 人材の採用強化

業績好調による利益還元 その他

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」、（同）デロイ
ト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 年度の賃上げの実施状況（予定を含む）について、賃上げを実施している事業者（「正社員
はいない」、「パート・アルバイトはいない」、「低下」、「据置き（０％）」と回答した事業者以外）に
聞いたもの。
２ ここでの「賃上げ」とは、基本給の上昇を指すものとし、定期昇給は含めない。
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「大企業」、「中小企業」共に、 年は 年と比較して増加していることが分か

る。また、 年から 年の変化率は「中小企業」の方が大きく、「大企業」と「中

小企業」の差は縮小していることが分かる。

＜第 図＞

 

（３）大企業と中小企業の現金給与額比率の推移

（年）

（大企業／中小企業）

（２）現金給与額の変化率（ 年＝ 、企業規模別）

大企業 中小企業

（ 年＝ ）

（年）

（１）現金給与額の推移（企業規模別）

大企業 中小企業

（千円）

（年）

現金給与額の推移（企業規模別）

資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」再編加工
（注）１ ここでの大企業とは、常用労働者数 人以上の企業とする。ここでの中小企業とは、日本標準
産業分類の大分類に応じて、常用労働者数５人以上 人以下の企業（卸売業，小売業、学術研究，専門・技
術サービス業、宿泊業，飲食サービス業、生活関連サービス業，娯楽業、サービス業（他に分類されないも
の）、電気・ガス・熱供給・水道業、教育，学習支援業、医療，福祉、複合サービス事業）又は、常用労働
者数５人以上 人以下（建設業、製造業、情報通信業、運輸業，郵便業、不動産業，物品賃貸業、鉱業，
採石業，砂利採取業）の企業とする。
２ 金融業、保険業は含まない。
３ 「短時間労働者」を除いた「一般労働者」について、６月分として支給された、一人当たりの「きまって
支給する現金給与額」を集計している。

 

第 図は、企業規模別に賃上げを行う主な目的について見たものである。こ

れを見ると、「中規模企業」、「小規模事業者」共に「従業員のモチベーション向上」を

挙げる事業者が最も多いことが分かる。次いで、「中規模企業」では「人材の定着率向

上（離職の防止）」、「小規模事業者」では「最低賃金引上げへの対応」が続いている。

＜第 図＞

小規模事業者

（ ）

中規模企業

（ ）

賃上げを行う主な目的（企業規模別）

従業員のモチベーション向上 人材の定着率向上 離職の防止

最低賃金引上げへの対応 人材の採用強化

業績好調による利益還元 その他

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」、（同）デロイ
ト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 年度の賃上げの実施状況（予定を含む）について、賃上げを実施している事業者（「正社員
はいない」、「パート・アルバイトはいない」、「低下」、「据置き（０％）」と回答した事業者以外）に
聞いたもの。
２ ここでの「賃上げ」とは、基本給の上昇を指すものとし、定期昇給は含めない。
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ここまで確認してきたとおり、中小企業においても賃上げは進んでいるが、暮らし

向きや収入などに関する消費者の意識を表す「消費者態度指数」は伸び悩んでいる（第

図）。「強い経済」の実現に向けて、実質賃金プラスを定着させ、消費を喚起す

ることが必要といえる。

＜第 図＞

（年 月）

消費者態度指数の推移

資料：内閣府「消費動向調査」
（注） 「消費者態度指数」は、原数値（総世帯）を用いている。
「消費者態度指数」は、『暮らし向き』、『収入の増え方』、『雇用環境』、『耐久消費財の買い時判

断』の４項目について、今後半年間の見通しを５段階評価で回答してもらい、 段階評価のそれぞれ「良
くなる・大きくなる・増える」に（＋ ）、「やや良くなる・やや大きくなる・やや増える」に（＋

）、「変わらない」に（＋ ）、「やや悪くなる・やや小さくなる・やや減る」に（＋ ）、
「悪くなる・小さくなる・減る」に（ ）の点数を与え、この点数に各回答区分の構成比（％）を乗じ、
乗じた結果を合計したうえで、 項目を単純平均して算出している。

 

ここからは、中小企業の更なる賃上げ余力を確認する。

第 図は、中小企業における賃上げの実施状況について確認したものであ

る。これを見ると、中小企業では、業績の改善をきっかけとしない賃上げを行う企

業の割合が４割を超えており、賃上げを実施した企業のうちの過半数を占めている

ことが分かる。

＜第 図＞

年度

（ ）

年度

（ ）

業績が好調・改善しているため賃上げを実施（予定を含む）

業績の改善が見られないが賃上げを実施（予定を含む）

現時点では未定

賃上げを見送る（予定や引下げる場合も含む）

中小企業における賃上げの実施状況

資料：日本商工会議所・東京商工会議所「『中小企業の賃金改定に関する調査』集計結果」（ 年６月４
日）
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第 図は、企業規模別に付加価値額の構成要素を見たものである。賃上げ余

力を高めるには付加価値額に占める営業純益の割合を高めることが必要であるが、こ

れを見ると、「中小企業」は「大企業」と比較してこの割合が低いことが分かる。

労働分配率（付加価値額に占める人件費の割合）に着目すると、「中規模企業」では

約７割、「小規模企業」では約８割であり、中小企業・小規模事業者の更なる賃上げ余

力は、大企業と比較して小さいといえる（第 図）。

＜第 図＞

営業純益 租税公課 動産・不動産賃借料 支払利息等 人件費

％

大企業

（年度）

％

中小企業

（年度）

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注） ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中小企業とは資本金１億円未満の企業と
する。
金融業、保険業は含まない。
付加価値額＝営業純益（営業利益ー支払利息等）＋人件費＋支払利息等＋動産・不動産賃借料

＋租税公課。
人件費＝役員給与＋役員賞与＋従業員給与＋従業員賞与＋福利厚生費。

付加価値額の構成要素（企業規模別）

 

＜第 図＞

労働分配率の推移（企業規模別）

大企業 中規模企業 小規模企業

（年度）

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注） ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中規模企業とは資本金１千万円以上１億円未満の企
業、小規模企業とは資本金１千万円未満の企業とする。
金融業、保険業は含まない。
労働分配率＝人件費÷付加価値額× 。
付加価値額＝営業純益（営業利益ー支払利息等）＋人件費＋支払利息等＋動産・不動産賃借料＋租税公課。
人件費＝役員給与＋役員賞与＋従業員給与＋従業員賞与＋福利厚生費。
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資料：財務省「法人企業統計調査年報」
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本節の最後に、中小企業・小規模事業者が賃上げ原資を確保するための取組につい

て確認する。

第 図は、企業規模別に賃上げのために最も優先する対策を見たものである。

これを見ると、価格転嫁や人件費以外のコスト削減、新たな製品・商品・サービスの

開発等の割合が高いことが分かる。更なる賃上げ原資の確保に向けて、「稼ぐ力」を高

め、「強い中小企業」を目指すことが必要である。 
 
＜第 図＞

 

 

中規模企業

（ ）

小規模事業者

（ ）

賃上げのために最も優先する対策（企業規模別）

自社の製品 商品 サービス価格への転嫁

業務プロセス見直し等による人件費以外のコストの削減

新たな製品 商品 サービスの開発等による収益力向上

余力があり 特段の対策をせずとも対応が可能

省力化投資等による労働時間の節減

事業転換 業態転換等による事業見直し

その他

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」、（同）デロイト トー
マツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 年度の賃上げの実施状況（予定を含む）について、賃上げを実施している事業者（「正社員はいな
い」、「パート・アルバイトはいない」、「低下」、「据置き（０％）」と回答した事業者以外）に聞いたもの。
ここでの「賃上げ」とは、基本給の上昇を指すものとし、定期昇給は含めない。
賃上げを実施する（予定を含む）に当たって、優先して取り組んでいる対策について、上位１位～３位までの回

答のうち、１位の回答を集計したもの。

 

第第４４節節 労労働働生生産産性性・・設設備備投投資資 
本節では、中小企業・小規模事業者の労働生産性・設備投資の動向について確認す

る。

第 図は、企業規模別に労働生産性（従業員一人当たり付加価値額）の推移を

見たものである。これを見ると、「大企業」では上昇傾向にあるが、「中規模企業」、「小

規模企業」ではおおむね横ばいが続いていることが分かる。また、中小企業の労働生

産性は、業種ごとにばらつきが存在している（第 図）。

また、 加盟国の労働生産性を見ると、「日本」は 加盟国平均よりも低いこ

とが分かる（第 図）。 
 
＜第 図＞ 

 

労働生産性の推移（企業規模別）

大企業 中規模企業 小規模企業
（万円）

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注） ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中規模企業とは資本金１千万円以上１億円未満の企
業、小規模企業とは資本金１千万円未満の企業とする。
金融業、保険業は含まない。
労働生産性は「従業員一人当たり付加価値額」、付加価値額＝営業純益（営業利益－支払利息等）＋人件

費＋支払利息等＋動産・不動産賃借料＋租税公課。

（年度）
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マツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 年度の賃上げの実施状況（予定を含む）について、賃上げを実施している事業者（「正社員はいな
い」、「パート・アルバイトはいない」、「低下」、「据置き（０％）」と回答した事業者以外）に聞いたもの。
ここでの「賃上げ」とは、基本給の上昇を指すものとし、定期昇給は含めない。
賃上げを実施する（予定を含む）に当たって、優先して取り組んでいる対策について、上位１位～３位までの回

答のうち、１位の回答を集計したもの。

 

第第４４節節 労労働働生生産産性性・・設設備備投投資資 
本節では、中小企業・小規模事業者の労働生産性・設備投資の動向について確認す

る。

第 図は、企業規模別に労働生産性（従業員一人当たり付加価値額）の推移を

見たものである。これを見ると、「大企業」では上昇傾向にあるが、「中規模企業」、「小

規模企業」ではおおむね横ばいが続いていることが分かる。また、中小企業の労働生

産性は、業種ごとにばらつきが存在している（第 図）。

また、 加盟国の労働生産性を見ると、「日本」は 加盟国平均よりも低いこ

とが分かる（第 図）。 
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労働生産性の推移（企業規模別）

大企業 中規模企業 小規模企業
（万円）

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注） ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中規模企業とは資本金１千万円以上１億円未満の企
業、小規模企業とは資本金１千万円未満の企業とする。
金融業、保険業は含まない。
労働生産性は「従業員一人当たり付加価値額」、付加価値額＝営業純益（営業利益－支払利息等）＋人件

費＋支払利息等＋動産・不動産賃借料＋租税公課。
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（ ）により ドル換算している。
計測に必要な各種データは が公表する統計データを中心に、各国統計局のデータが補完的に用いられてい

る。
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第 図は、日本銀行「全国企業短期経済観測調査」を用いて、企業規模別に

生産・営業用設備判断 の推移を見たものである。これを見ると、大企業、中小企

業共に製造業、非製造業いずれも 年には一時的に過剰感が高まり、 年から

年にかけて過剰感は収束したことが分かる。足下 年は製造業では 年

にかけて高まっていた過剰感が解消し、非製造業では不足感が続いている傾向にある。

 
＜第 図＞

 
 

（ ％ ）

（年期）

中小企業 製造業 中小企業 非製造業

大企業 製造業 大企業 非製造業

資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
（注） ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中小企業とは資本金２千万円以上１億円未満の
企業とする。なお、 年第４四半期以前の調査においては、大企業とは常用雇用者数 人以上の
企業、中小企業とは常用雇用者数 ～ 人の企業とする。
「生産・営業用設備判断 」は、生産・営業用設備について、「過剰」と答えた企業の割合（％）か

ら、「不足」と答えた企業の割合（％）を引いたもの。

生産・営業用設備判断 の推移（企業規模別、製造業・非製造業別）

 

第 図は、企業規模別に設備投資額の推移を見たものである。足下の傾向を

見ると、「大企業」、「中規模企業」、「小規模企業」共に増加傾向にあることが分かる。
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（兆円）

（年度）

設備投資額の推移（企業規模別）

大企業 中規模企業 小規模企業

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注） ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中規模企業とは資本金１千万円以上１億円未満の企
業、小規模企業とは資本金１千万円未満の企業とする。
設備投資は、ソフトウェアを除く。
金融業、保険業は含まない。
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見ると、「大企業」、「中規模企業」、「小規模企業」共に増加傾向にあることが分かる。
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資料：財務省「法人企業統計調査年報」
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業、小規模企業とは資本金１千万円未満の企業とする。
設備投資は、ソフトウェアを除く。
金融業、保険業は含まない。
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第第５５節節 デデジジタタルル化化・・

本節では、中小企業・小規模事業者のデジタル化・ の動向について確認する。 
第 図は、デジタル化の取組段階を見たものである。これを見ると、「段階２」

と回答した事業者の割合が約６割を占めていることが分かる。一方で、デジタル化が

図られていない「段階１」の事業者が一定数存在しており、 の実現に向けて、更な

るデジタル化の進展が期待される。
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ここでの「 」とは、「デジタル・トランスフォーメーション」の略称であり、「顧客視点で新た

な価値を創出していくために、デジタル技術を用いてビジネスモデルや企業文化の変革に取り組

むこと」を指す。

（ ）

デジタル化の取組段階

段階４ 段階３ 段階２ 段階１

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）デジタル化の取組段階については、以下のとおり。
段階４：デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状態
段階３：デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態
段階２：アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態
段階１：紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態

 

第 図は、企業規模別にソフトウェア投資比率 の推移を見たものである。こ

れを見ると、近年、「中小企業」は上昇傾向にあるが、「大企業」と比較して低い水準

で推移している。
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ソフトウェア投資額は無形固定資産のうちソフトウェアに関する投資額を指し、資産計上され

ないものは含まれていないことに留意が必要。

（年期）

ソフトウェア投資比率の推移（企業規模別）

大企業 中小企業

資料：財務省「法人企業統計調査季報」
（注） ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中小企業とは資本金１千万円以上１億円未満の企業
とする。
ソフトウェア投資比率＝ソフトウェア投資額÷設備投資額× 。
金融業、保険業は含まない。

（後方４四半期移動平均）
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第 図は、企業規模別に従業者一人当たり情報処理・通信費の推移を見たも

のである。これを見ると、「中小企業」の従業者一人当たり情報処理・通信費が近年増

加していることが分かる。また、中小企業における情報処理・通信費の増加内訳を見

ると（第 図）、「クラウドサービス使用料」が増加していることが見て取れ、

中小企業では、資産計上されないクラウドサービスの活用が進んでいることが示唆さ

れる。
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（ 年度＝ ）

従業者一人当たり情報処理・通信費の推移（企業規模別）

大企業 中小企業

資料：経済産業省「企業活動基本調査」再編加工
（注）１ ここでの企業規模は、中小企業基本法上の定義に基づく。
２ ここでの「情報処理・通信費」とは、コンピュータによる情報処理やデータ通信等の専門部署における情
報処理費用と電話、郵便等の通信費の合計金額。コンピュータによる情報通信費には、導入諸掛り、リー
ス・レンタル料、保守料、回線使用料、ソフトウェア委託料及び購買費、パンチ委託料、計算委託料、オン
ラインサービス料等を含む。

（年度）

（ ）

中小企業における情報処理・通信費の増加内訳

ソフトウェア購買費 クラウドサービス使用料 リース レンタル料 保守料 その他

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）１ 情報処理や通信に掛かる費用のうち、 年以降で最も金額が増加しているものを聞いたもの。
２ 「その他」は、「インターネット回線使用料」、「電話料金」、「郵便料金」、「その他」と回答した事
業者の合計。「特にない」と回答した事業者は除く。
ここでの「クラウドサービス」とは、従来は利用者が手元のコンピュータで利用していたデータやソフト

ウェアを、ネットワーク経由で、サービスとして利用者に提供するものを指す。
ここでの「保守料」とは、ソフトウェアや、コピー機など 機器の保守契約料等を指す。

 

第第６６節節 価価格格転転嫁嫁 
本節では、中小企業・小規模事業者の価格転嫁の動向について確認する。

はじめに、中小企業・小規模事業者の仕入価格・販売価格の状況について確認する。

第 図は、景況調査を用いて、中小企業・小規模事業者の売上単価 、原材料・

商品仕入単価 、採算 の推移を見たものである。「原材料・商品仕入単価 」が

「売上単価 」を大きく上回っていることから、コストの上昇分を、製品・商品・サ

ービスの販売価格に十分に転嫁できない状況が続いていることが分かる。
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資料：中小企業庁・（独）中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
（注）１ 「売上単価 」は、前年同期と⽐べて、売上単価が「上昇」と答えた企業の割合（％）から、
「低下」と答えた企業の割合（％）を引いたもの。
２ 「原材料・商品仕入単価 」は、前年同期と⽐べて、原材料・商品仕入単価が「上昇」と答えた企業
の割合（％）から、「低下」と答えた企業の割合（％）を引いたもの。
３ 「採算 」は、前年同期と⽐べて、採算（経常利益）が「好転」と答えた企業の割合（％）から、
「悪化」と答えた企業の割合（％）を引いたもの。
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第 図は、 年３月から 年９月におけるコスト全般及び各コストの

変動に対する価格転嫁率の推移を見たものである 。各コストの転嫁率は上昇傾向で

あり、「コスト全般」の転嫁率は直近で ％まで上昇しているが、更なる価格転嫁

の実現が期待される。
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詳細については、中小企業庁「価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果」

（ ）を参照。

年３月

（ ）
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コスト全般 原材料 労務費 エネルギー費

（％）

資料：中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」
（注） 年３月、 年９月、 年３月、 年９月、 年３月、 年９月の調査におけ
る、価格転嫁率の平均値を算出したもの。
数は回答から抽出される延べ発注企業数を記載している。
ここでの価格転嫁率とは、主要な発注側企業（最大３社）との間で、直近６か月間のコスト上昇分のうち、

何パーセントを価格転嫁できたかの回答を集計したもの。

 

第 図は、業種別に 年９月と 年９月の価格転嫁の状況を見たもの

である。これを見ると、多くの業種で価格転嫁が進んでいることが分かる。
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年 月 年 月

価格転嫁の状況（業種別）

資料：中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」
（注） 年９月、 年９月の調査における、価格転嫁率の平均値を算出したもの。
数は回答から抽出される延べ発注企業数を記載している。
ここでの価格転嫁率とは、主要な発注側企業（最大３社）との間で、直近６か月間のコスト上昇分のうち、

何パーセントを価格転嫁できたかの回答を集計したもの。
発注側企業の業種ごとに集計した価格転嫁率であり、主な業種を抽出して掲載している。
運輸・郵便はトラック運送業を除く。

（ 年９月 年９月）
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第第７７節節 開開業業、、倒倒産産・・休休廃廃業業 
本節では、開業及び倒産・休廃業の動向について確認する。

第 図は、厚生労働省「雇用保険事業年報」を用いて、開業率と廃業率の推

移を見たものである。 年度の「開業率」は、 年度から ％ポイント低下の

％、 年度の「廃業率」は、 年度から ％ポイント低下の ％となっ

た。 
 
＜第 図＞

 
 

開業率・廃業率の推移

開業率 廃業率

（年度）
資料：厚生労働省 雇用保険事業年報 より中小企業庁作成
（注） 「開業率」＝当該年度の保険関係新規成立事業所数／前年度末の適用事業所数× 。
「廃業率」＝当該年度の保険関係消滅事業所数／前年度末の適用事業所数× 。
適用事業所数とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関

係が成立している事業の事業所数をいう（雇用保険法第５条）。
事業所における保険関係の成立、消滅をそれぞれ開廃業とみなしているため、企業単位での開廃業を確認で

きない点、雇用者が存在しない事業者の開廃業の実態は把握できない点に留意が必要。

年度開業率

年度廃業率

年度開業率

年度廃業率

 

第 図は、倒産件数の推移を見たものである。 年以降、倒産件数は減少

傾向だったが、 年を底に増加傾向に転じ、 年の倒産件数は 件だった。

また、従業員規模別に見ると、 人未満の企業が大半を占めていることが分かる。

業種別に見ると、「サービス業他」が占める割合が最も高く、次いで「建設業」、「製

造業」の割合が高い（第 図）。

 
＜第 図＞

 
 

（２）倒産件数の推移（従業員規模別）

～４人 ５～９人 ～ 人
～ 人 ～ 人 人以上

（件）

（年 月）

資料：（株）東京商工リサーチ「全国企業倒産状況」
（注） ここでの「倒産」とは、企業が債務の支払不能に陥ることや、経済活動を続けることが困難になっ
た状態となること。また、法的倒産（会社更生法、民事再生法、破産、特別清算）と私的倒産（銀行取引停
止処分、内整理）の つに大別される。
負債額 万円以上の倒産が集計対象。

（１）倒産件数の推移
（件）

（年）

倒産件数の推移
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（注） ここでの「倒産」とは、企業が債務の支払不能に陥ることや、経済活動を続けることが困難になっ
た状態となること。また、法的倒産（会社更生法、民事再生法、破産、特別清算）と私的倒産（銀行取引停
止処分、内整理）の つに大別される。
負債額 万円以上の倒産が集計対象。
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「サービス業他」には、飲食業、生活関連サービス業，娯楽業、学術研究，専門・技術サービス業等が含

まれる。
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第 図は、休廃業・解散件数の推移を見たものである。休廃業・解散件数は、

年から 年にかけて減少傾向にあったものの、 年に増加傾向に転じた。

年は前年から減少し、 件となった 。
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（株）帝国データバンクが定義する「休廃業・解散」について、同社のデータベース等から集計

している。集計対象のデータベースや、「休廃業・解散」の定義等によっては、件数や傾向が他の

調査結果と異なってくる可能性があることに留意が必要。
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資料：（株）帝国データバンク「全国企業『休廃業・解散』動向調査」
（注） （株）帝国データバンクが調査・保有する企業データベースのほか、各種法人データベースを基に集
計したもの。休廃業・解散とは、倒産（法的整理）によるものを除き、特段の手続を取らずに企業活動が停止
した状態を確認（休廃業）、若しくは商業登記等で解散（ただし「みなし解散」を除く）を確認できたものを
指す。
調査時点での休廃業・解散状態を確認したもので、将来的な企業活動の再開を否定するものではない。また、

休廃業・解散後に法的整理へ移行した場合は、倒産件数として再集計する場合もある。
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第 図は、休廃業・解散企業における損益別構成比の推移を見たものである。

「黒字」の状態で休廃業・解散に至る企業の割合は低下傾向にあり、 年は半数を

下回っている。  
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資料：（株）帝国データバンク「全国企業『休廃業・解散』動向調査」
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調査時点での休廃業・解散状態を確認したもので、将来的な企業活動の再開を否定するものではない。また、

休廃業・解散後に法的整理へ移行した場合は、倒産件数として再集計する場合もある。
「黒字」及び「赤字」の判定は休廃業・解散直前の当期純利益に基づく。

 

第 図は、休廃業・解散企業について、経営者年齢の推移を見たものである。

これを見ると、 年以降、「 代」、「 代以上」の割合、「平均年齢」が上昇傾向

にあることが分かる。
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（注） （株）帝国データバンクが調査・保有する企業データベースのほか、各種法人データベースを基に集
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した状態を確認（休廃業）、若しくは商業登記等で解散（ただし「みなし解散」を除く）を確認できたものを
指す。
調査時点での休廃業・解散状態を確認したもので、将来的な企業活動の再開を否定するものではない。また、

休廃業・解散後に法的整理へ移行した場合は、倒産件数として再集計する場合もある。
各集計年のうち、代表者の年齢が判明した企業を対象に集計している。
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第第８８節節 事事業業承承継継、、  
本節では、事業承継、 の動向について確認する。 
第 図は、中小企業における後継者不在率の推移を、経営者の年代別に見た

ものである。これを見ると、「全体」として後継者不在率は低下傾向にあり、経営者の

年代が「 代」以上の事業者においても同様に低下傾向にあることから、後継者不在

の解消が一定程度進んでいるといえる。
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中小企業における後継者不在率の推移（経営者の年代別）

全体 代 代 代以上

資料：（株）帝国データバンク「企業概要ファイル」「信用調査報告書」再編加工
（注）１ ここでの中小企業とは、中小企業基本法に定める「中小企業者」のことを指す。なお、企業規模は企業概要ファ
イルの情報に基づき分類している。
２ 「全体」については、経営者年齢の情報がない企業も含んだ中小企業数に対する割合を示している。

 

第 図は、中小企業における経営者年齢の分布を見たものである。これを見

ると、中小企業の経営者年齢の水準は依然として高く、 年は 歳以上の経営者

が過半数を占めている。
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資料：（株）帝国データバンク「企業概要ファイル」再編加工
（注） ここでの中小企業とは、中小企業基本法に定める「中小企業者」のことを指す。なお、企業規模は
企業概要ファイルの情報に基づき分類している。
経営者年齢の分布は、経営者年齢が判明した中小企業を対象に集計している。
データ制約上、「 年」については、 年１月時点の企業概要ファイルを使用し、ほかの系列につ

いては毎年 月更新時点の企業概要ファイルを使用している。
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2025年の割合

2026 White Paper on Small Enterprises in Japan44

令和7年度（2025年度）の中小企業・小規模事業者の動向第1部

01-1_小規模2026_1部1章.indd   4401-1_小規模2026_1部1章.indd   44 2026/04/09   20:41:382026/04/09   20:41:38



 

第第８８節節 事事業業承承継継、、  
本節では、事業承継、 の動向について確認する。 
第 図は、中小企業における後継者不在率の推移を、経営者の年代別に見た

ものである。これを見ると、「全体」として後継者不在率は低下傾向にあり、経営者の

年代が「 代」以上の事業者においても同様に低下傾向にあることから、後継者不在

の解消が一定程度進んでいるといえる。

 
＜第 図＞ 

 

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

中小企業における後継者不在率の推移（経営者の年代別）

全体 代 代 代以上

資料：（株）帝国データバンク「企業概要ファイル」「信用調査報告書」再編加工
（注）１ ここでの中小企業とは、中小企業基本法に定める「中小企業者」のことを指す。なお、企業規模は企業概要ファ
イルの情報に基づき分類している。
２ 「全体」については、経営者年齢の情報がない企業も含んだ中小企業数に対する割合を示している。

 

第 図は、中小企業における経営者年齢の分布を見たものである。これを見

ると、中小企業の経営者年齢の水準は依然として高く、 年は 歳以上の経営者

が過半数を占めている。

＜第 図＞

中小企業における経営者年齢の分布

年 年 年 年

年 年 年

（％）

（歳）

資料：（株）帝国データバンク「企業概要ファイル」再編加工
（注） ここでの中小企業とは、中小企業基本法に定める「中小企業者」のことを指す。なお、企業規模は
企業概要ファイルの情報に基づき分類している。
経営者年齢の分布は、経営者年齢が判明した中小企業を対象に集計している。
データ制約上、「 年」については、 年１月時点の企業概要ファイルを使用し、ほかの系列につ

いては毎年 月更新時点の企業概要ファイルを使用している。

（歳） （％）
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～

2025年の割合

小規模企業白書  2026 45

第1章　中小企業・小規模事業者の動向

第
2
節

第
3
節

第
4
節

第
5
節

第
6
節

第
7
節

第
8
節

第
1
節

01-1_小規模2026_1部1章.indd   4501-1_小規模2026_1部1章.indd   45 2026/04/09   20:41:382026/04/09   20:41:38



 

第 図は、我が国企業の 件数の推移を見たものである。（株）レコフデー

タの調べによると、 の件数は近年増加傾向で推移している。

また、第三者に事業を引き継ぐ意向がある中小企業と、他社から事業を譲り受けて

事業拡大を目指す中小企業等からの相談を受け付け、マッチングの支援を行う支援機

関として、事業承継・引継ぎ支援センターが全都道府県に設置されている。第

図は、事業承継・引継ぎ支援センターの相談者数と第三者承継に関する成約件数を見

たものである。これを見ると「相談者数」、「成約件数」共に増加傾向にあり、中小企

業において が活発化していることが分かる。
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資料：（株）レコフデータ調べ
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事業承継・引継ぎ支援センターの相談者数及び成約件数

相談者数（左軸） 成約件数（右軸）

（件）（者）

（年度）

資料：（独）中小企業基盤整備機構調べ
注 事業承継・引継ぎ支援センターは、第三者承継支援を行っていた「事業引継ぎ支援センター」に、親
族内承継支援を行っていた「事業承継ネットワーク」の機能を統合し、 年４月より活動を開始している。
そのため、 年度から 年度は事業引継ぎ支援センターの件数、 年度以降は事業承継・引継ぎ支
援センターの件数として集計している。
事業引継ぎ支援センターは、 年度に７か所設置され、 年度： か所（累計）、 年度：

か所（累計）、 年度： か所（累計）、 年度： か所（累計）となり、 年度に か所（累
計）の体制となった。

年度から 年度までの相談者数については、第三者承継のほか、従業員承継等に関する相談も一
部含まれている。また、 年度以降の相談者数については第三者承継のみの数値を集計している。
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第 図は、我が国企業の 件数の推移を見たものである。（株）レコフデー

タの調べによると、 の件数は近年増加傾向で推移している。
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図は、事業承継・引継ぎ支援センターの相談者数と第三者承継に関する成約件数を見

たものである。これを見ると「相談者数」、「成約件数」共に増加傾向にあり、中小企

業において が活発化していることが分かる。

＜第 図＞

件数の推移
（件）

資料：（株）レコフデータ調べ
年

 

＜第 図＞

事業承継・引継ぎ支援センターの相談者数及び成約件数

相談者数（左軸） 成約件数（右軸）

（件）（者）

（年度）

資料：（独）中小企業基盤整備機構調べ
注 事業承継・引継ぎ支援センターは、第三者承継支援を行っていた「事業引継ぎ支援センター」に、親
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第第２２章章 中中小小企企業業・・小小規規模模事事業業者者にに求求めめらられれるる共共通通価価値値

本章では、中小企業・小規模事業者において対応の重要性が高まっている共通価値

（脱炭素化、サーキュラーエコノミー、経済安全保障、人権尊重、 ）に対する中小

企業・小規模事業者の取組状況等について確認する。

第 図は、企業規模別に脱炭素化の取組段階 について見たものである。これ

を見ると、「中規模企業」、「小規模事業者」共に「段階２」以上の事業者は一定数存

在するものの、「段階１」の事業者が６割超と最も多く、今後脱炭素化に向けた具体

的な取組に着手することが期待される。また、「中規模企業」は、「小規模事業者」

に比べて取組が進んでいることが分かる。
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ここでの「脱炭素化」とは、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出量を削減、若しくは

排出量をゼロにする取組を指す。それぞれの取組段階の定義は、以下のとおり。

段階０：気候変動対応や 削減に係る取組の重要性について理解していない

段階１：気候変動対応や 削減に係る取組の重要性について理解している

段階２：事業所全体での年間 排出量（ １ ２）を把握している

段階３：事業所における主要な排出源や削減余地の大きい設備等を把握している

段階４：段階３で把握した設備等の 排出量の削減に向けて、削減対策を検討・実行している

段階５：段階１～４の取組を実施しており、かつ情報開示を行っている 

中規模企業

（ ）

小規模事業者

（ ）

脱炭素化の取組段階（企業規模別）
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」

 

第 図は、脱炭素化に向けた取組に関する協力要請の状況について、業種別に

確認したものである。「製造業」は「協力要請を受けた」と回答した割合が最も高く、

「運輸業、郵便業」、「卸売業」、「建設業」と続いている。 年に実施したアンケー

ト調査 と比較すると、「協力要請を受けた」と回答した割合は「全体（ 年）」で

％であり、「全体（ 年）」では ％と上昇している 。 
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（株）帝国データバンク「令和６年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」：（株）帝国

データバンクが 年 月から 月にかけて、以下の事業者を対象に実施した アンケート

調査。

・全国 者の事業者【有効回答数 者、回収率 ％】

※調査を進める中で判明した大企業 社を除いた中小企業・小規模事業者 者について

分析を行った。

・商工会及び商工会議所の会員である小規模事業者【有効回答数 者】

調査間で母集団が異なるため、回答割合を一概には比較できないことに留意が必要。
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」、「令和６年
度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）業種について、「その他」は、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「教育、学習支援業」、「その
他」と回答した事業者の合計。
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第 図は、脱炭素化の取組段階別に、 の取組を進めるに当たっての問題点

を見たものである。これを見ると、いずれの取組段階の事業者においても「コストに

見合ったメリットがない」、「具体的な効果や成果が見えない」、「脱炭素化・ を推進

する人材が足りない」といった回答割合が高い傾向にあることが分かる。また、取組

段階が低い事業者では、取組段階が高い事業者に比べて「どのように推進すればよい

か分からない」や「経営者や従業員の意識・理解が足りない」と回答した割合が高い。

 
＜第 図＞

  

 
ここでの「 」とは、「グリーン・トランスフォーメーション」の略称であり、化石エネルギ

ー（石炭や石油など）中心から、 を排出しないクリーンエネルギー中心に、ビジネスモデル

を転換することを指す。
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（注） 複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

 

第 図は、サーキュラーエコノミー の認知・取組状況について、企業規模別

に確認したものである。「全体」では、半数近い事業者がサーキュラーエコノミーの概

念を認知しており、「中規模企業」と「小規模事業者」で比較すると、「中規模企業」

の方がサーキュラーエコノミーへの認知・取組が進んでいることが分かる。
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11 経済産業省産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会「成長志

向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめ」（ 年 月）では、

「我が国を含めて世界では、 による廃棄物の発生抑制を基礎としつつ、社会経済システムを

従来の『線形経済（リニアエコノミー）』から、『循環経済（サーキュラーエコノミー）』（バリュ

ーチェーンのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、ストックを有効活用しな

がら、サービス化等を通じ、付加価値の最大化を図る経済）へと転換する必要に迫られている」

と指摘している。 
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サーキュラーエコノミーの認知・取組状況（企業規模別）
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がら、サービス化等を通じ、付加価値の最大化を図る経済）へと転換する必要に迫られている」

と指摘している。 
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（ ）

中規模企業

（ ）

小規模事業者

（ ）

概念を認知しており 実際に取り組んでいる

概念を認知しているが 取り組んでいない

概念を知らない 分からない

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」

サーキュラーエコノミーの認知・取組状況（企業規模別）
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第 図は、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取組を進めるに当たっての

問題点を見たものである。これを見ると、「特にない」と回答した割合が最も高いもの

の、「具体的な効果や成果が見えない」、「何から取り組めばよいか分からない」、「コス

トに見合った収益を上げられない」と回答した事業者の割合がいずれも２割を超えて

いる。 
 
＜第 図＞

  

具体的な効果や成果が見えない

何から取り組めばよいか分からない

コストに見合った収益を上げられない

取り組む必要性を感じない

経営者や従業員の意識 理解が足りない

必要な技術が足りない

手元資金に余裕がない

どこに相談すればよいか分からない

サプライチェーンの見直しが困難である

その他

特にない

サーキュラーエコノミーの実現に向けた取組を進めるに当たっての問題点

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

(n= )

 

第 図は、経済安全保障関連の要請や規制の強化を背景に、自社の取引先（発

注企業）から実際に対応を求められている、又は今後対応を求められる可能性が高い

と考えている取組を確認したものである。これを見ると、「特にない」と回答した割合

が最も高いが、「サイバーセキュリティ・技術情報管理強化」と回答した割合が３割を

超えており、経済安全保障に対応する必要性を感じている事業者が一定数存在するこ

とが分かる。

 
＜第 図＞

サイバーセキュリティ 技術情報管理強化

サプライチェーンの強靭化
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経済制裁による輸出入規制強化

貿易摩擦による輸出入規制強化

その他

特にない

経済安全保障に関する要請内容

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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第 図は、企業活動における人権尊重の取組 について、自社の取引先（発注

企業）からの具体的な働きかけや要請の有無を見たものである。これを見ると、 ％

の事業者が取引先から人権尊重に関する取組の要請を受けている。

＜第 図＞

 
年、日本政府は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」

を公表した。同ガイドラインでは、人権侵害に関する様々な経営リスクを例示するとともに、中

小企業を含む全ての企業に対して、人権方針の策定や人権デュー・ディリジェンスの実施といっ

た人権尊重の取組を進めていくことを推奨している。

（ ）

人権尊重に関する取組の要請有無

受けた 受けていない

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」

 

また、第 図は、企業規模別に人権方針 の策定状況を確認したものである。

これを見ると、「全体」では「既に策定している」と回答した割合は低いものの、策定

することを検討している事業者も含めると、人権方針の策定に前向きな事業者の割合

が４割超となっている。また、企業規模別に見ると、「中規模企業」は「小規模事業者」

に比べて取組が進んでおり、今後の取組にも意欲的であることが見て取れる。

＜第 図＞

 
13 ここでの「人権方針」とは、「人権を尊重する責任を果たす、という企業のコミットメントを

示す方針」を指す。 

小規模事業者

（ ）

中規模企業

（ ）

全体

（ ）

人権方針の策定状況（企業規模別）

既に策定している
策定していないが 策定することを検討中
策定しておらず 今後策定することも検討していない

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」
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頻発する災害等に備え、不測の事態における事業の中断リスク低下や、短期間での

復旧などのため、事業継続計画（ ）の策定が重要となっている。

第 図は、「事業継続計画（ ）に対する企業の意識調査（ 年） 」を用

いて、 策定率の推移を企業規模別に見たものである。「中小企業」における 策

定率は上昇傾向にあるものの、「大企業」の 策定率と比較すると、その水準には

依然として差があることが分かる。

＜第 図＞

 
のことを指す。

年調査の概要については次のとおり。（株）帝国データバンクが 年５月、全国

社の企業を対象に実施したアンケート調査【有効回答数 社（大企業 社、中

小企業 社）】 

年 年 年 年 年 年 年

大企業 中小企業

資料：（株）帝国データバンク「事業継続計画（ ）に対する企業の意識調査（ 年）」
（注）企業規模区分は、原則として中小企業基本法に準拠している。加えて、全国売上高ランキング（ 産
業分類別）に基づき、以下の分類を行っている。
・中小企業基本法で小規模企業者を除く中小企業者に分類される企業の中で、業種別の全国売上高ランキング
が上位３％の企業を「大企業」として区分。
・中小企業基本法で中小企業者に分類されない企業の中で、業種別の全国売上高ランキングが下位 の企
業を「中小企業」として区分。

策定率の推移（企業規模別）

 

第 図は、事業中断リスクに備えた実施・検討内容について見たものである。

これを見ると、「従業員の安否確認手段の整備」と回答した割合が最も高く、次いで

「情報システムのバックアップ」、「災害保険への加入」と続いている。

＜第 図＞

従業員の安否確認手段の整備

情報システムのバックアップ

災害保険への加入

緊急時の指揮・命令系統の構築

調達先・仕入先の分散

事業所の安全性確保

（建物の耐震補強、設備の転倒・落下対策など）

多様な働き方の制度化

（テレワーク、時差出勤、サテライトオフィスなど）

代替生産先・仕入先・業務委託先・販売場所の確保

物流手段の複数化

事業中断時の資金計画策定

資料：（株）帝国データバンク「事業継続計画（ ）に対する企業の意識調査（ 年）」再編加工
（注） 企業規模区分は、原則として中小企業基本法に準拠している。加えて、全国売上高ランキング
（ 産業分類別）に基づき、以下の分類を行っている。
・中小企業基本法で小規模企業者を除く中小企業者に分類される企業の中で、業種別の全国売上高ランキン
グが上位３％の企業を「大企業」として区分。
・中小企業基本法で中小企業者に分類されない企業の中で、業種別の全国売上高ランキングが下位 の企
業を「中小企業」として区分。

の策定状況について、「策定している」、「現在、策定中」、「策定を検討している」と回答した企
業に聞いたもの。
上位 項目を表示している。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

中小企業の事業中断リスクに備えた実施・検討内容

（ ）

（ ）
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第第３３章章 中中小小企企業業・・小小規規模模事事業業者者のの取取組組事事例例

本章では、中小企業・小規模事業者における具体的な取組事例について紹介する。

なお、中小企業庁では中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポ 」におい

て、これまでの中小企業・小規模事業者等における優良な取組事例を多数掲載してい

る 。

 
中小企業庁「ミラサポ 」事例ナビ（ ）

 

事事例例 ：：株株式式会会社社ロロイイヤヤルル農農機機

「「事事業業承承継継をを成成就就ささせせ、、地地域域住住民民のの生生活活やや産産業業をを支支ええ続続けけるる小小規規模模事事業業者者」」

・所在地：北海道真狩村 ・従業員数：３名 ・資本金： 万円 ・事業内容：その他の小売業

同同業業のの廃廃業業がが相相次次ぎぎ事事業業継継続続がが期期待待さされれるる中中、、地地域域にに不不可可欠欠なな事事業業ととししてて後後継継者者難難にに直直面面

北海道真狩村の株式会社ロイヤル農機は、小型の農機具や除雪機、芝刈り機の販売・修理を手掛ける企業であ

る。個人事業主として創業した 年以来、農機具の販売からアフターケアまで担う地域に欠かせない事業者と

して地域住民の生活を支えてきた。代表の大平雅彦氏が高齢になったが、後継者がいなかったため、事業の継続に

ついて悩んでいた。時を同じくして、オーストラリア出身でニセコ町在住のフォロスチュアート氏と妻のフォロ

かおり氏は芝刈り機の購入を検討し、 年にインターネットで見つけたロイヤル農機を訪ねた。 年から日

本に在住しており日本語堪能なスチュアート氏は大平氏と意気投合し、大平氏に後継者がいないことを知ると、

冬は豪雪であり夏は農業が盛んであるニセコ地域にとって農機具や除雪機の販売とメンテナンスができる同店は

不可欠であると感じ、即座に後継ぎを買って出た。その後、フォロ夫妻は承継を見据えて 年５月から大平氏

を無償で手伝うようになると、夫妻の意思が本物と確信した大平氏はフォロ夫妻への事業承継を決意した。

支支援援機機関関のの伴伴走走のの下下でで個個人人事事業業をを法法人人化化、、そそししてて承承継継へへ

まず、第三者への承継に伴い、主要仕入先である大手企業からの要請を受け法人化を決断、真狩村商工会（以

下、「商工会」）の助言に沿って、大平氏を代表取締役として 年１月に株式会社ロイヤル農機を設立し、準備

を進めていた。一方で、フォロ夫妻は大平氏の手伝いを通して営業や配達といった全社的な業務を習得。法人設立

後には、１年掛けて顧客の引継ぎや経営ノウハウを伝授された。大平氏とフォロ夫妻は、事業承継の準備を進める

中で、 年８月に商工会の事業承継個別相談会への参加をきっかけに北海道事業承継・引継ぎ支援センター（以

下、「センター」）と商工会の連携による支援を受けるようになった。以降、センターと商工会の助言を受け、会社

の資産整理や引継ぎのための条件整備、契約内容の精査を進めた。 年１月に株式の ％をかおり氏が取得

し、代表取締役にかおり氏、役員にスチュアート氏と大平氏を据え、新体制を構築。同時期、真狩村と商工会が連

携して制定された真狩村の事業承継向け補助金を活用し、社屋の必要な改修などを行い、承継後の新たなスター

トとなった。

外外国国人人顧顧客客のの新新規規開開拓拓にに成成功功しし、、売売上上げげはは 倍倍にに

事業承継により、大平氏とフォロ夫妻にとって課題であった「地域に不可欠な農機具や除雪機の販売・修理体

制の維持」は実現された。また、法人化したこともあり、事業承継後も仕入先との関係に何ら支障なく取引が継続

できている。さらに、外国人の居住が多い地域において、スチュアート氏が承継したことで と口コミを通し

て外国人顧客の来店が大幅に増加。かつては、全体の１％程度だった外国人顧客が 年 月時点で ％以上

を占めるようになり、売上げは前年比 倍に達した。加えて、販売面だけでなく、仕入面でもスチュアート氏の

語学力をいかして海外からの仕入れを進めている。「今後はより地域のニーズに対応して購入いただいた後のアフ

ターケアや商品拡充にも力を入れる。海外製のドローンやロボットも積極的に扱い、地域住民の快適な生活に貢

献していきたい」とフォロかおり社長は語る。

大平雅彦前社長 左 と

フォロかおり社長 中央 、

フォロスチュアート氏 右

社屋前での集合写真
小型の除雪機などの販売、

修理を手掛ける工房
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第第３３章章 中中小小企企業業・・小小規規模模事事業業者者のの取取組組事事例例

本章では、中小企業・小規模事業者における具体的な取組事例について紹介する。

なお、中小企業庁では中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポ 」におい

て、これまでの中小企業・小規模事業者等における優良な取組事例を多数掲載してい

る 。

 
中小企業庁「ミラサポ 」事例ナビ（ ）

 

事事例例 ：：株株式式会会社社ロロイイヤヤルル農農機機

「「事事業業承承継継をを成成就就ささせせ、、地地域域住住民民のの生生活活やや産産業業をを支支ええ続続けけるる小小規規模模事事業業者者」」

・所在地：北海道真狩村 ・従業員数：３名 ・資本金： 万円 ・事業内容：その他の小売業

同同業業のの廃廃業業がが相相次次ぎぎ事事業業継継続続がが期期待待さされれるる中中、、地地域域にに不不可可欠欠なな事事業業ととししてて後後継継者者難難にに直直面面

北海道真狩村の株式会社ロイヤル農機は、小型の農機具や除雪機、芝刈り機の販売・修理を手掛ける企業であ

る。個人事業主として創業した 年以来、農機具の販売からアフターケアまで担う地域に欠かせない事業者と

して地域住民の生活を支えてきた。代表の大平雅彦氏が高齢になったが、後継者がいなかったため、事業の継続に

ついて悩んでいた。時を同じくして、オーストラリア出身でニセコ町在住のフォロスチュアート氏と妻のフォロ

かおり氏は芝刈り機の購入を検討し、 年にインターネットで見つけたロイヤル農機を訪ねた。 年から日

本に在住しており日本語堪能なスチュアート氏は大平氏と意気投合し、大平氏に後継者がいないことを知ると、

冬は豪雪であり夏は農業が盛んであるニセコ地域にとって農機具や除雪機の販売とメンテナンスができる同店は

不可欠であると感じ、即座に後継ぎを買って出た。その後、フォロ夫妻は承継を見据えて 年５月から大平氏

を無償で手伝うようになると、夫妻の意思が本物と確信した大平氏はフォロ夫妻への事業承継を決意した。

支支援援機機関関のの伴伴走走のの下下でで個個人人事事業業をを法法人人化化、、そそししてて承承継継へへ

まず、第三者への承継に伴い、主要仕入先である大手企業からの要請を受け法人化を決断、真狩村商工会（以

下、「商工会」）の助言に沿って、大平氏を代表取締役として 年１月に株式会社ロイヤル農機を設立し、準備

を進めていた。一方で、フォロ夫妻は大平氏の手伝いを通して営業や配達といった全社的な業務を習得。法人設立

後には、１年掛けて顧客の引継ぎや経営ノウハウを伝授された。大平氏とフォロ夫妻は、事業承継の準備を進める

中で、 年８月に商工会の事業承継個別相談会への参加をきっかけに北海道事業承継・引継ぎ支援センター（以

下、「センター」）と商工会の連携による支援を受けるようになった。以降、センターと商工会の助言を受け、会社

の資産整理や引継ぎのための条件整備、契約内容の精査を進めた。 年１月に株式の ％をかおり氏が取得

し、代表取締役にかおり氏、役員にスチュアート氏と大平氏を据え、新体制を構築。同時期、真狩村と商工会が連

携して制定された真狩村の事業承継向け補助金を活用し、社屋の必要な改修などを行い、承継後の新たなスター

トとなった。

外外国国人人顧顧客客のの新新規規開開拓拓にに成成功功しし、、売売上上げげはは 倍倍にに

事業承継により、大平氏とフォロ夫妻にとって課題であった「地域に不可欠な農機具や除雪機の販売・修理体

制の維持」は実現された。また、法人化したこともあり、事業承継後も仕入先との関係に何ら支障なく取引が継続

できている。さらに、外国人の居住が多い地域において、スチュアート氏が承継したことで と口コミを通し

て外国人顧客の来店が大幅に増加。かつては、全体の１％程度だった外国人顧客が 年 月時点で ％以上

を占めるようになり、売上げは前年比 倍に達した。加えて、販売面だけでなく、仕入面でもスチュアート氏の

語学力をいかして海外からの仕入れを進めている。「今後はより地域のニーズに対応して購入いただいた後のアフ

ターケアや商品拡充にも力を入れる。海外製のドローンやロボットも積極的に扱い、地域住民の快適な生活に貢

献していきたい」とフォロかおり社長は語る。

大平雅彦前社長 左 と

フォロかおり社長 中央 、

フォロスチュアート氏 右

社屋前での集合写真
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事事例例 ：：シシググママ株株式式会会社社

「「カカーーボボンンニニュューートトララルルでで利利益益改改善善やや新新たたなな可可能能性性をを開開拓拓すするる企企業業」」

・所在地：広島県呉市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：輸送用機械器具製造業

欧欧州州のの変変化化にに危危機機感感をを持持ちち、、先先んんじじててカカーーボボンンニニュューートトララルルにに向向けけたた取取組組をを開開始始

広島県呉市のシグマ株式会社は、大手自動車メーカーをはじめとする自動車業界向けの金属・樹脂製の小物精

密部品を製造する企業である。高い技術力を持ち、特にワイパーシャフトにおいて高いシェアを誇る。 年頃

から、欧州の自動車メーカーがサプライヤーに対してカーボンニュートラル（以下、「 」）の取組を取引条件とす

る強い要請を発するようになり、その動向が注目されていた。当時、顧客である日本の自動車メーカーは、欧州メ

ーカーほど強い姿勢を示していなかったが、下中利孝会長は、欧州の状況を踏まえると、同様の動きがいずれ日本

でも起こることを懸念。その際、対応が遅れれば事業存続に関わるとの判断から、先んじて への対応を決断し

た。

排排出出量量削削減減にによよるるココスストトとと効効果果をを可可視視化化しし、、全全社社をを巻巻きき込込みみななががらら経経済済性性をを犠犠牲牲ににししなないい施施策策をを推推進進

推進の責任者として指名を受けた下中慎太郎副社長は、 年に広島県の支援事業に参加し、 排出量の

算出方法など の基礎知識を身に付けることから活動を始めた。取組を進めるに当たっては、単に を実現す

るだけではなく、経済性を犠牲にしないことを追求する方針を取り、費用対効果の徹底的な可視化・分析に着手。

具体的には、①スタートアップ企業と連携し、製造業に特化した 排出量管理・削減支援アプリの共同開発、②

電力消費量や設備の稼働状況に関する可視化ツールの自社開発、に取り組んだ。回収期間が３年未満の投資に限

定した上で、費用対効果を可視化したことにより 照明への切替えやヒートポンプの導入といったコスト削減

に寄与する取組を選別できるようになった。また、社員全員が成果を定量的に把握できる体制を構築できたこと

で、 への取組について社員が自分事として捉えるようになり、モチベーションが向上した。生産部門を含めた

社内全体において への取組意識を醸成できた結果、各部門に施策を提案させる等、部門横断的なプロジェクト

として 活動を進めることができている。

生生産産量量がが増増ええるる中中でで 排排出出量量のの削削減減とと営営業業利利益益率率のの改改善善をを実実現現

こうした取組が功を奏し、 に関する国際的な認証を取得することに成功し、対外的な信頼を獲得。 の削

減効果としては、３か年目標である トンの削減に対し、受注拡大による ％近い生産量の増加がありながら

も 年度末の実績として トンの削減に成功した。一生産量当たりの電力消費効率は ％改善し、コスト

改善効果として営業利益率が ％押し上げられている。現在では、取引先から に関する要請があった際に即

座に対応できる体制が構築できている。また、全社的な取組により部門間の連携が活発になるという効果も得ら

れた。「 活動を継続するには、環境よりも事業存続や経済性のためという意識を持つことが重要である。 に

取り組む企業には、これ以上やることがないと考える企業も多いが、削減ポテンシャルは常にある。本取組で得た

経験をいかし、 に限らず、データドリブン経営で国際競争力を強化し、日本のものづくりをアップデートした

い」と下中副社長は語る。

下中利孝会長（左）と

下中慎太郎副社長（右）
工場内の作業現場 可視化ツールを使用している様子

 

事事例例 ：：株株式式会会社社小小島島衣衣料料

「「海海外外工工場場ににおおけけるる人人権権尊尊重重をを通通ししてて、、現現地地法法人人のの成成長長をを実実現現ししてていいるる企企業業」」

・所在地：岐阜県岐阜市 ・従業員数： 名 ・資本金：１億 万円 ・事業内容：繊維工業

技技術術力力のの向向上上とと人人権権尊尊重重にに向向けけたた取取組組がが課課題題にに

岐阜県岐阜市の株式会社小島衣料は、中国、バングラデシュ、ミャンマーに工場を構え、高い縫製技術を要する

婦人向け重衣料の を手掛ける企業である。 年に設立したバングラデシュ工場は、現在では従業員約

名を抱え、生産の過半を占める主要拠点となっている。だが、進出から数年間は技術・品質面の要求水準の高さか

ら、対応が容易でなかったことなどを背景として現地従業員の離職率が高い状況にあったため、人材の定着率を

引き上げるとともに、ジャケットなどの付加価値の高い製品の製造に必要な水準に生産技術を高めることが課題

となっていた。さらに、現地に駐在していた小島高典副社長は、特に欧米のアパレル業界において人権配慮の潮流

が高まりつつある状況を踏まえ、先手を打って人権尊重に向けた取組に着手することが事業の持続可能性を高め

る上でも重要であると考えていた。

現現地地従従業業員員のの要要望望をを吸吸いい上上げげ、、多多岐岐ににわわたたるる改改革革をを推推進進

小島副社長は、労働環境の改善案を検討する上で、従業員の意見を幅広くかつ効率的に吸い上げる必要性を感

じ、 年から従業員の投票により選出された代表者と経営陣が月次で話し合う取組を開始。賃上げや有給休暇

の拡充など従業員からの改善要望に対し、同国内にある他社の待遇に関する情報を入手・分析しながら検討を進

め、現地の賃金水準を上回る給与設計や目標に対する達成度合いに応じた評価制度の構築など、多岐にわたる改

革を実施した。さらに、取組前は業務量の状況により一定の残業が発生していたものの、生産技術や生産性の向上

に向けた取組により、その是正にも成功している。また、優秀な従業員のモチベーション向上や現地従業員による

工場運営を実現するために、現地従業員から幹部人材を育成することを計画。 年より開発途上国の産業人材

育成を支援する一般財団法人海外産業人材育成協会（以下、「 」）の制度を活用し、これまで 名が日本での

１年間の日本語学習と実務経験研修に参加している。

定定着着率率がが上上昇昇しし技技術術力力はは向向上上。。人人権権尊尊重重にに向向けけたた取取組組はは顧顧客客かかららもも評評価価さされれ持持続続可可能能性性をを高高めめるる

現地従業員の要望に即した労働環境の改善により、 年の離職率は ％と、 年の ％から大幅に低

下。生産スキルを習得した人材が定着したことで現地工場の技術力は格段に向上した。また、 で日本語と技

術を習得した従業員は、帰国後に幹部人材として顧客や本社から届く製品情報を現場に落とし込む重要な職務に

従事できるようになった。これらを通じて、 年には 名いた日本人駐在員は、 年には５名にまで減少

し、現地で効率的な運営が可能となっている。同社の人権に配慮した取組は、同社の顧客である大手アパレル企業

から求められる水準も満たし、同社が取引先から安心して製造を委託される企業との評価を受けることにもつな

がった。「人権尊重に向けた取組は取引先からの受注継続だけでなく、海外工場の技術力向上にも寄与した。現地

法人も日本の本社と同格の企業と考えており、今後は駐在員を必要としない、現地従業員だけで工場を運営でき

る体制を目指す」と小島副社長は語る。

小島高典副社長 同社の婦人向け重衣料
同社内で実施されている

日本語勉強会の様子
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事事例例 ：：シシググママ株株式式会会社社

「「カカーーボボンンニニュューートトララルルでで利利益益改改善善やや新新たたなな可可能能性性をを開開拓拓すするる企企業業」」

・所在地：広島県呉市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：輸送用機械器具製造業

欧欧州州のの変変化化にに危危機機感感をを持持ちち、、先先んんじじててカカーーボボンンニニュューートトララルルにに向向けけたた取取組組をを開開始始

広島県呉市のシグマ株式会社は、大手自動車メーカーをはじめとする自動車業界向けの金属・樹脂製の小物精

密部品を製造する企業である。高い技術力を持ち、特にワイパーシャフトにおいて高いシェアを誇る。 年頃

から、欧州の自動車メーカーがサプライヤーに対してカーボンニュートラル（以下、「 」）の取組を取引条件とす

る強い要請を発するようになり、その動向が注目されていた。当時、顧客である日本の自動車メーカーは、欧州メ

ーカーほど強い姿勢を示していなかったが、下中利孝会長は、欧州の状況を踏まえると、同様の動きがいずれ日本

でも起こることを懸念。その際、対応が遅れれば事業存続に関わるとの判断から、先んじて への対応を決断し

た。

排排出出量量削削減減にによよるるココスストトとと効効果果をを可可視視化化しし、、全全社社をを巻巻きき込込みみななががらら経経済済性性をを犠犠牲牲ににししなないい施施策策をを推推進進

推進の責任者として指名を受けた下中慎太郎副社長は、 年に広島県の支援事業に参加し、 排出量の

算出方法など の基礎知識を身に付けることから活動を始めた。取組を進めるに当たっては、単に を実現す

るだけではなく、経済性を犠牲にしないことを追求する方針を取り、費用対効果の徹底的な可視化・分析に着手。

具体的には、①スタートアップ企業と連携し、製造業に特化した 排出量管理・削減支援アプリの共同開発、②

電力消費量や設備の稼働状況に関する可視化ツールの自社開発、に取り組んだ。回収期間が３年未満の投資に限

定した上で、費用対効果を可視化したことにより 照明への切替えやヒートポンプの導入といったコスト削減

に寄与する取組を選別できるようになった。また、社員全員が成果を定量的に把握できる体制を構築できたこと

で、 への取組について社員が自分事として捉えるようになり、モチベーションが向上した。生産部門を含めた

社内全体において への取組意識を醸成できた結果、各部門に施策を提案させる等、部門横断的なプロジェクト

として 活動を進めることができている。

生生産産量量がが増増ええるる中中でで 排排出出量量のの削削減減とと営営業業利利益益率率のの改改善善をを実実現現

こうした取組が功を奏し、 に関する国際的な認証を取得することに成功し、対外的な信頼を獲得。 の削

減効果としては、３か年目標である トンの削減に対し、受注拡大による ％近い生産量の増加がありながら

も 年度末の実績として トンの削減に成功した。一生産量当たりの電力消費効率は ％改善し、コスト

改善効果として営業利益率が ％押し上げられている。現在では、取引先から に関する要請があった際に即

座に対応できる体制が構築できている。また、全社的な取組により部門間の連携が活発になるという効果も得ら

れた。「 活動を継続するには、環境よりも事業存続や経済性のためという意識を持つことが重要である。 に

取り組む企業には、これ以上やることがないと考える企業も多いが、削減ポテンシャルは常にある。本取組で得た

経験をいかし、 に限らず、データドリブン経営で国際競争力を強化し、日本のものづくりをアップデートした

い」と下中副社長は語る。

下中利孝会長（左）と

下中慎太郎副社長（右）
工場内の作業現場 可視化ツールを使用している様子

 

事事例例 ：：株株式式会会社社小小島島衣衣料料

「「海海外外工工場場ににおおけけるる人人権権尊尊重重をを通通ししてて、、現現地地法法人人のの成成長長をを実実現現ししてていいるる企企業業」」

・所在地：岐阜県岐阜市 ・従業員数： 名 ・資本金：１億 万円 ・事業内容：繊維工業

技技術術力力のの向向上上とと人人権権尊尊重重にに向向けけたた取取組組がが課課題題にに

岐阜県岐阜市の株式会社小島衣料は、中国、バングラデシュ、ミャンマーに工場を構え、高い縫製技術を要する

婦人向け重衣料の を手掛ける企業である。 年に設立したバングラデシュ工場は、現在では従業員約

名を抱え、生産の過半を占める主要拠点となっている。だが、進出から数年間は技術・品質面の要求水準の高さか

ら、対応が容易でなかったことなどを背景として現地従業員の離職率が高い状況にあったため、人材の定着率を

引き上げるとともに、ジャケットなどの付加価値の高い製品の製造に必要な水準に生産技術を高めることが課題

となっていた。さらに、現地に駐在していた小島高典副社長は、特に欧米のアパレル業界において人権配慮の潮流

が高まりつつある状況を踏まえ、先手を打って人権尊重に向けた取組に着手することが事業の持続可能性を高め

る上でも重要であると考えていた。

現現地地従従業業員員のの要要望望をを吸吸いい上上げげ、、多多岐岐ににわわたたるる改改革革をを推推進進

小島副社長は、労働環境の改善案を検討する上で、従業員の意見を幅広くかつ効率的に吸い上げる必要性を感

じ、 年から従業員の投票により選出された代表者と経営陣が月次で話し合う取組を開始。賃上げや有給休暇

の拡充など従業員からの改善要望に対し、同国内にある他社の待遇に関する情報を入手・分析しながら検討を進

め、現地の賃金水準を上回る給与設計や目標に対する達成度合いに応じた評価制度の構築など、多岐にわたる改

革を実施した。さらに、取組前は業務量の状況により一定の残業が発生していたものの、生産技術や生産性の向上

に向けた取組により、その是正にも成功している。また、優秀な従業員のモチベーション向上や現地従業員による

工場運営を実現するために、現地従業員から幹部人材を育成することを計画。 年より開発途上国の産業人材

育成を支援する一般財団法人海外産業人材育成協会（以下、「 」）の制度を活用し、これまで 名が日本での

１年間の日本語学習と実務経験研修に参加している。

定定着着率率がが上上昇昇しし技技術術力力はは向向上上。。人人権権尊尊重重にに向向けけたた取取組組はは顧顧客客かかららもも評評価価さされれ持持続続可可能能性性をを高高めめるる

現地従業員の要望に即した労働環境の改善により、 年の離職率は ％と、 年の ％から大幅に低

下。生産スキルを習得した人材が定着したことで現地工場の技術力は格段に向上した。また、 で日本語と技

術を習得した従業員は、帰国後に幹部人材として顧客や本社から届く製品情報を現場に落とし込む重要な職務に

従事できるようになった。これらを通じて、 年には 名いた日本人駐在員は、 年には５名にまで減少

し、現地で効率的な運営が可能となっている。同社の人権に配慮した取組は、同社の顧客である大手アパレル企業

から求められる水準も満たし、同社が取引先から安心して製造を委託される企業との評価を受けることにもつな

がった。「人権尊重に向けた取組は取引先からの受注継続だけでなく、海外工場の技術力向上にも寄与した。現地

法人も日本の本社と同格の企業と考えており、今後は駐在員を必要としない、現地従業員だけで工場を運営でき

る体制を目指す」と小島副社長は語る。

小島高典副社長 同社の婦人向け重衣料
同社内で実施されている

日本語勉強会の様子
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事事例例 ：：株株式式会会社社小小坂坂研研究究所所

「「輸輸出出事事業業拡拡大大にに向向けけてて、、経経済済安安全全保保障障対対策策ととししててのの輸輸出出管管理理にに取取りり組組むむ企企業業」」

・所在地：東京都千代田区 ・従業員数： 名 ・資本金：２億 万円

・事業内容：はん用機械器具製造業

海海外外取取引引のの拡拡大大にによよりり輸輸出出取取引引上上ののリリススククがが高高ままるる中中でで他他社社のの不不正正事事案案がが契契機機にに

東京都千代田区の株式会社小坂研究所は、 年に創業した精密測定機器や流体機器のメーカーである。

年代に在韓国企業への輸出取引を本格化させ、 年頃から主に韓国、中国、台湾への直接輸出を拡大させてき

た。同社が輸出する製品には、輸出規制対象に該当するおそれのある軍事転用可能なものもあることから厳正な

輸出管理が求められていたところ、 年に他社で不正輸出事件が発生したことを受け、今後の輸出取引の継続

に向けて輸出規制対策の更なる厳格化に着手した。

全全社社横横断断的的なな委委員員会会をを設設置置しし、、輸輸出出取取引引をを徹徹底底管管理理

輸出規制対策の厳格化に取り組み始めてから 年ほどは、海外営業部門が主体となって輸出管理を担当してい

たが、 年に代表取締役社長に就任した小坂伊一郎氏は、より効果的な運用が重要と考え、大規模な組織改革

を実施、 年に全社横断的な輸出管理委員会（以下、「委員会」）を設立した。委員会は部門横断的に選抜され

た総勢８名から構成され、メンバーに外部研修等を受講させることで輸出管理への見識を深めるとともに、営業

担当者ベースでは払拭しきれない懸念事項について審議し、独自のフローチャートに基づいて輸出取引上の懸案

事項を検討。フローチャートには、必要に応じて独立行政法人日本貿易振興機構や一般財団法人安全保障貿易情

報センターなどの外部機関に判断を仰ぐ工程も組み込まれており、リスクを排除できない取引は中止するなど厳

格な輸出管理体制とした。さらに、輸出先の調査においては、対象企業の株主から製品の最終的なユーザーに至る

まで徹底的に明らかにし、僅かな輸出取引上のリスクも見逃さない仕組みを構築している。また、多数ある会議に

おいて定期的に委員会の実績報告の場を設け、委員会の形骸化を防止していることに加えて、委員会のメンバー

を部門横断的に毎年入れ替えることを通して、従来は営業部門に限定されていた輸出管理に関する取組を全社へ

と広げ、当事者意識の醸成を図った。

厳厳格格なな輸輸出出管管理理のの取取組組にによよりりググレレーーなな案案件件もも未未然然にに回回避避

委員会の設置以降、引き続き輸出取引に関連する事案を発生させず、輸出取引を維持することに成功。輸出管理

体制の構築により案件を選別するノウハウが蓄積・共有化されたことに加え、徹底した輸出管理の取組が周知さ

れたことが抑止力となってグレーな案件が持ち込まれにくくなった。委員会の取組により全社的に輸出管理への

意識が醸成され、価格交渉をせずに購入を急ぐ顧客や第三国への迂回販売など、不正事案につながり得る兆候を

察知できた事例もある。こうした兆候の中には、フローチャートに該当せず、これまでの勘と経験により察知した

ものもあり、今後は委員会においてノウハウを明文化することを視野に入れる。さらに、委員会の設置により営業

だけでなく工場でも輸出管理を意識するようになり、委員会をハブとして事業部間に交流が生まれ、社内も活性

化しているという。「輸出管理は経営基盤と事業継続力の強化のために必須の取組だ。現在は日本をはじめ近隣の

中国・台湾・韓国で売上げを構成している状況だが、現体制に満足することなく常にブラッシュアップし、海外取

引を米国やインドへも広げていきたい」と小坂社長は語る。 

小坂伊一郎社長 主力の測定機器 全社横断的に輸出管理を行う
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第第２２部部 小小規規模模事事業業者者のの経経営営リリテテララシシーー向向上上とと企企業業間間連連携携にによよるる事事業業のの

維維持持・・拡拡大大

第第１１章章 小小規規模模事事業業者者のの経経営営リリテテララシシーー向向上上とと企企業業間間連連携携

第１部では、中小企業・小規模事業者を取り巻く外部環境等について概観した。

中小企業においては、春季労使交渉における賃上げ率上昇や最低賃金の引上げが進

む中、現金給与額は増加傾向で推移している。中小企業の賃上げは、日本経済の成長

にとって極めて重要であり、実質賃金プラスの定着に向け、持続的な賃上げを実現す

ることが必要である。一方で、中小企業の労働分配率が既に８割近い水準にあること

を踏まえれば、最低賃金を含む賃上げを継続的に行うためには、中小企業が「稼ぐ力」

を高め、賃上げ原資を確保することが必要となる。

また、労働供給制約社会が到来し、人材の確保が一層困難になる可能性が高い我が

国においては、中小企業の人手不足が今後更に深刻化するおそれがある。したがって、

中小企業がこうした人手不足を乗り越えて、生産力・供給力を維持・強化していくこ

とも、併せて必要といえる。

こうした課題を乗り越えるためには、短期的な損益を追うのではなく、長期的な視

点で事業構造・組織構造を再構築していく「戦略」を持った経営に転換していくこと

が重要といえる。その上で、経営者の能力、すなわち「経営力」が明暗を分ける。そ

して、この「経営力」を向上させるためには、その土台となる、経営者が持つべき基

本的知識である「経営リテラシー」の強化・実践が不可欠である。

また、経営資源が限られる小規模事業者では、事業者単独で不足している経営力を

補い合うために他事業者と連携を進めることも重要といえる。

そこで、第２部第１章では、中小企業庁「中小企業実態基本調査 」を用いて、小規

模事業者の現状について確認するとともに、小規模事業者を対象としたアンケート調

査 を用いて、小規模事業者の「経営リテラシー」向上と企業間連携の取組について分

析を行う。

 
中小企業庁「中小企業実態基本調査」は、中小企業基本法に基づく中小企業を対象とした標本

調査である。本調査の概要は中小企業庁のホームページを参照のこと。 

（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」：（同）

デロイト トーマツが 年 月から 月にかけて、以下の事業者を対象に実施した アン

ケート調査。

・全国 者の小規模事業者【有効回答数 者、回収率 ％】

・商工会及び商工会議所の会員である小規模事業者【有効回答数 者】

※調査を進める中で判明した中規模企業 者を除いた小規模事業者 者について分析を

行った。

なお、中小企業とは、中小企業基本法第２条第１項の規定に基づく「中小企業者」をいう。また、

小規模事業者とは、同法同条第５項の規定に基づく「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企

業とは「小規模企業者」以外の「中小企業者」をいう。

 

第第１１節節 小小規規模模事事業業者者のの現現状状分分析析

まずは、小規模事業者の業績動向について確認する。

なお、本節では、中小企業庁「中小企業実態基本調査」を用いて分析を行っている

ため、本書の第１部で掲載している財務省「法人企業統計調査年報」を用いた分析と

は数値が異なることに留意が必要である 。

 
はじめに、中規模企業と小規模事業者の法人企業について業績推移を確認する。第

図は、一社当たり売上高の推移を確認したものである。これを見ると、「中規模

企業（法人）」では、足下で増加傾向にある一方で、「小規模事業者（法人）」ではおお

むね横ばいで推移していることが分かる。

＜第 図＞

 

 
財務省「法人企業統計調査年報」は、法人企業のみを調査対象としており、本書第１部では資

本金１千万円未満の企業を小規模事業者としている。一方、中小企業庁「中小企業実態基本調

査」は、中小企業基本法に基づく資本金及び従業員数に該当する中小企業を調査対象とし、個人

企業も含まれる。

一社当たり売上高の推移（法人、企業規模別）

中規模企業（法人） 小規模事業者（法人）

（百万円）

（年度）

資料：中小企業庁「中小企業実態基本調査」再編加工
（注） ここでの企業規模は、中小企業基本法上の定義に基づく。
法人企業のみを集計。
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第第２２部部 小小規規模模事事業業者者のの経経営営リリテテララシシーー向向上上とと企企業業間間連連携携にによよるる事事業業のの

維維持持・・拡拡大大

第第１１章章 小小規規模模事事業業者者のの経経営営リリテテララシシーー向向上上とと企企業業間間連連携携

第１部では、中小企業・小規模事業者を取り巻く外部環境等について概観した。

中小企業においては、春季労使交渉における賃上げ率上昇や最低賃金の引上げが進

む中、現金給与額は増加傾向で推移している。中小企業の賃上げは、日本経済の成長

にとって極めて重要であり、実質賃金プラスの定着に向け、持続的な賃上げを実現す

ることが必要である。一方で、中小企業の労働分配率が既に８割近い水準にあること

を踏まえれば、最低賃金を含む賃上げを継続的に行うためには、中小企業が「稼ぐ力」

を高め、賃上げ原資を確保することが必要となる。

また、労働供給制約社会が到来し、人材の確保が一層困難になる可能性が高い我が

国においては、中小企業の人手不足が今後更に深刻化するおそれがある。したがって、

中小企業がこうした人手不足を乗り越えて、生産力・供給力を維持・強化していくこ

とも、併せて必要といえる。

こうした課題を乗り越えるためには、短期的な損益を追うのではなく、長期的な視

点で事業構造・組織構造を再構築していく「戦略」を持った経営に転換していくこと

が重要といえる。その上で、経営者の能力、すなわち「経営力」が明暗を分ける。そ

して、この「経営力」を向上させるためには、その土台となる、経営者が持つべき基

本的知識である「経営リテラシー」の強化・実践が不可欠である。

また、経営資源が限られる小規模事業者では、事業者単独で不足している経営力を

補い合うために他事業者と連携を進めることも重要といえる。

そこで、第２部第１章では、中小企業庁「中小企業実態基本調査 」を用いて、小規

模事業者の現状について確認するとともに、小規模事業者を対象としたアンケート調

査 を用いて、小規模事業者の「経営リテラシー」向上と企業間連携の取組について分

析を行う。

 
中小企業庁「中小企業実態基本調査」は、中小企業基本法に基づく中小企業を対象とした標本

調査である。本調査の概要は中小企業庁のホームページを参照のこと。 

（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」：（同）

デロイト トーマツが 年 月から 月にかけて、以下の事業者を対象に実施した アン

ケート調査。

・全国 者の小規模事業者【有効回答数 者、回収率 ％】

・商工会及び商工会議所の会員である小規模事業者【有効回答数 者】

※調査を進める中で判明した中規模企業 者を除いた小規模事業者 者について分析を

行った。

なお、中小企業とは、中小企業基本法第２条第１項の規定に基づく「中小企業者」をいう。また、

小規模事業者とは、同法同条第５項の規定に基づく「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企

業とは「小規模企業者」以外の「中小企業者」をいう。

 

第第１１節節 小小規規模模事事業業者者のの現現状状分分析析

まずは、小規模事業者の業績動向について確認する。

なお、本節では、中小企業庁「中小企業実態基本調査」を用いて分析を行っている

ため、本書の第１部で掲載している財務省「法人企業統計調査年報」を用いた分析と

は数値が異なることに留意が必要である 。

 
はじめに、中規模企業と小規模事業者の法人企業について業績推移を確認する。第

図は、一社当たり売上高の推移を確認したものである。これを見ると、「中規模

企業（法人）」では、足下で増加傾向にある一方で、「小規模事業者（法人）」ではおお

むね横ばいで推移していることが分かる。

＜第 図＞

 

 
財務省「法人企業統計調査年報」は、法人企業のみを調査対象としており、本書第１部では資

本金１千万円未満の企業を小規模事業者としている。一方、中小企業庁「中小企業実態基本調

査」は、中小企業基本法に基づく資本金及び従業員数に該当する中小企業を調査対象とし、個人

企業も含まれる。

一社当たり売上高の推移（法人、企業規模別）

中規模企業（法人） 小規模事業者（法人）

（百万円）

（年度）

資料：中小企業庁「中小企業実態基本調査」再編加工
（注） ここでの企業規模は、中小企業基本法上の定義に基づく。
法人企業のみを集計。
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第 図は、小規模事業者のうち法人企業について、業種別の一社当たり売上高

を確認したものである。これを見ると、直近３年間について、ほとんどの業種で売上

高が増加していることが分かる。また、直近売上高を見ると、最も高い業種は「卸売

業」であり、次いで「運輸業、郵便業」、「建設業」と続いていることが分かる。

＜第 図＞

小規模事業者の一社当たり売上高（法人、業種別）

年度 年度 年度

（百万円）

資料：中小企業庁「中小企業実態基本調査」再編加工
（注） ここでの企業規模は、中小企業基本法上の定義に基づく。
法人企業のみを集計。

 

第 図は、法人企業について企業規模別に一社当たり経常利益の推移を確認し

たものである。これを見ると、「中規模企業（法人）」、「小規模事業者（法人）」共に足

下では増加傾向にあることが分かる。

＜第 図＞

一社当たり経常利益の推移（法人、企業規模別）

中規模企業（法人） 小規模事業者（法人）

（百万円）

（年度）

資料：中小企業庁「中小企業実態基本調査」再編加工
（注） ここでの企業規模は、中小企業基本法上の定義に基づく。
法人企業のみを集計。
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第 図は、小規模事業者のうち法人企業について、業種別の一社当たり売上高

を確認したものである。これを見ると、直近３年間について、ほとんどの業種で売上

高が増加していることが分かる。また、直近売上高を見ると、最も高い業種は「卸売

業」であり、次いで「運輸業、郵便業」、「建設業」と続いていることが分かる。

＜第 図＞

小規模事業者の一社当たり売上高（法人、業種別）

年度 年度 年度

（百万円）

資料：中小企業庁「中小企業実態基本調査」再編加工
（注） ここでの企業規模は、中小企業基本法上の定義に基づく。
法人企業のみを集計。

 

第 図は、法人企業について企業規模別に一社当たり経常利益の推移を確認し

たものである。これを見ると、「中規模企業（法人）」、「小規模事業者（法人）」共に足

下では増加傾向にあることが分かる。

＜第 図＞

一社当たり経常利益の推移（法人、企業規模別）

中規模企業（法人） 小規模事業者（法人）

（百万円）

（年度）

資料：中小企業庁「中小企業実態基本調査」再編加工
（注） ここでの企業規模は、中小企業基本法上の定義に基づく。
法人企業のみを集計。
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次に、小規模事業者のうち、個人企業の業績推移を確認する。

第 図は、小規模事業者のうち個人企業について、一者当たりの売上高と経常

利益の推移を確認したものである。これを見ると、小規模事業者のうち個人企業では、

「売上高」、「経常利益」共におおむね横ばいで推移していることが分かる。

＜第 図＞

小規模事業者の業績推移（個人企業）

売上高 経常利益

（百万円）

（年度）

資料：中小企業庁「中小企業実態基本調査」再編加工
（注） ここでの企業規模は、中小企業基本法上の定義に基づく。
小規模事業者のうち個人企業のみを集計。

 

第第２２節節 小小規規模模事事業業者者のの経経営営リリテテララシシーー向向上上 
ここからは、「経営力」の土台となる、経営者が持つべき基本的知識である「経営リ

テラシー」に関する取組の状況について確認していく。

「小規模企業振興基本計画（第Ⅲ期） 」（以下、「基本計画」という。）では、経営

力を強化し、事業の拡大や持続的発展につなげるために、「経営者が経営に必要なリ

テラシー（経営戦略・経営管理・会計・労務管理・知的資産・知的財産等）を高めて

いくとともに、経営者自らが将来の経営計画を策定する必要」があると指摘している。

そこで本節においては、小規模事業者に求められる経営リテラシーについて、基本

計画や先行研究 等を踏まえて、「財務・会計」、「組織・人材」、「運営管理」、「経営戦

略」に大別（第 図）し、アンケート調査の結果を用いて、「①財務・会計リテラ

シー」では主に「原価管理」と「資金繰り計画の策定」、「②組織・人材リテラシー」

では「従業員の労務管理」と「組織活性化」、「③運営管理リテラシー」では「品質管

理」と「ノウハウの蓄積・共有」、「④経営戦略リテラシー」では「経営計画の策定」

と「マーケティング」への取組状況について、優良事例を交えつつ分析を行っていく。

＜第 図＞

 
中小企業庁（ ）

伊藤（ ）、高橋・中村（ ）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」

小規模事業者に求められる、４つの経営リテラシー

①財務・会計リテラシー
原価管理
資金繰り計画の策定

②組織・人材リテラシー
従業員の労務管理
組織活性化

③運営管理リテラシー
品質管理
ノウハウの蓄積・共有

④経営戦略リテラシー
経営計画の策定
マーケティング
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次に、小規模事業者のうち、個人企業の業績推移を確認する。

第 図は、小規模事業者のうち個人企業について、一者当たりの売上高と経常

利益の推移を確認したものである。これを見ると、小規模事業者のうち個人企業では、

「売上高」、「経常利益」共におおむね横ばいで推移していることが分かる。

＜第 図＞

小規模事業者の業績推移（個人企業）

売上高 経常利益

（百万円）

（年度）

資料：中小企業庁「中小企業実態基本調査」再編加工
（注） ここでの企業規模は、中小企業基本法上の定義に基づく。
小規模事業者のうち個人企業のみを集計。

 

第第２２節節 小小規規模模事事業業者者のの経経営営リリテテララシシーー向向上上 
ここからは、「経営力」の土台となる、経営者が持つべき基本的知識である「経営リ

テラシー」に関する取組の状況について確認していく。

「小規模企業振興基本計画（第Ⅲ期） 」（以下、「基本計画」という。）では、経営

力を強化し、事業の拡大や持続的発展につなげるために、「経営者が経営に必要なリ

テラシー（経営戦略・経営管理・会計・労務管理・知的資産・知的財産等）を高めて

いくとともに、経営者自らが将来の経営計画を策定する必要」があると指摘している。

そこで本節においては、小規模事業者に求められる経営リテラシーについて、基本

計画や先行研究 等を踏まえて、「財務・会計」、「組織・人材」、「運営管理」、「経営戦

略」に大別（第 図）し、アンケート調査の結果を用いて、「①財務・会計リテラ

シー」では主に「原価管理」と「資金繰り計画の策定」、「②組織・人材リテラシー」

では「従業員の労務管理」と「組織活性化」、「③運営管理リテラシー」では「品質管

理」と「ノウハウの蓄積・共有」、「④経営戦略リテラシー」では「経営計画の策定」

と「マーケティング」への取組状況について、優良事例を交えつつ分析を行っていく。

＜第 図＞

 
中小企業庁（ ）

伊藤（ ）、高橋・中村（ ）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」

小規模事業者に求められる、４つの経営リテラシー

①財務・会計リテラシー
原価管理
資金繰り計画の策定

②組織・人材リテラシー
従業員の労務管理
組織活性化

③運営管理リテラシー
品質管理
ノウハウの蓄積・共有

④経営戦略リテラシー
経営計画の策定
マーケティング
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１．財務・会計リテラシー

先行研究 では、適切な財務活動を行うことが、中小企業の黒字計上に影響をもたら

す可能性を指摘している。小規模事業者については、十分な資金余力がなく財務体質

も強固でない場合があり、こうした中で、財務・会計に関するリテラシーを高め、採

算性や資金繰りの状況を把握した上で、適切な経営判断を行うことは重要であると考

えられる。

そこで本項では、小規模事業者における「財務・会計リテラシー」として、主に原

価管理、資金繰り管理の取組状況と効果について分析を行う。

 
①小規模事業者の経理体制

まず、小規模事業者が経理業務を行う体制について確認する。

第 図は、売上高規模別に、小規模事業者における、主な経理業務担当者を確

認したものである。これを見ると、売上高規模が小さいほど「経営者」と回答した割

合が高く、売上高規模が大きくなるにつれて「経理専任の部署・担当者」と回答した

割合が高い傾向となっている。

＜第 図＞

 
北野・山﨑（ ）

１千万円以下（ ）

１千万円超～５千万円以下（ ）

５千万円超～１億円以下（ ）

１億円超（ ）

経理専任の部署・担当者 専任者はおらず、他の管理部署・担当者が兼務
経営者 顧問税理士等の外部に委託
その他

小規模事業者における、経理業務担当者（売上高規模別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの売上高規模は、直近決算期の売上高について聞いたもの。
ここでの「経理業務」とは、決算書作成のために、日々の取引とお金の流れを記録する業務のことを指す。

 

第 図は、売上高規模別に、小規模事業者が経理業務に最も活用しているツー

ルを確認したものである。これを見ると、売上高規模が大きいほど「クラウド型の会

計ソフト」又は「インストール型の会計ソフト」と回答した割合が高いことが見て取

れる。一方で、売上高規模が小さいほど「 等の表計算ソフト」又は「紙の帳簿」

と回答した割合が高い傾向にあり、特に売上高規模が「１千万円以下」の事業者では、

約５割を占めていることが分かる。

＜第 図＞

１千万円以下（ ）

１千万円超～５千万円以下（ ）

５千万円超～１億円以下（ ）

１億円超（ ）

クラウド型の会計ソフト インストール型の会計ソフト 等の表計算ソフト 紙の帳簿 その他

小規模事業者における、経理業務に最も活用しているツール（売上高規模別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの売上高規模は、直近決算期の売上高について聞いたもの。
ここでの「経理業務」とは、決算書作成のために、日々の取引とお金の流れを記録する業務のことを指す。
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１．財務・会計リテラシー

先行研究 では、適切な財務活動を行うことが、中小企業の黒字計上に影響をもたら

す可能性を指摘している。小規模事業者については、十分な資金余力がなく財務体質

も強固でない場合があり、こうした中で、財務・会計に関するリテラシーを高め、採

算性や資金繰りの状況を把握した上で、適切な経営判断を行うことは重要であると考

えられる。

そこで本項では、小規模事業者における「財務・会計リテラシー」として、主に原

価管理、資金繰り管理の取組状況と効果について分析を行う。

 
①小規模事業者の経理体制

まず、小規模事業者が経理業務を行う体制について確認する。

第 図は、売上高規模別に、小規模事業者における、主な経理業務担当者を確

認したものである。これを見ると、売上高規模が小さいほど「経営者」と回答した割

合が高く、売上高規模が大きくなるにつれて「経理専任の部署・担当者」と回答した

割合が高い傾向となっている。

＜第 図＞

 
北野・山﨑（ ）

１千万円以下（ ）

１千万円超～５千万円以下（ ）

５千万円超～１億円以下（ ）

１億円超（ ）

経理専任の部署・担当者 専任者はおらず、他の管理部署・担当者が兼務
経営者 顧問税理士等の外部に委託
その他

小規模事業者における、経理業務担当者（売上高規模別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの売上高規模は、直近決算期の売上高について聞いたもの。
ここでの「経理業務」とは、決算書作成のために、日々の取引とお金の流れを記録する業務のことを指す。

 

第 図は、売上高規模別に、小規模事業者が経理業務に最も活用しているツー

ルを確認したものである。これを見ると、売上高規模が大きいほど「クラウド型の会

計ソフト」又は「インストール型の会計ソフト」と回答した割合が高いことが見て取

れる。一方で、売上高規模が小さいほど「 等の表計算ソフト」又は「紙の帳簿」

と回答した割合が高い傾向にあり、特に売上高規模が「１千万円以下」の事業者では、

約５割を占めていることが分かる。

＜第 図＞

１千万円以下（ ）

１千万円超～５千万円以下（ ）

５千万円超～１億円以下（ ）

１億円超（ ）

クラウド型の会計ソフト インストール型の会計ソフト 等の表計算ソフト 紙の帳簿 その他

小規模事業者における、経理業務に最も活用しているツール（売上高規模別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの売上高規模は、直近決算期の売上高について聞いたもの。
ここでの「経理業務」とは、決算書作成のために、日々の取引とお金の流れを記録する業務のことを指す。
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第 図は、小規模事業者が、クラウド型の会計ソフトを導入することで得られ

た効果を確認したものである。これを見ると、「経理業務に要する時間の削減」と回答

した割合が最も高い。このことから、クラウド型の会計ソフトの導入が、小規模事業

者における経理業務の負担軽減に寄与する可能性が示唆される。

＜第 図＞

経理業務に要する時間の削減

税制改正の対応等更新作業の効率化

社外からのアクセス向上

他データとの効率的な連携

ソフトウェアに要する費用の削減

セキュリティの向上

請求書等のペーパーレス化

その他

特に効果は感じていない

（ ）

小規模事業者における、クラウド型会計ソフトの導入効果

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 経理業務において最も活用しているツールについて、「クラウド型の会計ソフト」と回答した事業
者に聞いたもの。
ここでの「経理業務」とは、決算書作成のために、日々の取引とお金の流れを記録する業務のことを指す。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

 

第 図は、小規模事業者における、クラウド型の会計ソフトの月額費用につい

て確認したものである。これを見ると、「無料」又は「１万円以下」と回答した事業者

が約６割を占めている。

＜第 図＞

（ ）

無料 １万円以下 １万円超～３万円以下 ３万円超～５万円以下 ５万円超

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 経理業務において最も活用しているツールについて、「クラウド型の会計ソフト」と回答した事業
者に聞いたもの。
ここでの「経理業務」とは、決算書作成のために、日々の取引とお金の流れを記録する業務のことを指す。

小規模事業者における、クラウド型会計ソフトの月額費用
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第 図は、小規模事業者が、クラウド型の会計ソフトを導入することで得られ

た効果を確認したものである。これを見ると、「経理業務に要する時間の削減」と回答

した割合が最も高い。このことから、クラウド型の会計ソフトの導入が、小規模事業

者における経理業務の負担軽減に寄与する可能性が示唆される。

＜第 図＞

経理業務に要する時間の削減

税制改正の対応等更新作業の効率化

社外からのアクセス向上

他データとの効率的な連携

ソフトウェアに要する費用の削減

セキュリティの向上

請求書等のペーパーレス化

その他

特に効果は感じていない

（ ）

小規模事業者における、クラウド型会計ソフトの導入効果

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 経理業務において最も活用しているツールについて、「クラウド型の会計ソフト」と回答した事業
者に聞いたもの。
ここでの「経理業務」とは、決算書作成のために、日々の取引とお金の流れを記録する業務のことを指す。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

 

第 図は、小規模事業者における、クラウド型の会計ソフトの月額費用につい

て確認したものである。これを見ると、「無料」又は「１万円以下」と回答した事業者

が約６割を占めている。

＜第 図＞

（ ）

無料 １万円以下 １万円超～３万円以下 ３万円超～５万円以下 ５万円超

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 経理業務において最も活用しているツールについて、「クラウド型の会計ソフト」と回答した事業
者に聞いたもの。
ここでの「経理業務」とは、決算書作成のために、日々の取引とお金の流れを記録する業務のことを指す。

小規模事業者における、クラウド型会計ソフトの月額費用
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小規模事業者においては、売上高規模が小さいほど経理業務を経営者自身が担うケ

ースが多く、紙の帳簿を使用している事業者も一定数存在することを確認した。こう

した体制の下で、小規模事業者が期中で頻繁に財務状況を確認することは、業務負担

上、ハードルが高い可能性もある。一方で、先行研究 でも指摘されているとおり、決

算時に限らず、例えば月次等のペースで実績管理を行うことは、期中において目標と

比較した進捗を確認し、的確な経営判断につなげるために重要であると考えられる。

第 図は、売上高規模別に、小規模事業者における試算表の作成状況を確認

したものである。これを見ると、売上高規模の小さい事業者ほど、試算表の作成頻度

が低い傾向にあり、「作成していない」と回答した割合も高いことが分かる。

＜第 図＞

 
山本・横井（ ）では、会計事務所が中小企業に提供する月次決算サービスのあり方を論じ

るに当たり、前提となる月次決算の位置付けについて、「意図した目標を達成できているか否

か、達成できていないとすれば何故か、どのような対応が必要かといったことを考える機会を提

供する」ものであると指摘している。

１億円超（ ）

５千万円超～１億円以下（ ）

１千万円超～５千万円以下（ ）

１千万円以下（ ）

月に一度作成している 四半期に一度作成している 半年に一度作成している 作成していない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）ここでの売上高規模は、直近決算期の売上高について聞いたもの。

小規模事業者における、試算表の作成状況（売上高規模別）

 

②原価管理

原価管理は、採算性を意識した適切な経営判断の基礎となる、重要な取組であると

考えられる。そこで、ここからは小規模事業者における原価管理の取組について確認

していく。第 図は、小規模事業者における原価の把握状況を確認したもので

ある。これを見ると、全体では、「製品・商品・サービス別に把握している」と回答し

た事業者が約５割と最も多いが、「全社単位で把握している」、「ほとんど把握してい

ない」と回答した事業者も約３割を占めていることが分かる。また業種別に見ると、

「小売業」、「卸売業」、「製造業」は原価を「製品・商品・サービス別に把握している」

割合が高い 。

＜第 図＞

 
 ここでの「原価管理」とは、製品・商品・サービスの生産・提供に要するコストを把握し、適

切に管理することを指す。 
（独）中小企業基盤整備機構では、商品・取引先ごとの収支の把握や価格転嫁の目安の検討が

できるツール「儲かる経営キヅク君」（ ）を提供して

おり、原価管理の取組に活用することができる。

（ ）

（１）全体
小規模事業者における、原価の把握状況

宿泊業、飲食サービス業（ ）

小売業（ ）

卸売業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

情報通信業（ ）

製造業（ ）

建設業（ ）

（２）業種別

製品・商品・サービス別に把握している 事業単位で把握している
全社単位で把握している ほとんど把握していない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）業種別では、一部業種を抽出して掲載している。
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小規模事業者においては、売上高規模が小さいほど経理業務を経営者自身が担うケ

ースが多く、紙の帳簿を使用している事業者も一定数存在することを確認した。こう

した体制の下で、小規模事業者が期中で頻繁に財務状況を確認することは、業務負担

上、ハードルが高い可能性もある。一方で、先行研究 でも指摘されているとおり、決

算時に限らず、例えば月次等のペースで実績管理を行うことは、期中において目標と

比較した進捗を確認し、的確な経営判断につなげるために重要であると考えられる。

第 図は、売上高規模別に、小規模事業者における試算表の作成状況を確認

したものである。これを見ると、売上高規模の小さい事業者ほど、試算表の作成頻度

が低い傾向にあり、「作成していない」と回答した割合も高いことが分かる。

＜第 図＞

 
山本・横井（ ）では、会計事務所が中小企業に提供する月次決算サービスのあり方を論じ

るに当たり、前提となる月次決算の位置付けについて、「意図した目標を達成できているか否

か、達成できていないとすれば何故か、どのような対応が必要かといったことを考える機会を提

供する」ものであると指摘している。

１億円超（ ）

５千万円超～１億円以下（ ）

１千万円超～５千万円以下（ ）

１千万円以下（ ）

月に一度作成している 四半期に一度作成している 半年に一度作成している 作成していない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）ここでの売上高規模は、直近決算期の売上高について聞いたもの。

小規模事業者における、試算表の作成状況（売上高規模別）

 

②原価管理

原価管理は、採算性を意識した適切な経営判断の基礎となる、重要な取組であると

考えられる。そこで、ここからは小規模事業者における原価管理の取組について確認

していく。第 図は、小規模事業者における原価の把握状況を確認したもので

ある。これを見ると、全体では、「製品・商品・サービス別に把握している」と回答し

た事業者が約５割と最も多いが、「全社単位で把握している」、「ほとんど把握してい

ない」と回答した事業者も約３割を占めていることが分かる。また業種別に見ると、

「小売業」、「卸売業」、「製造業」は原価を「製品・商品・サービス別に把握している」

割合が高い 。

＜第 図＞

 
 ここでの「原価管理」とは、製品・商品・サービスの生産・提供に要するコストを把握し、適

切に管理することを指す。 
（独）中小企業基盤整備機構では、商品・取引先ごとの収支の把握や価格転嫁の目安の検討が

できるツール「儲かる経営キヅク君」（ ）を提供して

おり、原価管理の取組に活用することができる。

（ ）

（１）全体
小規模事業者における、原価の把握状況

宿泊業、飲食サービス業（ ）

小売業（ ）

卸売業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

情報通信業（ ）

製造業（ ）

建設業（ ）

（２）業種別

製品・商品・サービス別に把握している 事業単位で把握している
全社単位で把握している ほとんど把握していない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）業種別では、一部業種を抽出して掲載している。
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第 図は、小規模事業者における、原価を詳細に把握することで得られた効

果について確認したものである。これを見ると、「適正な価格設定ができるようにな

った」と回答した割合が最も高く、次いで、「コストや業務フローの見直しにつながっ

た」、「販売先・仕入先の見直しにつながった」と続いていることが分かる。このこと

から、原価を詳細に把握することで、価格転嫁やコスト・取引先の見直しなどにつな

がる可能性があることが示唆される。

＜第 図＞

適正な価格設定ができるようになった

コストや業務フローの見直しにつながった

販売先・仕入先の見直しにつながった

資金繰りの予測がしやすくなった

金融機関や支援機関から、

融資や支援を受けやすくなった

その他

特に効果は感じていない

（ ）

小規模事業者における、原価を詳細に把握することで得られた効果

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 原価の把握状況について、「製品・商品・サービス別に把握している」、「事業単位で把握してい
る」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

 

第 図は、原価の把握状況別に、小規模事業者における価格転嫁の状況を確

認したものである。これを見ると、原価を詳細に把握しているほど、費用変動分につ

いて販売価格に転嫁できた割合が高く、「ほとんど把握していない」事業者は、４割超

が「価格転嫁できなかった」と回答している。このことから、価格転嫁の取組及びこ

れに伴う販売先との価格交渉を進めるに当たっては、原価を詳細に把握することが重

要であると考えられる。

＜第 図＞

ほとんど把握していない（ ）

全社単位で把握している（ ）

事業単位で把握している（ ）

製品・商品・サービス別に把握している

（ ）

７５％以上 ５０％以上～７５％未満 ２５％以上～５０％未満
０％超～２５％未満 価格転嫁できなかった

小規模事業者における、価格転嫁の状況（原価の把握状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）価格転嫁の状況は、過去１年間における、製品・商品・サービスの生産や製造、あるいは提供等にか
かる費用変動分について、どの程度販売価格に転嫁できたかを聞いたもの。「転嫁不要」と回答した事業者
を除く。
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第 図は、小規模事業者における、原価を詳細に把握することで得られた効

果について確認したものである。これを見ると、「適正な価格設定ができるようにな

った」と回答した割合が最も高く、次いで、「コストや業務フローの見直しにつながっ

た」、「販売先・仕入先の見直しにつながった」と続いていることが分かる。このこと

から、原価を詳細に把握することで、価格転嫁やコスト・取引先の見直しなどにつな

がる可能性があることが示唆される。

＜第 図＞

適正な価格設定ができるようになった

コストや業務フローの見直しにつながった

販売先・仕入先の見直しにつながった

資金繰りの予測がしやすくなった

金融機関や支援機関から、

融資や支援を受けやすくなった

その他

特に効果は感じていない

（ ）

小規模事業者における、原価を詳細に把握することで得られた効果

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 原価の把握状況について、「製品・商品・サービス別に把握している」、「事業単位で把握してい
る」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

 

第 図は、原価の把握状況別に、小規模事業者における価格転嫁の状況を確

認したものである。これを見ると、原価を詳細に把握しているほど、費用変動分につ

いて販売価格に転嫁できた割合が高く、「ほとんど把握していない」事業者は、４割超

が「価格転嫁できなかった」と回答している。このことから、価格転嫁の取組及びこ

れに伴う販売先との価格交渉を進めるに当たっては、原価を詳細に把握することが重

要であると考えられる。

＜第 図＞

ほとんど把握していない（ ）

全社単位で把握している（ ）

事業単位で把握している（ ）

製品・商品・サービス別に把握している

（ ）

７５％以上 ５０％以上～７５％未満 ２５％以上～５０％未満
０％超～２５％未満 価格転嫁できなかった

小規模事業者における、価格転嫁の状況（原価の把握状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）価格転嫁の状況は、過去１年間における、製品・商品・サービスの生産や製造、あるいは提供等にか
かる費用変動分について、どの程度販売価格に転嫁できたかを聞いたもの。「転嫁不要」と回答した事業者
を除く。
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第 図は、原価の把握状況別に、小規模事業者が収益性を高めるために取り

組んでいることを確認したものである。これを見ると、原価を「把握している」事業

者は、「把握していない」事業者より「価格の見直し」、「原材料費・外注費などのコス

ト構造の見直し」、「利益の見込める分野への経営資源の重点配分」といった取組を行

っている割合が特に高い。一方、原価を「把握していない」事業者の約２割は「特に

収益性を高める取組は行っていない」と回答したことが見て取れる。原価の把握によ

って自社のコスト構造に対する理解が深まり、収益性を高めるための取組につながっ

ている可能性がある。

＜第 図＞

価格の見直し

原材料費・外注費などのコスト構造の見直し

利益の見込める分野への経営資源の重点配分

利益が少ない分野の縮小や撤退

人員配置や業務分担の見直しによる効率化

その他

特に収益性を高める取組は行っていない

把握している（ ）

把握していない（ ）

小規模事業者における、収益性を高めるための取組（原価の把握状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 原価の把握状況について、「把握している」は、「製品・商品・サービス別に把握している」、
「事業単位で把握している」と回答した事業者の合計。「把握していない」は、「全社単位で把握してい
る」、「ほとんど把握していない」と回答した事業者の合計。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

 

第 図は、原価の把握状況別に、小規模事業者における営業利益率の傾向を

確認したものである。これを見ると、原価を「製品・商品・サービス別に把握してい

る」、「事業単位で把握している」事業者は、「全社単位で把握している」、「ほとんど把

握していない」事業者より、「上昇」と回答した割合が高い。このことから、原価の詳

細な把握によって収益性を高めるための取組につながり、営業利益率の向上を実現し

ている可能性がある。

＜第 図＞

製品・商品・サービス別に把握している

（ ）

事業単位で把握している（ ）

全社単位で把握している（ ）

ほとんど把握していない（ ）

上昇 不変 低下

小規模事業者における、営業利益率の傾向（原価の把握状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）営業利益率について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「上昇」は、「大幅に
上昇」、「やや上昇」と回答した事業者の合計。「低下」は、「大幅に低下」、「やや低下」と回答した事
業者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した事業者を除く。
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第 図は、原価の把握状況別に、小規模事業者が収益性を高めるために取り

組んでいることを確認したものである。これを見ると、原価を「把握している」事業

者は、「把握していない」事業者より「価格の見直し」、「原材料費・外注費などのコス

ト構造の見直し」、「利益の見込める分野への経営資源の重点配分」といった取組を行

っている割合が特に高い。一方、原価を「把握していない」事業者の約２割は「特に

収益性を高める取組は行っていない」と回答したことが見て取れる。原価の把握によ

って自社のコスト構造に対する理解が深まり、収益性を高めるための取組につながっ

ている可能性がある。

＜第 図＞

価格の見直し

原材料費・外注費などのコスト構造の見直し

利益の見込める分野への経営資源の重点配分

利益が少ない分野の縮小や撤退

人員配置や業務分担の見直しによる効率化

その他

特に収益性を高める取組は行っていない

把握している（ ）

把握していない（ ）

小規模事業者における、収益性を高めるための取組（原価の把握状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 原価の把握状況について、「把握している」は、「製品・商品・サービス別に把握している」、
「事業単位で把握している」と回答した事業者の合計。「把握していない」は、「全社単位で把握してい
る」、「ほとんど把握していない」と回答した事業者の合計。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

 

第 図は、原価の把握状況別に、小規模事業者における営業利益率の傾向を

確認したものである。これを見ると、原価を「製品・商品・サービス別に把握してい

る」、「事業単位で把握している」事業者は、「全社単位で把握している」、「ほとんど把

握していない」事業者より、「上昇」と回答した割合が高い。このことから、原価の詳

細な把握によって収益性を高めるための取組につながり、営業利益率の向上を実現し

ている可能性がある。

＜第 図＞

製品・商品・サービス別に把握している

（ ）

事業単位で把握している（ ）

全社単位で把握している（ ）

ほとんど把握していない（ ）

上昇 不変 低下

小規模事業者における、営業利益率の傾向（原価の把握状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）営業利益率について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「上昇」は、「大幅に
上昇」、「やや上昇」と回答した事業者の合計。「低下」は、「大幅に低下」、「やや低下」と回答した事
業者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した事業者を除く。
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③損益分岐点の把握 
第 図は、財務省「法人企業統計調査年報」を用いて、企業規模別に、損益分

岐点売上高 と損益分岐点比率 を確認したものである。損益分岐点比率を見ると、企

業規模が小さいほどその比率が高く、売上高の減少に対する耐性が低いことが分かる。

特に「小規模企業」においては、赤字に陥らない経営のために、損益分岐点の把握が

重要だと考えられる。

＜第 図＞

 
損益分岐点売上高とは、売上高と費用が一致し、利益がゼロになる場合の売上高を指す。

損益分岐点比率とは、売上高に対する損益分岐点売上高の比率を指す。つまり、売上高が現在

の何％未満の水準になると赤字になるかを表しており、売上高の減少に対する耐性を示している

といえる。

大企業 中規模企業 小規模企業

（１）損益分岐点売上高（１社当たり平均値）
損益分岐点売上高と損益分岐点比率（企業規模別）

（百万円）

大企業 中規模企業 小規模企業

（２）損益分岐点比率

資料：財務省「法人企業統計調査年報」（令和６年度決算実績）
（注）１ ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中規模企業とは資本金１千万円以上１億円未満の企業、
小規模企業とは資本金１千万円未満の企業とする。
２ 金融業、保険業は含まれていない。
３ 損益分岐点売上高＝固定費÷（１－変動費÷売上高）。
４ 損益分岐点比率（％）＝損益分岐点売上高÷売上高× 。
５ 「販売費及び一般管理費」を固定費、「売上原価」を変動費として算出している。企業の特性に応じて、実
際は「販売費及び一般管理費」の中に変動費、「売上原価」の中に固定費が含まれている可能性もあることに
留意。

 

第 図は、売上高規模別に、小規模事業者における損益分岐点売上高の把握

状況を確認したものである。これを見ると、売上高規模が小さい事業者ほど、損益分

岐点売上高の把握に「取り組んでいない」と回答した割合が高い。前図では、小規模

事業者は損益分岐点比率が高く、売上高の減少に対する耐性が低い構造であることが

確認できたが、一方で自社の損益分岐点売上高を把握しないまま事業活動を行ってい

る小規模事業者は一定数存在していることが分かる。

＜第 図＞

１千万円以下（ ）

１千万円超～５千万円以下（ ）

５千万円超～１億円以下（ ）

１億円超（ ）

取り組んでいる 取り組んでいない

小規模事業者における、損益分岐点売上高の把握状況（売上高規模別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの売上高規模は、直近決算期の売上高について聞いたもの。
損益分岐点売上高の把握状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「ある程

度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、
「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。
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③損益分岐点の把握 
第 図は、財務省「法人企業統計調査年報」を用いて、企業規模別に、損益分

岐点売上高 と損益分岐点比率 を確認したものである。損益分岐点比率を見ると、企

業規模が小さいほどその比率が高く、売上高の減少に対する耐性が低いことが分かる。

特に「小規模企業」においては、赤字に陥らない経営のために、損益分岐点の把握が

重要だと考えられる。

＜第 図＞

 
損益分岐点売上高とは、売上高と費用が一致し、利益がゼロになる場合の売上高を指す。

損益分岐点比率とは、売上高に対する損益分岐点売上高の比率を指す。つまり、売上高が現在

の何％未満の水準になると赤字になるかを表しており、売上高の減少に対する耐性を示している

といえる。

大企業 中規模企業 小規模企業

（１）損益分岐点売上高（１社当たり平均値）
損益分岐点売上高と損益分岐点比率（企業規模別）

（百万円）

大企業 中規模企業 小規模企業

（２）損益分岐点比率

資料：財務省「法人企業統計調査年報」（令和６年度決算実績）
（注）１ ここでの大企業とは資本金 億円以上の企業、中規模企業とは資本金１千万円以上１億円未満の企業、
小規模企業とは資本金１千万円未満の企業とする。
２ 金融業、保険業は含まれていない。
３ 損益分岐点売上高＝固定費÷（１－変動費÷売上高）。
４ 損益分岐点比率（％）＝損益分岐点売上高÷売上高× 。
５ 「販売費及び一般管理費」を固定費、「売上原価」を変動費として算出している。企業の特性に応じて、実
際は「販売費及び一般管理費」の中に変動費、「売上原価」の中に固定費が含まれている可能性もあることに
留意。

 

第 図は、売上高規模別に、小規模事業者における損益分岐点売上高の把握

状況を確認したものである。これを見ると、売上高規模が小さい事業者ほど、損益分

岐点売上高の把握に「取り組んでいない」と回答した割合が高い。前図では、小規模

事業者は損益分岐点比率が高く、売上高の減少に対する耐性が低い構造であることが

確認できたが、一方で自社の損益分岐点売上高を把握しないまま事業活動を行ってい

る小規模事業者は一定数存在していることが分かる。

＜第 図＞

１千万円以下（ ）

１千万円超～５千万円以下（ ）

５千万円超～１億円以下（ ）

１億円超（ ）

取り組んでいる 取り組んでいない

小規模事業者における、損益分岐点売上高の把握状況（売上高規模別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの売上高規模は、直近決算期の売上高について聞いたもの。
損益分岐点売上高の把握状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「ある程

度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、
「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。
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損益分岐点売上高を把握することで、コスト構造を踏まえ、適切な売上目標の設定

や収益改善に取り組むことができるというメリットがあると考えられる。

第 図は、損益分岐点売上高の把握状況別に、小規模事業者における営業利

益率の傾向を確認したものである。これを見ると、損益分岐点売上高の把握に「取り

組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、営業利益率の傾向について

「上昇」と回答した割合が高い。この調査結果から一概にはいえないが、損益分岐点

売上高を意識した経営に取り組むことは、赤字幅の縮小や、営業利益率の向上といっ

た効果があることが示唆される。

＜第 図＞

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

上昇 不変 低下

小規模事業者における、営業利益率の傾向（損益分岐点売上高の把握状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 営業利益率について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「上昇」は、「大幅
に上昇」、「やや上昇」と回答した事業者の合計。「低下」は、「大幅に低下」、「やや低下」と回答した
事業者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した事業者を除く。
損益分岐点売上高の把握状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「ある程度

取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほ
とんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。

 

④資金繰り管理

事業を行う上で、損益計算書上は利益が確保できていても、キャッシュフローの観

点が欠落していると黒字倒産につながりかねず、資金繰りの管理を行うことは事業継

続のために重要であると考えられる。

第 図は、小規模事業者が足下の資金繰り状況についてどのように捉えてい

るかを確認したものである。これを見ると、自社の資金繰りについて「あまり余裕が

ない」、「ほとんど余裕がない」と回答した割合が約６割であることが見て取れる。

＜第 図＞

（ ）

とても余裕がある ある程度余裕がある あまり余裕がない ほとんど余裕がない

小規模事業者における、資金繰り状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
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損益分岐点売上高を把握することで、コスト構造を踏まえ、適切な売上目標の設定

や収益改善に取り組むことができるというメリットがあると考えられる。

第 図は、損益分岐点売上高の把握状況別に、小規模事業者における営業利

益率の傾向を確認したものである。これを見ると、損益分岐点売上高の把握に「取り

組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、営業利益率の傾向について

「上昇」と回答した割合が高い。この調査結果から一概にはいえないが、損益分岐点

売上高を意識した経営に取り組むことは、赤字幅の縮小や、営業利益率の向上といっ

た効果があることが示唆される。

＜第 図＞

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

上昇 不変 低下

小規模事業者における、営業利益率の傾向（損益分岐点売上高の把握状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 営業利益率について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「上昇」は、「大幅
に上昇」、「やや上昇」と回答した事業者の合計。「低下」は、「大幅に低下」、「やや低下」と回答した
事業者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した事業者を除く。
損益分岐点売上高の把握状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「ある程度

取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほ
とんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。

 

④資金繰り管理

事業を行う上で、損益計算書上は利益が確保できていても、キャッシュフローの観

点が欠落していると黒字倒産につながりかねず、資金繰りの管理を行うことは事業継

続のために重要であると考えられる。

第 図は、小規模事業者が足下の資金繰り状況についてどのように捉えてい

るかを確認したものである。これを見ると、自社の資金繰りについて「あまり余裕が

ない」、「ほとんど余裕がない」と回答した割合が約６割であることが見て取れる。

＜第 図＞

（ ）

とても余裕がある ある程度余裕がある あまり余裕がない ほとんど余裕がない

小規模事業者における、資金繰り状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
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第 図は、小規模事業者における資金繰り計画の策定状況を確認したもので

ある。これを見ると、資金繰り計画を「策定している」と回答した事業者は全体の約

２割にとどまっていることが分かる。

＜第 図＞

（ ）

策定している 策定していないが、今後策定する意向がある 策定しておらず、今後も策定する意向はない

小規模事業者における、資金繰り計画の策定状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」

 

第 図は、資金繰り計画の策定状況別に、小規模事業者における資金繰り状

況を確認したものである。これを見ると、資金繰り計画を「策定している」と回答し

た事業者は、「策定していない」と回答した事業者より、資金繰り状況について「とて

も余裕がある」又は「ある程度余裕がある」と回答した割合が高い。この調査結果か

ら一概にはいえないが、当面の事業活動の予定を踏まえた資金繰り計画を立てておく

ことが、資金繰りの安定化に寄与する可能性が示唆される。

＜第 図＞

 

策定していない（ ）

策定している（ ）

とても余裕がある ある程度余裕がある あまり余裕がない ほとんど余裕がない

小規模事業者における、資金繰り状況（資金繰り計画の策定状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）資金繰り計画の策定状況について、「策定していない」は、「策定していないが、今後策定する意向
がある」、「策定しておらず、今後も策定する意向はない」と回答した事業者の合計。
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第 図は、小規模事業者における資金繰り計画の策定状況を確認したもので

ある。これを見ると、資金繰り計画を「策定している」と回答した事業者は全体の約

２割にとどまっていることが分かる。

＜第 図＞

（ ）

策定している 策定していないが、今後策定する意向がある 策定しておらず、今後も策定する意向はない

小規模事業者における、資金繰り計画の策定状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」

 

第 図は、資金繰り計画の策定状況別に、小規模事業者における資金繰り状

況を確認したものである。これを見ると、資金繰り計画を「策定している」と回答し

た事業者は、「策定していない」と回答した事業者より、資金繰り状況について「とて

も余裕がある」又は「ある程度余裕がある」と回答した割合が高い。この調査結果か

ら一概にはいえないが、当面の事業活動の予定を踏まえた資金繰り計画を立てておく

ことが、資金繰りの安定化に寄与する可能性が示唆される。

＜第 図＞

 

策定していない（ ）

策定している（ ）

とても余裕がある ある程度余裕がある あまり余裕がない ほとんど余裕がない

小規模事業者における、資金繰り状況（資金繰り計画の策定状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）資金繰り計画の策定状況について、「策定していない」は、「策定していないが、今後策定する意向
がある」、「策定しておらず、今後も策定する意向はない」と回答した事業者の合計。
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第 図は、資金繰り計画の策定状況別に、小規模事業者における、販売先と

の間での回収サイト見直しへの取組状況を確認したものである。これを見ると、資金

繰り計画を「策定している」事業者は、「策定していない」事業者より、回収サイトの

見直しに「取り組んだ結果、実現した」と回答した割合が高い。この調査結果から一

概にはいえないが、資金繰りの見通しを計画に落とし込むことは、回収サイトの見直

しに取り組むきっかけになり、さらに、見直しの実現につながる可能性がある。

＜第 図＞

策定していない（ ）

策定している（ ）

取り組んだ結果、実現した 取り組んでいるが、実現できていない 取り組んでいない

小規模事業者における、回収サイト見直しへの取組状況（資金繰り計画の策定状

況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「回収サイト」とは、取引の締め日から実際に代金が支払われるまでの期間を指す。
資金繰り計画の策定状況について、「策定していない」は、「策定していないが、今後策定する意向があ

る」、「策定しておらず、今後も策定する意向はない」と回答した事業者の合計。

 

第 図は、小規模事業者が資金繰り計画を策定したことにより得られた具体

的な効果を確認したものである。これを見ると、「資金不足時期の把握」と回答した割

合が最も高く、次いで「収支見通しの精度向上」、「資金調達判断の最適化」と続いて

いることが分かる。資金繰り計画の策定が、将来の資金不足時期を見据えた計画的な

資金調達につながる可能性がある。

＜第 図＞

資金不足時期の把握

収支見通しの精度向上

資金調達判断の最適化

急な支払いへの対応力向上

金融機関等への説明力向上

その他

特に効果は感じていない

（ ）

小規模事業者における、資金繰り計画策定の効果

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 資金繰り計画の策定状況について、「策定している」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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第 図は、資金繰り計画の策定状況別に、小規模事業者における、販売先と

の間での回収サイト見直しへの取組状況を確認したものである。これを見ると、資金

繰り計画を「策定している」事業者は、「策定していない」事業者より、回収サイトの

見直しに「取り組んだ結果、実現した」と回答した割合が高い。この調査結果から一

概にはいえないが、資金繰りの見通しを計画に落とし込むことは、回収サイトの見直

しに取り組むきっかけになり、さらに、見直しの実現につながる可能性がある。

＜第 図＞

策定していない（ ）

策定している（ ）

取り組んだ結果、実現した 取り組んでいるが、実現できていない 取り組んでいない

小規模事業者における、回収サイト見直しへの取組状況（資金繰り計画の策定状

況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「回収サイト」とは、取引の締め日から実際に代金が支払われるまでの期間を指す。
資金繰り計画の策定状況について、「策定していない」は、「策定していないが、今後策定する意向があ

る」、「策定しておらず、今後も策定する意向はない」と回答した事業者の合計。

 

第 図は、小規模事業者が資金繰り計画を策定したことにより得られた具体

的な効果を確認したものである。これを見ると、「資金不足時期の把握」と回答した割

合が最も高く、次いで「収支見通しの精度向上」、「資金調達判断の最適化」と続いて

いることが分かる。資金繰り計画の策定が、将来の資金不足時期を見据えた計画的な

資金調達につながる可能性がある。

＜第 図＞

資金不足時期の把握

収支見通しの精度向上

資金調達判断の最適化

急な支払いへの対応力向上

金融機関等への説明力向上

その他

特に効果は感じていない

（ ）

小規模事業者における、資金繰り計画策定の効果

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 資金繰り計画の策定状況について、「策定している」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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事業活動において、在庫は、不足していれば機会損失につながる一方で、過剰に滞

留していればキャッシュの不足を招くものである。よって、自社の在庫状況を把握し

適切に管理することは、資金繰りを安定させる上で重要な取組の一つであると考えら

れる。第 図は、資金繰り状況別に、小規模事業者における在庫有高の確認頻

度を確認したものである。これを見ると、資金繰り状況に「余裕がある」事業者は、

「余裕がない」事業者より、「月に１回」以上の頻度で確認していると回答した割合が

高い傾向にあり、一方で、「余裕がない」事業者は「年に１回」、「確認していない」と

回答した割合が４割超となっていることが分かる。

＜第 図＞

余裕がない（ ）

余裕がある（ ）

毎日 週に 回 月に１回 四半期に１回 半年に１回 年に１回 確認していない

小規模事業者における、在庫有高の確認頻度（資金繰り状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「在庫有高」とは、ある時点における在庫の数量、又は金銭的価値のことを指し、製品、
原材料、仕掛品などが対象となる。
在庫有高の確認頻度について、「在庫を持たない業態である」と回答した事業者を除く。
資金繰り状況について、「余裕がある」は、「とても余裕がある」、「ある程度余裕がある」と回答した

事業者の合計。「余裕がない」は、「あまり余裕がない」、「ほとんど余裕がない」と回答した事業者の合
計。

 

また、第 図は、適正在庫水準の判断基準別に、小規模事業者における資金

繰り状況を確認したものである。これを見ると、「売上計画や実績に基づいて判断し

ている」と回答した事業者は、「自身の経験や勘に基づいて判断している」と回答した

事業者より、資金繰り状況について「余裕がある」と回答した割合が高い。また、「特

に判断基準は設けていない」と回答した事業者は、資金繰り状況について「余裕がな

い」と回答した割合が最も高い。この調査結果から一概にはいえないが、売上計画や

実績に基づいて適切な在庫の管理をすることが、資金繰りの安定化に寄与している可

能性が示唆される。

＜第 図＞

特に判断基準は設けていない

（ ）

自身の経験や勘に基づいて判断している

（ ）

売上計画や実績に基づいて判断している

（ ）

余裕がある 余裕がない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 在庫有高の確認頻度について、「在庫を持たない業態である」と回答した事業者以外に聞いたもの。
資金繰り状況について、「余裕がある」は、「とても余裕がある」、「ある程度余裕がある」と回答した

事業者の合計。「余裕がない」は、「あまり余裕がない」、「ほとんど余裕がない」と回答した事業者の合
計。

小規模事業者における、資金繰り状況（適正在庫水準の判断基準別）
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事業活動において、在庫は、不足していれば機会損失につながる一方で、過剰に滞

留していればキャッシュの不足を招くものである。よって、自社の在庫状況を把握し

適切に管理することは、資金繰りを安定させる上で重要な取組の一つであると考えら

れる。第 図は、資金繰り状況別に、小規模事業者における在庫有高の確認頻

度を確認したものである。これを見ると、資金繰り状況に「余裕がある」事業者は、

「余裕がない」事業者より、「月に１回」以上の頻度で確認していると回答した割合が

高い傾向にあり、一方で、「余裕がない」事業者は「年に１回」、「確認していない」と

回答した割合が４割超となっていることが分かる。

＜第 図＞

余裕がない（ ）

余裕がある（ ）

毎日 週に 回 月に１回 四半期に１回 半年に１回 年に１回 確認していない

小規模事業者における、在庫有高の確認頻度（資金繰り状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「在庫有高」とは、ある時点における在庫の数量、又は金銭的価値のことを指し、製品、
原材料、仕掛品などが対象となる。
在庫有高の確認頻度について、「在庫を持たない業態である」と回答した事業者を除く。
資金繰り状況について、「余裕がある」は、「とても余裕がある」、「ある程度余裕がある」と回答した

事業者の合計。「余裕がない」は、「あまり余裕がない」、「ほとんど余裕がない」と回答した事業者の合
計。

 

また、第 図は、適正在庫水準の判断基準別に、小規模事業者における資金

繰り状況を確認したものである。これを見ると、「売上計画や実績に基づいて判断し

ている」と回答した事業者は、「自身の経験や勘に基づいて判断している」と回答した

事業者より、資金繰り状況について「余裕がある」と回答した割合が高い。また、「特

に判断基準は設けていない」と回答した事業者は、資金繰り状況について「余裕がな

い」と回答した割合が最も高い。この調査結果から一概にはいえないが、売上計画や

実績に基づいて適切な在庫の管理をすることが、資金繰りの安定化に寄与している可

能性が示唆される。

＜第 図＞

特に判断基準は設けていない

（ ）

自身の経験や勘に基づいて判断している

（ ）

売上計画や実績に基づいて判断している

（ ）

余裕がある 余裕がない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 在庫有高の確認頻度について、「在庫を持たない業態である」と回答した事業者以外に聞いたもの。
資金繰り状況について、「余裕がある」は、「とても余裕がある」、「ある程度余裕がある」と回答した

事業者の合計。「余裕がない」は、「あまり余裕がない」、「ほとんど余裕がない」と回答した事業者の合
計。

小規模事業者における、資金繰り状況（適正在庫水準の判断基準別）
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第 図は、経営における貸借対照表の活用状況別に、小規模事業者における

資金繰り状況を確認したものである。これを見ると、貸借対照表を「活用している」

と回答した事業者は、「活用していない」と回答した事業者より、資金繰り状況につい

て「とても余裕がある」、「ある程度余裕がある」と回答した割合が高いことが分かる。

＜第 図＞

 

活用していない（ ）

活用している（ ）

とても余裕がある ある程度余裕がある あまり余裕がない ほとんど余裕がない

小規模事業者における、資金繰り状況（貸借対照表の活用状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）貸借対照表の活用状況について、「活用している」は、「大いに活用している」、「ある程度活用
している」と回答した事業者の合計。「活用していない」は、「あまり活用していない」、「ほとんど活
用していない」と回答した事業者の合計。

 

第 図は、小規模事業者が、貸借対照表を活用して実際に把握・分析してい

る内容を確認したものである。これを見ると、「資産と負債のバランス」と回答した割

合が最も高く、次いで「借入金の返済能力」、「資産・負債の増減推移」、「資産の流動

性」と続いている。このことから、貸借対照表を活用し、支払能力の把握や資金繰り

の安定化を図っている事業者が存在していることが分かる。また、貸借対照表の活用

状況別に、小規模事業者における、金融機関からの調達金額の満足度を確認すると（第

図）、貸借対照表を「活用している」事業者は、「活用していない」事業者より、

調達金額について「満足している」と回答している割合が高いことが分かる。貸借対

照表の活用が金融機関からの必要額の資金調達に重要である可能性も示唆される。

＜第 図＞

資産と負債のバランス

借入金の返済能力

資産・負債の増減推移

資産の流動性

自己資本比率

自己資本の増減推移

総資産利益率（ の状況・推移

企業価値の算定

資産の簿価と評価額の乖離

その他

（ ）

小規模事業者における、貸借対照表を活用し把握・分析している内容

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 貸借対照表の活用状況について、「大いに活用している」、「ある程度活用している」と回答した
事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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第 図は、経営における貸借対照表の活用状況別に、小規模事業者における

資金繰り状況を確認したものである。これを見ると、貸借対照表を「活用している」

と回答した事業者は、「活用していない」と回答した事業者より、資金繰り状況につい

て「とても余裕がある」、「ある程度余裕がある」と回答した割合が高いことが分かる。

＜第 図＞

 

活用していない（ ）

活用している（ ）

とても余裕がある ある程度余裕がある あまり余裕がない ほとんど余裕がない

小規模事業者における、資金繰り状況（貸借対照表の活用状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）貸借対照表の活用状況について、「活用している」は、「大いに活用している」、「ある程度活用
している」と回答した事業者の合計。「活用していない」は、「あまり活用していない」、「ほとんど活
用していない」と回答した事業者の合計。

 

第 図は、小規模事業者が、貸借対照表を活用して実際に把握・分析してい

る内容を確認したものである。これを見ると、「資産と負債のバランス」と回答した割

合が最も高く、次いで「借入金の返済能力」、「資産・負債の増減推移」、「資産の流動

性」と続いている。このことから、貸借対照表を活用し、支払能力の把握や資金繰り

の安定化を図っている事業者が存在していることが分かる。また、貸借対照表の活用

状況別に、小規模事業者における、金融機関からの調達金額の満足度を確認すると（第

図）、貸借対照表を「活用している」事業者は、「活用していない」事業者より、

調達金額について「満足している」と回答している割合が高いことが分かる。貸借対

照表の活用が金融機関からの必要額の資金調達に重要である可能性も示唆される。

＜第 図＞

資産と負債のバランス

借入金の返済能力

資産・負債の増減推移

資産の流動性

自己資本比率

自己資本の増減推移

総資産利益率（ の状況・推移

企業価値の算定

資産の簿価と評価額の乖離

その他

（ ）

小規模事業者における、貸借対照表を活用し把握・分析している内容

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 貸借対照表の活用状況について、「大いに活用している」、「ある程度活用している」と回答した
事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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＜第 図＞

活用していない（ ）

活用している（ ）

満足している 満足していない

小規模事業者における、調達金額の満足度（貸借対照表の活用状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 金融機関からの借入れについて、「行っている」と回答した事業者に聞いたもの。
借入れの主な資金使途について、「日常の支払いに必要な運転資金」と回答した事業者を集計したもの。
金融機関からの調達金額について、「満足している」は、「とても満足している」、「ある程度満足して

いる」と回答した事業者の合計。「満足していない」は、「あまり満足していない」、「ほとんど満足して
いない」と回答した事業者の合計。
貸借対照表の活用状況について、「活用している」は、「大いに活用している」、「ある程度活用してい

る」と回答した事業者の合計。「活用していない」は、「あまり活用していない」、「ほとんど活用してい
ない」と回答した事業者の合計。

 

第 図は、金融機関からの調達金額の満足度別に、小規模事業者における資

金繰り状況を確認したものである。これを見ると、調達金額に「満足している」事業

者は、「満足していない」事業者より、資金繰り状況について「余裕がある」と回答し

た割合が高い。金融機関から必要額の資金調達を行うことが、資金繰り安定化に重要

であると考えられる。

＜第 図＞

満足していない（ ）

満足している（ ）

余裕がある 余裕がない

小規模事業者における、資金繰り状況（調達金額の満足度別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 金融機関からの借入れについて、「行っている」と回答した事業者に聞いたもの。
資金繰り状況について、「余裕がある」は、「とても余裕がある」、「ある程度余裕がある」と回答した

事業者の合計。「余裕がない」は、「あまり余裕がない」、「ほとんど余裕がない」と回答した事業者の合
計。
金融機関からの調達金額について、「満足している」は、「とても満足している」、「ある程度満足して

いる」と回答した事業者の合計。「満足していない」は、「あまり満足していない」、「ほとんど満足して
いない」と回答した事業者の合計。
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＜第 図＞

活用していない（ ）

活用している（ ）

満足している 満足していない

小規模事業者における、調達金額の満足度（貸借対照表の活用状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 金融機関からの借入れについて、「行っている」と回答した事業者に聞いたもの。
借入れの主な資金使途について、「日常の支払いに必要な運転資金」と回答した事業者を集計したもの。
金融機関からの調達金額について、「満足している」は、「とても満足している」、「ある程度満足して

いる」と回答した事業者の合計。「満足していない」は、「あまり満足していない」、「ほとんど満足して
いない」と回答した事業者の合計。
貸借対照表の活用状況について、「活用している」は、「大いに活用している」、「ある程度活用してい

る」と回答した事業者の合計。「活用していない」は、「あまり活用していない」、「ほとんど活用してい
ない」と回答した事業者の合計。

 

第 図は、金融機関からの調達金額の満足度別に、小規模事業者における資

金繰り状況を確認したものである。これを見ると、調達金額に「満足している」事業

者は、「満足していない」事業者より、資金繰り状況について「余裕がある」と回答し

た割合が高い。金融機関から必要額の資金調達を行うことが、資金繰り安定化に重要

であると考えられる。

＜第 図＞

満足していない（ ）

満足している（ ）

余裕がある 余裕がない

小規模事業者における、資金繰り状況（調達金額の満足度別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 金融機関からの借入れについて、「行っている」と回答した事業者に聞いたもの。
資金繰り状況について、「余裕がある」は、「とても余裕がある」、「ある程度余裕がある」と回答した

事業者の合計。「余裕がない」は、「あまり余裕がない」、「ほとんど余裕がない」と回答した事業者の合
計。
金融機関からの調達金額について、「満足している」は、「とても満足している」、「ある程度満足して

いる」と回答した事業者の合計。「満足していない」は、「あまり満足していない」、「ほとんど満足して
いない」と回答した事業者の合計。
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第 図は、小規模事業者が、金融機関からの資金調達に当たり金利以外に重

視していることを確認したものである。これを見ると、「金融機関との取引実績・信頼

関係」と回答した割合が最も高く、次いで、「調達までの手続の迅速性」、「返済期間の

柔軟性」と続いていることが見て取れる。また、約１割の事業者が「特に金利水準の

他に重視していることはない」と回答したことが分かる。

＜第 図＞

金融機関との取引実績・信頼関係

調達までの手続の迅速性

返済期間の柔軟性

担保や保証の要否・条件

返済方法の自由度

金融機関の経営支援力

その他

特に金利水準の他に重視していることはない

（ ）

小規模事業者における、資金調達に当たり金利以外に重視していること

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 金融機関からの借入れについて、「行っている」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

 

第 図は、小規模事業者が、どのように原価管理や資金繰りに関する知識を

習得しているかを確認したものである。これを見ると、習得方法としては「税理士等

専門家への相談」と回答した事業者が最も多い一方、４割超の事業者が「特に取組は

行っていない」と回答していることが見て取れる。経営者が原価管理や資金繰りに関

する知識を深める余地がまだ残されている可能性があり、経営者の知識習得に向けた

取組や支援機関 によるサポートが期待される。

＜第 図＞

 
ここでの「支援機関」とは、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、都道府県等中小企業支援

センター、中小企業団体中央会、税・法務関係士業、中小企業診断士、金融機関等を指す。 

税理士等専門家への相談

書籍からの知識習得

経営者コミュニティでの勉強会への参加

外部研修の受講（中小企業大学校を除く）

自社内での勉強会・研修の実施

資格や学位（ 等）の取得

中小企業大学校の研修受講

その他

特に取組は行っていない

（ ）

小規模事業者における、原価管理や資金繰りに関する知識の習得方法

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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（注） 金融機関からの借入れについて、「行っている」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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する知識を深める余地がまだ残されている可能性があり、経営者の知識習得に向けた

取組や支援機関 によるサポートが期待される。
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（注）複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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⑤まとめ

本項では、財務・会計リテラシーとして、小規模事業者における原価管理と資金繰

り管理への取組状況と効果について確認した。まず前提として、小規模事業者におけ

る経理業務の体制について状況を確認し、売上高規模が小さいほど、経営者自身が経

理業務を担っていることや紙の帳簿の使用も残っていることが分かった。

続いて原価管理について、原価を詳細に把握している小規模事業者ほど、価格転嫁

や収益性を高めるための取組を推進しており、利益率の向上につながっている可能性

を示した。製品・商品・サービス別などの単位で原価を把握することで、自社のコス

ト構造や問題点を明らかにし、収益改善に取り組むことが重要であると考えられる。

また、資金繰りについて、資金繰り計画を策定することが、小規模事業者の資金繰

りの安定化に有効である可能性を示した。また、在庫有高を頻繁に確認し、計画や実

績に基づいて適切に在庫を管理することや、貸借対照表を活用して自社の財務状況を

把握・分析することも資金繰りの安定化に有効な可能性がある。

以下では、財務・会計リテラシーを高めることで業績の向上につなげている事例を

紹介する。

事例 では、原価管理の知識を習得して製品別原価を算出し、価格改定や材料・

工程の見直しに取り組むことで、利益体質に変化した企業の事例を紹介する。

事例 では、支援機関に相談しながら原価計算に取り組み、 商品の販売を

強化したことで、利益率の改善につながった企業の事例を紹介する。

事例 では、変動損益計算書を活用して定期的に事業の分析を行い、的確な対

策を講じたことで、創業後早期に事業を軌道に乗せることができた企業の事例を紹介

する。

 

事事例例 ：：有有限限会会社社髙髙井井技技鈑鈑

「「原原価価管管理理のの知知識識をを習習得得ししてて価価格格改改定定にに取取りり組組みみ、、利利益益体体質質にに変変化化ししたた企企業業」」

・所在地：愛知県岡崎市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：生産用機械器具製造業

仕仕事事がが増増ええててもも利利益益がが出出なないい「「どどんんぶぶりり勘勘定定」」かかららのの脱脱却却がが課課題題

愛知県岡崎市の有限会社髙井技鈑は、主に工作機械や産業用ロボット、電動工具、自動車などで使用される動力

部品の精密研削加工を手掛ける企業である。加工から検査まで一気通貫で行えることを強みとし、量産品だけで

なく、試作品や小ロット製品にも対応できる。２代目の髙井俊宜社長は、家業である同社で現場経験を積んだ後、

年に父の髙井好己現会長から事業を引き継いだ。当時は、海外向けも含め電動工具を中心に受注は好調で、

仕事量自体は残業するほど多かった一方、売上重視で利益への意識が薄く、赤字が続き資金繰りが厳しい月もあ

るなど苦しい経営状況であった。受注が伸びても利益が出ていない状況に危機感を抱いたが、社長就任前は決算

書の内容など経営に関する数字に触れる機会が全くなかったため原因を分析できなかった。そこで、自ら原価管

理の知識を習得し、コストの「見える化」に取り組み、「どんぶり勘定」から脱却することで、利益体質への転換

を目指すことが喫緊の課題となっていた。

製製品品別別原原価価をを算算出出しし、、価価格格改改定定やや新新規規顧顧客客のの開開拓拓、、ココスストト削削減減をを実実施施

髙井社長は地元の岡崎商工会議所に相談し、紹介された財務会計に関するセミナーに参加。決算書の読み方な

どの基礎的な知識のほか、原価計算の仕組みについて知識を習得。あわせて、銀行勤めの知人や顧問税理士にも相

談しながら意欲的に知識を深めていった。習得した知識をいかして実際に製品別原価を算出してみると、約７割

の製品が赤字受注であったことが判明。中には 年近く価格改定されていないものや、受注価格が適正価格の４

分の１と大きくかい離しているものもあったほどだった。この状況を受け、まずは顧客との価格交渉に着手。加工

賃がメインのため理解を得ることに苦労はしたものの、製品別の製造に要する時間や原価の内訳など、具体的な

数字を示して説明に納得感を持たせながら、粘り強く交渉に取り組んだ。価格交渉が受け入れられず、採算が合わ

ない受注については、長年の大口顧客とはいえども、取引を停止することも決断。利益率を重視して顧客を選定

し、従来は受注経験がなかった業界でも積極的に新規顧客の開拓にも取り組んだ。さらに、把握した原価を踏ま

え、材料や製造工程の見直しに取り組んだほか、「見える化」されたコストを基に、社員にも製品ごとの単価や工

程管理の意識付けを行ったことで、全社的なコスト削減も実現している。

価価格格改改定定ななどどのの効効果果でで利利益益がが出出るる企企業業体体質質にに。。社社員員のの意意識識もも前前向向ききにに変変化化

赤字が続いていた業績は、売上げは横ばいも価格改定やコスト削減の効果があって黒字に転換した。また、同社

の顧客構成は大きく変化し、現在では新規に取引開始した顧客が売上高全体の３割から４割を占め、業種構成に

ついても自動車部品関連とロボット・工具の売上げが９割を占めていた状況から、現在では、自動車部品３割、ロ

ボット・工具等３割、工作機械３割と偏りがなくなりバランスが改善。新たな分野でのチャレンジを通じて社内の

士気も高まっている。原価管理の取組により利益体質に転換したことに手応えを感じており、今後も「顧客の“困

り事”に応える研削力を武器に、より多くの企業のニーズに応えることにチャレンジし続けて成長していきたい」

と髙井社長は語る。

髙井俊宜社長 製造現場の様子 製品サンプル
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り管理への取組状況と効果について確認した。まず前提として、小規模事業者におけ

る経理業務の体制について状況を確認し、売上高規模が小さいほど、経営者自身が経

理業務を担っていることや紙の帳簿の使用も残っていることが分かった。

続いて原価管理について、原価を詳細に把握している小規模事業者ほど、価格転嫁
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以下では、財務・会計リテラシーを高めることで業績の向上につなげている事例を

紹介する。

事例 では、原価管理の知識を習得して製品別原価を算出し、価格改定や材料・

工程の見直しに取り組むことで、利益体質に変化した企業の事例を紹介する。
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する。
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年に父の髙井好己現会長から事業を引き継いだ。当時は、海外向けも含め電動工具を中心に受注は好調で、
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るなど苦しい経営状況であった。受注が伸びても利益が出ていない状況に危機感を抱いたが、社長就任前は決算

書の内容など経営に関する数字に触れる機会が全くなかったため原因を分析できなかった。そこで、自ら原価管

理の知識を習得し、コストの「見える化」に取り組み、「どんぶり勘定」から脱却することで、利益体質への転換

を目指すことが喫緊の課題となっていた。
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ついても自動車部品関連とロボット・工具の売上げが９割を占めていた状況から、現在では、自動車部品３割、ロ

ボット・工具等３割、工作機械３割と偏りがなくなりバランスが改善。新たな分野でのチャレンジを通じて社内の

士気も高まっている。原価管理の取組により利益体質に転換したことに手応えを感じており、今後も「顧客の“困

り事”に応える研削力を武器に、より多くの企業のニーズに応えることにチャレンジし続けて成長していきたい」

と髙井社長は語る。

髙井俊宜社長 製造現場の様子 製品サンプル
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事事例例 ：：明明治治屋屋醤醤油油株株式式会会社社

「「原原価価計計算算にによよりり課課題題をを明明確確化化しし、、業業績績改改善善ににつつななげげたた企企業業」」

・所在地：静岡県浜松市 ・従業員数：２名 ・資本金： 万円 ・事業内容：食料品製造業

取取引引先先のの減減少少でで赤赤字字がが続続くくもも、、取取りり組組むむべべききここととがが分分かかららなないい状状況況

静岡県浜松市の明治屋醤油株式会社は、 年の歴史を持つ老舗の醤油醸造所である。主要原料である大豆と小

麦は自社農園で無農薬栽培し、自社でもろみから仕込む天然醸造にこだわる。 年ほど前、同社は取引先の減少

で売上高は縮小し、赤字が続く厳しい経営状況にあった。原価管理は「どんぶり勘定」に近い状態だったが、一般

企業を退職し家業に入った野末将平取締役は、経営の知識や経験に乏しく、従来の原価管理方法を踏襲。それでも

資金が回っていたため、売上高が減少しても「なんとかなるだろう」と現状維持を選んでいた。しかし、自己資金

が底を突き始めたことで危機感が高まった。かつて先代が会計事務所に原価計算の方法を相談したことがあった

ものの、「一つの工場で多種類の商品を製造しているため、個々の原価計算は難しい」と言われ、自社での把握は

無理だと諦めていたこともあり、漠然とした不安を抱えながらも、取り組むべきことが分からない状態だった。

売売上上高高のの９９割割をを占占めめてていいたた業業務務用用醤醤油油のの赤赤字字がが判判明明、、 商商品品のの比比率率をを高高めめるる方方針針にに転転換換

転機となったのは、浜北商工会の平川友哉経営指導員との出会いだった。まずは現状分析のために原価計算を

提案され、専門家の指導の下、原価構成表の作成に着手した。原価計算は難しいという先入観があったが、「簡易

的な計算から始める」、「主要商品に絞って計算する」という方法で取り組んだところ、自社で管理できるようにな

った。商品ごとの利益率算出や費用の分解をした結果、売上高の９割超を占めていた業務用醤油が赤字であるこ

とが判明。一方、売上高に占める割合は僅かだったが、原料や工程に手間を掛けた家庭用サイズの蔵出し醤油のよ

うな 商品は利益を確保できていた。そこで、まずは赤字であった業務用醤油について商品設計を見直し、１

リットル当たり数十円のコストダウンを実現。価格転嫁も順次進め、赤字幅の縮小に取り組んでいった。加えて、

商品の比率を高める方針に転換。伝統製法で製造し、ラベルやリーフレットで高級感を演出するなど、高単

価・高付加価値の新商品を開発した。さらに、 向けの販売を強化するために、店舗・醸造所が国の登録有形

文化財に登録されていることをいかし、体験型の工場見学を始めた。これまでは製造現場にすぎなかった蔵を、わ

ざわざ足を運ぶ価値のある目的地とする戦略に舵を切り、ブランディングを進めた。現在では、地元だけでなく県

外や海外からも観光客が訪れている。

原原価価計計算算がが経経営営判判断断のの土土台台にに、、 商商品品比比率率をを継継続続ししてて拡拡大大

原価計算を出発点とした一連の取組により、収益構造は大きく変わった。現在は、 商品が全体の約３割を

占めるまでに成長。業務用醤油に係る対応も並行して実施し、会社全体の収益性は「業務用９割」の時代より大幅

に改善、黒字化を実現した。工場見学は知名度向上と集客につながり、体験プログラム自体も利益率が高く安定し

た収益源となっている。今後は 比率を５割まで高めることを目標に掲げる。「原価計算を導入するまで何を

すればよいか分からず苦労していた。数字が分かったことで進むべき方向が見えている今は、この道ならいける

という自信が持てる。地元で愛されながら、静岡県で一番に名前が挙がる醤油屋になりたい」と野末取締役は語

る。

野末将平取締役（左）と平川友哉

経営指導員（右）

伝統製法にこだわり高付加価値化

を実現している 商品

国の登録有形文化財に登録された

同社外観

 

事事例例 ：：株株式式会会社社ハハロローー

「「数数値値管管理理のの定定着着にによよりり、、創創業業後後早早期期にに事事業業をを軌軌道道にに乗乗せせてていいるる企企業業」」

・所在地：兵庫県加西市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円

・事業内容：社会保険・社会福祉・介護事業、飲食店

高高品品質質ななササーービビスス提提供供をを目目指指ししてて開開業業もも有有効効なな改改善善策策がが見見ええずず

兵庫県加西市の株式会社ハローは、高齢者向け通所型サービス（デイサービス）を営む企業である。民間企業で

経営企画などを経験した古角晴生社長と、看護師やケアマネージャーとして介護現場で実務に当たってきた、妻

で介護責任者の古角真弓氏の二人で、定年退職後の 年に創業。要介護度等で時間単価が決まり、サービス品

質が価格に反映されない介護業界では、利益とサービスがトレードオフとなる根本的問題が存在する。このため、

食事の質に力を入れていない施設が多いのも課題だ。そこで、古角社長は、利用者の満足度を高めつつ、介護報酬

以外にサービス品質に連動した収益源を確保し企業としての持続性も高めるため、飲食店併設型の事業所として

計画。安定的な資金繰りのため、まずは即現金収入が見込める飲食事業を立ち上げ、その２か月後に介護事業を開

始した。開業当初は、人件費節約のために古角社長自ら夜遅くまで働いたが、多忙のため、黒字か赤字かという程

度は把握できても、収益状況の要因を分析し改善を施す判断が欠落したままの営業が続き、現場は疲弊していた。

徹徹底底ししたた採採算算管管理理とと経経営営状状況況のの可可視視化化にによよりり改改善善点点をを明明確確化化

古角社長は、創業計画策定時にも支援を受けていた兵庫県よろず支援拠点に相談。同拠点の渡辺明コーディネ

ーターと共に、事業ごとの売上げ・原価・利益を可視化し月１回のペースで現状の分析を行った。特に飲食事業に

おいては、費用全体を変動費と固定費に分解して変動損益計算書をまとめ、採算管理の適正化を図った。損益分岐

点売上高を意識し、売上げ及び収益向上のための施策を実施。売上改善策として、集客のため地域情報紙への広告

出稿を行い、小規模事業者持続化補助金を活用し看板を設置した。収益改善策としては、客待ち営業となる飲食店

では人件費が見合わないモーニングとランチ営業を休止。ディナーも予約営業に変更し、介護利用者向けの持ち

帰り弁当や高齢者向け配食サービス、一般向けの弁当・オードブル販売にシフトした。原材料費率上限 ％を厳

守した仕入れを徹底するほか、食洗機導入と介護・飲食事業間での人員最適配置による人件費・労務費削減に努め

た。一方の介護事業は、飲食事業による食事面の充実と、看護師資格者を含む経験豊富なスタッフをそろえたサー

ビス品質の高さが評価され、計画よりも早いペースで利用者数を増やすことができている。

介介護護事事業業のの拡拡大大とと飲飲食食事事業業のの収収益益力力強強化化をを両両立立ささせせ、、早早期期にに黒黒字字化化

数値の可視化や経費の分解に基づく採算管理の徹底により、飲食事業と介護事業が混在する一見複雑なビジネ

スについて、取り組むべき経営課題をシンプルに捉えられるようになった。好調な介護事業では定員を 名から

名に拡大し、１年足らずで目標の稼働率に到達。さらに、介護利用者の増加により昼食・持ち帰り弁当の売上

げも伸び、飲食事業単体でも直近四半期では黒字化を達成。創業４年目ながら事業を軌道に乗せることに成功し

ている。「今後は、介護を軸としたビジネスモデルの成功例を確立したい。他の事業者も巻き込み、充実したサー

ビスを面的に拡大するのが目標だ」と古角社長は語る。

渡辺明コーディネーター 左 、古

角晴生社長 中央 、古角真弓氏

右

積極的に広告出稿し、

利用が広がる飲食事業
利用が堅調に伸びる介護事業
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事事例例 ：：明明治治屋屋醤醤油油株株式式会会社社

「「原原価価計計算算にによよりり課課題題をを明明確確化化しし、、業業績績改改善善ににつつななげげたた企企業業」」

・所在地：静岡県浜松市 ・従業員数：２名 ・資本金： 万円 ・事業内容：食料品製造業

取取引引先先のの減減少少でで赤赤字字がが続続くくもも、、取取りり組組むむべべききここととがが分分かかららなないい状状況況

静岡県浜松市の明治屋醤油株式会社は、 年の歴史を持つ老舗の醤油醸造所である。主要原料である大豆と小

麦は自社農園で無農薬栽培し、自社でもろみから仕込む天然醸造にこだわる。 年ほど前、同社は取引先の減少

で売上高は縮小し、赤字が続く厳しい経営状況にあった。原価管理は「どんぶり勘定」に近い状態だったが、一般

企業を退職し家業に入った野末将平取締役は、経営の知識や経験に乏しく、従来の原価管理方法を踏襲。それでも

資金が回っていたため、売上高が減少しても「なんとかなるだろう」と現状維持を選んでいた。しかし、自己資金

が底を突き始めたことで危機感が高まった。かつて先代が会計事務所に原価計算の方法を相談したことがあった

ものの、「一つの工場で多種類の商品を製造しているため、個々の原価計算は難しい」と言われ、自社での把握は

無理だと諦めていたこともあり、漠然とした不安を抱えながらも、取り組むべきことが分からない状態だった。

売売上上高高のの９９割割をを占占めめてていいたた業業務務用用醤醤油油のの赤赤字字がが判判明明、、 商商品品のの比比率率をを高高めめるる方方針針にに転転換換

転機となったのは、浜北商工会の平川友哉経営指導員との出会いだった。まずは現状分析のために原価計算を

提案され、専門家の指導の下、原価構成表の作成に着手した。原価計算は難しいという先入観があったが、「簡易

的な計算から始める」、「主要商品に絞って計算する」という方法で取り組んだところ、自社で管理できるようにな

った。商品ごとの利益率算出や費用の分解をした結果、売上高の９割超を占めていた業務用醤油が赤字であるこ

とが判明。一方、売上高に占める割合は僅かだったが、原料や工程に手間を掛けた家庭用サイズの蔵出し醤油のよ

うな 商品は利益を確保できていた。そこで、まずは赤字であった業務用醤油について商品設計を見直し、１

リットル当たり数十円のコストダウンを実現。価格転嫁も順次進め、赤字幅の縮小に取り組んでいった。加えて、

商品の比率を高める方針に転換。伝統製法で製造し、ラベルやリーフレットで高級感を演出するなど、高単

価・高付加価値の新商品を開発した。さらに、 向けの販売を強化するために、店舗・醸造所が国の登録有形

文化財に登録されていることをいかし、体験型の工場見学を始めた。これまでは製造現場にすぎなかった蔵を、わ

ざわざ足を運ぶ価値のある目的地とする戦略に舵を切り、ブランディングを進めた。現在では、地元だけでなく県

外や海外からも観光客が訪れている。

原原価価計計算算がが経経営営判判断断のの土土台台にに、、 商商品品比比率率をを継継続続ししてて拡拡大大

原価計算を出発点とした一連の取組により、収益構造は大きく変わった。現在は、 商品が全体の約３割を

占めるまでに成長。業務用醤油に係る対応も並行して実施し、会社全体の収益性は「業務用９割」の時代より大幅

に改善、黒字化を実現した。工場見学は知名度向上と集客につながり、体験プログラム自体も利益率が高く安定し

た収益源となっている。今後は 比率を５割まで高めることを目標に掲げる。「原価計算を導入するまで何を

すればよいか分からず苦労していた。数字が分かったことで進むべき方向が見えている今は、この道ならいける

という自信が持てる。地元で愛されながら、静岡県で一番に名前が挙がる醤油屋になりたい」と野末取締役は語

る。

野末将平取締役（左）と平川友哉

経営指導員（右）

伝統製法にこだわり高付加価値化

を実現している 商品

国の登録有形文化財に登録された

同社外観

 

事事例例 ：：株株式式会会社社ハハロローー

「「数数値値管管理理のの定定着着にによよりり、、創創業業後後早早期期にに事事業業をを軌軌道道にに乗乗せせてていいるる企企業業」」

・所在地：兵庫県加西市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円

・事業内容：社会保険・社会福祉・介護事業、飲食店

高高品品質質ななササーービビスス提提供供をを目目指指ししてて開開業業もも有有効効なな改改善善策策がが見見ええずず

兵庫県加西市の株式会社ハローは、高齢者向け通所型サービス（デイサービス）を営む企業である。民間企業で

経営企画などを経験した古角晴生社長と、看護師やケアマネージャーとして介護現場で実務に当たってきた、妻

で介護責任者の古角真弓氏の二人で、定年退職後の 年に創業。要介護度等で時間単価が決まり、サービス品

質が価格に反映されない介護業界では、利益とサービスがトレードオフとなる根本的問題が存在する。このため、

食事の質に力を入れていない施設が多いのも課題だ。そこで、古角社長は、利用者の満足度を高めつつ、介護報酬

以外にサービス品質に連動した収益源を確保し企業としての持続性も高めるため、飲食店併設型の事業所として

計画。安定的な資金繰りのため、まずは即現金収入が見込める飲食事業を立ち上げ、その２か月後に介護事業を開

始した。開業当初は、人件費節約のために古角社長自ら夜遅くまで働いたが、多忙のため、黒字か赤字かという程

度は把握できても、収益状況の要因を分析し改善を施す判断が欠落したままの営業が続き、現場は疲弊していた。

徹徹底底ししたた採採算算管管理理とと経経営営状状況況のの可可視視化化にによよりり改改善善点点をを明明確確化化

古角社長は、創業計画策定時にも支援を受けていた兵庫県よろず支援拠点に相談。同拠点の渡辺明コーディネ

ーターと共に、事業ごとの売上げ・原価・利益を可視化し月１回のペースで現状の分析を行った。特に飲食事業に

おいては、費用全体を変動費と固定費に分解して変動損益計算書をまとめ、採算管理の適正化を図った。損益分岐

点売上高を意識し、売上げ及び収益向上のための施策を実施。売上改善策として、集客のため地域情報紙への広告

出稿を行い、小規模事業者持続化補助金を活用し看板を設置した。収益改善策としては、客待ち営業となる飲食店

では人件費が見合わないモーニングとランチ営業を休止。ディナーも予約営業に変更し、介護利用者向けの持ち
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守した仕入れを徹底するほか、食洗機導入と介護・飲食事業間での人員最適配置による人件費・労務費削減に努め

た。一方の介護事業は、飲食事業による食事面の充実と、看護師資格者を含む経験豊富なスタッフをそろえたサー

ビス品質の高さが評価され、計画よりも早いペースで利用者数を増やすことができている。

介介護護事事業業のの拡拡大大とと飲飲食食事事業業のの収収益益力力強強化化をを両両立立ささせせ、、早早期期にに黒黒字字化化

数値の可視化や経費の分解に基づく採算管理の徹底により、飲食事業と介護事業が混在する一見複雑なビジネ

スについて、取り組むべき経営課題をシンプルに捉えられるようになった。好調な介護事業では定員を 名から

名に拡大し、１年足らずで目標の稼働率に到達。さらに、介護利用者の増加により昼食・持ち帰り弁当の売上

げも伸び、飲食事業単体でも直近四半期では黒字化を達成。創業４年目ながら事業を軌道に乗せることに成功し

ている。「今後は、介護を軸としたビジネスモデルの成功例を確立したい。他の事業者も巻き込み、充実したサー

ビスを面的に拡大するのが目標だ」と古角社長は語る。

渡辺明コーディネーター 左 、古

角晴生社長 中央 、古角真弓氏

右

積極的に広告出稿し、

利用が広がる飲食事業
利用が堅調に伸びる介護事業
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２．組織・人材リテラシー

第１部では、中小企業・小規模事業者においては、依然として深刻な人手不足が続

いていることが確認され、事業運営に必要不可欠な人材の採用・定着も重要であると

考えられる。先行研究を確認すると、「従業員エンゲージメント」の向上が労働生産性

や業績の向上、離職率の低下につながる可能性があること 、中小企業における超過

勤務の削減や休暇取得の促進等の働き方改革の推進には、経営者や管理職と従業員の

コミュニケーションが重要であること が指摘されている。

そこで本項では、小規模事業者における「組織・人材リテラシー」として、従業員

の労務管理、組織活性化への取組状況と効果について分析を行う。

 
岩本（ ）

竹内（ ） 

 

①従業員の労務管理

まず、小規模事業者における従業員 の労務管理 の状況について確認する。

第 図は、小規模事業者における、従業員の勤怠管理方法について確認した

ものである。これを見ると、約５割の事業者が「紙への手書き」、約３割の事業者が

「 等の表計算ソフト」と回答している。

＜第 図＞

 

 
ここでの「従業員」とは、常時雇用する正社員、パート・アルバイトのことを指す（経営者、

役員、無給の家族従業員、派遣社員等は含まない）。 
ここでの「従業員の労務管理」とは、従業員の長時間労働の防止や有給休暇の取得促進への取

組を指す。 

小規模事業者における、従業員の勤怠管理方法

クラウド型の勤怠管理システム インストール型の勤怠管理システム
等の表計算ソフト 紙への手書き

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員の勤怠管理方法について、「従業員はいない」と回答した事業者を除く。
従業員の勤怠管理方法について、タイムカード等で把握した従業員の勤怠情報をどのような方法で管理して

いるかを聞いたもの。
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第 図は、小規模事業者における、従業員の労務管理の取組状況を確認した

ものである。これを見ると、全体では、約７割の事業者が従業員の労務管理に「取り

組んでいる」と回答している。また、業種別に見ると「運輸業、郵便業」において、

約９割の事業者が「取り組んでいる」と回答していることが分かる。

＜第 図＞

小規模事業者における、従業員の労務管理の取組状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員がいる事業者に聞いたもの。
従業員の労務管理について、「取り組んでいる」は、従業員の長時間労働の防止及び有給休暇の取得促進

に「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいな
い」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。
業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

取り組んでいる 取り組んでいない

 

第 図は、従業員の労務管理の取組状況別に、小規模事業者における、従業

員の勤怠管理方法を確認したものである。これを見ると、従業員の労務管理に「取り

組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、「クラウド型の勤怠管理シ

ステム」及び「インストール型の勤怠管理システム」での勤怠管理を行っていると回

答した割合が高いことが分かる。

＜第 図＞

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

クラウド型の勤怠管理システム インストール型の勤怠管理システム

等の表計算ソフト 紙への手書き

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員の勤怠管理方法について、タイムカード等で把握した従業員の勤怠情報をどのような方法で管
理しているかを聞いたもの。
従業員の勤怠管理方法について、「従業員はいない」と回答した事業者を除く。
従業員の労務管理について、従業員がいる事業者に聞いたもの。「取り組んでいる」は、従業員の長時間労

働の防止及び有給休暇の取得促進に「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業
者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答し
た事業者の合計。

小規模事業者における、従業員の勤怠管理方法（従業員の労務管理の取組状況

別）
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第 図は、従業員の労務管理の取組状況別に、小規模事業者における、従業

員の勤怠管理方法を確認したものである。これを見ると、従業員の労務管理に「取り

組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、「クラウド型の勤怠管理シ

ステム」及び「インストール型の勤怠管理システム」での勤怠管理を行っていると回
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（注） 従業員の勤怠管理方法について、タイムカード等で把握した従業員の勤怠情報をどのような方法で管
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第 図は、従業員の労務管理の取組状況別に、小規模事業者における、採用

実績を確認したものである。これを見ると、従業員の労務管理に「取り組んでいる」

事業者は、「取り組んでいない」事業者より、「採用した（予定人数に到達）」と回答し

た割合が高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、従業員の労務管

理に取り組んでいる事業者では、人材採用に成功している可能性が示唆される。

＜第 図＞

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

採用した（予定人数に到達） 採用した（予定人数には未達） 採用していない（採用を希望していた）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 採用実績について、直近３年間の採用実績を聞いたもの。「採用していない（採用を希望していな
かった）」と回答した事業者を除く。
従業員の労務管理について、従業員がいる事業者に聞いたもの。「取り組んでいる」は、従業員の長時間労

働の防止及び有給休暇の取得促進に「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業
者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答し
た事業者の合計。

小規模事業者における、採用実績（従業員の労務管理の取組状況別）

 

次に、従業員の残業時間の状況について確認する。

第 図は、小規模事業者における、従業員の月平均残業時間の傾向を確認し

たものである。これを見ると、全体では、約２割の事業者が「減少」と回答している

ことが分かる。一方、約７割の事業者が「不変」と回答している。また、業種別に見

ると「運輸業、郵便業」において、「減少」と回答した事業者の割合が最も高い一方で、

「増加」と回答した事業者の割合も最も高いことが分かる。

＜第 図＞

小規模事業者における、従業員の月平均残業時間の傾向

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員がいる事業者に聞いたもの。
従業員の直近３年間の月平均残業時間の傾向について、「減少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回

答した事業者の合計。「増加」は、「大幅に増加」、「やや増加」と回答した事業者の合計。
業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

減少 不変 増加
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第 図は、従業員の労務管理の取組状況別に、小規模事業者における、採用
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小規模事業者における、採用実績（従業員の労務管理の取組状況別）

 

次に、従業員の残業時間の状況について確認する。

第 図は、小規模事業者における、従業員の月平均残業時間の傾向を確認し

たものである。これを見ると、全体では、約２割の事業者が「減少」と回答している

ことが分かる。一方、約７割の事業者が「不変」と回答している。また、業種別に見

ると「運輸業、郵便業」において、「減少」と回答した事業者の割合が最も高い一方で、

「増加」と回答した事業者の割合も最も高いことが分かる。

＜第 図＞

小規模事業者における、従業員の月平均残業時間の傾向

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員がいる事業者に聞いたもの。
従業員の直近３年間の月平均残業時間の傾向について、「減少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回

答した事業者の合計。「増加」は、「大幅に増加」、「やや増加」と回答した事業者の合計。
業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

減少 不変 増加
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第 図は、従業員の労務管理の取組状況別に、小規模事業者における、従業

員の月平均残業時間の傾向を確認したものである。これを見ると、従業員の労務管理

に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、従業員の月平均残

業時間が「減少」している割合が高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえ

ないが、従業員の労務管理に関する取組の成果が、一定程度表れていることが示唆さ

れる。

＜第 図＞

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

減少 不変 増加

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員がいる事業者に聞いたもの。
従業員の月平均残業時間の傾向について、直近３年間の従業員の月平均残業時間の傾向を聞いたもの。「減

少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回答した事業者の合計。「増加」は、「大幅に増加」、「やや増
加」と回答した事業者の合計。
従業員の労務管理について、「取り組んでいる」は、従業員の長時間労働の防止及び有給休暇の取得促進に

「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、
「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。

小規模事業者における、従業員の月平均残業時間の傾向（従業員の労務管理の取

組状況別）

 

第 図は、従業員の月平均残業時間の傾向別に、小規模事業者における、従

業員の定着割合を確認したものである。これを見ると、従業員の月平均残業時間が「減

少」している事業者は、「増加」している事業者より、従業員の定着割合について「７

割以上」と回答した割合が高いことが分かる。

＜第 図＞ 

減少（ ）

増加（ ）

７割以上 ５割以上～７割未満 ３割以上～５割未満 ３割未満

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員がいる事業者に聞いたもの。
従業員の月平均残業時間の傾向について、直近３年間の従業員の月平均残業時間の傾向を聞いたもの。「減

少」は「大幅に減少」、「やや減少」と回答した事業者の合計。「増加」は「大幅に増加」、「やや増加」と
回答した事業者の合計。
従業員の定着割合について、直近３年間で採用した従業員の定着割合を聞いたもの。ここでの「定着割合」

とは、「（直近３年間で採用した従業員のうち、現在も自社で就業を継続している人数）÷（直近３年間で採
用した従業員の人数の合計）」で算出された割合を指す。「直近３年間に採用した従業員はいない」と回答し
た事業者を除く。

小規模事業者における、従業員の定着割合（従業員の月平均残業時間の傾向別）
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第 図は、従業員の労務管理の取組状況別に、小規模事業者における、従業

員の月平均残業時間の傾向を確認したものである。これを見ると、従業員の労務管理

に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、従業員の月平均残

業時間が「減少」している割合が高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえ

ないが、従業員の労務管理に関する取組の成果が、一定程度表れていることが示唆さ

れる。

＜第 図＞

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

減少 不変 増加

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員がいる事業者に聞いたもの。
従業員の月平均残業時間の傾向について、直近３年間の従業員の月平均残業時間の傾向を聞いたもの。「減

少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回答した事業者の合計。「増加」は、「大幅に増加」、「やや増
加」と回答した事業者の合計。
従業員の労務管理について、「取り組んでいる」は、従業員の長時間労働の防止及び有給休暇の取得促進に

「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、
「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。

小規模事業者における、従業員の月平均残業時間の傾向（従業員の労務管理の取

組状況別）

 

第 図は、従業員の月平均残業時間の傾向別に、小規模事業者における、従

業員の定着割合を確認したものである。これを見ると、従業員の月平均残業時間が「減

少」している事業者は、「増加」している事業者より、従業員の定着割合について「７

割以上」と回答した割合が高いことが分かる。

＜第 図＞ 

減少（ ）

増加（ ）

７割以上 ５割以上～７割未満 ３割以上～５割未満 ３割未満

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員がいる事業者に聞いたもの。
従業員の月平均残業時間の傾向について、直近３年間の従業員の月平均残業時間の傾向を聞いたもの。「減

少」は「大幅に減少」、「やや減少」と回答した事業者の合計。「増加」は「大幅に増加」、「やや増加」と
回答した事業者の合計。
従業員の定着割合について、直近３年間で採用した従業員の定着割合を聞いたもの。ここでの「定着割合」

とは、「（直近３年間で採用した従業員のうち、現在も自社で就業を継続している人数）÷（直近３年間で採
用した従業員の人数の合計）」で算出された割合を指す。「直近３年間に採用した従業員はいない」と回答し
た事業者を除く。

小規模事業者における、従業員の定着割合（従業員の月平均残業時間の傾向別）
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②組織活性化への取組

ここからは、小規模事業者の組織活性化 への取組について確認する。

第 図は、小規模事業者における、組織活性化への取組状況について確認し

たものである。これを見ると、全体では、「取り組んでいる」と回答した事業者は約４

割であることが分かる。また、業種別に見ると、「情報通信業」、「運輸業、郵便業」で

は、「取り組んでいる」と回答した割合が比較的高いことが見て取れる。

＜第 図＞

 
ここでの「組織活性化」とは、従業員の働きがいやエンゲージメント（従業員の、自身が勤め

る企業に対する自発的な貢献意欲）の維持・向上への取組を指す。

小規模事業者における、組織活性化への取組状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員がいる事業者に聞いたもの。
組織活性化について、「取り組んでいる」は、従業員の働きがいやエンゲージメントの維持・向上への取

組に「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいな
い」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。
業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

取り組んでいる 取り組んでいない

 

第 図は、小規模事業者における、組織活性化への取組内容について確認し

たものである。これを見ると、「賃金・賞与の引き上げ」と回答した割合が最も高く、

次いで、「柔軟な働き方の導入」、「社内コミュニケーションの活性化」と続いている。

組織活性化のために、労働条件や働き方、職場内の雰囲気の改善に取り組んでいる様

子が見て取れる。

＜第 図＞

賃金・賞与の引き上げ

柔軟な働き方の導入

社内コミュニケーションの活性化

従業員の意見の積極的な取り入れ

福利厚生の充実

教育・研修の実施

理念・ビジョンの共有

人事評価基準の明確化

表彰制度の導入

その他

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員がいる事業者に聞いたもの。
従業員の働きがいやエンゲージメントの維持・向上への取組に「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り

組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

（ ）

小規模事業者における、組織活性化への取組内容
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②組織活性化への取組

ここからは、小規模事業者の組織活性化 への取組について確認する。

第 図は、小規模事業者における、組織活性化への取組状況について確認し

たものである。これを見ると、全体では、「取り組んでいる」と回答した事業者は約４

割であることが分かる。また、業種別に見ると、「情報通信業」、「運輸業、郵便業」で

は、「取り組んでいる」と回答した割合が比較的高いことが見て取れる。

＜第 図＞

 
ここでの「組織活性化」とは、従業員の働きがいやエンゲージメント（従業員の、自身が勤め

る企業に対する自発的な貢献意欲）の維持・向上への取組を指す。

小規模事業者における、組織活性化への取組状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員がいる事業者に聞いたもの。
組織活性化について、「取り組んでいる」は、従業員の働きがいやエンゲージメントの維持・向上への取

組に「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいな
い」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。
業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

取り組んでいる 取り組んでいない

 

第 図は、小規模事業者における、組織活性化への取組内容について確認し

たものである。これを見ると、「賃金・賞与の引き上げ」と回答した割合が最も高く、

次いで、「柔軟な働き方の導入」、「社内コミュニケーションの活性化」と続いている。

組織活性化のために、労働条件や働き方、職場内の雰囲気の改善に取り組んでいる様

子が見て取れる。

＜第 図＞

賃金・賞与の引き上げ

柔軟な働き方の導入

社内コミュニケーションの活性化

従業員の意見の積極的な取り入れ

福利厚生の充実

教育・研修の実施

理念・ビジョンの共有

人事評価基準の明確化

表彰制度の導入

その他

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員がいる事業者に聞いたもの。
従業員の働きがいやエンゲージメントの維持・向上への取組に「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り

組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

（ ）

小規模事業者における、組織活性化への取組内容
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第 図は、組織活性化への取組状況別に、小規模事業者における、採用実績

を確認したものである。これを見ると、組織活性化に「取り組んでいる」事業者は、

「取り組んでいない」事業者より、「採用した（予定人数に到達）」と回答した割合が

高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、従業員の働きがいやエン

ゲージメントの維持・向上に取り組む事業者ほど、人材の採用に成功している可能性

が示唆される。

＜第 図＞

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

採用した（予定人数に到達） 採用した（予定人数には未達） 採用していない（採用を希望していた）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 採用実績について、直近３年間の採用実績を聞いたもの。「採用していない（採用を希望していな
かった）」と回答した事業者を除く。
組織活性化について、従業員がいる事業者に聞いたもの。「取り組んでいる」は、従業員の働きがいやエン

ゲージメントの維持・向上への取組に「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事
業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答
した事業者の合計。

小規模事業者における、採用実績（組織活性化への取組状況別）

 

第 図は、組織活性化への取組状況別に、小規模事業者における、売上高及

び営業利益率の傾向を確認したものである。これを見ると、組織活性化に「取り組ん

でいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、売上高及び営業利益率のそれぞ

れにおいて、「増加」、「上昇」と回答した割合が高いことが分かる。この調査結果から

一概にはいえないが、従業員の働きがいやエンゲージメントの維持・向上への取組は、

従業員が自ら積極的に業務に取り組むことを促し、業績の向上にもつながる可能性が

示唆される。

＜第 図＞

小規模事業者における、業績の傾向（組織活性化への取組状況別）

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（２）営業利益率

上昇 不変 低下

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 組織活性化について、従業員がいる事業者に聞いたもの。「取り組んでいる」は、従業員の働きがい
やエンゲージメントの維持・向上への取組に「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答
した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」
と回答した事業者の合計。
売上高、営業利益率について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増加（上昇）」は

「大幅に増加（上昇）」、「やや増加（上昇）」と回答した事業者の合計。「減少（低下）」は「大幅に減少
（低下）」、「やや減少（低下）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した
事業者を除く。

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（１）売上高

増加 不変 減少
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第 図は、組織活性化への取組状況別に、小規模事業者における、採用実績

を確認したものである。これを見ると、組織活性化に「取り組んでいる」事業者は、

「取り組んでいない」事業者より、「採用した（予定人数に到達）」と回答した割合が

高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、従業員の働きがいやエン

ゲージメントの維持・向上に取り組む事業者ほど、人材の採用に成功している可能性

が示唆される。

＜第 図＞
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資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 採用実績について、直近３年間の採用実績を聞いたもの。「採用していない（採用を希望していな
かった）」と回答した事業者を除く。
組織活性化について、従業員がいる事業者に聞いたもの。「取り組んでいる」は、従業員の働きがいやエン

ゲージメントの維持・向上への取組に「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事
業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答
した事業者の合計。

小規模事業者における、採用実績（組織活性化への取組状況別）

 

第 図は、組織活性化への取組状況別に、小規模事業者における、売上高及

び営業利益率の傾向を確認したものである。これを見ると、組織活性化に「取り組ん

でいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、売上高及び営業利益率のそれぞ

れにおいて、「増加」、「上昇」と回答した割合が高いことが分かる。この調査結果から

一概にはいえないが、従業員の働きがいやエンゲージメントの維持・向上への取組は、

従業員が自ら積極的に業務に取り組むことを促し、業績の向上にもつながる可能性が

示唆される。

＜第 図＞

小規模事業者における、業績の傾向（組織活性化への取組状況別）
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資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 組織活性化について、従業員がいる事業者に聞いたもの。「取り組んでいる」は、従業員の働きがい
やエンゲージメントの維持・向上への取組に「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答
した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」
と回答した事業者の合計。
売上高、営業利益率について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増加（上昇）」は

「大幅に増加（上昇）」、「やや増加（上昇）」と回答した事業者の合計。「減少（低下）」は「大幅に減少
（低下）」、「やや減少（低下）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した
事業者を除く。
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③まとめ

本項では、組織・人材リテラシーとして従業員の労務管理と組織活性化への取組に

ついて確認した。

まず、従業員の労務管理については、従業員の労務管理の取組を推進している事業

者は、クラウド型やインストール型などの勤怠管理システムを活用している割合が高

いことが分かった。また、従業員の労務管理の取組を推進することで、人材の採用に

成功している可能性を示した。

次に、組織活性化への取組として、労働条件や働き方、職場内の雰囲気の改善に取

り組んでいると回答した事業者の割合が高いことを示した。また、組織活性化への取

組が、人材の採用や業績の向上につながる可能性も示唆された。

以下では、従業員の労務管理や組織活性化への取組を積極的に推進する組織・人材

リテラシーの高い企業の事例を紹介する。

事例 では、労務管理の見直しによる働き方改革により、長時間労働の削減及

び若手人材の採用・定着を実現している企業の事例を紹介する。

事例 では、透明性の高い人事制度の導入と人材育成の強化により組織活性化

を実現している企業の事例を紹介する。

事例 では、組織活性化への取組として経営指針書や 年ビジョンを作成し、

全社一体となって発展している企業の事例を紹介する。

 

事事例例 ：：佐佐藤藤土土木木株株式式会会社社

「「労労務務管管理理のの見見直直ししにによよりり、、長長時時間間労労働働のの削削減減及及びび

若若手手人人材材のの採採用用・・定定着着をを実実現現ししてていいるる企企業業」」

・所在地：大分県大分市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：総合工事業

事事業業存存続続ののたためめにに、、働働ききややすすくく意意欲欲をを持持ててるる、、若若者者にに選選ばばれれるる職職場場をを目目指指すす

大分県大分市の佐藤土木株式会社は 年創業で、主に公共事業として橋の建設や修繕を手掛ける企業である。

同社３代目の平島武士社長は、 年に先代の父より事業を承継。当時は、社員の平均年齢は 代半ばを超え、

会社を存続していく上では、若手人材の確保が課題だと考えていた。しかし、建設業界には「きつい、汚い、危険」

というマイナスイメージが根強く、若年層の採用は困難を極め、新卒採用は長年ゼロの状況が続いていた。若者に

選ばれる会社になるには何が必要か。平島社長は自身の子育ての経験から仕事と家庭の両立の難しさを痛感して

おり、「ワークライフバランスを実現すれば、社員が働きやすく意欲を持てる職場になり、会社にも相乗効果を生

む」と確信。同業者からは「人材確保だけで精一杯なのに、週休二日や残業削減なんて絶対無理だ」という声もあ

ったが、「だからこそやるべき」と、厚生労働省の認定制度「ユースエール認定」（若者の採用・育成に積極的で、

若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業の認定制度）の取得を目標に掲げ、変革に取り組んだ。

効効率率的的にに業業務務にに取取りり組組むむ社社員員がが報報わわれれるる制制度度をを創創設設

まずはハード面を整備するため、全社員にスマートフォンを貸与し、勤怠管理システムを導入。これまでは紙へ

の手書き管理で社員の勤怠情報は月末にしか把握ができていなかったが、リアルタイムで把握することを可能に

した。あわせて、ポケット 等を導入して、遠隔地に点在する現場全てにインターネット環境を整備し、クラ

ウドシステムを活用した業務管理方法へ移行。顧客との情報共有システムの活用や印鑑レス化、社内会議のオン

ライン化にも取り組んだことで、事務作業全般をオンラインで完結できる体制を構築した。現場と事務所を行き

来する必要がなくなったことで、移動時間を大幅に削減できたことに加え、社内の情報が可視化されたことで業

務量に応じた適切な人員配置を行うことが可能になり、業務の平準化も実現された。さらに、これらハード面に加

えて、休暇取得の促進、長時間労働の是正のために組織文化や制度の改善にも着手。平島社長自らが積極的に休暇

を取得することで「休むのが当たり前」という雰囲気を醸成したほか、男性も育児休業を取得しやすいよう、１か

月以内であれば給与を全額支給する制度を新設した。さらに、長時間労働を是正するため、給与面では「残業が減

っても給料は減らない」仕組みとして過去の実績を基に見込み残業手当を設定。成果だけでなく仕事への姿勢や

プロセスを評価する「インセンティブ手当」を導入し、効率的に業務に取り組む社員が報われる制度を整えた。

約約 年年ぶぶりりのの新新卒卒採採用用をを実実現現しし、、働働ききややすすささがが売売上上・・利利益益ににもも大大ききくく寄寄与与

一連の取組により、労働環境は大きく改善し、「ユースエール認定」を獲得。５年前と比べ、月平均残業時間を

％以上削減、有給休暇取得率は ％から ％へと上昇した。課題であった若手人材の獲得では、 年度

に約 年ぶりとなる新卒採用を実現したほか、 代の女性技術者も採用。 年度にも新卒１名が入社予定だ。

社員の平均年齢は低下し、離職率も０％を維持している。さらに、情報の見える化は、売上高・利益率の向上にも

つながっているという。平島社長は次の目標として、仕事中心ではなく生活の中に仕事を位置づける「ワークイン

ライフ」への転換を掲げる。「介護や育児など様々な事情を抱える社員にも柔軟に働きやすい環境を提供すること

で、モットーである『働く全ての人と、その家族にとって柔軟な働き方』を実現したい」と平島社長は語る。

平島武士社長 アプリでの勤怠管理 橋梁新設工事の様子
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③まとめ

本項では、組織・人材リテラシーとして従業員の労務管理と組織活性化への取組に

ついて確認した。

まず、従業員の労務管理については、従業員の労務管理の取組を推進している事業

者は、クラウド型やインストール型などの勤怠管理システムを活用している割合が高

いことが分かった。また、従業員の労務管理の取組を推進することで、人材の採用に

成功している可能性を示した。

次に、組織活性化への取組として、労働条件や働き方、職場内の雰囲気の改善に取

り組んでいると回答した事業者の割合が高いことを示した。また、組織活性化への取

組が、人材の採用や業績の向上につながる可能性も示唆された。

以下では、従業員の労務管理や組織活性化への取組を積極的に推進する組織・人材

リテラシーの高い企業の事例を紹介する。

事例 では、労務管理の見直しによる働き方改革により、長時間労働の削減及

び若手人材の採用・定着を実現している企業の事例を紹介する。

事例 では、透明性の高い人事制度の導入と人材育成の強化により組織活性化

を実現している企業の事例を紹介する。

事例 では、組織活性化への取組として経営指針書や 年ビジョンを作成し、

全社一体となって発展している企業の事例を紹介する。

 

事事例例 ：：佐佐藤藤土土木木株株式式会会社社

「「労労務務管管理理のの見見直直ししにによよりり、、長長時時間間労労働働のの削削減減及及びび

若若手手人人材材のの採採用用・・定定着着をを実実現現ししてていいるる企企業業」」

・所在地：大分県大分市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：総合工事業

事事業業存存続続ののたためめにに、、働働ききややすすくく意意欲欲をを持持ててるる、、若若者者にに選選ばばれれるる職職場場をを目目指指すす

大分県大分市の佐藤土木株式会社は 年創業で、主に公共事業として橋の建設や修繕を手掛ける企業である。

同社３代目の平島武士社長は、 年に先代の父より事業を承継。当時は、社員の平均年齢は 代半ばを超え、

会社を存続していく上では、若手人材の確保が課題だと考えていた。しかし、建設業界には「きつい、汚い、危険」

というマイナスイメージが根強く、若年層の採用は困難を極め、新卒採用は長年ゼロの状況が続いていた。若者に

選ばれる会社になるには何が必要か。平島社長は自身の子育ての経験から仕事と家庭の両立の難しさを痛感して

おり、「ワークライフバランスを実現すれば、社員が働きやすく意欲を持てる職場になり、会社にも相乗効果を生

む」と確信。同業者からは「人材確保だけで精一杯なのに、週休二日や残業削減なんて絶対無理だ」という声もあ

ったが、「だからこそやるべき」と、厚生労働省の認定制度「ユースエール認定」（若者の採用・育成に積極的で、

若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業の認定制度）の取得を目標に掲げ、変革に取り組んだ。

効効率率的的にに業業務務にに取取りり組組むむ社社員員がが報報わわれれるる制制度度をを創創設設

まずはハード面を整備するため、全社員にスマートフォンを貸与し、勤怠管理システムを導入。これまでは紙へ

の手書き管理で社員の勤怠情報は月末にしか把握ができていなかったが、リアルタイムで把握することを可能に

した。あわせて、ポケット 等を導入して、遠隔地に点在する現場全てにインターネット環境を整備し、クラ

ウドシステムを活用した業務管理方法へ移行。顧客との情報共有システムの活用や印鑑レス化、社内会議のオン

ライン化にも取り組んだことで、事務作業全般をオンラインで完結できる体制を構築した。現場と事務所を行き

来する必要がなくなったことで、移動時間を大幅に削減できたことに加え、社内の情報が可視化されたことで業

務量に応じた適切な人員配置を行うことが可能になり、業務の平準化も実現された。さらに、これらハード面に加

えて、休暇取得の促進、長時間労働の是正のために組織文化や制度の改善にも着手。平島社長自らが積極的に休暇

を取得することで「休むのが当たり前」という雰囲気を醸成したほか、男性も育児休業を取得しやすいよう、１か

月以内であれば給与を全額支給する制度を新設した。さらに、長時間労働を是正するため、給与面では「残業が減

っても給料は減らない」仕組みとして過去の実績を基に見込み残業手当を設定。成果だけでなく仕事への姿勢や

プロセスを評価する「インセンティブ手当」を導入し、効率的に業務に取り組む社員が報われる制度を整えた。

約約 年年ぶぶりりのの新新卒卒採採用用をを実実現現しし、、働働ききややすすささがが売売上上・・利利益益ににもも大大ききくく寄寄与与

一連の取組により、労働環境は大きく改善し、「ユースエール認定」を獲得。５年前と比べ、月平均残業時間を

％以上削減、有給休暇取得率は ％から ％へと上昇した。課題であった若手人材の獲得では、 年度

に約 年ぶりとなる新卒採用を実現したほか、 代の女性技術者も採用。 年度にも新卒１名が入社予定だ。

社員の平均年齢は低下し、離職率も０％を維持している。さらに、情報の見える化は、売上高・利益率の向上にも

つながっているという。平島社長は次の目標として、仕事中心ではなく生活の中に仕事を位置づける「ワークイン

ライフ」への転換を掲げる。「介護や育児など様々な事情を抱える社員にも柔軟に働きやすい環境を提供すること

で、モットーである『働く全ての人と、その家族にとって柔軟な働き方』を実現したい」と平島社長は語る。
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事事例例 ：：東東陽陽電電気気工工事事株株式式会会社社

「「透透明明性性のの高高いい人人事事制制度度とと人人材材育育成成にによよりり組組織織活活性性化化をを実実現現ししてていいるる企企業業」」

・所在地：福島県西郷村 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：設備工事業

事事業業承承継継をを機機にに自自社社のの存存在在意意義義をを見見つつめめ直直しし、、事事業業のの持持続続性性をを高高めめるるたためめのの大大規規模模なな社社内内改改革革をを進進めめるる

福島県西郷村の東陽電気工事株式会社は、 年に創業した建物の電気設備工事を専門とする企業である。公

共施設や民間企業の電気設備工事から個人住宅向け電気設備の設置・メンテナンスまでを手掛け、長年にわたり

地域のライフラインを支えてきた。石川格子社長は 年に父から事業を承継。前職は学習塾の英語教師で、業

種としては全くの畑違いであった。当時の同社は、社員全員が石川社長よりも年上であり、先代の父が 年にわ

たり社長を務めていたことから、業務はトップダウンで進められ、組織的な情報共有や人材育成などの仕組みも

整っていなかった。石川社長は事業承継時、「自社が永続企業として長く続いていくことは、地域にとってとても

重要だと考えた」と言い、持続性を高めていくために若年層が定着・活躍することができる企業を目指し、経営改

革に踏み出した。

人人事事評評価価制制度度にに基基づづいいたた給給与与体体系系をを構構築築。。人人材材育育成成のの仕仕組組みみもも強強化化ししてて社社員員ののモモチチベベーーシショョンン向向上上をを狙狙うう

石川社長は、若年層の定着・活躍を念頭に改革を進め、まずは給与体系を抜本的に変更。従来は人事評価制度が

整備されておらず、勤続年数のみで給与が決まる仕組みが長年定着していたことで、若年層のモチベーションの

低下につながっていた。石川社長は、既存社員からの強い反発を受けながらも、工期管理や技能・技術力などを重

視した「実力評価型」の人事制度を構築し、その結果を給与体系に反映する仕組みを導入した。しかし、評価制度

以外にも、若年層が力を発揮するに当たっての課題は多く存在した。働き方改革により現場の作業時間が短縮さ

れ、従来の では十分な育成が難しくなっていたほか、時間的余裕のなさが現場の雰囲気を悪化させ、ハラス

メント的問題が起こりやすい状況にもあった。こうした課題を解決するため、石川社長は「誰もが安心して学べる

環境」を整えるべく、研修体制の改革に踏み出した。 年、社内に研修施設を開設。研修施設は、実際の工事

現場を再現し、ベテラン職人が講師となって新人に指導する仕組みを採用した。新人は、配線や器具の取付け、通

線、結線など、現場で必要な基本的な実務を体系的に学ぶことができる。研修は閑散期である４～６月の３か月間

に集中して実施され、短期間で基礎知識を習得することで、現場へのスムーズな移行が可能となった。さらに、研

修を通じて社員同士の信頼関係が醸成され、職場の雰囲気改善にもつながっている。

若若年年層層中中心心のの組組織織へへとと若若返返りり、、組組織織活活性性化化をを実実現現

一時期は ％だった３年以内の離職率も現在は ％まで低下。社員の平均年齢も、社長就任当時の 歳から

歳へと大幅に若返りが進み、従来はほとんどいなかった女性職人も活躍するようになった。また、新人の早期

戦力化により、受注案件への対応力も向上し、長時間労働の削減を実現しながらも安定的な売上高を維持してい

る。さらに、研修施設の評判を聞いた県内外の同業者から研修を依頼され、これまで 社を受け入れている。業

界全体の動向や技術の共有など良質な情報交換の場として、案件の紹介や協業機会の増加も実現しているという。

「 年先を見据えて、社員が成長・活躍するために取り組んでいきたい。質の高い仕事を提供し続けることで、

地域にとって欠かせない 年続く企業を目指していく」と石川社長は語る。

石川格子社長 ベテラン職人から技術を教わる 社員集合写真

 

事事例例 ：：有有限限会会社社田田中中製製作作所所

「「経経営営指指針針書書やや 年年ビビジジョョンンをを作作成成しし、、全全社社一一体体ととななっってて発発展展ししてていいるる企企業業」」

・所在地：岡山県倉敷市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：電気機械器具製造業

リリーーママンン・・シショョッッククにによよるる廃廃業業危危機機・・復復活活劇劇をを見見てて､､家家業業のの経経営営にに入入りり組組織織改改革革にに乗乗りり出出すす

岡山県倉敷市の有限会社田中製作所は、 年創業の板金加工を手掛ける企業である。分電盤や配電盤等の筐

体及び機械部品などをオーダーメイドで製造している。リーマン・ショックで売上げが半減した際は、廃業の危機

にもひんしたが、顧客の細かな板金加工ニーズに応えられる「一品一様」の職人の技術力が頼りにされ、しばらく

するとほぼ全ての取引先から発注が戻ってきた。「ニッチで小さい板金屋だからこそできる一品からの受注や小回

りの利く体制が自社の強み・将来への可能性であることを実感した」と門田悦子氏は当時を振り返る。これをきっ

かけに自社の技術への自信を深めた門田氏は、 年に３代目として社長に就任すると、自社の強みである職人

の技術力を基に、次世代に続いていく企業になるため「家業から企業へ」の転換を目指した改革に乗り出した。

「「経経営営指指針針書書」」とと「「 年年ビビジジョョンン」」をを作作成成しし会会社社のの進進むむ方方向向性性をを明明確確化化

承継を決断後に門田社長は、中小企業家同友会にて他経営者と交流しながら経営を学んだ。その中で、自身の経

営姿勢を確立し、全社で進む方向性を明確に定めることが重要であると考えたという。また、承継当時の同社は、

いわゆる「昭和の町工場」であり、経営理念や社訓はなく、特に若い世代の社員とは意識にかい離が生じているこ

とにも問題意識を抱いていた。そこで、門田社長は全社員を巻き込んで自社の経営理念の策定に着手。誰でも作れ

るものではなく、同社の職人の技術力だからこそできる、田中製作所が作ったものと一目で分かる製品を作って

いきたいという想いを込めて「田中とわかるものづくり」の経営理念が社員の言葉から生まれるに至った。その

後、経営理念をベースに年度方針を示した経営指針書や 年ビジョンを策定していった。経営指針書では、経営

理念を実現する上で課題となる品質水準や収益性、残業や有給休暇など職場環境について項目別に数値目標を設

定。技術力の承継についても「特定の職人がいなくなったらできない技術」を無くすべく、熟練の技術を数値化・

機械化することに取り組んできた。経営指針書に基づく様々な取組はベテラン社員からの反発もあったが、必要

性を丁寧に説明すると、経営理念への共感の下、「いい会社になっていこう」と協力を得られて進めることができ

たという。また、 年ビジョンは、社員全員で話し合い、同社の将来の在りたい姿を設定。それに沿って、イノ

ベーションに取り組む施設として板金工房「瀬戸内板金 」の開設や、ファイバーレーザー溶接機など「大

きな戦力」となる設備の導入等を実行。さらに、就業規則の見直しや有給休暇制度の拡充などにも取り組んだ。

進進むむべべきき方方向向をを社社員員とと共共有有ししてて実実行行しし、、業業績績向向上上をを実実現現

「昭和の町工場」だった職場の雰囲気は一変。技術を伝え合う風土も醸成され、ベテランが溶接のゆがみを予防

する方法を若手に伝授するなど、社内に勉強会チームも発足している。また、業績面で見てもコロナ・ショック、

原材料の価格高騰、賃上げ、価格転嫁などの経営課題にその都度取り組むことができ、売上げ・利益率も好調だ。

さらに、働きやすい職場づくりも進展。新規設備導入による業務効率化もあいまって 年と比較して社員一人

当たりの平均残業時間は月 時間から月 時間に半減し、有給休暇取得率は ％から ％に上昇した。「理念

やビジョンを共有することで、社員が主体的に行動してくれることが増えた。今後も 年ビジョンに沿った取組

を進め、社員と一緒に事業拡大を目指していく」と門田社長は語る。

門田悦子社長 工場内で技術を学び合う 社員集合写真
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事事例例 ：：東東陽陽電電気気工工事事株株式式会会社社

「「透透明明性性のの高高いい人人事事制制度度とと人人材材育育成成にによよりり組組織織活活性性化化をを実実現現ししてていいるる企企業業」」

・所在地：福島県西郷村 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：設備工事業

事事業業承承継継をを機機にに自自社社のの存存在在意意義義をを見見つつめめ直直しし、、事事業業のの持持続続性性をを高高めめるるたためめのの大大規規模模なな社社内内改改革革をを進進めめるる

福島県西郷村の東陽電気工事株式会社は、 年に創業した建物の電気設備工事を専門とする企業である。公

共施設や民間企業の電気設備工事から個人住宅向け電気設備の設置・メンテナンスまでを手掛け、長年にわたり

地域のライフラインを支えてきた。石川格子社長は 年に父から事業を承継。前職は学習塾の英語教師で、業

種としては全くの畑違いであった。当時の同社は、社員全員が石川社長よりも年上であり、先代の父が 年にわ

たり社長を務めていたことから、業務はトップダウンで進められ、組織的な情報共有や人材育成などの仕組みも

整っていなかった。石川社長は事業承継時、「自社が永続企業として長く続いていくことは、地域にとってとても

重要だと考えた」と言い、持続性を高めていくために若年層が定着・活躍することができる企業を目指し、経営改

革に踏み出した。

人人事事評評価価制制度度にに基基づづいいたた給給与与体体系系をを構構築築。。人人材材育育成成のの仕仕組組みみもも強強化化ししてて社社員員ののモモチチベベーーシショョンン向向上上をを狙狙うう

石川社長は、若年層の定着・活躍を念頭に改革を進め、まずは給与体系を抜本的に変更。従来は人事評価制度が

整備されておらず、勤続年数のみで給与が決まる仕組みが長年定着していたことで、若年層のモチベーションの

低下につながっていた。石川社長は、既存社員からの強い反発を受けながらも、工期管理や技能・技術力などを重

視した「実力評価型」の人事制度を構築し、その結果を給与体系に反映する仕組みを導入した。しかし、評価制度

以外にも、若年層が力を発揮するに当たっての課題は多く存在した。働き方改革により現場の作業時間が短縮さ

れ、従来の では十分な育成が難しくなっていたほか、時間的余裕のなさが現場の雰囲気を悪化させ、ハラス

メント的問題が起こりやすい状況にもあった。こうした課題を解決するため、石川社長は「誰もが安心して学べる

環境」を整えるべく、研修体制の改革に踏み出した。 年、社内に研修施設を開設。研修施設は、実際の工事

現場を再現し、ベテラン職人が講師となって新人に指導する仕組みを採用した。新人は、配線や器具の取付け、通

線、結線など、現場で必要な基本的な実務を体系的に学ぶことができる。研修は閑散期である４～６月の３か月間

に集中して実施され、短期間で基礎知識を習得することで、現場へのスムーズな移行が可能となった。さらに、研

修を通じて社員同士の信頼関係が醸成され、職場の雰囲気改善にもつながっている。

若若年年層層中中心心のの組組織織へへとと若若返返りり、、組組織織活活性性化化をを実実現現

一時期は ％だった３年以内の離職率も現在は ％まで低下。社員の平均年齢も、社長就任当時の 歳から

歳へと大幅に若返りが進み、従来はほとんどいなかった女性職人も活躍するようになった。また、新人の早期

戦力化により、受注案件への対応力も向上し、長時間労働の削減を実現しながらも安定的な売上高を維持してい

る。さらに、研修施設の評判を聞いた県内外の同業者から研修を依頼され、これまで 社を受け入れている。業

界全体の動向や技術の共有など良質な情報交換の場として、案件の紹介や協業機会の増加も実現しているという。

「 年先を見据えて、社員が成長・活躍するために取り組んでいきたい。質の高い仕事を提供し続けることで、

地域にとって欠かせない 年続く企業を目指していく」と石川社長は語る。

石川格子社長 ベテラン職人から技術を教わる 社員集合写真

 

事事例例 ：：有有限限会会社社田田中中製製作作所所

「「経経営営指指針針書書やや 年年ビビジジョョンンをを作作成成しし、、全全社社一一体体ととななっってて発発展展ししてていいるる企企業業」」

・所在地：岡山県倉敷市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：電気機械器具製造業

リリーーママンン・・シショョッッククにによよるる廃廃業業危危機機・・復復活活劇劇をを見見てて､､家家業業のの経経営営にに入入りり組組織織改改革革にに乗乗りり出出すす

岡山県倉敷市の有限会社田中製作所は、 年創業の板金加工を手掛ける企業である。分電盤や配電盤等の筐

体及び機械部品などをオーダーメイドで製造している。リーマン・ショックで売上げが半減した際は、廃業の危機

にもひんしたが、顧客の細かな板金加工ニーズに応えられる「一品一様」の職人の技術力が頼りにされ、しばらく

するとほぼ全ての取引先から発注が戻ってきた。「ニッチで小さい板金屋だからこそできる一品からの受注や小回

りの利く体制が自社の強み・将来への可能性であることを実感した」と門田悦子氏は当時を振り返る。これをきっ

かけに自社の技術への自信を深めた門田氏は、 年に３代目として社長に就任すると、自社の強みである職人

の技術力を基に、次世代に続いていく企業になるため「家業から企業へ」の転換を目指した改革に乗り出した。

「「経経営営指指針針書書」」とと「「 年年ビビジジョョンン」」をを作作成成しし会会社社のの進進むむ方方向向性性をを明明確確化化

承継を決断後に門田社長は、中小企業家同友会にて他経営者と交流しながら経営を学んだ。その中で、自身の経

営姿勢を確立し、全社で進む方向性を明確に定めることが重要であると考えたという。また、承継当時の同社は、

いわゆる「昭和の町工場」であり、経営理念や社訓はなく、特に若い世代の社員とは意識にかい離が生じているこ

とにも問題意識を抱いていた。そこで、門田社長は全社員を巻き込んで自社の経営理念の策定に着手。誰でも作れ

るものではなく、同社の職人の技術力だからこそできる、田中製作所が作ったものと一目で分かる製品を作って

いきたいという想いを込めて「田中とわかるものづくり」の経営理念が社員の言葉から生まれるに至った。その

後、経営理念をベースに年度方針を示した経営指針書や 年ビジョンを策定していった。経営指針書では、経営

理念を実現する上で課題となる品質水準や収益性、残業や有給休暇など職場環境について項目別に数値目標を設

定。技術力の承継についても「特定の職人がいなくなったらできない技術」を無くすべく、熟練の技術を数値化・

機械化することに取り組んできた。経営指針書に基づく様々な取組はベテラン社員からの反発もあったが、必要

性を丁寧に説明すると、経営理念への共感の下、「いい会社になっていこう」と協力を得られて進めることができ

たという。また、 年ビジョンは、社員全員で話し合い、同社の将来の在りたい姿を設定。それに沿って、イノ

ベーションに取り組む施設として板金工房「瀬戸内板金 」の開設や、ファイバーレーザー溶接機など「大

きな戦力」となる設備の導入等を実行。さらに、就業規則の見直しや有給休暇制度の拡充などにも取り組んだ。

進進むむべべきき方方向向をを社社員員とと共共有有ししてて実実行行しし、、業業績績向向上上をを実実現現

「昭和の町工場」だった職場の雰囲気は一変。技術を伝え合う風土も醸成され、ベテランが溶接のゆがみを予防

する方法を若手に伝授するなど、社内に勉強会チームも発足している。また、業績面で見てもコロナ・ショック、

原材料の価格高騰、賃上げ、価格転嫁などの経営課題にその都度取り組むことができ、売上げ・利益率も好調だ。

さらに、働きやすい職場づくりも進展。新規設備導入による業務効率化もあいまって 年と比較して社員一人

当たりの平均残業時間は月 時間から月 時間に半減し、有給休暇取得率は ％から ％に上昇した。「理念

やビジョンを共有することで、社員が主体的に行動してくれることが増えた。今後も 年ビジョンに沿った取組

を進め、社員と一緒に事業拡大を目指していく」と門田社長は語る。

門田悦子社長 工場内で技術を学び合う 社員集合写真
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３．運営管理リテラシー

自社の製品・商品・サービスの品質は業績に直接的な影響を与える可能性があり、

安定した品質を確保することや品質をより良いものへと高めていくことも重要であ

ると考えられる。また、先行研究 では、技能承継を実現している中小製造業は、機

械や では代替ができない熟練技能を標準化及びマニュアル化することや、データ

ベースを活用することで、ベテラン従業員が持っている経験やノウハウを社内で共有

し、若手従業員でも作業を行うことができるようにしていると指摘している。

大企業や中規模企業と比較して、人的リソースが乏しい小規模事業者においては、

適正な品質管理により新規顧客の獲得・既存顧客の離反防止やクレーム・不良品等の

発生を防止すること、社内ノウハウの蓄積・共有により属人化を防止し、円滑に業務

を行うことが重要であり、こうした「運営管理リテラシー」を高めることが求められ

る。

そこで本項では、小規模事業者における「運営管理リテラシー」として、品質管理、

社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況と効果について分析を行う。

 
松井（ ）

 

①品質管理

まず、小規模事業者の品質管理の状況について確認する。

第 図は、小規模事業者における、品質を担保するための管理 状況を確認し

たものである。これを見ると、全体では、約７割の事業者が「取り組んでいる」と回

答している。また、業種別に見ると、「取り組んでいる」と回答した事業者の割合は

「製造業」が最も高く、次いで「運輸業、郵便業」、「情報通信業」、「宿泊業、飲食サ

ービス業」と続いていることが分かる。

＜第 図＞

 
ここでの「品質を担保するための管理」とは、業務に使う設備等の点検をすることや、製品・

商品の出荷前、サービスの提供前にチェック項目等に基づいて品質を確認することを指す。

小規模事業者における、品質を担保するための管理状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 品質を担保するための管理状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「あ
る程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、
「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。
業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

取り組んでいる 取り組んでいない
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３．運営管理リテラシー

自社の製品・商品・サービスの品質は業績に直接的な影響を与える可能性があり、

安定した品質を確保することや品質をより良いものへと高めていくことも重要であ

ると考えられる。また、先行研究 では、技能承継を実現している中小製造業は、機

械や では代替ができない熟練技能を標準化及びマニュアル化することや、データ

ベースを活用することで、ベテラン従業員が持っている経験やノウハウを社内で共有

し、若手従業員でも作業を行うことができるようにしていると指摘している。

大企業や中規模企業と比較して、人的リソースが乏しい小規模事業者においては、

適正な品質管理により新規顧客の獲得・既存顧客の離反防止やクレーム・不良品等の

発生を防止すること、社内ノウハウの蓄積・共有により属人化を防止し、円滑に業務

を行うことが重要であり、こうした「運営管理リテラシー」を高めることが求められ

る。

そこで本項では、小規模事業者における「運営管理リテラシー」として、品質管理、

社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況と効果について分析を行う。

 
松井（ ）

 

①品質管理

まず、小規模事業者の品質管理の状況について確認する。

第 図は、小規模事業者における、品質を担保するための管理 状況を確認し

たものである。これを見ると、全体では、約７割の事業者が「取り組んでいる」と回

答している。また、業種別に見ると、「取り組んでいる」と回答した事業者の割合は

「製造業」が最も高く、次いで「運輸業、郵便業」、「情報通信業」、「宿泊業、飲食サ

ービス業」と続いていることが分かる。

＜第 図＞

 
ここでの「品質を担保するための管理」とは、業務に使う設備等の点検をすることや、製品・

商品の出荷前、サービスの提供前にチェック項目等に基づいて品質を確認することを指す。

小規模事業者における、品質を担保するための管理状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 品質を担保するための管理状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「あ
る程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、
「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。
業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

取り組んでいる 取り組んでいない
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第 図は、小規模事業者における、顧客からのクレームや意見の対応に掛か

る労力の度合いを確認したものである。これを見ると、全体では、約２割の事業者が

「対応にやや労力が掛かっている」、「対応に労力が掛かり、業務に影響を及ぼしてい

る」と回答していることが分かる。また、業種別に見ると、「対応にやや労力が掛かっ

ている」、「対応に労力が掛かり、業務に影響を及ぼしている」と回答した事業者の割

合の合計が、「製造業」、「情報通信業」、「建設業」、「卸売業」で２割超となっている。

このことから、顧客からのクレームや意見への対応に労力が掛かっている事業者が一

定程度存在する様子が見て取れる。

＜第 図＞

 

小規模事業者における、顧客からのクレームや意見の対応に掛かる労力の度合い

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（ ）
（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

特にクレームや意見はない 対応にさほど労力は掛かっていない
対応にやや労力が掛かっている 対応に労力が掛かり、業務に影響を及ぼしている

 

第 図は、品質を担保するための管理状況別に、小規模事業者における、営

業利益率及び顧客数の傾向を確認したものである。これを見ると、品質を担保するた

めの管理に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、営業利益

率及び顧客数のそれぞれにおいて、「上昇」、「増加」と回答した割合が高いことが分か

る。品質を担保するための管理に取り組むことで、営業利益率の向上、新規顧客の獲

得や既存顧客の離反防止に成功している可能性が示唆される。

＜第 図＞

小規模事業者における、営業利益率及び顧客数の傾向（品質を担保するための管

理状況別）

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（２）顧客数

増加 不変 減少

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 品質を担保するための管理状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「あ
る程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、
「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。
営業利益率、顧客数について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「上昇（増加）」は

「大幅に上昇（増加）」、「やや上昇（増加）」と回答した事業者の合計。「低下（減少）」は「大幅に低下
（減少）」、「やや低下（減少）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した
事業者を除く。

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（１）営業利益率

上昇 不変 低下
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第 図は、小規模事業者における、顧客からのクレームや意見の対応に掛か

る労力の度合いを確認したものである。これを見ると、全体では、約２割の事業者が

「対応にやや労力が掛かっている」、「対応に労力が掛かり、業務に影響を及ぼしてい

る」と回答していることが分かる。また、業種別に見ると、「対応にやや労力が掛かっ

ている」、「対応に労力が掛かり、業務に影響を及ぼしている」と回答した事業者の割

合の合計が、「製造業」、「情報通信業」、「建設業」、「卸売業」で２割超となっている。

このことから、顧客からのクレームや意見への対応に労力が掛かっている事業者が一

定程度存在する様子が見て取れる。

＜第 図＞

 

小規模事業者における、顧客からのクレームや意見の対応に掛かる労力の度合い

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（ ）
（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

特にクレームや意見はない 対応にさほど労力は掛かっていない
対応にやや労力が掛かっている 対応に労力が掛かり、業務に影響を及ぼしている

 

第 図は、品質を担保するための管理状況別に、小規模事業者における、営

業利益率及び顧客数の傾向を確認したものである。これを見ると、品質を担保するた

めの管理に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、営業利益

率及び顧客数のそれぞれにおいて、「上昇」、「増加」と回答した割合が高いことが分か

る。品質を担保するための管理に取り組むことで、営業利益率の向上、新規顧客の獲

得や既存顧客の離反防止に成功している可能性が示唆される。

＜第 図＞

小規模事業者における、営業利益率及び顧客数の傾向（品質を担保するための管

理状況別）

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（２）顧客数

増加 不変 減少

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 品質を担保するための管理状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「あ
る程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、
「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。
営業利益率、顧客数について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「上昇（増加）」は

「大幅に上昇（増加）」、「やや上昇（増加）」と回答した事業者の合計。「低下（減少）」は「大幅に低下
（減少）」、「やや低下（減少）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した
事業者を除く。

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（１）営業利益率

上昇 不変 低下
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第 図は、品質を担保するための管理に取り組んでいる小規模事業者におい

て、顧客のクレームや意見、不良品率等を把握した上で、作業工程やサービス内容の

見直し等に定期的に取り組んでいるかを確認したものである。これを見ると、品質を

担保するための管理に取り組んでいる事業者のうち、９割超の事業者が品質管理に関

する定期的な見直しに「取り組んでいる」と回答していることが分かる。

＜第 図＞

取り組んでいる 取り組んでいない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「品質管理に関する定期的な見直し」とは、製品・商品・サービスの品質管理に関する定期
的な取組として、顧客からのクレームや意見、不良品率を把握した上で、作業工程やサービス内容の見直しに
取り組むことを指す。「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回
答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいな
い」と回答した事業者の合計。
品質を担保するための管理状況について、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答

した事業者を集計したもの。

小規模事業者における、品質管理に関する定期的な見直し状況

 

第 図は、品質を担保するための管理に取り組んでいる小規模事業者につい

て、品質管理に関する定期的な見直し状況別に、営業利益率及び顧客数の傾向を確認

したものである。これを見ると、「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」

事業者より、営業利益率及び顧客数のそれぞれにおいて、「上昇」、「増加」と回答した

割合が高いことが分かる。このことから、顧客からのクレームや意見、不良品率を把

握した上で、製品・商品・サービスの作業工程や内容の見直しを定期的に行うほど、

利益率向上や顧客獲得に成功している可能性が示唆される。

＜第 図＞

小規模事業者における、営業利益率及び顧客数の傾向（品質管理に関する定期的

な見直し状況別）

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（２）顧客数

増加 不変 減少

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「品質管理に関する定期的な見直し」とは、製品・商品・サービスの品質管理に関する定期
的な取組として、顧客からのクレームや意見、不良品率を把握した上で、作業工程やサービス内容の見直しに
取り組むことを指す。「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回
答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいな
い」と回答した事業者の合計。
品質管理に関する定期的な見直し状況については、品質を担保するための管理状況について、「大いに取り

組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者を集計したもの。
営業利益率、顧客数について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「上昇（増加）」は

「大幅に上昇（増加）」、「やや上昇（増加）」と回答した事業者の合計。「低下（減少）」は「大幅に低下
（減少）」、「やや低下（減少）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した
事業者を除く。

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（１）営業利益率

上昇 不変 低下
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第 図は、品質を担保するための管理に取り組んでいる小規模事業者におい

て、顧客のクレームや意見、不良品率等を把握した上で、作業工程やサービス内容の

見直し等に定期的に取り組んでいるかを確認したものである。これを見ると、品質を

担保するための管理に取り組んでいる事業者のうち、９割超の事業者が品質管理に関

する定期的な見直しに「取り組んでいる」と回答していることが分かる。

＜第 図＞

取り組んでいる 取り組んでいない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「品質管理に関する定期的な見直し」とは、製品・商品・サービスの品質管理に関する定期
的な取組として、顧客からのクレームや意見、不良品率を把握した上で、作業工程やサービス内容の見直しに
取り組むことを指す。「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回
答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいな
い」と回答した事業者の合計。
品質を担保するための管理状況について、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答

した事業者を集計したもの。

小規模事業者における、品質管理に関する定期的な見直し状況

 

第 図は、品質を担保するための管理に取り組んでいる小規模事業者につい

て、品質管理に関する定期的な見直し状況別に、営業利益率及び顧客数の傾向を確認

したものである。これを見ると、「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」

事業者より、営業利益率及び顧客数のそれぞれにおいて、「上昇」、「増加」と回答した

割合が高いことが分かる。このことから、顧客からのクレームや意見、不良品率を把

握した上で、製品・商品・サービスの作業工程や内容の見直しを定期的に行うほど、

利益率向上や顧客獲得に成功している可能性が示唆される。

＜第 図＞

小規模事業者における、営業利益率及び顧客数の傾向（品質管理に関する定期的

な見直し状況別）

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（２）顧客数

増加 不変 減少

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「品質管理に関する定期的な見直し」とは、製品・商品・サービスの品質管理に関する定期
的な取組として、顧客からのクレームや意見、不良品率を把握した上で、作業工程やサービス内容の見直しに
取り組むことを指す。「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回
答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいな
い」と回答した事業者の合計。
品質管理に関する定期的な見直し状況については、品質を担保するための管理状況について、「大いに取り

組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者を集計したもの。
営業利益率、顧客数について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「上昇（増加）」は

「大幅に上昇（増加）」、「やや上昇（増加）」と回答した事業者の合計。「低下（減少）」は「大幅に低下
（減少）」、「やや低下（減少）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した
事業者を除く。

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（１）営業利益率

上昇 不変 低下
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②社内ノウハウの蓄積・共有の取組

ここからは、小規模事業者の社内ノウハウの蓄積・共有 の取組について確認する。

第 図は、小規模事業者における、社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況に

ついて確認したものである。これを見ると、全体では、約５割の事業者が「取り組ん

でいる」と回答している。また、業種別に見ると、「取り組んでいる」と回答した事業

者の割合は「運輸業、郵便業」が最も高く、次いで「情報通信業」、「建設業」、「製造

業」と続いており、これらの業種では過半数の事業者が取り組んでいることが分かる。

＜第 図＞

 
ここでの「社内ノウハウ」とは、業務上のノウハウ（技術・知識・経験）を指し、「社内ノウ

ハウの蓄積・共有」とは、業務上のノウハウ（技術・知識・経験）が特定の従業員に依存しない

よう、組織としてノウハウの蓄積・共有に取り組むことを指す。

小規模事業者における、社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、
「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいな
い」、「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。「従業員はいない」と回答した事業者を除く。
業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

取り組んでいる 取り組んでいない

 

第 図は、小規模事業者における、社内ノウハウを蓄積・共有する上で有効

だった取組内容を確認したものである。これを見ると、「マニュアルや手順書の整備」

と回答した割合が最も高い。次いで「社員同士の交流機会の提供」、「社内勉強会・研

修の実施」が続いている。

＜第 図＞

マニュアルや手順書の整備

社員同士の交流機会の提供

社内勉強会・研修の実施

の提供

事例等のデータベース化

ジョブローテーションの導入

その他

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況について、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んで
いる」と回答した事業者に聞いたもの。
ここでの「 」とは、実務を通じ、座学研修やマニュアルだけでは身につかない実践的なスキルや知識の

習得を目指す育成手法を指す。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

（ ）

小規模事業者における、社内ノウハウを蓄積・共有する上で有効だった取組内容
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②社内ノウハウの蓄積・共有の取組

ここからは、小規模事業者の社内ノウハウの蓄積・共有 の取組について確認する。

第 図は、小規模事業者における、社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況に

ついて確認したものである。これを見ると、全体では、約５割の事業者が「取り組ん

でいる」と回答している。また、業種別に見ると、「取り組んでいる」と回答した事業

者の割合は「運輸業、郵便業」が最も高く、次いで「情報通信業」、「建設業」、「製造

業」と続いており、これらの業種では過半数の事業者が取り組んでいることが分かる。

＜第 図＞

 
ここでの「社内ノウハウ」とは、業務上のノウハウ（技術・知識・経験）を指し、「社内ノウ

ハウの蓄積・共有」とは、業務上のノウハウ（技術・知識・経験）が特定の従業員に依存しない

よう、組織としてノウハウの蓄積・共有に取り組むことを指す。

小規模事業者における、社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、
「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいな
い」、「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。「従業員はいない」と回答した事業者を除く。
業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

取り組んでいる 取り組んでいない

 

第 図は、小規模事業者における、社内ノウハウを蓄積・共有する上で有効

だった取組内容を確認したものである。これを見ると、「マニュアルや手順書の整備」

と回答した割合が最も高い。次いで「社員同士の交流機会の提供」、「社内勉強会・研

修の実施」が続いている。

＜第 図＞

マニュアルや手順書の整備

社員同士の交流機会の提供

社内勉強会・研修の実施

の提供

事例等のデータベース化

ジョブローテーションの導入

その他

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況について、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んで
いる」と回答した事業者に聞いたもの。
ここでの「 」とは、実務を通じ、座学研修やマニュアルだけでは身につかない実践的なスキルや知識の

習得を目指す育成手法を指す。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

（ ）

小規模事業者における、社内ノウハウを蓄積・共有する上で有効だった取組内容
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第 図は、小規模事業者における、社内ノウハウの蓄積・共有により得られ

た効果を確認したものである。これを見ると、「担当者不在時でも業務が滞りなく遂

行できるようになった」と回答した割合が最も高く、次いで「業務の引継ぎが円滑に

行えるようになった」、「製品・商品・サービスの品質が安定した」と続いている。

＜第 図＞

担当者不在時でも業務が滞りなく遂行できるようになった

業務の引継ぎが円滑に行えるようになった

製品・商品・サービスの品質が安定した

業務負担が平準化され、働きやすさが向上した

業務効率が向上し、時間的・人的コストが削減された

顧客対応や納期管理におけるリスクが低減した

従業員の育成が容易になった

その他

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況について、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んで
いる」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

（ ）

小規模事業者における、社内ノウハウの蓄積・共有により得られた効果

 

第 図は、社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況別に、小規模事業者におけ

る、売上高及び営業利益率の傾向を確認したものである。これを見ると、社内ノウハ

ウの蓄積・共有に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、売

上高及び営業利益率のそれぞれにおいて、「増加」、「上昇」と回答した割合が高いこと

が分かる。社内ノウハウを蓄積・共有することは属人化防止、業務効率化につながり、

業績の向上に寄与している可能性が示唆される。

＜第 図＞

小規模事業者における、業績の傾向（社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況別）

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（２）営業利益率

上昇 不変 低下

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、
「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいな
い」、「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。「従業員はいない」と回答した事業者を除く。
売上高、営業利益率について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増加（上昇）」は

「大幅に増加（上昇）」、「やや増加（上昇）」と回答した事業者の合計。「減少（低下）」は「大幅に減少
（低下）」、「やや減少（低下）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した
事業者を除く。

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（１）売上高

増加 不変 減少
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第 図は、小規模事業者における、社内ノウハウの蓄積・共有により得られ

た効果を確認したものである。これを見ると、「担当者不在時でも業務が滞りなく遂

行できるようになった」と回答した割合が最も高く、次いで「業務の引継ぎが円滑に

行えるようになった」、「製品・商品・サービスの品質が安定した」と続いている。

＜第 図＞

担当者不在時でも業務が滞りなく遂行できるようになった

業務の引継ぎが円滑に行えるようになった

製品・商品・サービスの品質が安定した

業務負担が平準化され、働きやすさが向上した

業務効率が向上し、時間的・人的コストが削減された

顧客対応や納期管理におけるリスクが低減した

従業員の育成が容易になった

その他

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況について、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んで
いる」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

（ ）

小規模事業者における、社内ノウハウの蓄積・共有により得られた効果

 

第 図は、社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況別に、小規模事業者におけ

る、売上高及び営業利益率の傾向を確認したものである。これを見ると、社内ノウハ

ウの蓄積・共有に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、売

上高及び営業利益率のそれぞれにおいて、「増加」、「上昇」と回答した割合が高いこと

が分かる。社内ノウハウを蓄積・共有することは属人化防止、業務効率化につながり、

業績の向上に寄与している可能性が示唆される。

＜第 図＞

小規模事業者における、業績の傾向（社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況別）

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（２）営業利益率

上昇 不変 低下

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、
「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいな
い」、「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。「従業員はいない」と回答した事業者を除く。
売上高、営業利益率について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増加（上昇）」は

「大幅に増加（上昇）」、「やや増加（上昇）」と回答した事業者の合計。「減少（低下）」は「大幅に減少
（低下）」、「やや減少（低下）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した
事業者を除く。

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（１）売上高

増加 不変 減少
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第 図は、社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況別に、小規模事業者におけ

る、従業員の月平均残業時間の傾向を確認したものである。これを見ると、社内ノウ

ハウの蓄積・共有に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、

従業員の月平均残業時間の傾向が「減少」と回答した割合が高いことが分かる。この

調査結果から一概にはいえないが、社内ノウハウを蓄積・共有することは、業務効率

化等につながり、残業時間の削減に寄与する可能性が示唆される。

＜第 図＞

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

減少 不変 増加

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員の月平均残業時間の傾向について、従業員がいる事業者に聞いたもの。直近３年間の従業員の
月平均残業時間の傾向について、「減少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回答した事業者の合計。「増
加」は、「大幅に増加」、「やや増加」と回答した事業者の合計。
社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「あ

る程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、
「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。「従業員はいない」と回答した事業者を除く。

小規模事業者における、従業員の月平均残業時間の傾向（社内ノウハウの蓄積・

共有の取組状況別）

 

③まとめ

本項では、運営管理リテラシーとして品質管理と社内ノウハウの蓄積・共有の取組

について確認した。

まず、品質管理では、品質を担保するための管理に取り組むことで、利益率の向上、

新規顧客の獲得や既存顧客の離反防止に成功している可能性を示した。また、顧客の

クレームや意見、不良品率等を把握した上で、作業工程やサービス内容の見直し等に

定期的に取り組むことも重要といえる。

次に、社内ノウハウの蓄積・共有の取組では、マニュアルや手順書の整備や社員同

士の交流機会の提供、社内勉強会・研修の実施などの取組がノウハウの蓄積・共有に

有効であることが分かった。また、社内ノウハウの蓄積・共有の取組を推進すること

で、担当者不在時でも業務が滞りなく遂行できるようになることや、製品・商品・サ

ービスの品質の安定等につながる可能性を示した。さらに、これらの取組は、業績の

向上や残業時間の削減にも効果的である可能性が示唆された。

以下では、品質管理や社内ノウハウの蓄積・共有の取組を積極的に推進する運営管

理リテラシーの高い企業の事例を紹介する。

事例 では、徹底した品質管理と顧客対応で安定した収益を維持し続ける企業

の事例を紹介する。

事例 では、社内ノウハウの蓄積や情報共有力を強化し、多様な人材の活躍に

よる生産性の向上を実現した企業の事例を紹介する。
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第 図は、社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況別に、小規模事業者におけ

る、従業員の月平均残業時間の傾向を確認したものである。これを見ると、社内ノウ

ハウの蓄積・共有に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、

従業員の月平均残業時間の傾向が「減少」と回答した割合が高いことが分かる。この

調査結果から一概にはいえないが、社内ノウハウを蓄積・共有することは、業務効率

化等につながり、残業時間の削減に寄与する可能性が示唆される。

＜第 図＞

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

減少 不変 増加

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 従業員の月平均残業時間の傾向について、従業員がいる事業者に聞いたもの。直近３年間の従業員の
月平均残業時間の傾向について、「減少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回答した事業者の合計。「増
加」は、「大幅に増加」、「やや増加」と回答した事業者の合計。
社内ノウハウの蓄積・共有の取組状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「あ

る程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、
「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。「従業員はいない」と回答した事業者を除く。

小規模事業者における、従業員の月平均残業時間の傾向（社内ノウハウの蓄積・

共有の取組状況別）

 

③まとめ

本項では、運営管理リテラシーとして品質管理と社内ノウハウの蓄積・共有の取組

について確認した。

まず、品質管理では、品質を担保するための管理に取り組むことで、利益率の向上、

新規顧客の獲得や既存顧客の離反防止に成功している可能性を示した。また、顧客の

クレームや意見、不良品率等を把握した上で、作業工程やサービス内容の見直し等に

定期的に取り組むことも重要といえる。

次に、社内ノウハウの蓄積・共有の取組では、マニュアルや手順書の整備や社員同

士の交流機会の提供、社内勉強会・研修の実施などの取組がノウハウの蓄積・共有に

有効であることが分かった。また、社内ノウハウの蓄積・共有の取組を推進すること

で、担当者不在時でも業務が滞りなく遂行できるようになることや、製品・商品・サ

ービスの品質の安定等につながる可能性を示した。さらに、これらの取組は、業績の

向上や残業時間の削減にも効果的である可能性が示唆された。

以下では、品質管理や社内ノウハウの蓄積・共有の取組を積極的に推進する運営管

理リテラシーの高い企業の事例を紹介する。

事例 では、徹底した品質管理と顧客対応で安定した収益を維持し続ける企業

の事例を紹介する。

事例 では、社内ノウハウの蓄積や情報共有力を強化し、多様な人材の活躍に

よる生産性の向上を実現した企業の事例を紹介する。
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事事例例 ：：有有限限会会社社鈴鈴文文

「「徹徹底底ししたた品品質質管管理理とと顧顧客客対対応応でで安安定定ししたた収収益益をを維維持持しし続続けけるる企企業業」」

・所在地：新潟県三条市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：金属製品製造業

ククレレーームムのの増増加加にによよりり通通常常業業務務とと成成長長ののたためめのの活活動動がが停停滞滞

新潟県三条市の有限会社鈴文は、 年創業の雪害防止を目的とした金属製品等の製造を手掛ける企業である。

屋根に取り付ける雪止め金具は、北海道や東北地方、日本海側の豪雪地帯に顧客を持つ主力製品だ。 年に事

業を承継した鈴木一社長は、ユーザーである建築関連事業者内のノウハウの伝承不足による誤設置等の発生が原

因で、年々増加傾向にあった製品へのクレーム対応に苦慮していた。一たび大きなクレームが発生すると、その対

応に、本来は営業や管理業務に充てるべき労力が奪われてしまう。社員には不安が広がり、モチベーションも一気

に低下していた。鈴木社長は製品の品質だけでなく、取扱方法や管理方法の周知等も含めた総合的な品質管理を

推進することでクレームを削減し、さらに、製品の安全性を強みとして確立するために、動き出した。

厳厳格格なな社社内内基基準準にによよるる品品質質管管理理とと利利用用上上のの注注意意喚喚起起にに注注力力

まず、自社製品の品質管理を徹底するための取組に着手。同社製品の品質不良によるクレームはこれまでほと

んどなかったものの、雪止め金具には 規格が存在しないため、このままでは品質を担保し続けることが難し

いとの問題意識があった。こうした状況を踏まえ、鈴木社長は 年より新潟県工業技術総合研究所県央技術支

援センターと連携し、独自の厳格な社内基準を策定、その運用を開始した。加えて、製品のライフサイクル全体に

おいて安全性が担保されることを目指し、取扱説明書の作成に着手。国立研究開発法人防災科学技術研究所雪氷

防災研究センターと連携し、製品の強度などの調査や、表示や情報発信内容について相談・検討を行った。また、

取扱説明書を内製化している同業他社からアドバイスを受け、社員と共にソフトウェアの使い方を習得すること

で、取扱説明書の内製化を実現。顧客側とも意見交換を行い、使用環境に適合した製品規格と説明内容になるよう

に留意。約２年間の試行錯誤の末、 年に第１号の取扱説明書を完成させた。その後１年半で約 製品の取扱

説明書を整備し、ニ次元コードからスマートフォンで取扱説明書を確認できるようにした。解説動画も作成し、ホ

ームページでの公開も行っている。また、製造現場においても、品質管理やクレーム防止対策として、受注から出

荷までの各種工程では、チェックリスト等を活用しながら確認作業を行い、不良品や誤納品等の発生防止に努め

ている。さらに、同社の呼びかけで、新潟県内の製品安全対策優良企業表彰を受けた６社で「にいがた製品安全コ

ミュニティ」を発足。品質管理や製品安全に関して、各社の優良な取組等を共有し、学び合える体制を整えた。

ククレレーームム件件数数はは大大幅幅にに低低減減。。副副次次的的効効果果もも

これらの品質管理の徹底により、クレームはほぼ無くなった。クレーム対応業務の減少は、新製品開発や営業活

動に割く時間の増加にもつながり、新領域の開拓が進んでいる。また、オンライン上で確認できる取扱説明書や解

説動画は広告の機能も果たし、豪雪地帯の急激な人口減少に伴って需要が低下する中でも、同社の雪止め金具は

継続して活用されている。これらによって同社の利益率は上昇し、直近４期は年６％の賃上げを達成している。

「品質を担保しながら雪害防止製品の開発・販売を強化し、雪のスペシャリストの地位を確立していきたい」と鈴

木社長は語る。

鈴木悦子取締役（左）、

鈴木啓介専務（中央）、鈴木一社長（右）

自社で製造している

雪止め金具
内製の取扱説明書

 

事事例例 ：：有有限限会会社社川川田田製製作作所所

「「社社内内ノノウウハハウウのの蓄蓄積積やや情情報報共共有有力力をを強強化化しし、、

多多様様なな人人材材のの活活躍躍にによよるる生生産産性性のの向向上上をを実実現現ししたた企企業業」」

・所在地：神奈川県小田原市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：金属製品製造業

売売上上げげのの一一社社依依存存体体質質かかららのの脱脱却却へへ向向けけ、、多多品品種種少少量量生生産産へへののシシフフトトへへ

神奈川県小田原市の有限会社川田製作所は 年に創業し、精密プレス加工を主力とし、自動車や電子機器、

業務用機械などで使われる金属の精密部品を製造している企業である。２代目の川田俊介社長は大学卒業後、大

手 企業でシステムエンジニアとして勤務していたが、先代である父からの声掛けにより会社の承継を決断。

年に 歳で同社に入社し、 年に社長に就任した。当時は、受注の約８割を一社の国内電機メーカー向

けの大量生産品に依存。同業界が衰退している状況において安定して事業を継続するためには、多品種少量生産

への転換が必要と考えた。この課題への対応には、社内における情報共有の基盤構築に加え、ノウハウの共有も必

要になった。というのも、当時、社員の約７割が 歳以上と高齢化が進んでおり、仕事を任せられる人材は豊富

だが属人的な部分が多く、担当者でないとできない仕事が多く存在していた。川田社長は、これらを解決するた

め、変革に取り組んだ。

多多品品種種少少量量生生産産実実現現ののたためめにに属属人人化化かかららのの脱脱却却をを志志向向しし、、デデジジタタルルととアアナナロロググのの両両手手法法をを活活用用

「多品種少量生産では、製造品種の増加に伴い作業工程が複雑化するため、今まで以上に情報共有の仕組みを

整備することと、しっかり情報を残していくことが大切だった」と川田社長は当時を振り返る。前職での経験か

ら、社内ノウハウの蓄積や情報共有体制の強化にはデジタル技術の活用が有効であると感じており、まずはデジ

タルインフラの整備に着手。ノウハウの蓄積のために生産・品質管理などの業務をクラウドシステムに移行し、

全社員にタブレット端末を配布して製造現場におけるリアルタイムでの情報共有体制を構築した。また、ノウハ

ウの共有のためにもデジタル技術を活用。作業手順書をデジタル化し、説明の中で画像や動画を活用することで

分かりやすさの向上を実現した。一方で、川田社長はデジタル一辺倒ではなくアナログな手法も大切にし、社員

一人一人が講師となって自身の仕事を教え合う「みんな塾」を立ち上げた。川田社長は「みんな塾」の効果につ

いて「仕事を教える側の上司からすると、自分の伝えたことがどの程度伝わっているかを知る機会になるととも

に、部下の考えを知る好機になっている」と分析。ノウハウ共有にとどまらず、社内コミュニケーションの促進

やリーダー育成の機会にもなっている。

売売上上げげのの一一社社依依存存体体質質とと属属人人化化かかららのの脱脱却却にによよりり、、安安定定ししたた売売上上げげのの確確保保とと誰誰ももがが活活躍躍ででききるる職職場場のの実実現現へへ

デジタル化やノウハウ共有の取組により、多品種少量生産に対応できる体制を確立し、製造品種は 品種へ

と拡大。従来の主力顧客の受注構成比は約３割まで低下し、新たな領域で顧客が加わったことで安定した売上げ

の確保を実現している。さらに、デジタル技術の活用は生産性向上にも寄与し、収益性も向上している。加え

て、ノウハウの共有化は、外国人や障がい者にとっても学習ハードルの低下につながっており、誰もが活躍でき

る会社へと変化しているという。ノウハウ共有の土壌が固まったことは採用にもプラスに作用し、社員の平均年

齢は 歳から 歳に若返っている。「『たくさん作る』よりも『長く作る』を大切にする。技術と組織の融合を

ベースに、新たなテクノロジーを取り込みながら付加価値を高めていきたい」と川田社長は語る。

川田俊介社長 デジタル技術が浸透する現場 「みんな塾」の様子
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事事例例 ：：有有限限会会社社鈴鈴文文

「「徹徹底底ししたた品品質質管管理理とと顧顧客客対対応応でで安安定定ししたた収収益益をを維維持持しし続続けけるる企企業業」」

・所在地：新潟県三条市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：金属製品製造業

ククレレーームムのの増増加加にによよりり通通常常業業務務とと成成長長ののたためめのの活活動動がが停停滞滞

新潟県三条市の有限会社鈴文は、 年創業の雪害防止を目的とした金属製品等の製造を手掛ける企業である。

屋根に取り付ける雪止め金具は、北海道や東北地方、日本海側の豪雪地帯に顧客を持つ主力製品だ。 年に事

業を承継した鈴木一社長は、ユーザーである建築関連事業者内のノウハウの伝承不足による誤設置等の発生が原

因で、年々増加傾向にあった製品へのクレーム対応に苦慮していた。一たび大きなクレームが発生すると、その対

応に、本来は営業や管理業務に充てるべき労力が奪われてしまう。社員には不安が広がり、モチベーションも一気

に低下していた。鈴木社長は製品の品質だけでなく、取扱方法や管理方法の周知等も含めた総合的な品質管理を

推進することでクレームを削減し、さらに、製品の安全性を強みとして確立するために、動き出した。

厳厳格格なな社社内内基基準準にによよるる品品質質管管理理とと利利用用上上のの注注意意喚喚起起にに注注力力

まず、自社製品の品質管理を徹底するための取組に着手。同社製品の品質不良によるクレームはこれまでほと

んどなかったものの、雪止め金具には 規格が存在しないため、このままでは品質を担保し続けることが難し

いとの問題意識があった。こうした状況を踏まえ、鈴木社長は 年より新潟県工業技術総合研究所県央技術支

援センターと連携し、独自の厳格な社内基準を策定、その運用を開始した。加えて、製品のライフサイクル全体に

おいて安全性が担保されることを目指し、取扱説明書の作成に着手。国立研究開発法人防災科学技術研究所雪氷

防災研究センターと連携し、製品の強度などの調査や、表示や情報発信内容について相談・検討を行った。また、

取扱説明書を内製化している同業他社からアドバイスを受け、社員と共にソフトウェアの使い方を習得すること

で、取扱説明書の内製化を実現。顧客側とも意見交換を行い、使用環境に適合した製品規格と説明内容になるよう

に留意。約２年間の試行錯誤の末、 年に第１号の取扱説明書を完成させた。その後１年半で約 製品の取扱

説明書を整備し、ニ次元コードからスマートフォンで取扱説明書を確認できるようにした。解説動画も作成し、ホ

ームページでの公開も行っている。また、製造現場においても、品質管理やクレーム防止対策として、受注から出

荷までの各種工程では、チェックリスト等を活用しながら確認作業を行い、不良品や誤納品等の発生防止に努め

ている。さらに、同社の呼びかけで、新潟県内の製品安全対策優良企業表彰を受けた６社で「にいがた製品安全コ

ミュニティ」を発足。品質管理や製品安全に関して、各社の優良な取組等を共有し、学び合える体制を整えた。

ククレレーームム件件数数はは大大幅幅にに低低減減。。副副次次的的効効果果もも

これらの品質管理の徹底により、クレームはほぼ無くなった。クレーム対応業務の減少は、新製品開発や営業活

動に割く時間の増加にもつながり、新領域の開拓が進んでいる。また、オンライン上で確認できる取扱説明書や解

説動画は広告の機能も果たし、豪雪地帯の急激な人口減少に伴って需要が低下する中でも、同社の雪止め金具は

継続して活用されている。これらによって同社の利益率は上昇し、直近４期は年６％の賃上げを達成している。

「品質を担保しながら雪害防止製品の開発・販売を強化し、雪のスペシャリストの地位を確立していきたい」と鈴

木社長は語る。

鈴木悦子取締役（左）、

鈴木啓介専務（中央）、鈴木一社長（右）

自社で製造している

雪止め金具
内製の取扱説明書

 

事事例例 ：：有有限限会会社社川川田田製製作作所所

「「社社内内ノノウウハハウウのの蓄蓄積積やや情情報報共共有有力力をを強強化化しし、、

多多様様なな人人材材のの活活躍躍にによよるる生生産産性性のの向向上上をを実実現現ししたた企企業業」」

・所在地：神奈川県小田原市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：金属製品製造業

売売上上げげのの一一社社依依存存体体質質かかららのの脱脱却却へへ向向けけ、、多多品品種種少少量量生生産産へへののシシフフトトへへ

神奈川県小田原市の有限会社川田製作所は 年に創業し、精密プレス加工を主力とし、自動車や電子機器、

業務用機械などで使われる金属の精密部品を製造している企業である。２代目の川田俊介社長は大学卒業後、大

手 企業でシステムエンジニアとして勤務していたが、先代である父からの声掛けにより会社の承継を決断。

年に 歳で同社に入社し、 年に社長に就任した。当時は、受注の約８割を一社の国内電機メーカー向

けの大量生産品に依存。同業界が衰退している状況において安定して事業を継続するためには、多品種少量生産

への転換が必要と考えた。この課題への対応には、社内における情報共有の基盤構築に加え、ノウハウの共有も必

要になった。というのも、当時、社員の約７割が 歳以上と高齢化が進んでおり、仕事を任せられる人材は豊富

だが属人的な部分が多く、担当者でないとできない仕事が多く存在していた。川田社長は、これらを解決するた

め、変革に取り組んだ。

多多品品種種少少量量生生産産実実現現ののたためめにに属属人人化化かかららのの脱脱却却をを志志向向しし、、デデジジタタルルととアアナナロロググのの両両手手法法をを活活用用

「多品種少量生産では、製造品種の増加に伴い作業工程が複雑化するため、今まで以上に情報共有の仕組みを

整備することと、しっかり情報を残していくことが大切だった」と川田社長は当時を振り返る。前職での経験か

ら、社内ノウハウの蓄積や情報共有体制の強化にはデジタル技術の活用が有効であると感じており、まずはデジ

タルインフラの整備に着手。ノウハウの蓄積のために生産・品質管理などの業務をクラウドシステムに移行し、

全社員にタブレット端末を配布して製造現場におけるリアルタイムでの情報共有体制を構築した。また、ノウハ

ウの共有のためにもデジタル技術を活用。作業手順書をデジタル化し、説明の中で画像や動画を活用することで

分かりやすさの向上を実現した。一方で、川田社長はデジタル一辺倒ではなくアナログな手法も大切にし、社員

一人一人が講師となって自身の仕事を教え合う「みんな塾」を立ち上げた。川田社長は「みんな塾」の効果につ

いて「仕事を教える側の上司からすると、自分の伝えたことがどの程度伝わっているかを知る機会になるととも

に、部下の考えを知る好機になっている」と分析。ノウハウ共有にとどまらず、社内コミュニケーションの促進

やリーダー育成の機会にもなっている。

売売上上げげのの一一社社依依存存体体質質とと属属人人化化かかららのの脱脱却却にによよりり、、安安定定ししたた売売上上げげのの確確保保とと誰誰ももがが活活躍躍ででききるる職職場場のの実実現現へへ

デジタル化やノウハウ共有の取組により、多品種少量生産に対応できる体制を確立し、製造品種は 品種へ

と拡大。従来の主力顧客の受注構成比は約３割まで低下し、新たな領域で顧客が加わったことで安定した売上げ

の確保を実現している。さらに、デジタル技術の活用は生産性向上にも寄与し、収益性も向上している。加え

て、ノウハウの共有化は、外国人や障がい者にとっても学習ハードルの低下につながっており、誰もが活躍でき

る会社へと変化しているという。ノウハウ共有の土壌が固まったことは採用にもプラスに作用し、社員の平均年

齢は 歳から 歳に若返っている。「『たくさん作る』よりも『長く作る』を大切にする。技術と組織の融合を

ベースに、新たなテクノロジーを取り込みながら付加価値を高めていきたい」と川田社長は語る。

川田俊介社長 デジタル技術が浸透する現場 「みんな塾」の様子
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４．経営戦略リテラシー

小規模企業白書（ ） では、小規模事業者は中規模企業と比較して商圏範囲が

狭く、また商圏範囲が狭いほど、顧客数が減少する見通しであると回答した事業者の

割合が高いことが指摘されている。また、一般に小規模事業者が有する経営資源は比

較的乏しい。これらを踏まえると、「どうすれば稼げるか」という視点に立ち、戦略的

に事業に取り組むことが重要であると考えられる。

そこで本項では、小規模事業者における「経営戦略リテラシー」として、経営計画

策定、マーケティングの取組状況と効果について分析を行う。

 
①経営計画の策定

第 図は、小規模事業者における経営計画 の策定状況を確認したものであ

る。これを見ると、「経営計画を策定しており、社内で共有している」、「経営計画を策

定しているが、社内では共有していない」と回答した事業者は約２割にとどまってい

る。全体として、経営計画の策定に取り組んでいる小規模事業者は少ないことが分か

る。

＜第 図＞

 
詳細については、 年版小規模企業白書第２部第１章第１節を参照。

 ここでの「経営計画」とは、自社が現状から将来のあるべき姿に到達するための計画を指す。 

（ ）

経営計画を策定しており、社内で共有している
経営計画を策定しているが、社内では共有していない
将来の事業の目標は明文化しているが、経営計画は策定していない
将来の事業の目標はあるが、明文化していない
特に策定していない

小規模事業者における、経営計画の策定状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」

 

第 図は、経営計画の策定状況別に、小規模事業者における売上高及び営業

利益率の傾向を確認したものである。これを見ると、「経営計画を策定している」と回

答した事業者は、売上高及び営業利益率のそれぞれにおいて、「増加」、「上昇」と回答

した割合が高く、「事業の目標はあるが経営計画は未策定」と回答した事業者、「特に

策定していない」と回答した事業者の順に、その割合は低くなっている。このことか

ら、事業目標を定めるほど、更には経営計画を策定するほど、業績向上につながる可

能性がある。

＜第 図＞

 

特に策定していない（ ）

事業の目標はあるが経営計画は未策定

（ ）

経営計画を策定している（ ）

（１）売上高

増加 不変 減少

小規模事業者における、業績の傾向（経営計画の策定状況別）

特に策定していない（ ）

事業の目標はあるが経営計画は未策定

（ ）

経営計画を策定している（ ）

（２）営業利益率

上昇 不変 低下

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 売上高、営業利益率について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増加（上
昇）」は「大幅に増加（上昇）」、「やや増加（上昇）」と回答した事業者の合計。「減少（低下）」は
「大幅に減少（低下）」、「やや減少（低下）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始していな
い」と回答した事業者を除く。
経営計画の策定状況について、「経営計画を策定している」は、「経営計画を策定しているが、社内では

共有していない」、「経営計画を策定しており、社内で共有している」と回答した事業者の合計。「事業の
目標はあるが経営計画は未策定」は、「将来の事業の目標はあるが、明文化していない」、「将来の事業の
目標は明文化しているが、経営計画は策定していない」と回答した事業者の合計。
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４．経営戦略リテラシー

小規模企業白書（ ） では、小規模事業者は中規模企業と比較して商圏範囲が

狭く、また商圏範囲が狭いほど、顧客数が減少する見通しであると回答した事業者の

割合が高いことが指摘されている。また、一般に小規模事業者が有する経営資源は比

較的乏しい。これらを踏まえると、「どうすれば稼げるか」という視点に立ち、戦略的

に事業に取り組むことが重要であると考えられる。

そこで本項では、小規模事業者における「経営戦略リテラシー」として、経営計画

策定、マーケティングの取組状況と効果について分析を行う。

 
①経営計画の策定

第 図は、小規模事業者における経営計画 の策定状況を確認したものであ

る。これを見ると、「経営計画を策定しており、社内で共有している」、「経営計画を策

定しているが、社内では共有していない」と回答した事業者は約２割にとどまってい

る。全体として、経営計画の策定に取り組んでいる小規模事業者は少ないことが分か

る。

＜第 図＞

 
詳細については、 年版小規模企業白書第２部第１章第１節を参照。

 ここでの「経営計画」とは、自社が現状から将来のあるべき姿に到達するための計画を指す。 

（ ）

経営計画を策定しており、社内で共有している
経営計画を策定しているが、社内では共有していない
将来の事業の目標は明文化しているが、経営計画は策定していない
将来の事業の目標はあるが、明文化していない
特に策定していない

小規模事業者における、経営計画の策定状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」

 

第 図は、経営計画の策定状況別に、小規模事業者における売上高及び営業

利益率の傾向を確認したものである。これを見ると、「経営計画を策定している」と回

答した事業者は、売上高及び営業利益率のそれぞれにおいて、「増加」、「上昇」と回答

した割合が高く、「事業の目標はあるが経営計画は未策定」と回答した事業者、「特に

策定していない」と回答した事業者の順に、その割合は低くなっている。このことか

ら、事業目標を定めるほど、更には経営計画を策定するほど、業績向上につながる可

能性がある。

＜第 図＞

 

特に策定していない（ ）

事業の目標はあるが経営計画は未策定

（ ）

経営計画を策定している（ ）

（１）売上高

増加 不変 減少

小規模事業者における、業績の傾向（経営計画の策定状況別）

特に策定していない（ ）

事業の目標はあるが経営計画は未策定

（ ）

経営計画を策定している（ ）

（２）営業利益率

上昇 不変 低下

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 売上高、営業利益率について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増加（上
昇）」は「大幅に増加（上昇）」、「やや増加（上昇）」と回答した事業者の合計。「減少（低下）」は
「大幅に減少（低下）」、「やや減少（低下）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始していな
い」と回答した事業者を除く。
経営計画の策定状況について、「経営計画を策定している」は、「経営計画を策定しているが、社内では

共有していない」、「経営計画を策定しており、社内で共有している」と回答した事業者の合計。「事業の
目標はあるが経営計画は未策定」は、「将来の事業の目標はあるが、明文化していない」、「将来の事業の
目標は明文化しているが、経営計画は策定していない」と回答した事業者の合計。
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第 図は、経営計画を策定している小規模事業者について、社内での共有状

況別に、経営計画策定が業績向上にもたらした効果を確認したものである。これを見

ると、「社内で共有している」と回答した事業者は、「社内で共有していない」と回答

した事業者より、「想定を超える効果が得られた」、「想定した効果が得られた」と回答

した割合が高い。このことから、経営計画を策定するだけでなく、社内で共有するこ

とが、業績向上の効果を高めるために重要であることが示唆される。

＜第 図＞

 

社内で共有していない（ ）

社内で共有している（ ）

想定を超える効果が得られた 想定した効果が得られた
想定には及ばなかったが効果は得られた ほとんど効果が得られなかった

小規模事業者における、経営計画策定が業績向上にもたらした効果（社内での共

有状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 経営計画の策定状況について、「経営計画を策定しているが、社内では共有していない」、「経営
計画を策定しており、社内で共有している」と回答した事業者に聞いたもの。
ここでの「社内で共有している」とは、「経営計画を策定しており、社内で共有している」と回答した事

業者を指す。「社内で共有していない」とは、「経営計画を策定しているが、社内では共有していない」と
回答した事業者を指す。

 

第 図は、経営計画を策定している小規模事業者について、策定時の支援機

関への相談状況別に、経営計画策定が業績向上にもたらした効果を確認したものであ

る。これを見ると、支援機関に「相談した」と回答した事業者は、「相談していない」

と回答した事業者より、「想定を超える効果が得られた」、「想定した効果が得られた」

と回答した割合が高い。また、「相談していない」と回答した事業者の約２割が、計画

を策定したにもかかわらず「ほとんど効果が得られなかった」と回答している。

＜第 図＞

相談していない（ ）

相談した（ ）

想定を超える効果が得られた 想定した効果が得られた

想定には及ばなかったが効果は得られた ほとんど効果が得られなかった

小規模事業者における、経営計画策定が業績向上にもたらした効果（策定時の支

援機関への相談状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「支援機関」とは、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、都道府県等中小企業支援セン
ター、中小企業団体中央会、税・法務関係士業、中小企業診断士、金融機関等を指す。
経営計画の策定状況について、「経営計画を策定しているが、社内では共有していない」、「経営計画を

策定しており、社内で共有している」と回答した事業者に聞いたもの。
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第 図は、経営計画を策定している小規模事業者について、社内での共有状

況別に、経営計画策定が業績向上にもたらした効果を確認したものである。これを見

ると、「社内で共有している」と回答した事業者は、「社内で共有していない」と回答

した事業者より、「想定を超える効果が得られた」、「想定した効果が得られた」と回答

した割合が高い。このことから、経営計画を策定するだけでなく、社内で共有するこ

とが、業績向上の効果を高めるために重要であることが示唆される。

＜第 図＞

 

社内で共有していない（ ）

社内で共有している（ ）

想定を超える効果が得られた 想定した効果が得られた
想定には及ばなかったが効果は得られた ほとんど効果が得られなかった

小規模事業者における、経営計画策定が業績向上にもたらした効果（社内での共

有状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 経営計画の策定状況について、「経営計画を策定しているが、社内では共有していない」、「経営
計画を策定しており、社内で共有している」と回答した事業者に聞いたもの。
ここでの「社内で共有している」とは、「経営計画を策定しており、社内で共有している」と回答した事

業者を指す。「社内で共有していない」とは、「経営計画を策定しているが、社内では共有していない」と
回答した事業者を指す。

 

第 図は、経営計画を策定している小規模事業者について、策定時の支援機

関への相談状況別に、経営計画策定が業績向上にもたらした効果を確認したものであ

る。これを見ると、支援機関に「相談した」と回答した事業者は、「相談していない」

と回答した事業者より、「想定を超える効果が得られた」、「想定した効果が得られた」

と回答した割合が高い。また、「相談していない」と回答した事業者の約２割が、計画

を策定したにもかかわらず「ほとんど効果が得られなかった」と回答している。

＜第 図＞
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想定を超える効果が得られた 想定した効果が得られた

想定には及ばなかったが効果は得られた ほとんど効果が得られなかった

小規模事業者における、経営計画策定が業績向上にもたらした効果（策定時の支

援機関への相談状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「支援機関」とは、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、都道府県等中小企業支援セン
ター、中小企業団体中央会、税・法務関係士業、中小企業診断士、金融機関等を指す。
経営計画の策定状況について、「経営計画を策定しているが、社内では共有していない」、「経営計画を

策定しており、社内で共有している」と回答した事業者に聞いたもの。
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第 図は、経営計画を策定している小規模事業者について、策定後の実績と

比較した進捗確認の取組状況別に、経営計画策定が業績向上にもたらした効果を確認

したものである。これを見ると、「確認している」と回答した事業者は、「確認してい

ない」と回答した事業者より、「想定を超える効果が得られた」、「想定した効果が得ら

れた」と回答した割合が高い。また、「確認していない」事業者の約３割は、「ほとん

ど効果が得られなかった」と回答している。このことから、実績と比較した進捗確認

を行うことが、業績向上の効果を高めるために重要であることが示唆される。

＜第 図＞

 

確認していない（ ）

確認している（ ）

想定を超える効果が得られた 想定した効果が得られた

想定には及ばなかったが効果は得られた ほとんど効果が得られなかった

小規模事業者における、経営計画策定が業績向上にもたらした効果（実績と比較

した進捗確認の取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 経営計画の策定状況について、「経営計画を策定しているが、社内では共有していない」、「経営
計画を策定しており、社内で共有している」と回答した事業者に聞いたもの。
売上高や顧客数などの実績と比較した進捗確認状況について、「確認している」は「頻繁に確認してい

る」、「時々確認している」と回答した事業者の合計。「確認していない」は「あまり確認していない」、
「ほとんど確認していない」と回答した事業者の合計。

 

②マーケティング

ここからは、外部環境の情報 収集や差別化といったマーケティングの状況につい

て分析を行う。第 図は、小規模事業者における、外部環境の情報収集状況を

確認したものである。これを見ると、「継続的かつ大いに収集している」、「必要に応じ

て収集している」と回答した事業者は約６割であることが分かる。

＜第 図＞

 

 
 ここでの「外部環境の情報」とは、顧客・エンドユーザーのニーズや購買行動の変化、競合他

社の特徴・動向、市場の変化などのことを指す。 

（ ）

継続的かつ大いに収集している 必要に応じて収集している

必要性は感じているが、ほとんど収集していない 必要性を感じておらず、ほとんど収集していない

小規模事業者における、外部環境の情報収集状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
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第 図は、経営計画を策定している小規模事業者について、策定後の実績と

比較した進捗確認の取組状況別に、経営計画策定が業績向上にもたらした効果を確認

したものである。これを見ると、「確認している」と回答した事業者は、「確認してい

ない」と回答した事業者より、「想定を超える効果が得られた」、「想定した効果が得ら

れた」と回答した割合が高い。また、「確認していない」事業者の約３割は、「ほとん

ど効果が得られなかった」と回答している。このことから、実績と比較した進捗確認

を行うことが、業績向上の効果を高めるために重要であることが示唆される。

＜第 図＞

 

確認していない（ ）

確認している（ ）

想定を超える効果が得られた 想定した効果が得られた

想定には及ばなかったが効果は得られた ほとんど効果が得られなかった

小規模事業者における、経営計画策定が業績向上にもたらした効果（実績と比較

した進捗確認の取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 経営計画の策定状況について、「経営計画を策定しているが、社内では共有していない」、「経営
計画を策定しており、社内で共有している」と回答した事業者に聞いたもの。
売上高や顧客数などの実績と比較した進捗確認状況について、「確認している」は「頻繁に確認してい

る」、「時々確認している」と回答した事業者の合計。「確認していない」は「あまり確認していない」、
「ほとんど確認していない」と回答した事業者の合計。

 

②マーケティング

ここからは、外部環境の情報 収集や差別化といったマーケティングの状況につい

て分析を行う。第 図は、小規模事業者における、外部環境の情報収集状況を

確認したものである。これを見ると、「継続的かつ大いに収集している」、「必要に応じ

て収集している」と回答した事業者は約６割であることが分かる。

＜第 図＞

 

 
 ここでの「外部環境の情報」とは、顧客・エンドユーザーのニーズや購買行動の変化、競合他

社の特徴・動向、市場の変化などのことを指す。 

（ ）

継続的かつ大いに収集している 必要に応じて収集している

必要性は感じているが、ほとんど収集していない 必要性を感じておらず、ほとんど収集していない

小規模事業者における、外部環境の情報収集状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
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第 図は、外部環境の情報を収集している小規模事業者について、収集して

いる情報の内容を確認したものである。これを見ると、「顧客のニーズ・課題」と回答

した割合が最も高く、次いで「競合他社の特徴・動向」、「顧客の属性・購買行動」と

続いていることが分かる。

＜第 図＞

顧客のニーズ・課題

競合他社の特徴・動向

顧客の属性・購買行動

対象市場の規模・成長性

新技術のトレンド

法規制・制度

為替の動向

その他

（ ）

小規模事業者における、収集している外部環境の情報

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 外部環境の情報収集状況について、「継続的かつ大いに収集している」、「必要に応じて収集して
いる」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

 

第 図は、外部環境の情報収集を行う必要性は感じているものの、ほとんど

収集していない小規模事業者について、その理由を確認したものである。これを見る

と、「情報収集に掛ける時間や人手が足りないため」と回答した割合が最も高く、次い

で「情報収集の方法が分からないため」、「情報の信頼性や正確性に不安があるため」

と続いていることが分かる。

＜第 図＞

情報収集に掛ける時間や人手が足りないため

情報収集の方法が分からないため

情報の信頼性や正確性に不安があるため

情報収集に費用が掛かるため

過去に情報収集しても役に立たなかった経験があるため

その他

（ ）

小規模事業者における、外部環境の情報を収集していない理由

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 外部環境の情報収集状況について、「必要性は感じているが、ほとんど収集していない」と回答し
た事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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第 図は、外部環境の情報を収集している小規模事業者について、収集して

いる情報の内容を確認したものである。これを見ると、「顧客のニーズ・課題」と回答

した割合が最も高く、次いで「競合他社の特徴・動向」、「顧客の属性・購買行動」と

続いていることが分かる。

＜第 図＞
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競合他社の特徴・動向

顧客の属性・購買行動

対象市場の規模・成長性

新技術のトレンド

法規制・制度

為替の動向

その他

（ ）

小規模事業者における、収集している外部環境の情報

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 外部環境の情報収集状況について、「継続的かつ大いに収集している」、「必要に応じて収集して
いる」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

 

第 図は、外部環境の情報収集を行う必要性は感じているものの、ほとんど

収集していない小規模事業者について、その理由を確認したものである。これを見る

と、「情報収集に掛ける時間や人手が足りないため」と回答した割合が最も高く、次い

で「情報収集の方法が分からないため」、「情報の信頼性や正確性に不安があるため」

と続いていることが分かる。

＜第 図＞

情報収集に掛ける時間や人手が足りないため

情報収集の方法が分からないため

情報の信頼性や正確性に不安があるため

情報収集に費用が掛かるため

過去に情報収集しても役に立たなかった経験があるため

その他

（ ）

小規模事業者における、外部環境の情報を収集していない理由

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 外部環境の情報収集状況について、「必要性は感じているが、ほとんど収集していない」と回答し
た事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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自社の強みをいかして「稼ぐ力」を高めるためには、競合他社との差別化によって

付加価値を向上させていくことが重要である。第 図は、小規模事業者におけ

る、差別化への取組状況を確認したものである。これを見ると、差別化について、「大

いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者は約６割である

ことが分かる。

＜第 図＞

（ ）

大いに取り組んでいる ある程度取り組んでいる あまり取り組んでいない ほとんど取り組んでいない

小規模事業者における、差別化への取組状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）自社の製品・商品・サービスの競合他社との差別化への取組状況について聞いたもの。

 

第 図は、顧客属性別に、小規模事業者が重視している差別化要素を確認し

たものである。これを見ると、「リピート客が多い」事業者と「新規客が多い」事業者

を比較したとき、「技術・品質の優位性」、「柔軟な顧客対応力」と回答した割合は前者

の方が高く、「希少性・限定性」、「地域性・文化的背景」と回答した割合は後者の方が

高い傾向にあることが分かる。

＜第 図＞
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希少性・限定性

地域性・文化的背景

機能・性能の優位性

価格

その他
リピート客が多い（ ）
新規客が多い（ ）

小規模事業者における、重視している差別化要素（顧客属性別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 自社の製品・商品・サービスの競合他社との差別化への取組状況について、「大いに取り組んでい
る」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
主な顧客属性について、「リピート客と新規客が同程度である」と回答した事業者を除く。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

2026 White Paper on Small Enterprises in Japan138

小規模事業者の経営リテラシー向上と企業間連携による事業の維持・拡大第2部

02-1_小規模2026_2部1章.indd   13802-1_小規模2026_2部1章.indd   138 2026/04/09   20:43:252026/04/09   20:43:25



 

自社の強みをいかして「稼ぐ力」を高めるためには、競合他社との差別化によって

付加価値を向上させていくことが重要である。第 図は、小規模事業者におけ

る、差別化への取組状況を確認したものである。これを見ると、差別化について、「大

いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者は約６割である

ことが分かる。

＜第 図＞

（ ）

大いに取り組んでいる ある程度取り組んでいる あまり取り組んでいない ほとんど取り組んでいない

小規模事業者における、差別化への取組状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）自社の製品・商品・サービスの競合他社との差別化への取組状況について聞いたもの。

 

第 図は、顧客属性別に、小規模事業者が重視している差別化要素を確認し

たものである。これを見ると、「リピート客が多い」事業者と「新規客が多い」事業者

を比較したとき、「技術・品質の優位性」、「柔軟な顧客対応力」と回答した割合は前者

の方が高く、「希少性・限定性」、「地域性・文化的背景」と回答した割合は後者の方が

高い傾向にあることが分かる。

＜第 図＞

技術・品質の優位性

柔軟な顧客対応力

希少性・限定性

地域性・文化的背景

機能・性能の優位性

価格

その他
リピート客が多い（ ）
新規客が多い（ ）

小規模事業者における、重視している差別化要素（顧客属性別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 自社の製品・商品・サービスの競合他社との差別化への取組状況について、「大いに取り組んでい
る」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
主な顧客属性について、「リピート客と新規客が同程度である」と回答した事業者を除く。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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自社が持つ独自のノウハウ・技術等の知的財産を権利化することで、製品・商品・

サービスの優位性やブランド価値を確立し、模倣品を排除できるという利点があると

考えられる。第 図は、小規模事業者における、ノウハウ・技術等といった知

的財産の権利化の状況を確認したものである。これを見ると、自社のノウハウ・技術

等を知的財産権として「権利化している（出願手続き中含む）」と回答した事業者は全

体の１割未満であり、約９割の事業者が「権利化しておらず、今後も権利化する意向

はない」と回答していることが分かる。小規模事業者における知的財産権の更なる活

用が期待される 。

＜第 図＞

 

 
 特許庁が作成した「経営課題に効く！中小企業のための支援施策ガイド『知的財産スタートブ

ック』」では、事業課題に応じた知的財産権の活用例や支援施策が紹介されている。 

小規模事業者における、知的財産の権利化の状況

権利化している（出願手続き中含む） 権利化していないが、今後権利化する意向がある

権利化しておらず、今後も権利化する意向はない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）ここでの「知的財産の権利化」とは、自社のノウハウ・技術等について、特許権・実用新案権・意匠
権・商標権等を取得・登録・出願することにより、法的に保護する手続を指す。

 

第 図は、差別化への取組状況別に、小規模事業者における、ノウハウ・技

術等といった知的財産の権利化の状況を確認したものである。これを見ると、差別化

に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、「権利化している

（出願手続き中含む）」、「権利化していないが、今後権利化する意向がある」と回答し

た割合が高い。

＜第 図＞

 

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

権利化している（出願手続き中含む） 権利化していないが、今後権利化する意向がある

権利化しておらず、今後も権利化する意向はない

小規模事業者における、知的財産の権利化の状況（差別化への取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「知的財産の権利化」とは、自社のノウハウ・技術等について、特許権・実用新案権・意
匠権・商標権等を取得・登録・出願することにより、法的に保護する手続を指す。
自社の製品・商品・サービスの競合他社との差別化への取組状況について、「取り組んでいる」は、「大

いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、
「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。
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自社が持つ独自のノウハウ・技術等の知的財産を権利化することで、製品・商品・

サービスの優位性やブランド価値を確立し、模倣品を排除できるという利点があると

考えられる。第 図は、小規模事業者における、ノウハウ・技術等といった知

的財産の権利化の状況を確認したものである。これを見ると、自社のノウハウ・技術

等を知的財産権として「権利化している（出願手続き中含む）」と回答した事業者は全

体の１割未満であり、約９割の事業者が「権利化しておらず、今後も権利化する意向

はない」と回答していることが分かる。小規模事業者における知的財産権の更なる活

用が期待される 。

＜第 図＞

 

 
 特許庁が作成した「経営課題に効く！中小企業のための支援施策ガイド『知的財産スタートブ

ック』」では、事業課題に応じた知的財産権の活用例や支援施策が紹介されている。 

小規模事業者における、知的財産の権利化の状況

権利化している（出願手続き中含む） 権利化していないが、今後権利化する意向がある

権利化しておらず、今後も権利化する意向はない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）ここでの「知的財産の権利化」とは、自社のノウハウ・技術等について、特許権・実用新案権・意匠
権・商標権等を取得・登録・出願することにより、法的に保護する手続を指す。

 

第 図は、差別化への取組状況別に、小規模事業者における、ノウハウ・技

術等といった知的財産の権利化の状況を確認したものである。これを見ると、差別化

に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、「権利化している

（出願手続き中含む）」、「権利化していないが、今後権利化する意向がある」と回答し

た割合が高い。

＜第 図＞

 

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

権利化している（出願手続き中含む） 権利化していないが、今後権利化する意向がある

権利化しておらず、今後も権利化する意向はない

小規模事業者における、知的財産の権利化の状況（差別化への取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「知的財産の権利化」とは、自社のノウハウ・技術等について、特許権・実用新案権・意
匠権・商標権等を取得・登録・出願することにより、法的に保護する手続を指す。
自社の製品・商品・サービスの競合他社との差別化への取組状況について、「取り組んでいる」は、「大

いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、
「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答した事業者の合計。
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第 図は、小規模事業者におけるマーケティング への取組状況を確認したも

のである。これを見ると、約６割の事業者がマーケティングに「取り組んでいる」こ

とが分かる。

＜第 図＞

 
ここでの「マーケティング」とは、外部環境の情報収集及び差別化への取組を行うことを指

す。 

（ ）

取り組んでいる 取り組んでいない

小規模事業者における、マーケティングへの取組状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）マーケティングへの取組状況について、「取り組んでいる」は、自社の製品・商品・サービスの競合
他社との差別化への取組状況について「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答し、
かつ外部環境の情報収集状況について「継続的かつ大いに収集している」、「必要に応じて収集している」
と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、自社の製品・商品・サービスの競合他社との差別化へ
の取組状況について「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答し、かつ外部環境
の情報収集状況について「必要性は感じているが、ほとんど収集していない」、「必要性を感じておらず、
ほとんど収集していない」と回答した事業者の合計。いずれか一方のみに取り組んでいる事業者は除く。

 

第 図は、マーケティングへの取組状況別に、小規模事業者における売上高、

営業利益率及び顧客数の傾向を確認したものである。これを見ると、マーケティング

に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、売上高、営業利益

率及び顧客数のそれぞれにおいて、「増加」、「上昇」と回答した割合が高い。このこと

から、マーケティングに取り組むことが業績向上及び顧客数の増加に重要であると考

えられる。

＜第 図＞

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

（１）売上高

増加 不変 減少

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

（２）営業利益率

上昇 不変 低下

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

（３）顧客数

増加 不変 減少

小規模事業者における、業績及び顧客数の傾向（マーケティングへの取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 売上高、営業利益率、顧客数について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。
「増加（上昇）」は、「大幅に増加（上昇）」、「やや増加（上昇）」と回答した事業者の合計。「減少
（低下）」は、「大幅に減少（低下）」、「やや減少（低下）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業
を開始していない」と回答した事業者を除く。
マーケティングへの取組状況について、「取り組んでいる」は、自社の製品・商品・サービスの競合他社

との差別化への取組状況について「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答し、かつ
外部環境の情報収集状況について「継続的かつ大いに収集している」、「必要に応じて収集している」と回
答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、自社の製品・商品・サービスの競合他社との差別化への取
組状況について「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答し、かつ外部環境の情
報収集状況について「必要性は感じているが、ほとんど収集していない」、「必要性を感じておらず、ほと
んど収集していない」と回答した事業者の合計。いずれか一方のみに取り組んでいる事業者は除く。

2026 White Paper on Small Enterprises in Japan142

小規模事業者の経営リテラシー向上と企業間連携による事業の維持・拡大第2部

02-1_小規模2026_2部1章.indd   14202-1_小規模2026_2部1章.indd   142 2026/04/09   20:43:262026/04/09   20:43:26



 

第 図は、小規模事業者におけるマーケティング への取組状況を確認したも

のである。これを見ると、約６割の事業者がマーケティングに「取り組んでいる」こ

とが分かる。

＜第 図＞

 
ここでの「マーケティング」とは、外部環境の情報収集及び差別化への取組を行うことを指

す。 

（ ）

取り組んでいる 取り組んでいない

小規模事業者における、マーケティングへの取組状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）マーケティングへの取組状況について、「取り組んでいる」は、自社の製品・商品・サービスの競合
他社との差別化への取組状況について「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答し、
かつ外部環境の情報収集状況について「継続的かつ大いに収集している」、「必要に応じて収集している」
と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、自社の製品・商品・サービスの競合他社との差別化へ
の取組状況について「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答し、かつ外部環境
の情報収集状況について「必要性は感じているが、ほとんど収集していない」、「必要性を感じておらず、
ほとんど収集していない」と回答した事業者の合計。いずれか一方のみに取り組んでいる事業者は除く。

 

第 図は、マーケティングへの取組状況別に、小規模事業者における売上高、

営業利益率及び顧客数の傾向を確認したものである。これを見ると、マーケティング

に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、売上高、営業利益

率及び顧客数のそれぞれにおいて、「増加」、「上昇」と回答した割合が高い。このこと

から、マーケティングに取り組むことが業績向上及び顧客数の増加に重要であると考

えられる。

＜第 図＞

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

（１）売上高

増加 不変 減少

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

（２）営業利益率

上昇 不変 低下

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

（３）顧客数

増加 不変 減少

小規模事業者における、業績及び顧客数の傾向（マーケティングへの取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 売上高、営業利益率、顧客数について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。
「増加（上昇）」は、「大幅に増加（上昇）」、「やや増加（上昇）」と回答した事業者の合計。「減少
（低下）」は、「大幅に減少（低下）」、「やや減少（低下）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業
を開始していない」と回答した事業者を除く。
マーケティングへの取組状況について、「取り組んでいる」は、自社の製品・商品・サービスの競合他社

との差別化への取組状況について「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答し、かつ
外部環境の情報収集状況について「継続的かつ大いに収集している」、「必要に応じて収集している」と回
答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、自社の製品・商品・サービスの競合他社との差別化への取
組状況について「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んでいない」と回答し、かつ外部環境の情
報収集状況について「必要性は感じているが、ほとんど収集していない」、「必要性を感じておらず、ほと
んど収集していない」と回答した事業者の合計。いずれか一方のみに取り組んでいる事業者は除く。
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第 図は、自社の経営資源の強み・弱み・課題の把握状況別に、小規模事業

者における、顧客数を増やすための取組内容を確認したものである。これを見ると、

把握に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、特に「新たな

製品・商品・サービスの提供」、「顧客との関係構築・ファンづくり」と回答した割合

が高い。一方で、把握に「取り組んでいない」事業者は、顧客数を増やすための取組

について、３割超が「特に取組は行っていない」と回答していることが分かる。この

調査結果から一概にはいえないが、自社の経営資源について、強み・弱み・課題を把

握することで、顧客数を増やすために必要なことを明確化でき、具体的な取組につな

がっている可能性がある。

＜第 図＞

顧客との関係構築・ファンづくり

新たな製品・商品・サービスの提供

広告による情報発信

販売チャネルの拡充・見直し

販売対象・顧客層の見直し

取引先や支援機関への紹介依頼

価格の見直しによる競争力強化

その他

特に取組は行っていない

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

小規模事業者における、顧客数を増やすための取組内容（自社の強み・弱み・課

題の把握状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「販売チャネルの拡充・見直し」とは、新たにインターネット販売を開始するなど、販売
手段を増やしたり、変更したりすることを指す。ここでの「支援機関」とは、商工会、商工会議所、よろず
支援拠点、都道府県等中小企業支援センター、中小企業団体中央会、税・法務関係士業、中小企業診断士、
金融機関等を指す。
自社の経営資源（資金、人材、技術、知識、経験、顧客基盤など）の競合他社と比較した強み・弱み・課

題の把握状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」
と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んで
いない」と回答した事業者の合計。「比較できる競合他社がない」と回答した事業者を除く。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

 

第 図は、 の事業者、 の事業者別に、 サイト 、予約サイト等を

活用した販売・予約受付への取組状況を確認したものである。これを見ると、「

の事業者」は、「 の事業者」より、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予

約受付に「取り組んでいる」と回答した割合が高く、約３割が「取り組んでいる」と

回答していることが分かる。

＜第 図＞

 

 
ここでの「 サイト」とは、インターネット上で商品やサービスを売買する「電子商取引

（ ）」を行う サイトのことを指す。

の事業者（ ）

の事業者（ ）

取り組んでいる 取り組んでいないが、取り組む意向がある

取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない

小規模事業者における、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付の取

組状況（ の事業者、 の事業者別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）直近の年間総売上高について、事業者向け（ ）と一般消費者向け（ ）のどちらが多いかを聞
き、「事業者向け（ ）」と回答した事業者を「 の事業者」、「一般消費者向け（ ）」と回答
した事業者を「 の事業者」としている。

2026 White Paper on Small Enterprises in Japan144

小規模事業者の経営リテラシー向上と企業間連携による事業の維持・拡大第2部

02-1_小規模2026_2部1章.indd   14402-1_小規模2026_2部1章.indd   144 2026/04/09   20:43:272026/04/09   20:43:27



 

第 図は、自社の経営資源の強み・弱み・課題の把握状況別に、小規模事業

者における、顧客数を増やすための取組内容を確認したものである。これを見ると、

把握に「取り組んでいる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より、特に「新たな

製品・商品・サービスの提供」、「顧客との関係構築・ファンづくり」と回答した割合

が高い。一方で、把握に「取り組んでいない」事業者は、顧客数を増やすための取組

について、３割超が「特に取組は行っていない」と回答していることが分かる。この

調査結果から一概にはいえないが、自社の経営資源について、強み・弱み・課題を把

握することで、顧客数を増やすために必要なことを明確化でき、具体的な取組につな

がっている可能性がある。

＜第 図＞

顧客との関係構築・ファンづくり

新たな製品・商品・サービスの提供

広告による情報発信

販売チャネルの拡充・見直し

販売対象・顧客層の見直し

取引先や支援機関への紹介依頼

価格の見直しによる競争力強化

その他

特に取組は行っていない

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

小規模事業者における、顧客数を増やすための取組内容（自社の強み・弱み・課

題の把握状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「販売チャネルの拡充・見直し」とは、新たにインターネット販売を開始するなど、販売
手段を増やしたり、変更したりすることを指す。ここでの「支援機関」とは、商工会、商工会議所、よろず
支援拠点、都道府県等中小企業支援センター、中小企業団体中央会、税・法務関係士業、中小企業診断士、
金融機関等を指す。
自社の経営資源（資金、人材、技術、知識、経験、顧客基盤など）の競合他社と比較した強み・弱み・課

題の把握状況について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」
と回答した事業者の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほとんど取り組んで
いない」と回答した事業者の合計。「比較できる競合他社がない」と回答した事業者を除く。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

 

第 図は、 の事業者、 の事業者別に、 サイト 、予約サイト等を

活用した販売・予約受付への取組状況を確認したものである。これを見ると、「

の事業者」は、「 の事業者」より、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予

約受付に「取り組んでいる」と回答した割合が高く、約３割が「取り組んでいる」と

回答していることが分かる。

＜第 図＞

 

 
ここでの「 サイト」とは、インターネット上で商品やサービスを売買する「電子商取引

（ ）」を行う サイトのことを指す。

の事業者（ ）

の事業者（ ）

取り組んでいる 取り組んでいないが、取り組む意向がある

取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない

小規模事業者における、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付の取

組状況（ の事業者、 の事業者別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）直近の年間総売上高について、事業者向け（ ）と一般消費者向け（ ）のどちらが多いかを聞
き、「事業者向け（ ）」と回答した事業者を「 の事業者」、「一般消費者向け（ ）」と回答
した事業者を「 の事業者」としている。
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第 図は、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付への取組状況

別に、小規模事業者における売上高の傾向を確認したものである。これを見ると、

サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付に「取り組んでいる」事業者は、「取

り組んでいない」事業者より、「増加」と回答した割合が高いことが分かる。

＜第 図＞

 

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

増加 不変 減少

小規模事業者における、売上高の傾向（ サイト、予約サイト等を活用した販

売・予約受付の取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 売上高について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増加」は、「大幅に増
加」、「やや増加」と回答した事業者の合計。「減少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回答した事業
者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した事業者を除く。

サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付の取組状況について、「取り組んでいない」は、「取
り組んでいないが、取り組む意向がある」、「取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない」と回答した
事業者の合計。

 

第 図は、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付への取組状況

別に、小規模事業者の商圏範囲、顧客属性を確認したものである。これを見ると、商

圏範囲に関して、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付に「取り組んで

いる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より広域にわたっている。また、顧客属

性に関して、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付に「取り組んでいる」

事業者は、「取り組んでいない」事業者より、新規客が多い傾向にあることが分かる。

このことから、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付の取組が、商圏範

囲を広げ新規客を獲得することにつながる可能性がある。

＜第 図＞

 

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

（１）商圏範囲

同一市区町村 近隣市区町村 同一都道府県 近隣都道府県 国内遠隔地 海外

小規模事業者における、商圏範囲・顧客属性（ サイト、予約サイト等を活用し

た販売・予約受付の取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「近隣市区町村」とは、主たる事業所のある「同一市区町村」の行政区域と接している
（同一都道府県内の）市区町村全部を指す。「近隣都道府県」とは、「同一都道府県」の行政区域と接して
いる都道府県全部を指す。
主な商圏範囲について、「分からない」と回答した事業者を除く。
サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付の取組状況について、「取り組んでいない」は、「取

り組んでいないが、取り組む意向がある」、「取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない」と回答した
事業者の合計。

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

（２）顧客属性

リピート客が多い 新規客が多い リピート客と新規客が同程度である
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第 図は、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付への取組状況

別に、小規模事業者における売上高の傾向を確認したものである。これを見ると、

サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付に「取り組んでいる」事業者は、「取

り組んでいない」事業者より、「増加」と回答した割合が高いことが分かる。

＜第 図＞

 

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

増加 不変 減少

小規模事業者における、売上高の傾向（ サイト、予約サイト等を活用した販

売・予約受付の取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 売上高について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増加」は、「大幅に増
加」、「やや増加」と回答した事業者の合計。「減少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回答した事業
者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した事業者を除く。

サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付の取組状況について、「取り組んでいない」は、「取
り組んでいないが、取り組む意向がある」、「取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない」と回答した
事業者の合計。

 

第 図は、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付への取組状況

別に、小規模事業者の商圏範囲、顧客属性を確認したものである。これを見ると、商

圏範囲に関して、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付に「取り組んで

いる」事業者は、「取り組んでいない」事業者より広域にわたっている。また、顧客属

性に関して、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付に「取り組んでいる」

事業者は、「取り組んでいない」事業者より、新規客が多い傾向にあることが分かる。

このことから、 サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付の取組が、商圏範

囲を広げ新規客を獲得することにつながる可能性がある。

＜第 図＞

 

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

（１）商圏範囲

同一市区町村 近隣市区町村 同一都道府県 近隣都道府県 国内遠隔地 海外

小規模事業者における、商圏範囲・顧客属性（ サイト、予約サイト等を活用し

た販売・予約受付の取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「近隣市区町村」とは、主たる事業所のある「同一市区町村」の行政区域と接している
（同一都道府県内の）市区町村全部を指す。「近隣都道府県」とは、「同一都道府県」の行政区域と接して
いる都道府県全部を指す。
主な商圏範囲について、「分からない」と回答した事業者を除く。
サイト、予約サイト等を活用した販売・予約受付の取組状況について、「取り組んでいない」は、「取

り組んでいないが、取り組む意向がある」、「取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない」と回答した
事業者の合計。

取り組んでいない（ ）

取り組んでいる（ ）

（２）顧客属性

リピート客が多い 新規客が多い リピート客と新規客が同程度である
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第 図は、 の事業者、 の事業者別に、 を活用した広告・マーケ

ティングへの取組状況を確認したものである。これを見ると、「 の事業者」は、

「 の事業者」より、 を活用した広告・マーケティングを「大いに活用してい

る」、「ある程度活用している」と回答した割合が高く、約５割が活用していることが

分かる。

＜第 図＞

 

 
ここでの「 」とは、ソーシャルネットワーキングサービス（インターネット上でユーザー

同士がつながり、情報を共有するためのプラットフォーム）を指し、 、 、

（旧 ）、 などが該当する。

の事業者

（ ）

の事業者

（ ）

大いに活用している ある程度活用している

活用していないが、関心はある 活用しておらず、関心もない

小規模事業者における、 を活用した広告・マーケティングへの取組状況

（ の事業者、 の事業者別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）直近の年間総売上高について、事業者向け（ ）と一般消費者向け（ ）のどちらが多いかを聞
き、「事業者向け（ ）」と回答した事業者を「 の事業者」、「一般消費者向け（ ）」と回答
した事業者を「 の事業者」としている。

 

第 図は、 を活用した広告・マーケティングへの取組状況別に、小規模事

業者における売上高の傾向を確認したものである。これを見ると、 を「活用して

いる」事業者は、「活用していない」事業者より、売上高が「増加」と回答した割合が

高いことが分かる。このことから、 を活用した広告・マーケティングが、売上高

の増加につながっている可能性がある。

＜第 図＞

活用していない（ ）

活用している（ ）

増加 不変 減少

小規模事業者における、売上高の傾向（ を活用した広告・マーケティングへ

の取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 売上高について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増加」は、「大幅に増
加」、「やや増加」と回答した事業者の合計。「減少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回答した事業
者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した事業者を除く。

を活用した広告・マーケティングへの取組状況について、「活用している」は、「大いに活用してい
る」、「ある程度活用している」と回答した事業者の合計。「活用していない」は、「活用していないが、
関心はある」、「活用しておらず、関心もない」と回答した事業者の合計。
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第 図は、 の事業者、 の事業者別に、 を活用した広告・マーケ

ティングへの取組状況を確認したものである。これを見ると、「 の事業者」は、

「 の事業者」より、 を活用した広告・マーケティングを「大いに活用してい

る」、「ある程度活用している」と回答した割合が高く、約５割が活用していることが

分かる。

＜第 図＞

 

 
ここでの「 」とは、ソーシャルネットワーキングサービス（インターネット上でユーザー

同士がつながり、情報を共有するためのプラットフォーム）を指し、 、 、

（旧 ）、 などが該当する。

の事業者

（ ）

の事業者

（ ）

大いに活用している ある程度活用している

活用していないが、関心はある 活用しておらず、関心もない

小規模事業者における、 を活用した広告・マーケティングへの取組状況

（ の事業者、 の事業者別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）直近の年間総売上高について、事業者向け（ ）と一般消費者向け（ ）のどちらが多いかを聞
き、「事業者向け（ ）」と回答した事業者を「 の事業者」、「一般消費者向け（ ）」と回答
した事業者を「 の事業者」としている。

 

第 図は、 を活用した広告・マーケティングへの取組状況別に、小規模事

業者における売上高の傾向を確認したものである。これを見ると、 を「活用して

いる」事業者は、「活用していない」事業者より、売上高が「増加」と回答した割合が

高いことが分かる。このことから、 を活用した広告・マーケティングが、売上高

の増加につながっている可能性がある。

＜第 図＞

活用していない（ ）

活用している（ ）

増加 不変 減少

小規模事業者における、売上高の傾向（ を活用した広告・マーケティングへ

の取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 売上高について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増加」は、「大幅に増
加」、「やや増加」と回答した事業者の合計。「減少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回答した事業
者の合計。「３期前は事業を開始していない」と回答した事業者を除く。

を活用した広告・マーケティングへの取組状況について、「活用している」は、「大いに活用してい
る」、「ある程度活用している」と回答した事業者の合計。「活用していない」は、「活用していないが、
関心はある」、「活用しておらず、関心もない」と回答した事業者の合計。
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第 図は、業種別に、小規模事業者におけるインバウンド需要 の業績への貢

献状況を確認したものである。これを見ると、インバウンド需要が業績に「貢献して

いる」と回答した割合は全体的に低いが、「宿泊業、飲食サービス業」では、約２割の

事業者が業績に「貢献している」と回答していることが分かる。

＜第 図＞

 

 
ここでの「インバウンド需要」とは、訪日外国人による旅行・消費活動を指す。 

宿泊業、飲食サービス業（ ）

小売業（ ）

卸売業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

情報通信業（ ）

製造業（ ）

建設業（ ）

貢献している 貢献していない

小規模事業者における、インバウンド需要の業績への貢献状況（業種別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） インバウンド需要の業績への貢献状況について、「貢献している」は、「大いに貢献している」、
「ある程度貢献している」と回答した事業者の合計。「貢献していない」は、「あまり貢献していない」、
「ほとんど貢献していない」と回答した事業者の合計。
一部業種を抽出して掲載している。

 

第 図は、小規模事業者における、インバウンド需要を獲得する上で有効だ

った取組内容を確認したものである。「特にない」と回答した事業者を除くと、「キャ

ッシュレス決済の導入」と回答した割合が最も高く、次いで「外国語のパンフレット

やメニュー、施設案内等の整備」、「 等を活用したプロモーション」と続いている。

＜第 図＞

キャッシュレス決済の導入

外国語のパンフレットやメニュー、

施設案内等の整備

等を活用したプロモーション

外国人観光客向けの

製品・商品・サービスの開発

外国語に対応できるスタッフや

翻訳機器の整備

外国語のホームページの整備

外国人観光客への対応マニュアルの

整備や研修の実施

その他

特にない

（ ）

小規模事業者における、インバウンド需要を獲得する上で有効だった取組

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） インバウンド需要の業績への貢献状況について、「大いに貢献している」、「ある程度貢献してい
る」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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第 図は、業種別に、小規模事業者におけるインバウンド需要 の業績への貢

献状況を確認したものである。これを見ると、インバウンド需要が業績に「貢献して

いる」と回答した割合は全体的に低いが、「宿泊業、飲食サービス業」では、約２割の

事業者が業績に「貢献している」と回答していることが分かる。

＜第 図＞

 

 
ここでの「インバウンド需要」とは、訪日外国人による旅行・消費活動を指す。 

宿泊業、飲食サービス業（ ）

小売業（ ）

卸売業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

情報通信業（ ）

製造業（ ）

建設業（ ）

貢献している 貢献していない

小規模事業者における、インバウンド需要の業績への貢献状況（業種別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） インバウンド需要の業績への貢献状況について、「貢献している」は、「大いに貢献している」、
「ある程度貢献している」と回答した事業者の合計。「貢献していない」は、「あまり貢献していない」、
「ほとんど貢献していない」と回答した事業者の合計。
一部業種を抽出して掲載している。

 

第 図は、小規模事業者における、インバウンド需要を獲得する上で有効だ

った取組内容を確認したものである。「特にない」と回答した事業者を除くと、「キャ

ッシュレス決済の導入」と回答した割合が最も高く、次いで「外国語のパンフレット

やメニュー、施設案内等の整備」、「 等を活用したプロモーション」と続いている。

＜第 図＞

キャッシュレス決済の導入

外国語のパンフレットやメニュー、

施設案内等の整備

等を活用したプロモーション

外国人観光客向けの

製品・商品・サービスの開発

外国語に対応できるスタッフや

翻訳機器の整備

外国語のホームページの整備

外国人観光客への対応マニュアルの

整備や研修の実施

その他

特にない

（ ）

小規模事業者における、インバウンド需要を獲得する上で有効だった取組

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） インバウンド需要の業績への貢献状況について、「大いに貢献している」、「ある程度貢献してい
る」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
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③まとめ

本項では、経営戦略リテラシーとして、小規模事業者における経営計画の策定、マ

ーケティングへの取組状況と効果について確認してきた。

まず、経営計画について、策定に取り組んでいる小規模事業者の割合は低いことが

分かった。一方で経営計画策定が業績向上につながり、さらに策定した計画について

社内での共有、実績と比較した進捗確認を行うことが業績向上の効果を高める可能性

を示した。

続いて、マーケティングについて、外部環境の情報を収集し、かつ、差別化に取り

組むことが、業績向上につながる可能性を示した。また、 主体の小規模事業者を

中心に、 サイト、予約サイトや による広告を活用している状況を確認したほ

か、小規模事業者が サイト、予約サイトや による広告を活用することで、商

圏の拡大や売上高の増加につながる可能性を示した。

以下では、経営戦略リテラシーを高めることで業績の向上につなげている事例を紹

介する。

事例 では、支援機関のサポートを受けながら経営計画を策定し、 サイク

ルを意識した運用により経営の自走化を進め、業績向上を実現している企業の事例を

紹介する。

事例 では、既存顧客の減少に対応するべく、商品開発、ブランディング及

び販路開拓に取り組み、業績改善につなげた企業の事例を紹介する。

事例 では、自社の強みをいかし、 サイトの活用や新しいアイデアの実行

に取り組み、従来のやり方にとらわれない事業展開を進めている企業の事例を紹介す

る。

事例 では、独自の技術やノウハウ等、知的財産の権利化に戦略的に取り組

み、価格決定権を持てるようになったことで、収益性向上を実現した企業の事例を紹

介する。

事例 では、外部環境の変化を捉え、環境問題への対応を差別化要素として

打ち出したことで付加価値を高め、業績向上につなげている企業の事例を紹介する。

 

事事例例 ：：リリスストトラランンテテ・・デデュュララムム

「「支支援援機機関関とと協協力力ししてて計計画画をを策策定定・・実実行行すするるここととでで利利益益向向上上をを実実現現ししたた企企業業」」

・所在地：徳島県石井町 ・従業員数： 名 ・事業内容：飲食料品小売業

自自身身のの経経営営者者ととししててのの資資質質にに漠漠然然ととししたた不不安安をを覚覚ええるる

徳島県石井町のリストランテ・デュラムは、地元食材を使用したパスタやピザを提供するイタリアンレストラ

ンである。店舗だけではなく、冷凍ピザなどの 販売や、スーパーへの卸売も行っている。佐藤弘志代表は

年、大阪のレストランで修業をしていたところ、先代である父に呼び戻され家業に入った。当初は周辺にイタリア

ンレストランが少なかったため差別化できていたが、商圏に全国チェーンを含む同業種の店舗が次々と進出。早

くから 販売にも取り組み、一定の成果は上がっていたものの、価格競争では太刀打ちできない競合が現れるに

つれ、将来の事業展開について深く考えるようになった。しかし、当時は店舗の調理作業をこなすのみで経営につ

いて体系的に学んだことはなく、どのように取り掛かればよいか分からなかった。先代からの事業承継も控えな

がら、自身の経営者としての資質に漠然とした不安を抱えることとなった。

商商工工会会でで経経営営計計画画書書のの作作成成方方法法をを一一かからら学学ぶぶ

佐藤代表は、石井町商工会の勧めで創業者向けセミナーを受講。経営計画を作ることで事業を客観視できるよ

うになり、取り組むべき課題が明確になることを学び、計画策定に臨むことを決断した。経営指導員のサポートを

受けながら策定した計画書において、売上げや客数、原価率などの数値を整理して現状を分析したところ、売上げ

の大きな割合を占める 販売が薄利であることが判明。むやみな売上げの拡大はやめ、利益を残すことを重視し

た経営への転換を図ることにした。価格競争に巻き込まれづらい新たな販路の確保に取り組み、小ロット・短納期

対応が可能な小規模店舗ならではの強みをいかし、ローカルスーパーや道の駅などへの卸売を強化した。商品開

発においても、新たな販売先のニーズに応えるべく、地元ならではの季節の食材を前面に出し、付加価値を高める

ことを意識。開発過程での試食会開催など、生の声を重視した丁寧な市場調査も功を奏し、多くの顧客獲得につな

がっている。こうした一連の取組は、計画で予測した数字と実績を比較し のサイクルを回す習慣や、思いつ

きではなく根拠を持って経営判断を行う意識が定着したことで、効果を伴って進めることができている。現在で

は、５か年の経営計画を策定し、中長期的な目線でも経営に取り組めるようになった。

経経営営計計画画のの運運用用がが定定着着、、業業績績向向上上ににつつななががるる

これらの取組により、経営計画に基づいた経営の自走化を進め、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期でも

テイクアウト販売への迅速なシフトやスーパー向けの卸売を強化したことで乗り越えてきた。業績面では、

年と比較して売上高は約 倍、利益率は ％から ％にまで上昇している。原材料費の高騰など、同社を取り

巻く環境は楽ではないが、経営計画を土台に揺るがない経営基盤を目指していく方針だ。「大手との価格競争に疲

弊するより、地域ならでは、小規模事業者ならではの強みをいかしていくことが重要。安定して利益を生み出す経

営体制を構築し、地域に貢献できる持続的な事業へと成長させていくことが今後の目標」と佐藤代表は語る。

佐藤弘志代表 店舗外観
豊富な地域食材を活用した商品

を、地元スーパーに卸す
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③まとめ

本項では、経営戦略リテラシーとして、小規模事業者における経営計画の策定、マ

ーケティングへの取組状況と効果について確認してきた。

まず、経営計画について、策定に取り組んでいる小規模事業者の割合は低いことが

分かった。一方で経営計画策定が業績向上につながり、さらに策定した計画について

社内での共有、実績と比較した進捗確認を行うことが業績向上の効果を高める可能性

を示した。

続いて、マーケティングについて、外部環境の情報を収集し、かつ、差別化に取り

組むことが、業績向上につながる可能性を示した。また、 主体の小規模事業者を

中心に、 サイト、予約サイトや による広告を活用している状況を確認したほ

か、小規模事業者が サイト、予約サイトや による広告を活用することで、商

圏の拡大や売上高の増加につながる可能性を示した。

以下では、経営戦略リテラシーを高めることで業績の向上につなげている事例を紹

介する。

事例 では、支援機関のサポートを受けながら経営計画を策定し、 サイク

ルを意識した運用により経営の自走化を進め、業績向上を実現している企業の事例を

紹介する。

事例 では、既存顧客の減少に対応するべく、商品開発、ブランディング及

び販路開拓に取り組み、業績改善につなげた企業の事例を紹介する。

事例 では、自社の強みをいかし、 サイトの活用や新しいアイデアの実行

に取り組み、従来のやり方にとらわれない事業展開を進めている企業の事例を紹介す

る。

事例 では、独自の技術やノウハウ等、知的財産の権利化に戦略的に取り組

み、価格決定権を持てるようになったことで、収益性向上を実現した企業の事例を紹

介する。

事例 では、外部環境の変化を捉え、環境問題への対応を差別化要素として

打ち出したことで付加価値を高め、業績向上につなげている企業の事例を紹介する。

 

事事例例 ：：リリスストトラランンテテ・・デデュュララムム

「「支支援援機機関関とと協協力力ししてて計計画画をを策策定定・・実実行行すするるここととでで利利益益向向上上をを実実現現ししたた企企業業」」

・所在地：徳島県石井町 ・従業員数： 名 ・事業内容：飲食料品小売業

自自身身のの経経営営者者ととししててのの資資質質にに漠漠然然ととししたた不不安安をを覚覚ええるる

徳島県石井町のリストランテ・デュラムは、地元食材を使用したパスタやピザを提供するイタリアンレストラ

ンである。店舗だけではなく、冷凍ピザなどの 販売や、スーパーへの卸売も行っている。佐藤弘志代表は

年、大阪のレストランで修業をしていたところ、先代である父に呼び戻され家業に入った。当初は周辺にイタリア

ンレストランが少なかったため差別化できていたが、商圏に全国チェーンを含む同業種の店舗が次々と進出。早

くから 販売にも取り組み、一定の成果は上がっていたものの、価格競争では太刀打ちできない競合が現れるに

つれ、将来の事業展開について深く考えるようになった。しかし、当時は店舗の調理作業をこなすのみで経営につ

いて体系的に学んだことはなく、どのように取り掛かればよいか分からなかった。先代からの事業承継も控えな

がら、自身の経営者としての資質に漠然とした不安を抱えることとなった。

商商工工会会でで経経営営計計画画書書のの作作成成方方法法をを一一かからら学学ぶぶ

佐藤代表は、石井町商工会の勧めで創業者向けセミナーを受講。経営計画を作ることで事業を客観視できるよ

うになり、取り組むべき課題が明確になることを学び、計画策定に臨むことを決断した。経営指導員のサポートを

受けながら策定した計画書において、売上げや客数、原価率などの数値を整理して現状を分析したところ、売上げ

の大きな割合を占める 販売が薄利であることが判明。むやみな売上げの拡大はやめ、利益を残すことを重視し

た経営への転換を図ることにした。価格競争に巻き込まれづらい新たな販路の確保に取り組み、小ロット・短納期

対応が可能な小規模店舗ならではの強みをいかし、ローカルスーパーや道の駅などへの卸売を強化した。商品開

発においても、新たな販売先のニーズに応えるべく、地元ならではの季節の食材を前面に出し、付加価値を高める

ことを意識。開発過程での試食会開催など、生の声を重視した丁寧な市場調査も功を奏し、多くの顧客獲得につな

がっている。こうした一連の取組は、計画で予測した数字と実績を比較し のサイクルを回す習慣や、思いつ

きではなく根拠を持って経営判断を行う意識が定着したことで、効果を伴って進めることができている。現在で

は、５か年の経営計画を策定し、中長期的な目線でも経営に取り組めるようになった。

経経営営計計画画のの運運用用がが定定着着、、業業績績向向上上ににつつななががるる

これらの取組により、経営計画に基づいた経営の自走化を進め、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期でも

テイクアウト販売への迅速なシフトやスーパー向けの卸売を強化したことで乗り越えてきた。業績面では、

年と比較して売上高は約 倍、利益率は ％から ％にまで上昇している。原材料費の高騰など、同社を取り

巻く環境は楽ではないが、経営計画を土台に揺るがない経営基盤を目指していく方針だ。「大手との価格競争に疲

弊するより、地域ならでは、小規模事業者ならではの強みをいかしていくことが重要。安定して利益を生み出す経

営体制を構築し、地域に貢献できる持続的な事業へと成長させていくことが今後の目標」と佐藤代表は語る。

佐藤弘志代表 店舗外観
豊富な地域食材を活用した商品

を、地元スーパーに卸す
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事事例例 ：：株株式式会会社社富富士士珈珈琲琲

「「外外部部環環境境変変化化にに対対応応しし、、商商品品開開発発やや販販路路開開拓拓にに取取りり組組むむ企企業業」」

・所在地：三重県津市 ・従業員数：５名 ・資本金： 万円 ・事業内容：飲食料品卸売業

主主要要顧顧客客のの経経営営不不振振にに引引ききずずらられれるるよよううにに経経営営がが悪悪化化

三重県津市の株式会社富士珈琲は、珈琲焙煎士である阿竹実社長自らが厳選した生豆を自社工場で焙煎、販売

している企業である。従来は個人経営の喫茶店を主要顧客とし、コーヒー豆を中心に食材卸を行う業態で、一時期

は県内 店舗以上と取引していた。ところが、 年前後、風向きが変わった。コンビニコーヒーの登場や

チェーン店の出店ラッシュで業界動向が大きく変化する中、顧客である個人経営の喫茶店は、経営者の高齢化や

店舗の老朽化等により、次第に厳しい立場に追い込まれ、静かに姿を消した。同社の売上高も主要顧客の廃業に引

きずられるように落ち込み、赤字経営に陥った。先代の急逝後、２代目として事業を継いだ阿竹社長は、コーヒー

豆の売上げを少しでも改善すべく、まずは直営店を開設してショールーム機能を持たせることで活路を探った。

だが、同社商品は比較的高価であり、消費者のニーズと価格をフィットさせることに苦戦。どうすればコーヒーの

味で勝負し状況を打開できるか。商品開発と販路開拓という二つの課題を抱えることとなった。

「「津津焙焙煎煎珈珈琲琲」」ののブブラランンドドをを立立ちち上上げげ、、新新規規顧顧客客をを開開拓拓

阿竹社長は、販路開拓を得意とする三重県よろず支援拠点の高垣和郎コーディネーターに相談。 向けの自

社オリジナル商品を開発し、付加価値を高めていく方針へと舵を切ることを戦略として明確化した。「 人いて

も９割程度は大手のコーヒーを好み、残りの消費者は高価であっても高品質あるいは好みの味に近い商品を購入

している。この１割の層をどのように狙っていくかを戦略の柱にした」と阿竹社長は当時を振り返る。商品開発に

当たり、地元・津では自社焙煎している他社が同社以外にいない状況に目を付け、コーヒー豆を地元で焙煎してい

る技術そのものを付加価値として、「津焙煎珈琲」のブランドを立ち上げた。高垣コーディネーターからデザイナ

ーの紹介を受け、ロゴマークも作成し、ブランド力の向上にも取り組んだという。さらに、コーヒーの消費が落ち

込む夏季における対策として、カフェオレボトルコーヒーを商品化し年間を通じて安定した売上げを確保できる

商品構成も実現した。また、販路開拓では、高級路線のスーパーやホテルを中心に営業活動を展開。津を前面に出

したブランドの魅力を地元企業に訴求し、新規取引を広げていった。三重県のセレクション受賞等により「津焙煎

珈琲」ブランドが浸透するにつれて認知は広がり、価格は高くとも消費者に選ばれる状況へと転換を遂げた。

「「津津焙焙煎煎珈珈琲琲」」ブブラランンドドをを軸軸にに安安定定経経営営へへ転転換換

自社オリジナル商品の開発・ブランディングと販路開拓により業績改善を実現。個人経営の喫茶店向けの卸売

上げは引き続き減少していながら、売上高全体では 年と比較し約２割増加している。「津焙煎珈琲」ブラン

ド商品の売上高は、全体の約 ％を占めており、同社の大きな収益の柱になった。今後は、ネット販売なども通

じて更なる成長に取り組む方針だ。阿竹社長は今でも週に１～２回、自ら焙煎機でコーヒーを焼く。企業体質の更

なる強化を続けるとともに、培ってきた技術と経営ノウハウを次世代に伝え、それを土台に 年続く企業を目

指す。「応援してくれる顧客や仕入先の期待に応え、次の世代が引き継ぎたいと思えるような企業にしていきたい」

と阿竹社長は語る。

阿竹実社長 左 と

高垣和郎コーディネーター（右）

オリジナル商品の開発で

他社と差別化

常に 種以上の珈琲豆を用意し、

顧客に合った豆を提案する直営店

 

事事例例 ：：株株式式会会社社花花工工房房ああげげたたけけ

「「 ややデデジジタタルル化化へへのの取取組組をを通通じじてて顧顧客客ののニニーーズズにに応応ええ、、成成長長ししてていいるる企企業業」」

・所在地：鳥取県北栄町 ・従業員数：９名 ・資本金： 万円 ・事業内容：その他の小売業

「「街街のの花花屋屋」」かからら次次ののフフェェーーズズへへ

鳥取県北栄町の株式会社花工房あげたけは、 年創業の生花販売を行う企業である。冠婚葬祭や店舗の開業

祝い、店頭での個人向け販売と、「街の花屋」として地域に密着した営業を続けてきた。根鈴啓一社長は都内 企

業での勤務を経て、 年、 歳で ターンして家業を継いだ。同社の売上げは法人化した 年以降横ばい

だったが、収益力は今ひとつで、人口が減少している地方圏において従来どおり顧客の注文に応える受け身の営

業だけを続けていては、今後の展望が開けないとの問題意識があった。そこで、街の花屋から次のフェーズを目指

し、持続可能なビジネスモデルを模索することとなった。

前前職職のの経経験験ををいいかかしし にに着着手手、、様様々々ななアアイイデデアアをを形形にに

他社と差別化できる同社の強みは、業界専門誌に取り上げられたこともあるフラワーデザイナーが従業員とし

て在籍していたことだった。根鈴社長は、商品の付加価値の源泉となり得るデザイン力を武器に、地域の中に収ま

らず、商圏を全国に広げて需要を開拓することを狙い、前職の経験もいかして 年に自身で の店舗を開設。

商品単価が高い「デザイナーが作る花束」を求めている人に届けられる仕組みを整えた。全国の同業者と競合する

ことになったが、 を活用して商品紹介や花木の入荷情報を発信することで自社サイトに誘導するほか、季節の

花を定期配送する「お花の定期便」サービスや、自宅で花見を楽しめるキットの取扱いなど、商品の幅を広げ、リ

ピーターを獲得するための工夫も凝らしている。一方で実店舗販売についても、従来の受け身の営業から提案型

の営業への転換が必要であり、そのために、商品の購入だけにとどまらない「体験」を提供することに目を付け

た。持参した花器に商品の花木を挿して実際にスタイリングを確認できる「試着」サービスや、花と植物に囲まれ

たカフェスペースの併設など、これまでの型にとらわれない取組が各種メディアにも取り上げられ、県内外から

の集客につながっている。また、デジタル化の推進により、紙ベースで行っていた注文管理業務にかかる時間が削

減され、その分を顧客とのコミュニケーションや、企画立案など付加価値を高めるための業務に充てられるよう

になった。これにより、顧客満足度や関係性の向上に加え、新たなアイデアを生み出すための基盤もできた。

全全社社売売上上高高にに占占めめるる 販販売売のの比比率率がが ％％ととななりり、、収収益益力力もも強強化化

効果は徐々に業績に表れており、売上高は取組開始前の約 倍に増加した。特に、強化を続ける の売上げ

は、 年にスタートして以降、前年比２倍のペースで毎年伸び続けており、売上高全体に占める比率は約 ％

と収益の柱に育ちつつある。同社の強みをいかした高付加価値化を実現できたほか、受注販売主体のため廃棄ロ

スや保管コストを減らせるという構造も手伝って、収益力の向上にも寄与している。今後は、 へ注力しながら、

店舗における顧客とのリアルなコミュニケーションも継続し、顧客が何に満足し、どのような商品を求めている

かを探りつつ、次の一手につなげる姿勢だ。「花を贈るという体験をより身近なものにすることで、花を通じて相

手を喜ばせたり気持ちに寄り添ったりする人の力になりたい」と根鈴社長は語る。

根鈴啓一社長 デザイナーの構成力を強みにオン

ライン販売の売上げを伸ばす

注文書をデジタル化し管理工数を

削減
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事事例例 ：：株株式式会会社社富富士士珈珈琲琲

「「外外部部環環境境変変化化にに対対応応しし、、商商品品開開発発やや販販路路開開拓拓にに取取りり組組むむ企企業業」」

・所在地：三重県津市 ・従業員数：５名 ・資本金： 万円 ・事業内容：飲食料品卸売業

主主要要顧顧客客のの経経営営不不振振にに引引ききずずらられれるるよよううにに経経営営がが悪悪化化

三重県津市の株式会社富士珈琲は、珈琲焙煎士である阿竹実社長自らが厳選した生豆を自社工場で焙煎、販売

している企業である。従来は個人経営の喫茶店を主要顧客とし、コーヒー豆を中心に食材卸を行う業態で、一時期

は県内 店舗以上と取引していた。ところが、 年前後、風向きが変わった。コンビニコーヒーの登場や

チェーン店の出店ラッシュで業界動向が大きく変化する中、顧客である個人経営の喫茶店は、経営者の高齢化や

店舗の老朽化等により、次第に厳しい立場に追い込まれ、静かに姿を消した。同社の売上高も主要顧客の廃業に引

きずられるように落ち込み、赤字経営に陥った。先代の急逝後、２代目として事業を継いだ阿竹社長は、コーヒー

豆の売上げを少しでも改善すべく、まずは直営店を開設してショールーム機能を持たせることで活路を探った。

だが、同社商品は比較的高価であり、消費者のニーズと価格をフィットさせることに苦戦。どうすればコーヒーの

味で勝負し状況を打開できるか。商品開発と販路開拓という二つの課題を抱えることとなった。

「「津津焙焙煎煎珈珈琲琲」」ののブブラランンドドをを立立ちち上上げげ、、新新規規顧顧客客をを開開拓拓

阿竹社長は、販路開拓を得意とする三重県よろず支援拠点の高垣和郎コーディネーターに相談。 向けの自

社オリジナル商品を開発し、付加価値を高めていく方針へと舵を切ることを戦略として明確化した。「 人いて

も９割程度は大手のコーヒーを好み、残りの消費者は高価であっても高品質あるいは好みの味に近い商品を購入

している。この１割の層をどのように狙っていくかを戦略の柱にした」と阿竹社長は当時を振り返る。商品開発に

当たり、地元・津では自社焙煎している他社が同社以外にいない状況に目を付け、コーヒー豆を地元で焙煎してい

る技術そのものを付加価値として、「津焙煎珈琲」のブランドを立ち上げた。高垣コーディネーターからデザイナ

ーの紹介を受け、ロゴマークも作成し、ブランド力の向上にも取り組んだという。さらに、コーヒーの消費が落ち

込む夏季における対策として、カフェオレボトルコーヒーを商品化し年間を通じて安定した売上げを確保できる

商品構成も実現した。また、販路開拓では、高級路線のスーパーやホテルを中心に営業活動を展開。津を前面に出

したブランドの魅力を地元企業に訴求し、新規取引を広げていった。三重県のセレクション受賞等により「津焙煎

珈琲」ブランドが浸透するにつれて認知は広がり、価格は高くとも消費者に選ばれる状況へと転換を遂げた。

「「津津焙焙煎煎珈珈琲琲」」ブブラランンドドをを軸軸にに安安定定経経営営へへ転転換換

自社オリジナル商品の開発・ブランディングと販路開拓により業績改善を実現。個人経営の喫茶店向けの卸売

上げは引き続き減少していながら、売上高全体では 年と比較し約２割増加している。「津焙煎珈琲」ブラン

ド商品の売上高は、全体の約 ％を占めており、同社の大きな収益の柱になった。今後は、ネット販売なども通

じて更なる成長に取り組む方針だ。阿竹社長は今でも週に１～２回、自ら焙煎機でコーヒーを焼く。企業体質の更

なる強化を続けるとともに、培ってきた技術と経営ノウハウを次世代に伝え、それを土台に 年続く企業を目

指す。「応援してくれる顧客や仕入先の期待に応え、次の世代が引き継ぎたいと思えるような企業にしていきたい」

と阿竹社長は語る。

阿竹実社長 左 と

高垣和郎コーディネーター（右）

オリジナル商品の開発で

他社と差別化

常に 種以上の珈琲豆を用意し、

顧客に合った豆を提案する直営店

 

事事例例 ：：株株式式会会社社花花工工房房ああげげたたけけ

「「 ややデデジジタタルル化化へへのの取取組組をを通通じじてて顧顧客客ののニニーーズズにに応応ええ、、成成長長ししてていいるる企企業業」」

・所在地：鳥取県北栄町 ・従業員数：９名 ・資本金： 万円 ・事業内容：その他の小売業

「「街街のの花花屋屋」」かからら次次ののフフェェーーズズへへ

鳥取県北栄町の株式会社花工房あげたけは、 年創業の生花販売を行う企業である。冠婚葬祭や店舗の開業

祝い、店頭での個人向け販売と、「街の花屋」として地域に密着した営業を続けてきた。根鈴啓一社長は都内 企

業での勤務を経て、 年、 歳で ターンして家業を継いだ。同社の売上げは法人化した 年以降横ばい

だったが、収益力は今ひとつで、人口が減少している地方圏において従来どおり顧客の注文に応える受け身の営

業だけを続けていては、今後の展望が開けないとの問題意識があった。そこで、街の花屋から次のフェーズを目指

し、持続可能なビジネスモデルを模索することとなった。

前前職職のの経経験験ををいいかかしし にに着着手手、、様様々々ななアアイイデデアアをを形形にに

他社と差別化できる同社の強みは、業界専門誌に取り上げられたこともあるフラワーデザイナーが従業員とし

て在籍していたことだった。根鈴社長は、商品の付加価値の源泉となり得るデザイン力を武器に、地域の中に収ま

らず、商圏を全国に広げて需要を開拓することを狙い、前職の経験もいかして 年に自身で の店舗を開設。

商品単価が高い「デザイナーが作る花束」を求めている人に届けられる仕組みを整えた。全国の同業者と競合する

ことになったが、 を活用して商品紹介や花木の入荷情報を発信することで自社サイトに誘導するほか、季節の

花を定期配送する「お花の定期便」サービスや、自宅で花見を楽しめるキットの取扱いなど、商品の幅を広げ、リ

ピーターを獲得するための工夫も凝らしている。一方で実店舗販売についても、従来の受け身の営業から提案型

の営業への転換が必要であり、そのために、商品の購入だけにとどまらない「体験」を提供することに目を付け

た。持参した花器に商品の花木を挿して実際にスタイリングを確認できる「試着」サービスや、花と植物に囲まれ

たカフェスペースの併設など、これまでの型にとらわれない取組が各種メディアにも取り上げられ、県内外から

の集客につながっている。また、デジタル化の推進により、紙ベースで行っていた注文管理業務にかかる時間が削

減され、その分を顧客とのコミュニケーションや、企画立案など付加価値を高めるための業務に充てられるよう

になった。これにより、顧客満足度や関係性の向上に加え、新たなアイデアを生み出すための基盤もできた。

全全社社売売上上高高にに占占めめるる 販販売売のの比比率率がが ％％ととななりり、、収収益益力力もも強強化化

効果は徐々に業績に表れており、売上高は取組開始前の約 倍に増加した。特に、強化を続ける の売上げ

は、 年にスタートして以降、前年比２倍のペースで毎年伸び続けており、売上高全体に占める比率は約 ％

と収益の柱に育ちつつある。同社の強みをいかした高付加価値化を実現できたほか、受注販売主体のため廃棄ロ

スや保管コストを減らせるという構造も手伝って、収益力の向上にも寄与している。今後は、 へ注力しながら、

店舗における顧客とのリアルなコミュニケーションも継続し、顧客が何に満足し、どのような商品を求めている

かを探りつつ、次の一手につなげる姿勢だ。「花を贈るという体験をより身近なものにすることで、花を通じて相

手を喜ばせたり気持ちに寄り添ったりする人の力になりたい」と根鈴社長は語る。

根鈴啓一社長 デザイナーの構成力を強みにオン

ライン販売の売上げを伸ばす

注文書をデジタル化し管理工数を

削減
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事事例例 ：：株株式式会会社社モモノノベベエエンンジジニニアアリリンンググ

「「戦戦略略的的なな知知財財のの活活用用にによよりり、、付付加加価価値値のの向向上上をを実実現現ししてていいるる企企業業」」

・所在地：千葉県千葉市 ・従業員数：７名 ・資本金： 万円 ・事業内容：生産用機械器具製造業

開開発発技技術術流流出出をを契契機機にに、、自自社社技技術術保保護護のの重重要要性性をを認認識識

千葉県千葉市の株式会社モノベエンジニアリングは、 年に創業した、精密加工技術を強みに新分野でのも

のづくりに挑戦している企業である。大手メーカーと共同で精密部品を開発・製造していたが、約 年前、深刻

な技術流出に見舞われた。自動車のバックセンサー部品や の読み取りレンズを支えるピックアップワイヤーな

ど、苦労して開発した製品の製造技術が取引先を通じて外部に流出。類似品が出回り、価格競争に巻き込まれた。

量産化にこぎ着けた途端に値引き交渉が始まり、応じなければ他社に仕事を回される状況で、泣く泣く開発製品

を放棄せざるを得ないこともあった。当時は知的財産に関する知識が乏しく、特許や契約によって権利を守ると

いう意識も薄かったことの反省から、様々な交渉等において主導権を持つには、開発した独自製品の技術を守り、

権利化することが大きな課題であると認識した。

今今後後のの事事業業展展開開をを見見据据ええ、、知知財財戦戦略略にに舵舵をを切切るる

こうした決意の下、約 年前、長年培ってきた金属加工技術を応用し、フィルター交換不要で繰り返し使用で

きる「ばね式ろ過装置」を開発。その際、開発した製品を守り、育てていくために知財戦略に本腰を入れた。当初、

物部長順会長は独学で知的財産を学び、取組を始めたものの、申請書類作成という壁に直面。そこで公益財団法人

千葉市産業振興財団に相談し、一般社団法人千葉県発明協会を通じて弁理士の紹介を受けた。以来 年以上、顧

問弁理士との信頼関係を築き、年間１～３件の特許出願を継続している。同社の特許戦略の特徴は、単に技術レベ

ルが高いかどうかを基準とするのではなく、競争力の源泉となり、かつ模倣の対象になりやすい技術を見極めて

特許出願する点にある。今後の事業展開を見据え、開発担当者が中心となって弁理士と協議しながら、将来の事業

で必要となる要素は何かを慎重に検討し、権利化すべき部分を判断している。特許の出願や維持には費用がかか

るが、特許出願料を行政や支援機関等から助成してもらえる制度などを有効に活用することで賄っているという。

また、大学や研究機関、民間企業との共同研究・開発においては、ロイヤリティなど得られる成果の取扱いについ

ても、顧問弁理士と相談しながら秘密保持契約や共同研究開発契約に盛り込むことで権利確保を行っている。

戦戦略略ととししてて知知財財をを活活用用ししたたここととでで、、価価格格決決定定権権をを持持ててるるよよううにに

知財戦略に取り組んだ結果、累計約 件の特許を出願し、 年１月時点では４件（審査請求中８件）を保有。

特許取得の最大のメリットについて物部会長は「自分たちの権利が守られ、安心して仕事ができる。何より自分た

ちで値段を決めて商売ができるようになった」と語る。かつては、値引き要求に応じなければ仕事を失うリスクが

あったが、独自技術やノウハウの権利化に取り組んだことで価格決定権を持てるようになり、収益性の改善を実

現した。さらに、共同開発等における契約締結前の技術開示要求についても適切に条件交渉が可能となり、不利な

条件を回避できているという。現在は、 年に代表取締役社長に就任した子息の物部長智氏と共に、新製品の

開発に取り組んでいる。「海外展開も視野に入れ、新たな特許出願の準備を進めている」と物部社長は語る。

物部長順会長（左）と

物部長智社長（右）

ばね式ろ過装置

「ばね式モノ フィルター」
同社が開発した製品群

 

事事例例 ：：甲甲子子化化学学工工業業株株式式会会社社

「「外外部部環環境境のの変変化化をを武武器器にに付付加加価価値値向向上上にに成成功功ししてていいるる企企業業」」

・所在地：大阪府大阪市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：プラスチック製品製造業

感感染染症症流流行行でで受受注注がが減減少少、、外外部部環環境境のの変変化化にに対対ししてて受受けけ身身ででなないい事事業業をを志志向向すするるよよううにに

大阪府大阪市の甲子化学工業株式会社は、オフィス家具や店舗什器、生産設備用資材などに用いるプラスチッ

ク部品を製造する企業である。顧客の図面どおりに製造する受託製造が中心のため、顧客の動向に業績が大きく

左右されることから、新型コロナウイルス感染症感染拡大の際は受注が４割減少する甚大な影響を受けていた。

後継者である南原徹也企画開発部長は、受託型では景気等の外部環境の変化に弱いと考え、自社企画の商品の創

出を志向。そこで、感染対策として手を使わず開閉できるドアノブなどを自社商品として開発すると、業績が回復

した。こうした外部環境の変化を自社商品に取り入れて成功した経験が学びとなり、次は環境問題への対応に商

機を見いだし、自社の成長につなげることを目指した。

貝貝殻殻素素材材ででヘヘルルメメッットトをを開開発発しし、、カカーーボボンンフフッットトププリリンントトでで客客観観性性をを持持っってて脱脱炭炭素素をを発発信信

南原部長は再生利用されずに捨てられている素材を自社商品に活用することを検討し、 を通じて収集した

様々な活用の案の中から、ホタテの貝殻が他の素材と異なり競合がいないことに着目。価格競争に陥ることを避

けられるとの考えから、再利用されずに保管されていた貝殻の利用を進めた。中古機械を購入して試作すること

から始め、素材化を進めながら、マーケティング面も重視。ホタテの身を守る貝殻が今度は人を守るというストー

リー性に着目し、 年に貝殻素材を採用したヘルメット「ホタメット」の開発を開始した。従来は、捨てられ

ている素材を再加工した商品はイメージが悪く、目立たない所に使われがちだったが、あえて大きめに砕いた貝

殻を混ぜることで見た目に貝殻らしさを持たせるなどデザイン面を工夫し、 年に意匠権を取得。意匠性の向

上やブランディングといったマーケティングにより、商品価値を高めることを実現した。さらに、「環境に良い」

というイメージを定量的にも訴求するべく、カーボンフットプリント（以下、「 」）に着目し、環境省の 年

度の事業に参加して の算定方法を習得。感覚ではなく数値的に環境貢献を発信できるようになったことで、

環境問題に関心がある顧客からの引き合いが増加し、これまで取引ができなかった大手企業とも直接取引ができ

るようになった。

差差別別化化にによよりり価価格格設設定定のの主主導導権権をを獲獲得得、、ササスステテナナビビリリテティィププロロジジェェククトトににもも参参画画しし、、大大型型案案件件をを次次々々受受注注

「ホタメット」は 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の防災用公式ヘルメットに採用され、海外を含め

て引き合いが強くなっている。また、従来の受託製造においても、 を用いて自発的に企画段階から提案し、他

社との差別化に成功。さらに、 を通じて製造前の設計段階から取引先の企画に入り込むことが可能になり、設

計料といった新たな収益源にもつながっていることに加え、サステナビリティを重視するプロジェクトに元請け

として参画できるようになっているなど、 を武器に価格設定の主導権を獲得できる案件が増えているという。

これらの取組により、顧客の動向に左右されにくい収益構造を実現。業績面では、売上高が約３割増加し、利益率

も３％台から ％近くまで上昇している。「受け身な経営よりも、外部環境の動きを捉えて仕事の多い分野に身を

置くことが戦略として大切。サステナビリティの潮流に乗って会社を成長させ、ものづくり産業を再興すること

で成長したい」と南原部長は語る。

南原徹也部長 ホタメット ホタメット製作の様子
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事事例例 ：：株株式式会会社社モモノノベベエエンンジジニニアアリリンンググ

「「戦戦略略的的なな知知財財のの活活用用にによよりり、、付付加加価価値値のの向向上上をを実実現現ししてていいるる企企業業」」

・所在地：千葉県千葉市 ・従業員数：７名 ・資本金： 万円 ・事業内容：生産用機械器具製造業

開開発発技技術術流流出出をを契契機機にに、、自自社社技技術術保保護護のの重重要要性性をを認認識識

千葉県千葉市の株式会社モノベエンジニアリングは、 年に創業した、精密加工技術を強みに新分野でのも

のづくりに挑戦している企業である。大手メーカーと共同で精密部品を開発・製造していたが、約 年前、深刻

な技術流出に見舞われた。自動車のバックセンサー部品や の読み取りレンズを支えるピックアップワイヤーな

ど、苦労して開発した製品の製造技術が取引先を通じて外部に流出。類似品が出回り、価格競争に巻き込まれた。

量産化にこぎ着けた途端に値引き交渉が始まり、応じなければ他社に仕事を回される状況で、泣く泣く開発製品

を放棄せざるを得ないこともあった。当時は知的財産に関する知識が乏しく、特許や契約によって権利を守ると

いう意識も薄かったことの反省から、様々な交渉等において主導権を持つには、開発した独自製品の技術を守り、

権利化することが大きな課題であると認識した。

今今後後のの事事業業展展開開をを見見据据ええ、、知知財財戦戦略略にに舵舵をを切切るる

こうした決意の下、約 年前、長年培ってきた金属加工技術を応用し、フィルター交換不要で繰り返し使用で

きる「ばね式ろ過装置」を開発。その際、開発した製品を守り、育てていくために知財戦略に本腰を入れた。当初、

物部長順会長は独学で知的財産を学び、取組を始めたものの、申請書類作成という壁に直面。そこで公益財団法人

千葉市産業振興財団に相談し、一般社団法人千葉県発明協会を通じて弁理士の紹介を受けた。以来 年以上、顧

問弁理士との信頼関係を築き、年間１～３件の特許出願を継続している。同社の特許戦略の特徴は、単に技術レベ

ルが高いかどうかを基準とするのではなく、競争力の源泉となり、かつ模倣の対象になりやすい技術を見極めて

特許出願する点にある。今後の事業展開を見据え、開発担当者が中心となって弁理士と協議しながら、将来の事業

で必要となる要素は何かを慎重に検討し、権利化すべき部分を判断している。特許の出願や維持には費用がかか

るが、特許出願料を行政や支援機関等から助成してもらえる制度などを有効に活用することで賄っているという。

また、大学や研究機関、民間企業との共同研究・開発においては、ロイヤリティなど得られる成果の取扱いについ

ても、顧問弁理士と相談しながら秘密保持契約や共同研究開発契約に盛り込むことで権利確保を行っている。

戦戦略略ととししてて知知財財をを活活用用ししたたここととでで、、価価格格決決定定権権をを持持ててるるよよううにに

知財戦略に取り組んだ結果、累計約 件の特許を出願し、 年１月時点では４件（審査請求中８件）を保有。

特許取得の最大のメリットについて物部会長は「自分たちの権利が守られ、安心して仕事ができる。何より自分た

ちで値段を決めて商売ができるようになった」と語る。かつては、値引き要求に応じなければ仕事を失うリスクが

あったが、独自技術やノウハウの権利化に取り組んだことで価格決定権を持てるようになり、収益性の改善を実

現した。さらに、共同開発等における契約締結前の技術開示要求についても適切に条件交渉が可能となり、不利な

条件を回避できているという。現在は、 年に代表取締役社長に就任した子息の物部長智氏と共に、新製品の

開発に取り組んでいる。「海外展開も視野に入れ、新たな特許出願の準備を進めている」と物部社長は語る。

物部長順会長（左）と

物部長智社長（右）

ばね式ろ過装置

「ばね式モノ フィルター」
同社が開発した製品群

 

事事例例 ：：甲甲子子化化学学工工業業株株式式会会社社

「「外外部部環環境境のの変変化化をを武武器器にに付付加加価価値値向向上上にに成成功功ししてていいるる企企業業」」

・所在地：大阪府大阪市 ・従業員数： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：プラスチック製品製造業

感感染染症症流流行行でで受受注注がが減減少少、、外外部部環環境境のの変変化化にに対対ししてて受受けけ身身ででなないい事事業業をを志志向向すするるよよううにに

大阪府大阪市の甲子化学工業株式会社は、オフィス家具や店舗什器、生産設備用資材などに用いるプラスチッ

ク部品を製造する企業である。顧客の図面どおりに製造する受託製造が中心のため、顧客の動向に業績が大きく

左右されることから、新型コロナウイルス感染症感染拡大の際は受注が４割減少する甚大な影響を受けていた。

後継者である南原徹也企画開発部長は、受託型では景気等の外部環境の変化に弱いと考え、自社企画の商品の創

出を志向。そこで、感染対策として手を使わず開閉できるドアノブなどを自社商品として開発すると、業績が回復

した。こうした外部環境の変化を自社商品に取り入れて成功した経験が学びとなり、次は環境問題への対応に商

機を見いだし、自社の成長につなげることを目指した。

貝貝殻殻素素材材ででヘヘルルメメッットトをを開開発発しし、、カカーーボボンンフフッットトププリリンントトでで客客観観性性をを持持っってて脱脱炭炭素素をを発発信信

南原部長は再生利用されずに捨てられている素材を自社商品に活用することを検討し、 を通じて収集した

様々な活用の案の中から、ホタテの貝殻が他の素材と異なり競合がいないことに着目。価格競争に陥ることを避

けられるとの考えから、再利用されずに保管されていた貝殻の利用を進めた。中古機械を購入して試作すること

から始め、素材化を進めながら、マーケティング面も重視。ホタテの身を守る貝殻が今度は人を守るというストー

リー性に着目し、 年に貝殻素材を採用したヘルメット「ホタメット」の開発を開始した。従来は、捨てられ

ている素材を再加工した商品はイメージが悪く、目立たない所に使われがちだったが、あえて大きめに砕いた貝

殻を混ぜることで見た目に貝殻らしさを持たせるなどデザイン面を工夫し、 年に意匠権を取得。意匠性の向

上やブランディングといったマーケティングにより、商品価値を高めることを実現した。さらに、「環境に良い」

というイメージを定量的にも訴求するべく、カーボンフットプリント（以下、「 」）に着目し、環境省の 年

度の事業に参加して の算定方法を習得。感覚ではなく数値的に環境貢献を発信できるようになったことで、

環境問題に関心がある顧客からの引き合いが増加し、これまで取引ができなかった大手企業とも直接取引ができ

るようになった。

差差別別化化にによよりり価価格格設設定定のの主主導導権権をを獲獲得得、、ササスステテナナビビリリテティィププロロジジェェククトトににもも参参画画しし、、大大型型案案件件をを次次々々受受注注

「ホタメット」は 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の防災用公式ヘルメットに採用され、海外を含め

て引き合いが強くなっている。また、従来の受託製造においても、 を用いて自発的に企画段階から提案し、他

社との差別化に成功。さらに、 を通じて製造前の設計段階から取引先の企画に入り込むことが可能になり、設

計料といった新たな収益源にもつながっていることに加え、サステナビリティを重視するプロジェクトに元請け

として参画できるようになっているなど、 を武器に価格設定の主導権を獲得できる案件が増えているという。

これらの取組により、顧客の動向に左右されにくい収益構造を実現。業績面では、売上高が約３割増加し、利益率

も３％台から ％近くまで上昇している。「受け身な経営よりも、外部環境の動きを捉えて仕事の多い分野に身を

置くことが戦略として大切。サステナビリティの潮流に乗って会社を成長させ、ものづくり産業を再興すること

で成長したい」と南原部長は語る。

南原徹也部長 ホタメット ホタメット製作の様子
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第第３３節節 事事業業のの維維持持・・拡拡大大ののたためめのの企企業業間間連連携携のの在在りり方方 
前節では、小規模事業者について、「経営力」の土台となる経営リテラシーを高める

ための取組が重要であることが確認できた。他方、ヒト、モノ、カネ、情報という経

営資源が限られる小規模事業者にとって、他の事業者との連携により、それぞれの強

みを発揮して弱みを補い合うことで「経営力」を補完することも有効な手段の一つで

あると考えられる。そこで本節では、事業の維持や拡大を図る小規模事業者にとって

有効な選択肢となり得る、企業間連携の在り方について、優良事例を交えながら分析

を行う。

 

１．企業間連携の取組状況

本項では、小規模事業者の企業間連携 の取組状況について確認していく。第

図は、小規模事業者における、企業間連携の取組状況を確認したものである。これ

を見ると、全体では、約２割の事業者が企業間連携に「取り組んでいる」と回答して

いる。また、業種別に見ると、「取り組んでいる」と回答した事業者の割合は「情報通

信業」が最も高く、次いで「運輸業、郵便業」、「製造業」と続いていることが分かる。

＜第 図＞

 
ここでの「企業間連携」とは、共同での仕入・開発・生産・販売など他企業と協力し合うこと

で、互いの経営資源の不足を補い合い、新たな需要の獲得や、新たな価値創出をする取組のこと

を指す。

小規模事業者における、企業間連携の取組状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

取り組んでいる 取り組んでいないが、取り組む意向がある 取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない
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第第３３節節 事事業業のの維維持持・・拡拡大大ののたためめのの企企業業間間連連携携のの在在りり方方 
前節では、小規模事業者について、「経営力」の土台となる経営リテラシーを高める

ための取組が重要であることが確認できた。他方、ヒト、モノ、カネ、情報という経

営資源が限られる小規模事業者にとって、他の事業者との連携により、それぞれの強

みを発揮して弱みを補い合うことで「経営力」を補完することも有効な手段の一つで

あると考えられる。そこで本節では、事業の維持や拡大を図る小規模事業者にとって

有効な選択肢となり得る、企業間連携の在り方について、優良事例を交えながら分析

を行う。

 

１．企業間連携の取組状況

本項では、小規模事業者の企業間連携 の取組状況について確認していく。第

図は、小規模事業者における、企業間連携の取組状況を確認したものである。これ

を見ると、全体では、約２割の事業者が企業間連携に「取り組んでいる」と回答して

いる。また、業種別に見ると、「取り組んでいる」と回答した事業者の割合は「情報通

信業」が最も高く、次いで「運輸業、郵便業」、「製造業」と続いていることが分かる。

＜第 図＞

 
ここでの「企業間連携」とは、共同での仕入・開発・生産・販売など他企業と協力し合うこと

で、互いの経営資源の不足を補い合い、新たな需要の獲得や、新たな価値創出をする取組のこと

を指す。

小規模事業者における、企業間連携の取組状況

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

取り組んでいる 取り組んでいないが、取り組む意向がある 取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない
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第 図は、商圏範囲別に、小規模事業者における、企業間連携の取組状況を

確認したものである。これを見ると、商圏範囲が「国内遠隔地」の事業者が、企業間

連携に「取り組んでいる」と回答した割合が最も高いことが分かる。一方、商圏範囲

が「同一市区町村」の事業者が、企業間連携に「取り組んでおらず、今後も取り組む

意向はない」と回答した割合が最も高い。

＜第 図＞

同一市区町村（ ）

近隣市区町村（ ）

同一都道府県（ ）

近隣都道府県（ ）

国内遠隔地（ ）

海外（ ）

取り組んでいる
取り組んでいないが、取り組む意向がある
取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「近隣市区町村」とは、主たる事業所のある「同一市区町村」の行政区域と接している（同
一都道府県内の）市区町村全部を指す。「近隣都道府県」とは、「同一都道府県」の行政区域と接している都
道府県全部を指す。
主な商圏範囲について、「分からない」と回答した事業者を除く。

小規模事業者における、企業間連携の取組状況（商圏範囲別）

 

第 図は、小規模事業者における、企業間連携の相手先の業種を確認したも

のである。これを見ると、企業間連携の相手先の業種が「同業種のみ」と回答した事

業者の割合が５割超となっていることが分かる。

＜第 図＞

小規模事業者における、企業間連携の相手先の業種

同業種のみ 異業種のみ 同業種・異業種両方

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
自社の事業に最もプラスの影響を及ぼしたと思う企業間連携について聞いたもの。
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第 図は、商圏範囲別に、小規模事業者における、企業間連携の取組状況を

確認したものである。これを見ると、商圏範囲が「国内遠隔地」の事業者が、企業間

連携に「取り組んでいる」と回答した割合が最も高いことが分かる。一方、商圏範囲

が「同一市区町村」の事業者が、企業間連携に「取り組んでおらず、今後も取り組む

意向はない」と回答した割合が最も高い。

＜第 図＞

同一市区町村（ ）

近隣市区町村（ ）

同一都道府県（ ）

近隣都道府県（ ）

国内遠隔地（ ）

海外（ ）

取り組んでいる
取り組んでいないが、取り組む意向がある
取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） ここでの「近隣市区町村」とは、主たる事業所のある「同一市区町村」の行政区域と接している（同
一都道府県内の）市区町村全部を指す。「近隣都道府県」とは、「同一都道府県」の行政区域と接している都
道府県全部を指す。
主な商圏範囲について、「分からない」と回答した事業者を除く。

小規模事業者における、企業間連携の取組状況（商圏範囲別）

 

第 図は、小規模事業者における、企業間連携の相手先の業種を確認したも

のである。これを見ると、企業間連携の相手先の業種が「同業種のみ」と回答した事

業者の割合が５割超となっていることが分かる。

＜第 図＞

小規模事業者における、企業間連携の相手先の業種

同業種のみ 異業種のみ 同業種・異業種両方

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
自社の事業に最もプラスの影響を及ぼしたと思う企業間連携について聞いたもの。
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第 図は、小規模事業者における、企業間連携での取組内容を確認したもの

である。これを見ると、「技術・知識・経験等の共有」と回答した事業者の割合が最も

高く、次いで「新たな製品・商品・サービスの共同開発」、「販売促進・広告活動の共

同実施」が続いていることが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、小規模

事業者は、単独では不足するノウハウや経営資源を相互に補完することで、新たな価

値の創出等に取り組んでいる可能性がある。

＜第 図＞

技術・知識・経験等の共有

新たな製品・商品・サービスの共同開発

販売促進・広告活動の共同実施

原材料・資材の共同仕入や物流の共有

地域活性化や社会課題解決への共同対応

人材の交流・研修の共同実施

デジタル化や業務改善への連携

バックオフィス業務の集約

その他

小規模事業者における、企業間連携での取組内容

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

（ ）

 

第 図は、小規模事業者における、企業間連携による業績向上への効果を確

認したものである。これを見ると、全体では、「想定を超える効果が得られた」、「想定

した効果が得られた」と回答した事業者の合計は約７割となっている。業種別に見る

と、「想定を超える効果が得られた」と回答した事業者の割合は、「小売業」が最も高

く、次いで「製造業」、「運輸業、郵便業」と続いていることが分かる。また、「想定を

超える効果が得られた」、「想定した効果が得られた」と回答した事業者の合計では、

「情報通信業」、「運輸業、郵便業」、「建設業」が７割超となっていることも見て取れ

る。

＜第 図＞

小規模事業者における、企業間連携による業績向上への効果

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

想定を超える効果が得られた 想定した効果が得られた
想定には及ばなかったが効果は得られた ほとんど効果が得られなかった
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第 図は、小規模事業者における、企業間連携での取組内容を確認したもの

である。これを見ると、「技術・知識・経験等の共有」と回答した事業者の割合が最も

高く、次いで「新たな製品・商品・サービスの共同開発」、「販売促進・広告活動の共

同実施」が続いていることが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、小規模

事業者は、単独では不足するノウハウや経営資源を相互に補完することで、新たな価

値の創出等に取り組んでいる可能性がある。

＜第 図＞

技術・知識・経験等の共有

新たな製品・商品・サービスの共同開発

販売促進・広告活動の共同実施

原材料・資材の共同仕入や物流の共有

地域活性化や社会課題解決への共同対応

人材の交流・研修の共同実施

デジタル化や業務改善への連携

バックオフィス業務の集約

その他

小規模事業者における、企業間連携での取組内容

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

（ ）

 

第 図は、小規模事業者における、企業間連携による業績向上への効果を確

認したものである。これを見ると、全体では、「想定を超える効果が得られた」、「想定

した効果が得られた」と回答した事業者の合計は約７割となっている。業種別に見る

と、「想定を超える効果が得られた」と回答した事業者の割合は、「小売業」が最も高

く、次いで「製造業」、「運輸業、郵便業」と続いていることが分かる。また、「想定を

超える効果が得られた」、「想定した効果が得られた」と回答した事業者の合計では、

「情報通信業」、「運輸業、郵便業」、「建設業」が７割超となっていることも見て取れ

る。

＜第 図＞

小規模事業者における、企業間連携による業績向上への効果

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
業種別では一部業種を抽出して掲載している。

（１）全体

建設業（ ）

製造業（ ）

情報通信業（ ）

運輸業、郵便業（ ）

卸売業（ ）

小売業（ ）

宿泊業、飲食サービス業（ ）

（２）業種別

想定を超える効果が得られた 想定した効果が得られた
想定には及ばなかったが効果は得られた ほとんど効果が得られなかった
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第 図は、企業間連携の取組状況別に、小規模事業者における、業績及び顧

客数の傾向を確認したものである。これを見ると、企業間連携に「取り組んでいる」

事業者は、「取り組んでいない」事業者より、売上高、営業利益率及び顧客数のそれぞ

れにおいて、「増加」、「上昇」と回答した割合が高く、企業間連携は業績の拡大や顧客

獲得において効果的であることが示唆される。

＜第 図＞

小規模事業者における、業績及び顧客数の傾向（企業間連携の取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 売上高、営業利益率、顧客数について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増
加（上昇）」は、「大幅に増加（上昇）」、「やや増加（上昇）」と回答した事業者の合計。「減少（低
下）」は、「大幅に減少（低下）」、「やや減少（低下）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始
していない」と回答した事業者を除く。
企業間連携の取組について、「取り組んでいない」は、企業間連携に「取り組んでいないが、取り組む意向

がある」、「取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない」と回答した事業者の合計。

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（１）売上高

増加 不変 減少

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（２）営業利益率

上昇 不変 低下

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（３）顧客数

増加 不変 減少

 

第 図は、小規模事業者における、企業間連携に取り組んでいない理由を確

認したものである。これを見ると、約５割の事業者が「連携の必要性を感じていない」

と回答していることが分かる。また、「特にない」と回答した事業者を除くと、「人手

や時間に余裕がない」、「連携先が見つからない／探し方が分からない」の順で割合が

高いことが分かる。

＜第 図＞

連携の必要性を感じていない

人手や時間に余裕がない

連携先が見つからない／探し方が分からない

連携の進め方や契約手続が分からない

経営方針や企業文化が他社と合わない

自社の情報や技術が外部に漏れることへの不安がある

コスト負担が大きい

その他

特にない

小規模事業者における、企業間連携に取り組んでいない理由

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいないが、取り組む意向がある」、「取り組んでおらず、
今後も取り組む意向はない」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

（ ）

2026 White Paper on Small Enterprises in Japan164

小規模事業者の経営リテラシー向上と企業間連携による事業の維持・拡大第2部

02-1_小規模2026_2部1章.indd   16402-1_小規模2026_2部1章.indd   164 2026/04/09   20:43:352026/04/09   20:43:35



 

第 図は、企業間連携の取組状況別に、小規模事業者における、業績及び顧

客数の傾向を確認したものである。これを見ると、企業間連携に「取り組んでいる」

事業者は、「取り組んでいない」事業者より、売上高、営業利益率及び顧客数のそれぞ

れにおいて、「増加」、「上昇」と回答した割合が高く、企業間連携は業績の拡大や顧客

獲得において効果的であることが示唆される。

＜第 図＞

小規模事業者における、業績及び顧客数の傾向（企業間連携の取組状況別）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 売上高、営業利益率、顧客数について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増
加（上昇）」は、「大幅に増加（上昇）」、「やや増加（上昇）」と回答した事業者の合計。「減少（低
下）」は、「大幅に減少（低下）」、「やや減少（低下）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始
していない」と回答した事業者を除く。
企業間連携の取組について、「取り組んでいない」は、企業間連携に「取り組んでいないが、取り組む意向

がある」、「取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない」と回答した事業者の合計。

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（１）売上高

増加 不変 減少

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（２）営業利益率

上昇 不変 低下

取り組んでいる（ ）

取り組んでいない（ ）

（３）顧客数

増加 不変 減少

 

第 図は、小規模事業者における、企業間連携に取り組んでいない理由を確

認したものである。これを見ると、約５割の事業者が「連携の必要性を感じていない」

と回答していることが分かる。また、「特にない」と回答した事業者を除くと、「人手

や時間に余裕がない」、「連携先が見つからない／探し方が分からない」の順で割合が

高いことが分かる。

＜第 図＞

連携の必要性を感じていない

人手や時間に余裕がない

連携先が見つからない／探し方が分からない

連携の進め方や契約手続が分からない

経営方針や企業文化が他社と合わない

自社の情報や技術が外部に漏れることへの不安がある

コスト負担が大きい

その他

特にない

小規模事業者における、企業間連携に取り組んでいない理由

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいないが、取り組む意向がある」、「取り組んでおらず、
今後も取り組む意向はない」と回答した事業者に聞いたもの。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

（ ）
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２．企業間連携の４つの類型

本項では、小規模事業者の企業間連携について類型に分け、分析を行っていく。類

型化においては、中小企業白書（ ） 、先行研究 を参照しつつ、第 図の

ように、企業間の結びつきの違いに着目して４つの類型に分類した。

＜第 図＞

 
詳細については、 年版中小企業白書第２部第１章第６節を参照。

藤原（ ）、森岡・根来（ ）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」

企業間連携の４つの類型

協業・プロジェクト型
特定の目的やテーマのために、複数の企業等が協力して新商品開発やイベント開
催、地域活性化などに取り組む連携（例：地域フェアやコラボ商品など）

組合型
法律に基づいて複数の企業が組織を作り、共同で事業を行う連携（例：商店街振
興組合など）

契約型
企業同士が契約や覚書を交わして協力する連携（例：共同開発や業務提携など）

資本型
出資や合弁会社の設立など、資本関係を伴う連携（例：共同出資による新会社設
立など）

 

第 図は、小規模事業者における、企業間連携の類型を確認したものである。

これを見ると、「協業・プロジェクト型」と回答した事業者の割合が約５割と最も高

く、次いで「契約型」が続いている。

＜第 図＞

 

小規模事業者における、企業間連携の類型

協業・プロジェクト型 組合型 契約型 資本型 その他

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
自社の事業に最もプラスの影響を及ぼしたと思う企業間連携について聞いたもの。

2026 White Paper on Small Enterprises in Japan166

小規模事業者の経営リテラシー向上と企業間連携による事業の維持・拡大第2部

02-1_小規模2026_2部1章.indd   16602-1_小規模2026_2部1章.indd   166 2026/04/09   20:43:362026/04/09   20:43:36



 

２．企業間連携の４つの類型

本項では、小規模事業者の企業間連携について類型に分け、分析を行っていく。類

型化においては、中小企業白書（ ） 、先行研究 を参照しつつ、第 図の

ように、企業間の結びつきの違いに着目して４つの類型に分類した。

＜第 図＞

 
詳細については、 年版中小企業白書第２部第１章第６節を参照。

藤原（ ）、森岡・根来（ ）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」

企業間連携の４つの類型

協業・プロジェクト型
特定の目的やテーマのために、複数の企業等が協力して新商品開発やイベント開
催、地域活性化などに取り組む連携（例：地域フェアやコラボ商品など）

組合型
法律に基づいて複数の企業が組織を作り、共同で事業を行う連携（例：商店街振
興組合など）

契約型
企業同士が契約や覚書を交わして協力する連携（例：共同開発や業務提携など）

資本型
出資や合弁会社の設立など、資本関係を伴う連携（例：共同出資による新会社設
立など）

 

第 図は、小規模事業者における、企業間連携の類型を確認したものである。

これを見ると、「協業・プロジェクト型」と回答した事業者の割合が約５割と最も高

く、次いで「契約型」が続いている。

＜第 図＞

 

小規模事業者における、企業間連携の類型

協業・プロジェクト型 組合型 契約型 資本型 その他

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
自社の事業に最もプラスの影響を及ぼしたと思う企業間連携について聞いたもの。
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第 図は、企業間連携の類型別に、小規模事業者における、企業間連携での

取組内容を確認したものである。これを見ると、他の類型と比較して、「協業・プロジ

ェクト型」では、「新たな製品・商品・サービスの共同開発」、「販売促進・広告活動の

共同実施」と回答した事業者の割合が最も高く、「組合型」では、「技術・知識・経験

等の共有」、「地域活性化や社会課題解決への共同対応」と回答した事業者の割合が最

も高いことが見て取れる。「契約型」では、「新たな製品・商品・サービスの共同開発」、

「技術・知識・経験等の共有」と回答した事業者の割合が他の類型と比較して２番目

に高く、「資本型」では、「原材料・資材の共同仕入や物流の共有」、「人材の交流・研

修の共同実施」、「バックオフィス業務の集約」、「デジタル化や業務改善への連携」と

回答した事業者の割合が最も高いことが分かる。このことから、それぞれの類型では、

取り組んでいる内容に特色があり、小規模事業者が企業間連携に取り組むに当たって

は、その目的に応じて、適切な連携方法を検討していくことが重要であると示唆され

る。

 

＜第 図＞

新たな製品・商品・サービスの共同開発

販売促進・広告活動の共同実施

原材料・資材の共同仕入や物流の共有

技術・知識・経験等の共有

人材の交流・研修の共同実施

バックオフィス業務の集約

デジタル化や業務改善への連携

地域活性化や社会課題解決への共同対応

その他

協業・プロジェクト型（ ）
組合型（ ）
契約型（ ）
資本型（ ）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
企業間連携の類型について、「その他」と回答した事業者を除く。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

小規模事業者における、企業間連携での取組内容（企業間連携の類型別）
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第 図は、企業間連携の類型別に、小規模事業者における、企業間連携での

取組内容を確認したものである。これを見ると、他の類型と比較して、「協業・プロジ

ェクト型」では、「新たな製品・商品・サービスの共同開発」、「販売促進・広告活動の

共同実施」と回答した事業者の割合が最も高く、「組合型」では、「技術・知識・経験

等の共有」、「地域活性化や社会課題解決への共同対応」と回答した事業者の割合が最

も高いことが見て取れる。「契約型」では、「新たな製品・商品・サービスの共同開発」、

「技術・知識・経験等の共有」と回答した事業者の割合が他の類型と比較して２番目

に高く、「資本型」では、「原材料・資材の共同仕入や物流の共有」、「人材の交流・研

修の共同実施」、「バックオフィス業務の集約」、「デジタル化や業務改善への連携」と

回答した事業者の割合が最も高いことが分かる。このことから、それぞれの類型では、

取り組んでいる内容に特色があり、小規模事業者が企業間連携に取り組むに当たって

は、その目的に応じて、適切な連携方法を検討していくことが重要であると示唆され

る。

 

＜第 図＞

新たな製品・商品・サービスの共同開発

販売促進・広告活動の共同実施

原材料・資材の共同仕入や物流の共有

技術・知識・経験等の共有

人材の交流・研修の共同実施

バックオフィス業務の集約

デジタル化や業務改善への連携

地域活性化や社会課題解決への共同対応

その他

協業・プロジェクト型（ ）
組合型（ ）
契約型（ ）
資本型（ ）

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
企業間連携の類型について、「その他」と回答した事業者を除く。
複数回答のため、合計は必ずしも にならない。

小規模事業者における、企業間連携での取組内容（企業間連携の類型別）
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第 図は、企業間連携の類型別に、小規模事業者における、企業間連携によ

る業績向上への効果を確認したものである。これを見ると、「資本型」の企業間連携に

おいて「想定を超える効果が得られた」、「想定した効果が得られた」と回答した事業

者の割合の合計が最も高いことが分かる。

＜第 図＞

協業・プロジェクト型（ ）

組合型（ ）

契約型（ ）

資本型（ ）

想定を超える効果が得られた 想定した効果が得られた

想定には及ばなかったが効果は得られた ほとんど効果が得られなかった

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
企業間連携の類型について、「その他」と回答した事業者を除く。

小規模事業者における、企業間連携による業績向上への効果（企業間連携の類型

別）

 

３．まとめ

本節では、小規模事業者における事業の維持・拡大のための企業間連携の在り方に

ついて確認した。

企業間連携に取り組んでいる小規模事業者が一定数存在し、他事業者との連携によ

り、単独では不足するノウハウや経営資源を相互に補完することで、新たな価値の創

出等に取り組んでいる可能性を示した。また、企業間連携が、売上高や営業利益率、

顧客数の拡大に効果的であることも示唆された。他方、「人手や時間に余裕がない」、

「連携先が見つからない／探し方が分からない」といった理由から企業間連携に取り

組んでいない小規模事業者が存在していることも分かった。

企業間連携を４つの類型「協業・プロジェクト型」、「組合型」、「契約型」、「資本型」

別に見た分析では、「協業・プロジェクト型」の連携に取り組んでいる小規模事業者が

多いことが分かった。また、それぞれの類型において、取り組んでいる内容に特色が

あることから、小規模事業者が企業間連携に取り組むに当たっては、その目的に応じ

て、適切な連携方法を検討していくことが重要であると考えられる。

事例 の「協業・プロジェクト型」の事例では、共同でのチラシの作成から

始まった連携により、事業の維持・拡大を実現している企業間連携を紹介する。

事例 の「組合型」の事例では、組合員の共通する経営課題の解決を通じて、

地域産業の価値を高め、小規模事業者の維持・成長を支える協同組合を紹介する。

事例 の「契約型」の事例では、事業提携によりそれぞれの役割を互いに補

完し合い、事業の維持・発展を実現している企業を紹介する。

事例 の「資本型」の事例では、 による経営統合により、業務の効率化と

事業の維持・拡大を実現した企業を紹介する。
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第 図は、企業間連携の類型別に、小規模事業者における、企業間連携によ

る業績向上への効果を確認したものである。これを見ると、「資本型」の企業間連携に

おいて「想定を超える効果が得られた」、「想定した効果が得られた」と回答した事業

者の割合の合計が最も高いことが分かる。

＜第 図＞

協業・プロジェクト型（ ）

組合型（ ）

契約型（ ）

資本型（ ）

想定を超える効果が得られた 想定した効果が得られた

想定には及ばなかったが効果は得られた ほとんど効果が得られなかった

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注） 企業間連携の取組について、「取り組んでいる」と回答した事業者に聞いたもの。
企業間連携の類型について、「その他」と回答した事業者を除く。

小規模事業者における、企業間連携による業績向上への効果（企業間連携の類型

別）

 

３．まとめ

本節では、小規模事業者における事業の維持・拡大のための企業間連携の在り方に

ついて確認した。

企業間連携に取り組んでいる小規模事業者が一定数存在し、他事業者との連携によ

り、単独では不足するノウハウや経営資源を相互に補完することで、新たな価値の創

出等に取り組んでいる可能性を示した。また、企業間連携が、売上高や営業利益率、

顧客数の拡大に効果的であることも示唆された。他方、「人手や時間に余裕がない」、

「連携先が見つからない／探し方が分からない」といった理由から企業間連携に取り

組んでいない小規模事業者が存在していることも分かった。

企業間連携を４つの類型「協業・プロジェクト型」、「組合型」、「契約型」、「資本型」

別に見た分析では、「協業・プロジェクト型」の連携に取り組んでいる小規模事業者が

多いことが分かった。また、それぞれの類型において、取り組んでいる内容に特色が

あることから、小規模事業者が企業間連携に取り組むに当たっては、その目的に応じ

て、適切な連携方法を検討していくことが重要であると考えられる。

事例 の「協業・プロジェクト型」の事例では、共同でのチラシの作成から

始まった連携により、事業の維持・拡大を実現している企業間連携を紹介する。

事例 の「組合型」の事例では、組合員の共通する経営課題の解決を通じて、

地域産業の価値を高め、小規模事業者の維持・成長を支える協同組合を紹介する。

事例 の「契約型」の事例では、事業提携によりそれぞれの役割を互いに補

完し合い、事業の維持・発展を実現している企業を紹介する。

事例 の「資本型」の事例では、 による経営統合により、業務の効率化と

事業の維持・拡大を実現した企業を紹介する。
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事事例例 ：：ここざざかかいいののおお家家ののおお医医者者ささんん

「「共共同同ででのの広広報報活活動動等等にによよりり、、事事業業のの維維持持・・拡拡大大をを実実現現ししてていいるる企企業業間間連連携携体体」」

・所在地：愛知県豊川市

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの感感染染拡拡大大でで仕仕事事がが減減少少、、自自らら仕仕事事をを獲獲得得ししよよううとと建建設設業業関関連連のの５５者者がが手手をを携携ええるる

愛知県豊川市の「こざかいのお家のお医者さん」は建設業関連の中小受託事業者５者（ 建築設計事務所（青

木雄一郎代表、従業員数：２名）、北河板金店（北河秀治代表、従業員数：２名）、ヤマダ・インテリア（山田勝義

代表、従業員数：１名）、アサイ工販（淺井文隆代表、従業員数：２名）、ホソイ工芸社（細井大生代表、従業員数：

３名））の企業間連携体である。各者は建築設計、建築の板金工事、内装工事、キッチンや浴室など水回り工事、

建築塗装・看板施工をそれぞれ手掛けている。以前より、各者は一次事業者 ハウスメーカー等 から受託して工事

を行うことが多く、地元の工事であっても一次事業者を挟まないと工事の詳細が決められないため、迅速な対応

ができず、地元ならではの強みをいかせなかった。また、一次事業者との価格交渉力が弱く、十分な利益が確保で

きないことに問題意識を抱いていた。新型コロナウイルス感染症の感染拡大で一次事業者からの仕事が減少する

中、 建築設計事務所の青木代表が、一次事業者を介さずに自ら受注を獲得しようと同業５者での連携を提案。

５者で「こざかいのお家のお医者さん」と銘打ち、地元地域での知名度向上によるリフォーム工事案件獲得に動き

始めた。

効効果果のの最最大大化化をを目目指指しし、、商商工工会会のの支支援援をを受受けけななががららチチララシシやや ググッッズズをを作作成成

５者の連携では「ターゲット顧客の認識を統一することが重要」と小坂井商工会（以下、「商工会」）の経営指導

員のアドバイスを受け、チラシ配布に向けてペルソナ（訴求する具体的な顧客像）を定義。「 歳、男性、サラリ

ーマン、築 年、８年前に大きな修繕」を前提にチラシを作成した。また、地元の名所を背景に５者の代表者が

顔を出し、肩を並べた写真を使用することで地域密着と顔が見える安心感を意識したデザインとしている。新聞

折り込みでは、商工会仲間の新聞販売店の協力を得て、小坂井地区に限定してチラシを配布。さらに、商工会のイ

ベントに出展し、名入りの風船を配ったり、地元のドラッグストアでリフォーム相談会を実施したりした。「リフ

ォームは地元以外の業者による電話や訪問での営業で、トラブルになることもある。地区を限定したのは、地域に

密着し、安心して気軽に相談できることを伝え信頼度を高めたかったから」と青木代表は語る。

契契約約等等にによよるる取取決決めめははせせずず、、互互いいのの信信頼頼をを基基にに協協業業をを進進めめてて新新たたなな顧顧客客をを開開拓拓

連携による取組の効果は着実に表れた。ホソイ工芸社の細井代表は「接点のなかった高齢者や女性から声をか

けられるようになり、仕事が増えた」と喜ぶ。チラシだけではなく口コミも広がり、５者それぞれで差があるもの

の、年５件程度の受注増加につながっている。また、５者間には契約書等による明確な取決めはないものの、日頃

から のグループ連絡機能等を活用した情報交換を行い、緊密な関係を構築。相談内容によっては他のメンバ

ーに仕事を紹介し合い、互いの事業の維持・拡大にも意欲的だ。連携相手との共同現場でも、自社が施工した部分

は自社の責任として、責任の所在を明確にすることを徹底し、これまで大きなトラブルは発生していない。「緩や

かな連携の下、５者が協力することで、地元のお客様のニーズに迅速かつ柔軟に対応ができている。今後も、『こ

ざかいのお家のお医者さん』として地元地域の中で安心して相談できる存在を目指していきたい」と青木代表と

細井代表は語る。

左から、青木雄一郎代表、細井大生代表、

北河秀治代表、淺井文隆代表、山田勝義代表
商工会主催のイベントの様子 共同で手掛けたリフォーム工事

 

事事例例 ：： 協協同同組組合合

「「地地域域産産業業のの価価値値をを高高めめ、、小小規規模模事事業業者者のの維維持持・・成成長長をを支支ええるる協協同同組組合合」」

・所在地：佐賀県佐賀市 ・従業員数：１名 組合員数： 社

海海外外販販路路のの開開拓拓をを軸軸にに連連携携をを開開始始

佐賀県佐賀市にある 協同組合は、佐賀県の地場産業や伝統産業の異業種 社（家具製造、し

ょう油・味そ製造、のり製造、お茶製造（２社）、ゆず製品製造、日本酒製造、和紙製造、有田焼製造、素麺製造、

鍋島緞通製造）から成る協同組合である。協同組合の設立以前、家具の製造・販売を手掛けるレグナテック株式会

社の樺島雄大会長がジェトロ佐賀を通じて、県内で輸出に意欲的に取り組む異業種の経営者たちに呼び掛け、

年に海外販路の開拓を開始。共同での取組により海外での販路拡大に一定の成果が見え始めたことから、活動を

一過性のものではなく、継続的かつ安定的な枠組みとするため、 年に協同組合を設立。活動体制及び資金面

の強化を図り、 として国内外での更なるブランド力向上に動き始めた。

協協同同組組合合へへのの発発展展でで活活動動体体制制・・ココンンセセププトトをを強強化化

協同組合の設立後、組合費や収益金によって資金面を強化。これにより、継続的かつ多様な活動が可能になっ

た。設立に当たっては株式会社化なども検討されたが、各社の自主性や既存事業を制限せず、柔軟な連携が可能

で、資金的な負担も比較的小さい協同組合の形を選択した。また、設立準備を進める中で、「ほかの地域ブランド

と差別化するためには、もう一歩踏み込んだコンセプトが必要だという共通認識も芽生えていた」と山口真知事

務局長は当時を振り返る。互いにものづくりの現場を見学するなど交流を重ねる中で、各社が共通して、自然の恵

みに支えられて事業を行い、親から子へと受け継がれてきたものを次世代につなぐことを大事にしている点を再

認識した。こうして、人や社会、環境に対して倫理的・道徳的に配慮する「エシカル」が協同組合の活動を強化す

る新たな軸となるコンセプトとして位置付けられ、製品製造時に排出される二酸化炭素（ ）を共同購入したカ

ーボン・クレジットで相殺するカーボン・オフセット商品を展開。海外シェフなどの工場見学も積極的に受け入

れ、海外への情報発信及びニーズ等の調査を行っている。そのほかにも、共同事業を行える組合型の連携の特徴を

いかし、ホームページの制作や での発信、 サイトの運営にも着手。展示会への共同出展やワークショップ

等の共同でのイベントの開催にも取り組みながら、東京都心の店舗などへの定期的な出店も行い、販路開拓とブ

ランド発信を着実に進めている。

協協同同組組合合ででのの大大型型受受注注増増加加、、個個社社のの経経営営ににもも刺刺激激

社が一丸となった活動により、一般消費者に加え、企業や団体からの大型受注も増えている。協同組合に加

入する複数社の商品のセットが、大規模なイベントの参加者への記念品として採用されたほか、海外からも受注

を獲得。また、協同組合の活動は各社の経営にとって良い刺激となり、経営意識の向上にもつながっている。素麺

を製造・販売する有限会社井上製麺の井上義博社長は、「同業種ではない異業種が集まった組織だからこそ今まで

にない、様々なヒントをもらうことができる」と語り、協同組合への加入後、脱炭素の取組と今後の海外展開を見

据え、 年にリブランディングに取り組んでいる。今後、協同組合では各社の人材に焦点を当てた活動なども

検討する。「各社が地元地域で続いていくことが大切。今後も各社の取組を支える存在として活動していきたい」

と山口事務局長は語る。

組合員共催のワークショップ 協同組合定例会の様子 協同組合として海外展示会に出展
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事事例例 ：：ここざざかかいいののおお家家ののおお医医者者ささんん

「「共共同同ででのの広広報報活活動動等等にによよりり、、事事業業のの維維持持・・拡拡大大をを実実現現ししてていいるる企企業業間間連連携携体体」」

・所在地：愛知県豊川市

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの感感染染拡拡大大でで仕仕事事がが減減少少、、自自らら仕仕事事をを獲獲得得ししよよううとと建建設設業業関関連連のの５５者者がが手手をを携携ええるる

愛知県豊川市の「こざかいのお家のお医者さん」は建設業関連の中小受託事業者５者（ 建築設計事務所（青

木雄一郎代表、従業員数：２名）、北河板金店（北河秀治代表、従業員数：２名）、ヤマダ・インテリア（山田勝義

代表、従業員数：１名）、アサイ工販（淺井文隆代表、従業員数：２名）、ホソイ工芸社（細井大生代表、従業員数：

３名））の企業間連携体である。各者は建築設計、建築の板金工事、内装工事、キッチンや浴室など水回り工事、

建築塗装・看板施工をそれぞれ手掛けている。以前より、各者は一次事業者 ハウスメーカー等 から受託して工事

を行うことが多く、地元の工事であっても一次事業者を挟まないと工事の詳細が決められないため、迅速な対応

ができず、地元ならではの強みをいかせなかった。また、一次事業者との価格交渉力が弱く、十分な利益が確保で

きないことに問題意識を抱いていた。新型コロナウイルス感染症の感染拡大で一次事業者からの仕事が減少する

中、 建築設計事務所の青木代表が、一次事業者を介さずに自ら受注を獲得しようと同業５者での連携を提案。

５者で「こざかいのお家のお医者さん」と銘打ち、地元地域での知名度向上によるリフォーム工事案件獲得に動き

始めた。

効効果果のの最最大大化化をを目目指指しし、、商商工工会会のの支支援援をを受受けけななががららチチララシシやや ググッッズズをを作作成成

５者の連携では「ターゲット顧客の認識を統一することが重要」と小坂井商工会（以下、「商工会」）の経営指導

員のアドバイスを受け、チラシ配布に向けてペルソナ（訴求する具体的な顧客像）を定義。「 歳、男性、サラリ

ーマン、築 年、８年前に大きな修繕」を前提にチラシを作成した。また、地元の名所を背景に５者の代表者が

顔を出し、肩を並べた写真を使用することで地域密着と顔が見える安心感を意識したデザインとしている。新聞

折り込みでは、商工会仲間の新聞販売店の協力を得て、小坂井地区に限定してチラシを配布。さらに、商工会のイ

ベントに出展し、名入りの風船を配ったり、地元のドラッグストアでリフォーム相談会を実施したりした。「リフ

ォームは地元以外の業者による電話や訪問での営業で、トラブルになることもある。地区を限定したのは、地域に

密着し、安心して気軽に相談できることを伝え信頼度を高めたかったから」と青木代表は語る。

契契約約等等にによよるる取取決決めめははせせずず、、互互いいのの信信頼頼をを基基にに協協業業をを進進めめてて新新たたなな顧顧客客をを開開拓拓

連携による取組の効果は着実に表れた。ホソイ工芸社の細井代表は「接点のなかった高齢者や女性から声をか

けられるようになり、仕事が増えた」と喜ぶ。チラシだけではなく口コミも広がり、５者それぞれで差があるもの

の、年５件程度の受注増加につながっている。また、５者間には契約書等による明確な取決めはないものの、日頃

から のグループ連絡機能等を活用した情報交換を行い、緊密な関係を構築。相談内容によっては他のメンバ

ーに仕事を紹介し合い、互いの事業の維持・拡大にも意欲的だ。連携相手との共同現場でも、自社が施工した部分

は自社の責任として、責任の所在を明確にすることを徹底し、これまで大きなトラブルは発生していない。「緩や

かな連携の下、５者が協力することで、地元のお客様のニーズに迅速かつ柔軟に対応ができている。今後も、『こ

ざかいのお家のお医者さん』として地元地域の中で安心して相談できる存在を目指していきたい」と青木代表と

細井代表は語る。

左から、青木雄一郎代表、細井大生代表、

北河秀治代表、淺井文隆代表、山田勝義代表
商工会主催のイベントの様子 共同で手掛けたリフォーム工事

 

事事例例 ：： 協協同同組組合合

「「地地域域産産業業のの価価値値をを高高めめ、、小小規規模模事事業業者者のの維維持持・・成成長長をを支支ええるる協協同同組組合合」」

・所在地：佐賀県佐賀市 ・従業員数：１名 組合員数： 社

海海外外販販路路のの開開拓拓をを軸軸にに連連携携をを開開始始

佐賀県佐賀市にある 協同組合は、佐賀県の地場産業や伝統産業の異業種 社（家具製造、し

ょう油・味そ製造、のり製造、お茶製造（２社）、ゆず製品製造、日本酒製造、和紙製造、有田焼製造、素麺製造、

鍋島緞通製造）から成る協同組合である。協同組合の設立以前、家具の製造・販売を手掛けるレグナテック株式会

社の樺島雄大会長がジェトロ佐賀を通じて、県内で輸出に意欲的に取り組む異業種の経営者たちに呼び掛け、

年に海外販路の開拓を開始。共同での取組により海外での販路拡大に一定の成果が見え始めたことから、活動を

一過性のものではなく、継続的かつ安定的な枠組みとするため、 年に協同組合を設立。活動体制及び資金面

の強化を図り、 として国内外での更なるブランド力向上に動き始めた。

協協同同組組合合へへのの発発展展でで活活動動体体制制・・ココンンセセププトトをを強強化化

協同組合の設立後、組合費や収益金によって資金面を強化。これにより、継続的かつ多様な活動が可能になっ

た。設立に当たっては株式会社化なども検討されたが、各社の自主性や既存事業を制限せず、柔軟な連携が可能

で、資金的な負担も比較的小さい協同組合の形を選択した。また、設立準備を進める中で、「ほかの地域ブランド

と差別化するためには、もう一歩踏み込んだコンセプトが必要だという共通認識も芽生えていた」と山口真知事

務局長は当時を振り返る。互いにものづくりの現場を見学するなど交流を重ねる中で、各社が共通して、自然の恵

みに支えられて事業を行い、親から子へと受け継がれてきたものを次世代につなぐことを大事にしている点を再

認識した。こうして、人や社会、環境に対して倫理的・道徳的に配慮する「エシカル」が協同組合の活動を強化す

る新たな軸となるコンセプトとして位置付けられ、製品製造時に排出される二酸化炭素（ ）を共同購入したカ

ーボン・クレジットで相殺するカーボン・オフセット商品を展開。海外シェフなどの工場見学も積極的に受け入

れ、海外への情報発信及びニーズ等の調査を行っている。そのほかにも、共同事業を行える組合型の連携の特徴を

いかし、ホームページの制作や での発信、 サイトの運営にも着手。展示会への共同出展やワークショップ

等の共同でのイベントの開催にも取り組みながら、東京都心の店舗などへの定期的な出店も行い、販路開拓とブ

ランド発信を着実に進めている。

協協同同組組合合ででのの大大型型受受注注増増加加、、個個社社のの経経営営ににもも刺刺激激

社が一丸となった活動により、一般消費者に加え、企業や団体からの大型受注も増えている。協同組合に加

入する複数社の商品のセットが、大規模なイベントの参加者への記念品として採用されたほか、海外からも受注

を獲得。また、協同組合の活動は各社の経営にとって良い刺激となり、経営意識の向上にもつながっている。素麺

を製造・販売する有限会社井上製麺の井上義博社長は、「同業種ではない異業種が集まった組織だからこそ今まで

にない、様々なヒントをもらうことができる」と語り、協同組合への加入後、脱炭素の取組と今後の海外展開を見

据え、 年にリブランディングに取り組んでいる。今後、協同組合では各社の人材に焦点を当てた活動なども

検討する。「各社が地元地域で続いていくことが大切。今後も各社の取組を支える存在として活動していきたい」

と山口事務局長は語る。

組合員共催のワークショップ 協同組合定例会の様子 協同組合として海外展示会に出展
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事事例例 ：：有有限限会会社社安安久久工工機機

「「そそれれぞぞれれのの役役割割をを互互いいにに補補完完しし合合いい、、事事業業のの維維持持・・発発展展をを実実現現ししてていいるる企企業業」」 
・所在地：東京都大田区 ・従業員数：６名 ・資本金： 万円 ・事業内容：業務用機械器具製造業 

家家業業のの可可能能性性をを感感じじてて入入社社もも採採算算がが合合わわずず、、提提案案型型ののももののづづくくりりへへのの転転換換をを模模索索

東京都大田区の有限会社安久工機（以下、「安久工機」）は、医療機器や精密機器の受託開発・設計・製造を主力

とする、ものづくり企業である。これまで多くの大学や新製品開発に取り組む企業の力となってきた。同社３代目

の田中宙社長は大学時代、先代の父から同社の事業の話を聞き、成長可能性を感じると同時に「価値の高い仕事を

しているがもうからない」構造に問題意識を持った。大学卒業後、 企業を経て 年に同社に入社すると、同

社に持ち込まれる相談内容が非常に多様であることを実感。同社の価値が正しく評価されるには、複雑化・高度化

するアイデアを形にすることが必要だと認識し、受託開発から提案型のものづくりへ転換する道を探り始めた。

若若手手経経営営者者向向けけササロロンンでで出出会会いい意意気気投投合合、、連連携携ししててベベンンチチャャーー企企業業等等へへのの共共同同支支援援にに乗乗りり出出すす

田中社長は、 年に参加した若手経営者向けサロンで、同じ大田区に所在する株式会社極東精機製作所（以

下、「極東精機製作所」）の鈴木亮介社長と出会った。極東精機製作所は金属の精密切削加工技術を強みにした

生産を主力とし、鈴木社長も田中社長と同じく、技術力をいかした提案型ものづくりを志向していたことから二

人は意気投合。二人を核としてベンチャー企業の事業化を技術面で支援する町工場のコミュニティ「ベンチャー

フレンドリープロジェクト」を発足させた。以降、両社長のもとに新事業を検討しているベンチャー企業からの相

談が定期的に舞い込むようになり、設計に強みを持つ安久工機と精密加工に強みを持つ極東精機製作所が連携す

ることで、上流から下流までを一貫して担える体制を構築。安久工機が試作品開発で培った「機構設計や原理設計

を考える力」と、極東精機製作所の「金属の旋盤加工等の精密な切削加工技術」が融合することで様々な新製品の

開発にも成功した。さらに、共同開発の体制を強固にするため、 年には「高い専門性を持つ開発能力と、そ

れを実現する加工製造能力を併せ持ち、プロダクト開発の上流から下流の工程を一貫してカバーできる企業にな

る」という共通ビジョンの下、事業提携を開始。また、 年には「お互いがお互いの右腕になる」ことを目指

し、田中社長と鈴木社長は、相互に役員に就任。両社の結び付きを更に強めている。

相相互互にに強強みみをを発発揮揮しし、、共共同同開開発発にに発発展展ささせせるる

設計のプロである安久工機と高い金属加工技術を持つ極東精機製作所が連携することで、開発・設計・試作・製

造準備・量産化まで一貫した提案型のものづくりの基盤が作られた。現在では、顧客からの評判も高まり、ものづ

くりのプロジェクト受注件数も増加。安久工機の 年１月現在の受託単価は連携前の約３倍へと上昇。また、

極東精機製作所も連携前と比較して売上高は約４倍になり、「連携によって開発から量産化まで相談を受けられる

体制が整った。結果、従来は声が掛からなかった開発案件や難易度の高い案件の相談が増え、新規受注の増加や利

益率の改善につながった」と鈴木社長は連携による効果を語る。今後の展望について、「両社のノウハウと経験を

さらに融合し、再現性の高い仕組みとして高次元の価値を提供し続けるため、今後も連携を深め、互いの事業を拡

大していく」と田中社長は語る。

  

田中宙社長（左）と

鈴木亮介社長（右） 
共同開発によって生まれた製品

ベンチャーフレンドリー

プロジェクトの様子

 

事事例例 ：：有有限限会会社社ややままききんん

「「資資本本型型のの連連携携にによよりり、、業業務務のの効効率率化化とと事事業業のの維維持持・・拡拡大大をを実実現現ししたた企企業業」」

・所在地：栃木県日光市 ・従業員数（Ｍ＆Ａ前）： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：宿泊業

売売上上げげがが落落ちち込込むむ中中、、付付加加価価値値のの向向上上にに手手がが回回ららずず

栃木県日光市の有限会社やまきん（以下、「やまきん」）は、 年創業の温泉旅館「おやど 湯の季」を営む企

業である。天然温泉 ％かけ流しの希少な源泉を持ち、親族の従業員を中心に堅実な経営を続けてきた。しかし、

新型コロナウイルス感染症（以下、「感染症」）の感染拡大の影響で主要な顧客層だった老人会等の団体客がほぼ姿

を消し、感染症感染拡大渦中の売上げはそれ以前と比較して、２～３割に落ち込んだ。状況を打開するためには、

バックオフィス業務への 対応やオンライン旅行取引業者 以下、「 」 を活用したマーケティング、施設の

修繕、従業員の研修を行い、効率性や客単価を高めることで付加価値を向上させることが必要であると前オーナ

ーは認識していたものの、従業員の高齢化や採用難、前オーナー自身が高齢で新たな取組に体力的に限界を感じ

ていたことなどが障壁となり、取組を進められずにいた。

経経営営統統合合にによよりりババッッククオオフフィィスス業業務務をを共共通通化化、、事事務務作作業業のの負負担担がが軽軽減減しし新新たたなな顧顧客客層層をを開開拓拓

打開策を模索する中で、やまきんはＭ＆Ａ仲介会社を通じて、温泉旅館に特化した運営受託・コンサルティング

会社である株式会社女将塾（以下、「女将塾」）と出会った。女将塾は「日本の温泉旅館を元気にする」をミッショ

ンに掲げ、全国 施設・従業員約 名を擁する。前オーナーとその子息である伴英幸氏はその理念に共感し、

女将塾グループへの参画を決断。やまきんが借入金も少なく健全経営を続けてきた優良企業だったことからスム

ーズに検討が進み、女将塾がやまきんの株式を ％譲り受ける形でＭ＆Ａによる経営統合が成立した。 年

６月にグループでの運営が始まると、女将塾は宿泊管理や経理、勤怠管理などのシステムを導入し、バックオフィ

ス業務を本社で一括管理する体制を整えた。運営開始から約１年後には客室、ロビー、レストラン、浴室の大規模

リニューアル工事を完了し、源泉かけ流しの温泉を最大の売りとした温泉旅館としてのコンセプトを明確化。

を活用したマーケティングを女将塾が担うことで、新たな顧客層の開拓を進めた。

売売上上高高、、客客単単価価共共にに向向上上、、新新たたなな顧顧客客層層のの獲獲得得ににもも成成功功

結果、売上高は旧体制時の約 倍へと大幅に増加し、感染症感染拡大以前を上回っている。新たなマーケテ

ィング手法により、子育てや仕事が一段落した 代から 代の顧客層の獲得にも成功し、客単価も一人当たり

約 円上昇した。また、バックオフィス業務の共通化により、やまきんの業務負担は軽減し、現場担当の従業

員は接客に専念できるようになっている。現在の従業員のうち約４割が経営統合以前から働いており、伴氏も支

配人として現場業務に携わる。「かつてはトップダウン型の経営だったが、現在は従業員が意見を出し合いながら

サービス向上を目指す体制に変わり、さらに、グループ 施設の支配人との情報交換や研修派遣を通じて接客や

オペレーションのノウハウを学べる環境も整った」と伴支配人は語る。 年春にはグループのセントラルキッ

チンが稼働予定であり、調理業務の一部が集約されることで、やまきんの料理人は地元食材をいかした料理づく

りに専念できる見込みだ。「今後も従業員の賃上げや待遇改善を実現するために、セントラルキッチン、マーケテ

ィングや人材採用・教育を強化し、 なども推進して労働生産性を高め、旅館業界で働きたい人材を増やしてい

きたい」と女将塾の三宅大功社長は語る。

三宅大功社長（左）と

伴英幸支配人（右）
Ｍ＆Ａをきっかけに改装した浴場

「おやど 湯の季」名物、栃木の幸を

ふんだんに盛り込んだ料理
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事事例例 ：：有有限限会会社社安安久久工工機機

「「そそれれぞぞれれのの役役割割をを互互いいにに補補完完しし合合いい、、事事業業のの維維持持・・発発展展をを実実現現ししてていいるる企企業業」」 
・所在地：東京都大田区 ・従業員数：６名 ・資本金： 万円 ・事業内容：業務用機械器具製造業 

家家業業のの可可能能性性をを感感じじてて入入社社もも採採算算がが合合わわずず、、提提案案型型ののももののづづくくりりへへのの転転換換をを模模索索

東京都大田区の有限会社安久工機（以下、「安久工機」）は、医療機器や精密機器の受託開発・設計・製造を主力

とする、ものづくり企業である。これまで多くの大学や新製品開発に取り組む企業の力となってきた。同社３代目

の田中宙社長は大学時代、先代の父から同社の事業の話を聞き、成長可能性を感じると同時に「価値の高い仕事を

しているがもうからない」構造に問題意識を持った。大学卒業後、 企業を経て 年に同社に入社すると、同

社に持ち込まれる相談内容が非常に多様であることを実感。同社の価値が正しく評価されるには、複雑化・高度化

するアイデアを形にすることが必要だと認識し、受託開発から提案型のものづくりへ転換する道を探り始めた。

若若手手経経営営者者向向けけササロロンンでで出出会会いい意意気気投投合合、、連連携携ししててベベンンチチャャーー企企業業等等へへのの共共同同支支援援にに乗乗りり出出すす

田中社長は、 年に参加した若手経営者向けサロンで、同じ大田区に所在する株式会社極東精機製作所（以

下、「極東精機製作所」）の鈴木亮介社長と出会った。極東精機製作所は金属の精密切削加工技術を強みにした

生産を主力とし、鈴木社長も田中社長と同じく、技術力をいかした提案型ものづくりを志向していたことから二

人は意気投合。二人を核としてベンチャー企業の事業化を技術面で支援する町工場のコミュニティ「ベンチャー

フレンドリープロジェクト」を発足させた。以降、両社長のもとに新事業を検討しているベンチャー企業からの相

談が定期的に舞い込むようになり、設計に強みを持つ安久工機と精密加工に強みを持つ極東精機製作所が連携す

ることで、上流から下流までを一貫して担える体制を構築。安久工機が試作品開発で培った「機構設計や原理設計

を考える力」と、極東精機製作所の「金属の旋盤加工等の精密な切削加工技術」が融合することで様々な新製品の

開発にも成功した。さらに、共同開発の体制を強固にするため、 年には「高い専門性を持つ開発能力と、そ

れを実現する加工製造能力を併せ持ち、プロダクト開発の上流から下流の工程を一貫してカバーできる企業にな

る」という共通ビジョンの下、事業提携を開始。また、 年には「お互いがお互いの右腕になる」ことを目指

し、田中社長と鈴木社長は、相互に役員に就任。両社の結び付きを更に強めている。

相相互互にに強強みみをを発発揮揮しし、、共共同同開開発発にに発発展展ささせせるる

設計のプロである安久工機と高い金属加工技術を持つ極東精機製作所が連携することで、開発・設計・試作・製

造準備・量産化まで一貫した提案型のものづくりの基盤が作られた。現在では、顧客からの評判も高まり、ものづ

くりのプロジェクト受注件数も増加。安久工機の 年１月現在の受託単価は連携前の約３倍へと上昇。また、

極東精機製作所も連携前と比較して売上高は約４倍になり、「連携によって開発から量産化まで相談を受けられる

体制が整った。結果、従来は声が掛からなかった開発案件や難易度の高い案件の相談が増え、新規受注の増加や利

益率の改善につながった」と鈴木社長は連携による効果を語る。今後の展望について、「両社のノウハウと経験を

さらに融合し、再現性の高い仕組みとして高次元の価値を提供し続けるため、今後も連携を深め、互いの事業を拡

大していく」と田中社長は語る。

  

田中宙社長（左）と

鈴木亮介社長（右） 
共同開発によって生まれた製品

ベンチャーフレンドリー

プロジェクトの様子

 

事事例例 ：：有有限限会会社社ややままききんん

「「資資本本型型のの連連携携にによよりり、、業業務務のの効効率率化化とと事事業業のの維維持持・・拡拡大大をを実実現現ししたた企企業業」」

・所在地：栃木県日光市 ・従業員数（Ｍ＆Ａ前）： 名 ・資本金： 万円 ・事業内容：宿泊業

売売上上げげがが落落ちち込込むむ中中、、付付加加価価値値のの向向上上にに手手がが回回ららずず

栃木県日光市の有限会社やまきん（以下、「やまきん」）は、 年創業の温泉旅館「おやど 湯の季」を営む企

業である。天然温泉 ％かけ流しの希少な源泉を持ち、親族の従業員を中心に堅実な経営を続けてきた。しかし、

新型コロナウイルス感染症（以下、「感染症」）の感染拡大の影響で主要な顧客層だった老人会等の団体客がほぼ姿

を消し、感染症感染拡大渦中の売上げはそれ以前と比較して、２～３割に落ち込んだ。状況を打開するためには、

バックオフィス業務への 対応やオンライン旅行取引業者 以下、「 」 を活用したマーケティング、施設の

修繕、従業員の研修を行い、効率性や客単価を高めることで付加価値を向上させることが必要であると前オーナ

ーは認識していたものの、従業員の高齢化や採用難、前オーナー自身が高齢で新たな取組に体力的に限界を感じ

ていたことなどが障壁となり、取組を進められずにいた。

経経営営統統合合にによよりりババッッククオオフフィィスス業業務務をを共共通通化化、、事事務務作作業業のの負負担担がが軽軽減減しし新新たたなな顧顧客客層層をを開開拓拓

打開策を模索する中で、やまきんはＭ＆Ａ仲介会社を通じて、温泉旅館に特化した運営受託・コンサルティング

会社である株式会社女将塾（以下、「女将塾」）と出会った。女将塾は「日本の温泉旅館を元気にする」をミッショ

ンに掲げ、全国 施設・従業員約 名を擁する。前オーナーとその子息である伴英幸氏はその理念に共感し、

女将塾グループへの参画を決断。やまきんが借入金も少なく健全経営を続けてきた優良企業だったことからスム

ーズに検討が進み、女将塾がやまきんの株式を ％譲り受ける形でＭ＆Ａによる経営統合が成立した。 年

６月にグループでの運営が始まると、女将塾は宿泊管理や経理、勤怠管理などのシステムを導入し、バックオフィ

ス業務を本社で一括管理する体制を整えた。運営開始から約１年後には客室、ロビー、レストラン、浴室の大規模

リニューアル工事を完了し、源泉かけ流しの温泉を最大の売りとした温泉旅館としてのコンセプトを明確化。

を活用したマーケティングを女将塾が担うことで、新たな顧客層の開拓を進めた。

売売上上高高、、客客単単価価共共にに向向上上、、新新たたなな顧顧客客層層のの獲獲得得ににもも成成功功

結果、売上高は旧体制時の約 倍へと大幅に増加し、感染症感染拡大以前を上回っている。新たなマーケテ

ィング手法により、子育てや仕事が一段落した 代から 代の顧客層の獲得にも成功し、客単価も一人当たり

約 円上昇した。また、バックオフィス業務の共通化により、やまきんの業務負担は軽減し、現場担当の従業

員は接客に専念できるようになっている。現在の従業員のうち約４割が経営統合以前から働いており、伴氏も支

配人として現場業務に携わる。「かつてはトップダウン型の経営だったが、現在は従業員が意見を出し合いながら

サービス向上を目指す体制に変わり、さらに、グループ 施設の支配人との情報交換や研修派遣を通じて接客や

オペレーションのノウハウを学べる環境も整った」と伴支配人は語る。 年春にはグループのセントラルキッ

チンが稼働予定であり、調理業務の一部が集約されることで、やまきんの料理人は地元食材をいかした料理づく

りに専念できる見込みだ。「今後も従業員の賃上げや待遇改善を実現するために、セントラルキッチン、マーケテ

ィングや人材採用・教育を強化し、 なども推進して労働生産性を高め、旅館業界で働きたい人材を増やしてい

きたい」と女将塾の三宅大功社長は語る。

三宅大功社長（左）と

伴英幸支配人（右）
Ｍ＆Ａをきっかけに改装した浴場
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第第２２章章 支支援援機機関関のの現現状状とと支支援援力力強強化化

前章では、小規模事業者の「経営力」の土台となる経営リテラシーに着目して分析

を行い、各分野の経営リテラシーを高める取組を実践している事業者ほど、業績の向

上や資金繰りの安定化、人材の獲得に成功している傾向にあることが確認できた。一

方で、経営資源に限りがある小規模事業者にとって、これまで見てきたような経営リ

テラシーを高め、経営の自走化に至るためには、単独での取組に加え、支援機関 に

よる事業者のニーズに合致した支援が重要であると考えられる。

そこで、本章では、小規模事業者を対象としたアンケート「令和７年度小規模事業

者の経営課題と事業活動に関する調査 」、中小企業支援機関及び地方公共団体を対象

としたアンケート「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査 」を用

いて、支援機関による経営リテラシーに対する支援や小規模事業者による支援機関の

活用状況、支援機関及び地方公共団体の現状と課題を確認し、支援機関及び地方公共

団体の支援力強化の取組について分析を行う。

 

 
ここでの「支援機関」とは、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、都道府県等中小企業支援

センター、中小企業団体中央会、税・法務関係士業、中小企業診断士、金融機関等を指す。 
（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」：（同）

デロイト トーマツが 年 月から 月にかけて、以下の事業者を対象に実施した アン

ケート調査。

・全国 者の小規模事業者【有効回答数 者、回収率 ％】

・商工会及び商工会議所の会員である小規模事業者【有効回答数 者】

※調査を進める中で判明した中規模企業 者を除いた小規模事業者 者について分析を

行った。

なお、中小企業とは、中小企業基本法第２条第１項の規定に基づく「中小企業者」をいう。また、

小規模事業者とは、同法同条第５項の規定に基づく「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企

業とは「小規模企業者」以外の「中小企業者」をいう。

（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」：（株）帝

国データバンクが 年 月から 月にかけて、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、中小

企業団体中央会、認定経営革新等支援機関、地方公共団体を対象に実施した アンケート調査。

【有効回答数 件、回収率 ％】
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第第１１節節  支支援援機機関関のの現現状状・・課課題題 
本節では、支援機関による小規模事業者の経営リテラシーに対する支援の状況や、

支援機関の活用状況を確認した後、支援機関及び地方公共団体の支援体制について現

状と課題を確認していく。 

 

１．経営リテラシーに対する支援と支援機関の活用状況 

まず、支援機関による、小規模事業者の経営リテラシーに対する支援の状況を確認

する。 

第 2-2-1図は、小規模事業者が経営リテラシーを高めるために、支援機関の支援が

必要だと考えている分野を確認したものである。これを見ると、「経営計画の策定と

運用」と回答した割合が最も高く、次いで「資金繰り管理」、「マーケティング」と続

いている。また、約３割の事業者は「特にない」と回答している。 

 

＜第 2-2-1図＞ 
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品質管理

特にない

（n=9,622）

小規模事業者における、支援機関の支援が必要だと考えている分野

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
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第第２２章章 支支援援機機関関のの現現状状とと支支援援力力強強化化

前章では、小規模事業者の「経営力」の土台となる経営リテラシーに着目して分析

を行い、各分野の経営リテラシーを高める取組を実践している事業者ほど、業績の向

上や資金繰りの安定化、人材の獲得に成功している傾向にあることが確認できた。一

方で、経営資源に限りがある小規模事業者にとって、これまで見てきたような経営リ

テラシーを高め、経営の自走化に至るためには、単独での取組に加え、支援機関 に

よる事業者のニーズに合致した支援が重要であると考えられる。

そこで、本章では、小規模事業者を対象としたアンケート「令和７年度小規模事業

者の経営課題と事業活動に関する調査 」、中小企業支援機関及び地方公共団体を対象

としたアンケート「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査 」を用

いて、支援機関による経営リテラシーに対する支援や小規模事業者による支援機関の

活用状況、支援機関及び地方公共団体の現状と課題を確認し、支援機関及び地方公共

団体の支援力強化の取組について分析を行う。

 

 
ここでの「支援機関」とは、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、都道府県等中小企業支援

センター、中小企業団体中央会、税・法務関係士業、中小企業診断士、金融機関等を指す。 
（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」：（同）

デロイト トーマツが 年 月から 月にかけて、以下の事業者を対象に実施した アン

ケート調査。

・全国 者の小規模事業者【有効回答数 者、回収率 ％】

・商工会及び商工会議所の会員である小規模事業者【有効回答数 者】

※調査を進める中で判明した中規模企業 者を除いた小規模事業者 者について分析を

行った。

なお、中小企業とは、中小企業基本法第２条第１項の規定に基づく「中小企業者」をいう。また、

小規模事業者とは、同法同条第５項の規定に基づく「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企

業とは「小規模企業者」以外の「中小企業者」をいう。

（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」：（株）帝

国データバンクが 年 月から 月にかけて、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、中小

企業団体中央会、認定経営革新等支援機関、地方公共団体を対象に実施した アンケート調査。

【有効回答数 件、回収率 ％】

2 

 

第第１１節節  支支援援機機関関のの現現状状・・課課題題 
本節では、支援機関による小規模事業者の経営リテラシーに対する支援の状況や、

支援機関の活用状況を確認した後、支援機関及び地方公共団体の支援体制について現

状と課題を確認していく。 

 

１．経営リテラシーに対する支援と支援機関の活用状況 

まず、支援機関による、小規模事業者の経営リテラシーに対する支援の状況を確認

する。 

第 2-2-1図は、小規模事業者が経営リテラシーを高めるために、支援機関の支援が

必要だと考えている分野を確認したものである。これを見ると、「経営計画の策定と

運用」と回答した割合が最も高く、次いで「資金繰り管理」、「マーケティング」と続

いている。また、約３割の事業者は「特にない」と回答している。 

 

＜第 2-2-1図＞ 
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資金繰り管理

マーケティング

労務管理

原価管理

組織活性化

品質管理

特にない

（n=9,622）

小規模事業者における、支援機関の支援が必要だと考えている分野

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
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次に、支援機関が、事業者の経営リテラシー向上に向けて支援に取り組んでいる分

野を確認する。第 2-2-2 図を見ると、「経営計画の策定と運用」と回答した割合が最

も高く、次いで「資金繰り管理」、「マーケティング」と続いている。これは、前図で

示した小規模事業者が支援機関の支援が必要だと考えている分野についての回答と

ほとんど同じ傾向であり、このことから、経営リテラシーを向上させるための支援分

野について、事業者側のニーズと支援機関側の取組はおおむね一致していると考えら

れる。ただし、「原価管理」については、事業者の支援ニーズと支援機関の取組状況に

差があることが分かる。 

 

＜第 2-2-2図＞  
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76.6%

51.4%

44.2%

50.4%

33.8%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経営計画の策定と運用

資金繰り管理

マーケティング

労務管理

原価管理

組織活性化

品質管理

（各n=4,701）

支援機関が支援に取り組んでいる分野

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援先の事業者が独力で取り組むことができるようになるために、各分野の支援にどの程度取り組
んでいるか聞いたもの。
2. 各分野の支援状況について、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した支援機
関の割合の合計を表示している。
3. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-3図は、小規模事業者における、支援機関の活用状況について確認したもの

である。これを見ると、全体では、７割超の小規模事業者が支援機関を「活用してい

る」と回答していることが分かる。また、成長志向別に見ると、今後の事業運営につ

いて、成長していくことを「目指している」と回答した事業者は、「現状維持でよい」

と回答した事業者より、「活用している」と回答した割合が高い。 

 

＜第 2-2-3図＞ 

 

  

74.0% 26.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=9,915）

（１）全体

小規模事業者における、支援機関の活用状況

65.5%

78.4%

34.5%

21.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状維持でよい（n=3,348）

目指している（n=6,567）

（２）成長志向別

活用している 活用していない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）1. ここでの「成長志向」とは、利益や企業規模、商圏の拡大、自社の技術力向上等を目的として事業
を行っていること、すなわち、自身の生活維持を超える目的を持って事業を行っていることを指す。
2. 支援機関の活用状況について、「活用している」は、「大いに活用している」、「ある程度活用してい
る」と回答した事業者の合計。「活用していない」は、「あまり活用していない」、「ほとんど活用してい
ない」と回答した事業者の合計。
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次に、支援機関が、事業者の経営リテラシー向上に向けて支援に取り組んでいる分

野を確認する。第 2-2-2 図を見ると、「経営計画の策定と運用」と回答した割合が最

も高く、次いで「資金繰り管理」、「マーケティング」と続いている。これは、前図で

示した小規模事業者が支援機関の支援が必要だと考えている分野についての回答と

ほとんど同じ傾向であり、このことから、経営リテラシーを向上させるための支援分

野について、事業者側のニーズと支援機関側の取組はおおむね一致していると考えら

れる。ただし、「原価管理」については、事業者の支援ニーズと支援機関の取組状況に

差があることが分かる。 

 

＜第 2-2-2図＞  
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援先の事業者が独力で取り組むことができるようになるために、各分野の支援にどの程度取り組
んでいるか聞いたもの。
2. 各分野の支援状況について、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り組んでいる」と回答した支援機
関の割合の合計を表示している。
3. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-3図は、小規模事業者における、支援機関の活用状況について確認したもの

である。これを見ると、全体では、７割超の小規模事業者が支援機関を「活用してい

る」と回答していることが分かる。また、成長志向別に見ると、今後の事業運営につ

いて、成長していくことを「目指している」と回答した事業者は、「現状維持でよい」

と回答した事業者より、「活用している」と回答した割合が高い。 

 

＜第 2-2-3図＞ 
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小規模事業者における、支援機関の活用状況
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（２）成長志向別

活用している 活用していない

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）1. ここでの「成長志向」とは、利益や企業規模、商圏の拡大、自社の技術力向上等を目的として事業
を行っていること、すなわち、自身の生活維持を超える目的を持って事業を行っていることを指す。
2. 支援機関の活用状況について、「活用している」は、「大いに活用している」、「ある程度活用してい
る」と回答した事業者の合計。「活用していない」は、「あまり活用していない」、「ほとんど活用してい
ない」と回答した事業者の合計。
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第 2-2-4図は、支援機関の活用状況別に、小規模事業者の売上高及び営業利益率の

傾向を確認したものである。これを見ると、支援機関を「活用している」事業者は、

「活用していない」事業者より、売上高及び営業利益率のそれぞれにおいて、「増加」、

「上昇」と回答した割合が高いことが分かる。このことから、支援機関の活用が小規

模事業者の業績向上につながっている可能性がある。 

 

＜第 2-2-4図＞ 
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48.5%
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19.2%
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32.3%
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小規模事業者における、業績の傾向（支援機関の活用状況別）

30.0%
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23.2%

42.0%

38.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

活用していない（n=2,534）

活用している（n=7,070）

（２）営業利益率

上昇 不変 低下

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）1. 売上高、営業利益率について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増加（上
昇）」は、「大幅に増加（上昇）」、「やや増加（上昇）」と回答した事業者の合計。「減少（低下）」は、
「大幅に減少（低下）」、「やや減少（低下）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始していな
い」と回答した事業者を除く。
2. 支援機関の活用状況について、「活用している」は、「大いに活用している」、「ある程度活用している」
と回答した事業者の合計。「活用していない」は、「あまり活用していない」、「ほとんど活用していない」
と回答した事業者の合計。
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第 2-2-5図は、小規模事業者における、支援機関を活用していない理由を確認した

ものである。これを見ると、「支援してもらうことがない」と回答した割合が最も高

く、次いで「どのような支援機関があるのか分からない」、「支援機関の利用方法が分

からない」と続いている。支援機関が、自機関の存在や利用方法について周知活動を

強化することで、小規模事業者による支援機関の活用を促進できる可能性がある。 

 

＜第 2-2-5図＞ 
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支援機関の得意分野や強みが分からない

自社の経営課題に対応できる支援機関がない

過去活用した際、

適切なアドバイスを受けることができなかった

支援に関する料金が高い、若しくは不明瞭

その他

支援してもらうことがない

（n=2,511）

小規模事業者における、支援機関を活用していない理由

資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）1. 支援機関の活用状況について、「あまり活用していない」、「ほとんど活用していない」と回答し
た事業者に聞いたもの。
2. 複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
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第 2-2-4図は、支援機関の活用状況別に、小規模事業者の売上高及び営業利益率の

傾向を確認したものである。これを見ると、支援機関を「活用している」事業者は、

「活用していない」事業者より、売上高及び営業利益率のそれぞれにおいて、「増加」、

「上昇」と回答した割合が高いことが分かる。このことから、支援機関の活用が小規

模事業者の業績向上につながっている可能性がある。 

 

＜第 2-2-4図＞ 
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（注）1. 売上高、営業利益率について、決算期を基準に、３期前と比較した傾向を聞いたもの。「増加（上
昇）」は、「大幅に増加（上昇）」、「やや増加（上昇）」と回答した事業者の合計。「減少（低下）」は、
「大幅に減少（低下）」、「やや減少（低下）」と回答した事業者の合計。「３期前は事業を開始していな
い」と回答した事業者を除く。
2. 支援機関の活用状況について、「活用している」は、「大いに活用している」、「ある程度活用している」
と回答した事業者の合計。「活用していない」は、「あまり活用していない」、「ほとんど活用していない」
と回答した事業者の合計。

6 

 

第 2-2-5図は、小規模事業者における、支援機関を活用していない理由を確認した

ものである。これを見ると、「支援してもらうことがない」と回答した割合が最も高

く、次いで「どのような支援機関があるのか分からない」、「支援機関の利用方法が分

からない」と続いている。支援機関が、自機関の存在や利用方法について周知活動を

強化することで、小規模事業者による支援機関の活用を促進できる可能性がある。 

 

＜第 2-2-5図＞ 
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資料：（同）デロイト トーマツ「令和７年度小規模事業者の経営課題と事業活動に関する調査」
（注）1. 支援機関の活用状況について、「あまり活用していない」、「ほとんど活用していない」と回答し
た事業者に聞いたもの。
2. 複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
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２．支援機関等を取り巻く現状と課題 

本項では、支援機関等の現状と課題について、属性ごとの傾向も踏まえながら確認

していく35。第 2-2-6 図は、支援機関及び地方公共団体における、事業者から相談さ

れる頻度が最も高い経営課題を確認したものである。これを見ると、「全体」では、

「経営計画策定」、「資金繰り」と回答した割合が高い。支援機関及び地方公共団体別

に見ると、例えば、「よろず支援拠点」は「販路開拓・マーケティング」を、「税・法

務関係士業」や「金融機関」は「資金繰り」を、「地方公共団体」は「起業・創業」を

相談されると回答した割合が高い。支援機関及び地方公共団体ごとに、事業者から相

談される経営課題には違いがあることが分かる。 

 

＜第 2-2-6図＞ 

   

 
35 なお、支援機関・地方公共団体ごとに求められる役割や事業者による相談内容とその対応方法

が異なるため、回答割合を一概には比較できないことに留意が必要。 
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事業者から相談される頻度が最も高い経営課題

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 事業者から相談される頻度が高い経営課題について、「その他」は、「価格転嫁」、「技術・研究開発」、
「事業再生」、「M&A」、「海外展開」、「デジタル化・DX」、「脱炭素化・GX」、「その他」と回答し
た支援機関の合計。
3. 事業者から相談される頻度が高い経営課題について、上位１位～３位までの回答のうち、１位の回答を集
計したもの。
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第 2-2-7図は、５年前と比較した、事業者から相談される経営課題の件数の変化を

確認したものである。これを見ると、「全体」では、「増加」と回答した割合が５割超

となっている。支援機関及び地方公共団体別に見ると、「よろず支援拠点」、「商工会」、

「金融機関」については、「増加」と回答した割合が６割超と比較的高いことが分か

る。 

 

＜第 2-2-7図＞ 
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（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 現在（2025年）と５年前を比較した相談される経営課題の件数の変化について、「増加」は、「大幅に
増加」、「やや増加」と回答した支援機関の合計。「減少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回答した
支援機関の合計。「５年前に事業を開始していない」と回答した支援機関を除く。
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２．支援機関等を取り巻く現状と課題 

本項では、支援機関等の現状と課題について、属性ごとの傾向も踏まえながら確認

していく35。第 2-2-6 図は、支援機関及び地方公共団体における、事業者から相談さ

れる頻度が最も高い経営課題を確認したものである。これを見ると、「全体」では、

「経営計画策定」、「資金繰り」と回答した割合が高い。支援機関及び地方公共団体別

に見ると、例えば、「よろず支援拠点」は「販路開拓・マーケティング」を、「税・法

務関係士業」や「金融機関」は「資金繰り」を、「地方公共団体」は「起業・創業」を

相談されると回答した割合が高い。支援機関及び地方公共団体ごとに、事業者から相

談される経営課題には違いがあることが分かる。 

 

＜第 2-2-6図＞ 

   

 
35 なお、支援機関・地方公共団体ごとに求められる役割や事業者による相談内容とその対応方法

が異なるため、回答割合を一概には比較できないことに留意が必要。 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 事業者から相談される頻度が高い経営課題について、「その他」は、「価格転嫁」、「技術・研究開発」、
「事業再生」、「M&A」、「海外展開」、「デジタル化・DX」、「脱炭素化・GX」、「その他」と回答し
た支援機関の合計。
3. 事業者から相談される頻度が高い経営課題について、上位１位～３位までの回答のうち、１位の回答を集
計したもの。
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第 2-2-7図は、５年前と比較した、事業者から相談される経営課題の件数の変化を

確認したものである。これを見ると、「全体」では、「増加」と回答した割合が５割超

となっている。支援機関及び地方公共団体別に見ると、「よろず支援拠点」、「商工会」、

「金融機関」については、「増加」と回答した割合が６割超と比較的高いことが分か

る。 

 

＜第 2-2-7図＞ 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 現在（2025年）と５年前を比較した相談される経営課題の件数の変化について、「増加」は、「大幅に
増加」、「やや増加」と回答した支援機関の合計。「減少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回答した
支援機関の合計。「５年前に事業を開始していない」と回答した支援機関を除く。
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第 2-2-8図は、５年前と比較した、事業者から相談される経営課題の複雑化の状況

を確認したものである。これを見ると、「全体」では、「複雑化している」と回答した

割合が７割超となっている。支援機関及び地方公共団体別に見ると、「商工会議所」、

「商工会」、「よろず支援拠点」については、「複雑化している」と回答した割合が９割

超となっており、非常に高いことが分かる。 

 

＜第 2-2-8図＞ 

 

  

73.4%

93.7%

96.7%

93.6%

59.7%

73.2%

82.6%

43.4%

74.1%

20.0%

5.0%

2.4%

2.1%

30.0%

18.2%

13.4%

49.4%

17.2%

6.6%

1.4%

0.8%

4.3%

10.3%

8.6%

4.0%

7.2%

8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=4,676）

商工会（n=1,309）

商工会議所（n=123）

よろず支援拠点（n=47）

税 法務関係士業（n=1,611）

中小企業診断士（n=765）

金融機関（n=201）

地方公共団体（n=346）

その他（n=274）

複雑化している 不変 複雑化していない

相談される経営課題の複雑化の状況（５年前との比較）

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 現在（2025年）と５年前を比較した相談される経営課題の複雑化の状況について、「複雑化している」
は、「とても複雑化している」、「ある程度複雑化している」と回答した支援機関の合計。「複雑化してい
ない」は、「あまり複雑化していない」、「ほとんど複雑化していない」と回答した支援機関の合計。「５
年前に事業を開始していない」と回答した支援機関を除く。
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前述のとおり、全体として、支援機関及び地方公共団体に寄せられる相談件数が増

加傾向にあり、その内容も複雑化していることが分かった。次に、支援機関及び地方

公共団体において、実際に対応に当たっている相談員36の状況を確認する。第 2-2-9

図は、５年前と比較した相談員の増減を確認したものである。これを見ると、「全体」

では、「不変」と回答した割合が高いことが分かる。支援機関及び地方公共団体別で

は、「よろず支援拠点」については「増加」と回答した割合が高く、「金融機関」、「商

工会議所」、「商工会」については「減少」と回答した割合が約３割から約４割を占め

ていることが分かる。 

 

＜第 2-2-9図＞ 

 

  

 
36 ここでの「相談員」とは、中小企業・小規模事業者の経営相談に対応可能な社員・職員・支援

専門家等を指す。 

16.5%

10.8%

13.0%

83.0%

17.8%

16.7%

19.4%

10.4%

30.2%

67.7%

61.0%

51.2%

14.9%

74.1%

78.1%

36.3%

82.4%

54.0%

15.8%

28.2%

35.8%

2.1%

8.1%

5.2%

44.3%

7.2%

15.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=4,685）

商工会（n=1,309）

商工会議所（n=123）

よろず支援拠点（n=47）

税 法務関係士業（n=1,609）

中小企業診断士（n=772）

金融機関（n=201）

地方公共団体（n=346）

その他（n=278）

増加 不変 減少

相談員の増減（５年前との比較）
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（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 現在（2025年）と５年前を比較した相談員の増減について、「増加」は、「大幅に増加」、「やや増
加」と回答した支援機関の合計。「減少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回答した支援機関の合計。
「５年前に事業を開始していない」と回答した支援機関を除く。
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第 2-2-8図は、５年前と比較した、事業者から相談される経営課題の複雑化の状況

を確認したものである。これを見ると、「全体」では、「複雑化している」と回答した

割合が７割超となっている。支援機関及び地方公共団体別に見ると、「商工会議所」、

「商工会」、「よろず支援拠点」については、「複雑化している」と回答した割合が９割

超となっており、非常に高いことが分かる。 

 

＜第 2-2-8図＞ 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 現在（2025年）と５年前を比較した相談される経営課題の複雑化の状況について、「複雑化している」
は、「とても複雑化している」、「ある程度複雑化している」と回答した支援機関の合計。「複雑化してい
ない」は、「あまり複雑化していない」、「ほとんど複雑化していない」と回答した支援機関の合計。「５
年前に事業を開始していない」と回答した支援機関を除く。
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前述のとおり、全体として、支援機関及び地方公共団体に寄せられる相談件数が増

加傾向にあり、その内容も複雑化していることが分かった。次に、支援機関及び地方

公共団体において、実際に対応に当たっている相談員36の状況を確認する。第 2-2-9

図は、５年前と比較した相談員の増減を確認したものである。これを見ると、「全体」

では、「不変」と回答した割合が高いことが分かる。支援機関及び地方公共団体別で

は、「よろず支援拠点」については「増加」と回答した割合が高く、「金融機関」、「商

工会議所」、「商工会」については「減少」と回答した割合が約３割から約４割を占め

ていることが分かる。 

 

＜第 2-2-9図＞ 

 

  

 
36 ここでの「相談員」とは、中小企業・小規模事業者の経営相談に対応可能な社員・職員・支援

専門家等を指す。 
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（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 現在（2025年）と５年前を比較した相談員の増減について、「増加」は、「大幅に増加」、「やや増
加」と回答した支援機関の合計。「減少」は、「大幅に減少」、「やや減少」と回答した支援機関の合計。
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第 2-2-10 図は、現在の相談員の過不足感について確認したものである。これを見

ると、「全体」では、「過剰」と回答した割合は極めて低く、４割超が「不足」と回答

していることが分かる。支援機関及び地方公共団体別に見ると、「金融機関」、「商工会

議所」、「よろず支援拠点」、「商工会」については「不足」と回答した割合が約７割か

ら約８割となっており、比較的高いことが分かる。 

 

＜第 2-2-10図＞ 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 現在（2025年）の相談員の過不足感について、「過剰」は、「過剰」、「やや過剰」と回答した支援機
関の合計。「不足」は、「不足」、「やや不足」と回答した支援機関の合計。
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第 2-2-11 図は、支援機関及び地方公共団体が、事業者の支援に当たって、自機関

において最も強みと感じる点を確認したものである。これを見ると、例えば、「商工

会」や「金融機関」は「接触頻度の高さ」、「よろず支援拠点」や「中小企業診断士」

は「オールラウンドな対応力」、「地方公共団体」は「多様な支援機関とのネットワー

ク」と回答した割合が、ほかと比較して高いことが分かる。 

 

＜第 2-2-11図＞ 
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中小企業診断士（n=950）

金融機関（n=201）

地方公共団体（n=394）

その他（n=324）

接触頻度の高さ 地域密着型の支援
税務 法務に関する専門知識 オールラウンドな対応力
伴走型の経営支援(ハンズオン支援) データを活用した経営環境分析支援
財務分析 支援ニーズの掘り起こし
多様な支援機関とのネットワーク その他

自機関の最も強みと感じる点

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 事業者の支援に当たって自機関が強みと感じる点について、上位１位～３位までの回答のうち、１位の回
答を集計したもの。
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第 2-2-10 図は、現在の相談員の過不足感について確認したものである。これを見

ると、「全体」では、「過剰」と回答した割合は極めて低く、４割超が「不足」と回答

していることが分かる。支援機関及び地方公共団体別に見ると、「金融機関」、「商工会

議所」、「よろず支援拠点」、「商工会」については「不足」と回答した割合が約７割か

ら約８割となっており、比較的高いことが分かる。 

 

＜第 2-2-10図＞ 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 現在（2025年）の相談員の過不足感について、「過剰」は、「過剰」、「やや過剰」と回答した支援機
関の合計。「不足」は、「不足」、「やや不足」と回答した支援機関の合計。
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第 2-2-11 図は、支援機関及び地方公共団体が、事業者の支援に当たって、自機関

において最も強みと感じる点を確認したものである。これを見ると、例えば、「商工

会」や「金融機関」は「接触頻度の高さ」、「よろず支援拠点」や「中小企業診断士」

は「オールラウンドな対応力」、「地方公共団体」は「多様な支援機関とのネットワー

ク」と回答した割合が、ほかと比較して高いことが分かる。 

 

＜第 2-2-11図＞ 
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税務 法務に関する専門知識 オールラウンドな対応力
伴走型の経営支援(ハンズオン支援) データを活用した経営環境分析支援
財務分析 支援ニーズの掘り起こし
多様な支援機関とのネットワーク その他

自機関の最も強みと感じる点

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 事業者の支援に当たって自機関が強みと感じる点について、上位１位～３位までの回答のうち、１位の回
答を集計したもの。
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第 2-2-12 図は、支援機関及び地方公共団体が、事業者の支援に当たって、自機関

において最も不足していると感じる点を確認したものである。これを見ると、多くの

支援機関及び地方公共団体において、「税務・法務に関する専門知識」、「データを活用

した経営環境分析支援」、「支援ニーズの掘り起こし」と回答した割合が高い傾向にあ

ることが分かる。 

 

＜第 2-2-12図＞ 
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その他（n=324）

接触頻度の高さ 地域密着型の支援
税務 法務に関する専門知識 オールラウンドな対応力
伴走型の経営支援(ハンズオン支援) データを活用した経営環境分析支援
財務分析 支援ニーズの掘り起こし
多様な支援機関とのネットワーク その他

自機関に最も不足していると感じる点

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 事業者の支援に当たって自機関に不足していると感じる点について、上位１位～３位までの回答のうち、
１位の回答を集計したもの。
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第 2-2-13 図は、支援機関及び地方公共団体が、事業者の経営課題に対する支援を

行う上で、課題と感じていることを確認したものである。これを見ると、「支援ノウハ

ウ・知見の蓄積」と回答した割合が最も高く、次いで「支援を担当する人材の確保」、

「支援による効果の測定」と続いている。 

 

＜第 2-2-13図＞ 

  

8.0%

2.3%

27.2%

30.7%

31.4%

35.4%

42.2%

49.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

特に課題は感じていない

その他

支援に必要な予算の確保

支援ニーズの把握

支援のきっかけづくり

支援による効果の測定

支援を担当する人材の確保

支援ノウハウ 知見の蓄積

（n=5,095）

支援を行う上での課題

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
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第 2-2-12 図は、支援機関及び地方公共団体が、事業者の支援に当たって、自機関

において最も不足していると感じる点を確認したものである。これを見ると、多くの

支援機関及び地方公共団体において、「税務・法務に関する専門知識」、「データを活用

した経営環境分析支援」、「支援ニーズの掘り起こし」と回答した割合が高い傾向にあ

ることが分かる。 
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財務分析 支援ニーズの掘り起こし
多様な支援機関とのネットワーク その他

自機関に最も不足していると感じる点

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 事業者の支援に当たって自機関に不足していると感じる点について、上位１位～３位までの回答のうち、
１位の回答を集計したもの。
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第 2-2-13 図は、支援機関及び地方公共団体が、事業者の経営課題に対する支援を

行う上で、課題と感じていることを確認したものである。これを見ると、「支援ノウハ

ウ・知見の蓄積」と回答した割合が最も高く、次いで「支援を担当する人材の確保」、
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
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３．まとめ 

本節では、第１章で取り上げた小規模事業者の経営リテラシーについて、支援機関

による支援の状況を確認したのち、支援機関等の現状と課題について確認した。 

各分野の経営リテラシー向上のための支援について、小規模事業者のニーズと支援

機関の取組内容はおおむね一致していることが分かった。また、小規模事業者が支援

機関を活用し業績向上につなげている可能性があることも示された。 

支援機関等の現状に目を向けてみると、事業者から寄せられる相談について、件数

は増加し、その内容も複雑化している一方で、相談員の不足感を抱えていることがう

かがえた。また、支援機関及び地方公共団体によって異なる強み、弱みを持っており、

支援ノウハウの蓄積や人材の確保に課題を抱えていることも分かった。それぞれの強

みを発揮しながら、限られたリソースを最大限にいかし、高まる支援ニーズに応えて

いくことが重要であると考えられる。 
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第第２２節節  支支援援機機関関のの支支援援力力強強化化 
前節では、小規模事業者の経営リテラシー向上に向けた支援機関の支援状況と、支

援機関等の現状・課題について確認した。相談件数が増加し、その内容も複雑化して

いる状況に対応するために、支援機関及び地方公共団体が支援力を強化する必要があ

ると考えられる。 

 

１．相談員の支援能力向上 

まず、支援機関の支援力を強化する手段として、相談員の支援能力向上への取組状

況について確認していく。 

第 2-2-14 図は、支援機関が、自機関に最も不足していると感じる知識を確認した

ものである。これを見ると、例えば、「商工会」、「商工会議所」は「法務に関する知

識」、「税・法務関係士業」は「マーケティングに関する知識」と回答した割合が高く、

それぞれの支援機関で傾向が異なっている様子が見て取れる。 

 

＜第 2-2-14図＞ 
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自機関に最も不足していると感じる知識

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 事業者の支援に当たって自機関に不足していると感じる知識について、上位１位～３位までの回答のうち、
１位の回答を集計したもの。
3. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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３．まとめ 

本節では、第１章で取り上げた小規模事業者の経営リテラシーについて、支援機関

による支援の状況を確認したのち、支援機関等の現状と課題について確認した。 

各分野の経営リテラシー向上のための支援について、小規模事業者のニーズと支援

機関の取組内容はおおむね一致していることが分かった。また、小規模事業者が支援

機関を活用し業績向上につなげている可能性があることも示された。 

支援機関等の現状に目を向けてみると、事業者から寄せられる相談について、件数

は増加し、その内容も複雑化している一方で、相談員の不足感を抱えていることがう

かがえた。また、支援機関及び地方公共団体によって異なる強み、弱みを持っており、

支援ノウハウの蓄積や人材の確保に課題を抱えていることも分かった。それぞれの強

みを発揮しながら、限られたリソースを最大限にいかし、高まる支援ニーズに応えて

いくことが重要であると考えられる。 
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第第２２節節  支支援援機機関関のの支支援援力力強強化化 
前節では、小規模事業者の経営リテラシー向上に向けた支援機関の支援状況と、支

援機関等の現状・課題について確認した。相談件数が増加し、その内容も複雑化して

いる状況に対応するために、支援機関及び地方公共団体が支援力を強化する必要があ

ると考えられる。 

 

１．相談員の支援能力向上 

まず、支援機関の支援力を強化する手段として、相談員の支援能力向上への取組状

況について確認していく。 

第 2-2-14 図は、支援機関が、自機関に最も不足していると感じる知識を確認した

ものである。これを見ると、例えば、「商工会」、「商工会議所」は「法務に関する知

識」、「税・法務関係士業」は「マーケティングに関する知識」と回答した割合が高く、

それぞれの支援機関で傾向が異なっている様子が見て取れる。 

 

＜第 2-2-14図＞ 
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自機関に最も不足していると感じる知識

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 事業者の支援に当たって自機関に不足していると感じる知識について、上位１位～３位までの回答のうち、
１位の回答を集計したもの。
3. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-15 図は、相談員の支援能力向上に向けた取組について、実際の能力向上へ

の寄与状況を確認したものである。これを見ると、「現場での実務を通じた指導育成

（OJT）」、「社外を含む研修の受講推進（Off-JT）」については、「寄与している」と回

答した割合が約６割と高い。一方、「相談員の支援能力の見える化（スキルマップの作

成等）」については、「取組を実施していない」と回答した割合が４割超と最も高い。

また、いずれの取組についても、実施した場合には、支援能力向上に寄与している傾

向であることが見て取れる。 

 

＜第 2-2-15図＞ 
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（スキルマップの作成等）

（各n=4,701）

寄与している 寄与していない 取組を実施していない

相談員の支援能力向上に向けた取組の寄与状況

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 各取組の実施が相談員の支援能力向上にどの程度寄与しているかについて聞いたもの。「寄与して
いる」は、「大いに寄与している」、「ある程度寄与している」と回答した支援機関の合計。「寄与してい
ない」は、「あまり寄与していない」、「ほとんど寄与していない」と回答した支援機関の合計。
2. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-16 図は、相談員の支援能力向上に充てる時間の確保状況について確認した

ものである。これを見ると、「確保できていない」と回答した割合が５割を超えている

ことが分かる。第１節で確認したように、支援機関は、相談件数が増加し、その内容

も複雑化する一方で、相談員の不足感を抱えている状況であることから、支援能力向

上に充てる時間を十分に確保できていない可能性がある。 

 

＜第 2-2-16図＞ 
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（n=4,659）
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援能力向上に充てる時間の確保状況について、「確保できている」は、「大いに確保できてい
る」、「ある程度確保できている」と回答した支援機関の合計。「確保できていない」は、「あまり確保で
きていない」、「ほとんど確保できていない」と回答した支援機関の合計。
2. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-15 図は、相談員の支援能力向上に向けた取組について、実際の能力向上へ

の寄与状況を確認したものである。これを見ると、「現場での実務を通じた指導育成

（OJT）」、「社外を含む研修の受講推進（Off-JT）」については、「寄与している」と回

答した割合が約６割と高い。一方、「相談員の支援能力の見える化（スキルマップの作

成等）」については、「取組を実施していない」と回答した割合が４割超と最も高い。

また、いずれの取組についても、実施した場合には、支援能力向上に寄与している傾

向であることが見て取れる。 

 

＜第 2-2-15図＞ 
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相談員の支援能力向上に向けた取組の寄与状況

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 各取組の実施が相談員の支援能力向上にどの程度寄与しているかについて聞いたもの。「寄与して
いる」は、「大いに寄与している」、「ある程度寄与している」と回答した支援機関の合計。「寄与してい
ない」は、「あまり寄与していない」、「ほとんど寄与していない」と回答した支援機関の合計。
2. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-16 図は、相談員の支援能力向上に充てる時間の確保状況について確認した

ものである。これを見ると、「確保できていない」と回答した割合が５割を超えている

ことが分かる。第１節で確認したように、支援機関は、相談件数が増加し、その内容

も複雑化する一方で、相談員の不足感を抱えている状況であることから、支援能力向

上に充てる時間を十分に確保できていない可能性がある。 

 

＜第 2-2-16図＞ 

 

  

45.5% 54.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=4,659）

確保できている 確保できていない

相談員の支援能力向上に充てる時間の確保状況

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援能力向上に充てる時間の確保状況について、「確保できている」は、「大いに確保できてい
る」、「ある程度確保できている」と回答した支援機関の合計。「確保できていない」は、「あまり確保で
きていない」、「ほとんど確保できていない」と回答した支援機関の合計。
2. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-17 図は、相談員の支援能力向上に充てる時間について、今後の方針を確認

したものである。これを見ると、「増やす」と回答した割合が約５割である一方、「減

らす」と回答した割合は極めて低いことが分かる。 

 

＜第 2-2-17図＞ 
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相談員の支援能力向上に充てる時間に関する今後の方針

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 相談員の支援能力向上に充てる時間に関する今後の方針について、「増やす」は、「大幅に増や
す」、「ある程度増やす」と回答した支援機関の合計。「減らす」は、「ある程度減らす」、「大幅に減ら
す」と回答した支援機関の合計。
2. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-18 図は、業務効率化への取組状況別に、相談員の支援能力向上に充てる時

間の確保状況を確認したものである。これを見ると、「業務手順のマニュアル化・標準

化」、「デジタルツールの活用、ペーパーレス化」、「不要な業務の見直し、人員配置の

見直し」のいずれの取組についても、「取り組んでいる」支援機関は、「取り組んでい

ない」支援機関より、支援能力向上に充てる時間を「確保できている」と回答した割

合が高い。業務効率化を推進している支援機関ほど、支援能力向上に充てる時間を確

保できている傾向が見て取れる。 

 

＜第 2-2-18図＞ 

 
 

事例 2-2-1 では、業務効率化を推進しつつ相談員の能力開発に積極的に取り組み、

支援の質向上につなげている支援機関の事例を紹介する。  
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（３）不要な業務の見直し、人員配置の見直し

確保できている 確保できていない

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援能力向上に充てる時間の確保状況について、「確保できている」は、「大いに確保できてい
る」、「ある程度確保できている」と回答した支援機関の合計。「確保できていない」は、「あまり確保で
きていない」、「ほとんど確保できていない」と回答した支援機関の合計。
2. 「業務手順のマニュアル化・標準化」、「デジタルツールの活用、ペーパーレス化」、「不要な業務の見
直し、人員配置の見直し」について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り
組んでいる」と回答した支援機関の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほと
んど取り組んでいない」と回答した支援機関の合計。「取り組む必要がない」と回答した支援機関を除く。
3. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-17 図は、相談員の支援能力向上に充てる時間について、今後の方針を確認

したものである。これを見ると、「増やす」と回答した割合が約５割である一方、「減

らす」と回答した割合は極めて低いことが分かる。 

 

＜第 2-2-17図＞ 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 相談員の支援能力向上に充てる時間に関する今後の方針について、「増やす」は、「大幅に増や
す」、「ある程度増やす」と回答した支援機関の合計。「減らす」は、「ある程度減らす」、「大幅に減ら
す」と回答した支援機関の合計。
2. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-18 図は、業務効率化への取組状況別に、相談員の支援能力向上に充てる時

間の確保状況を確認したものである。これを見ると、「業務手順のマニュアル化・標準

化」、「デジタルツールの活用、ペーパーレス化」、「不要な業務の見直し、人員配置の

見直し」のいずれの取組についても、「取り組んでいる」支援機関は、「取り組んでい

ない」支援機関より、支援能力向上に充てる時間を「確保できている」と回答した割

合が高い。業務効率化を推進している支援機関ほど、支援能力向上に充てる時間を確

保できている傾向が見て取れる。 

 

＜第 2-2-18図＞ 

 
 

事例 2-2-1 では、業務効率化を推進しつつ相談員の能力開発に積極的に取り組み、

支援の質向上につなげている支援機関の事例を紹介する。  
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援能力向上に充てる時間の確保状況について、「確保できている」は、「大いに確保できてい
る」、「ある程度確保できている」と回答した支援機関の合計。「確保できていない」は、「あまり確保で
きていない」、「ほとんど確保できていない」と回答した支援機関の合計。
2. 「業務手順のマニュアル化・標準化」、「デジタルツールの活用、ペーパーレス化」、「不要な業務の見
直し、人員配置の見直し」について、「取り組んでいる」は、「大いに取り組んでいる」、「ある程度取り
組んでいる」と回答した支援機関の合計。「取り組んでいない」は、「あまり取り組んでいない」、「ほと
んど取り組んでいない」と回答した支援機関の合計。「取り組む必要がない」と回答した支援機関を除く。
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事事例例 22--22--11：：赤赤磐磐商商工工会会  

「「相相談談員員のの支支援援能能力力強強化化とと業業務務改改革革にによよりり、、支支援援のの質質向向上上にに取取りり組組むむ支支援援機機関関」」  

・所在地：岡山県赤磐市 

 

伴伴走走型型支支援援のの高高度度化化がが求求めめらられれるる中中、、職職員員のの支支援援能能力力とと組組織織的的なな相相談談体体制制にに課課題題  

岡山県赤磐市の赤磐商工会は、赤磐市及び岡山市東区瀬戸町エリアを管轄する支援機関である。本部と四つの

支所からなり、地域の身近な経営相談窓口として中小企業・小規模事業者の支援に当たっている。近年、事業者に

寄り添いながら課題解決を支援する伴走型支援のニーズが高まっていたが、経営支援に携わる職員の支援能力に

はばらつきがあり、初期のヒアリング段階から専門家派遣に依存する場面が見られていた。さらに、同会内の職員

間の連携が不足していたことから、事業者に十分な経営支援を提供できていないという問題意識を抱えていた。

この状況を打開すべく、経営指導員をはじめ経営支援に携わる職員全員の支援能力向上のための人材育成と組織

内コミュニケーションの活性化、さらには、こうした取組のリソースを確保するための業務効率化に着手した。 

OOJJTT・・研研修修のの工工夫夫ととデデジジタタルル化化にによよりり、、職職員員のの支支援援能能力力向向上上をを図図るる  

2020 年度以降、伴走型小規模事業者支援推進事業を活用した研修により、職員の支援能力向上に着手。同研修

では、外部の経営支援の専門家だけでなく、会員事業者に参加してもらい、リアル感のあるロールプレイングを実

施して事業者との対話力や課題整理力を磨いた。さらに、実際の経営相談の場に専門家が同行する形で OJT を行

い、その後のフォローアップを通じて理論と実践を結び付けることで支援能力の底上げを行った。あわせて、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大以降、資金繰りや経営の先行きに不安を抱える事業者が増加したことを踏まえ、

資金繰り計画や経営改善に関する知識・スキルの習得にも注力。座学やワークショップでの資金繰り計画の策定

演習に加え、資金繰り悪化先へ専門家との同行訪問を実施した。また、一連の人材育成の取組に充てる時間を確保

するべく、並行して業務改革を実行。業務のデジタル化やマニュアルの整備による業務内容の可視化と共有、多能

工化による属人化の解消を進めた。さらに、商工会のビジョン・ミッションを職員主体で策定して目的意識を高め

るほか、ビジネスチャット導入で業務連絡を効率化することで、組織内コミュニケーションの促進にも努めた。 

相相談談対対応応のの質質向向上上とと組組織織内内連連携携のの進進展展にによよりり、、継継続続的的なな支支援援ににつつななががるる体体制制へへ  

職員の能力開発や組織内コミュニケーションの活性化、業務効率化の取組を通じ、職員の相談対応に対する意

識や姿勢に変化が生じ、事業者の話を丁寧に聴き、課題を整理した上で次の支援につなげる対応が定着。また、経

営指導員と職員間、本部と支所間で情報共有や意見交換が活発になり、組織が一体となって伴走支援に取り組む

体制が整い始めている。これらの取組で支援の質が向上したことにより、事業者からは単発の相談にとどまらず、

継続的に相談に訪れるケースも増えているという。「拠点集約が進む商工会もあるが、相談窓口がすぐ近くにある

ことは中小企業・小規模事業者にとって重要だ。そのため当会では自立的に支援できる人材を育成し、事業者の地

元で完結する支援体制の充実を目指していく」と原地慶充支援課長は語る。 

 

 

  

赤磐商工会の皆様（後列左から国

田氏、原地支援課長、宮崎氏、前

列左から小坂氏（現・備前東商工

会）、藤本氏） 

外部講師を招いた研修の様子 デジタル化した勤怠管理 
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２．連携による支援力強化 

支援機関等におけるリソースの不足を踏まえると、相談員の支援能力向上を図るこ

とだけでなく、連携37によりそれぞれの機能を補完することで、支援力強化につなげ

ることも重要であると考えられる。 

第 2-2-19図は、支援機関及び地方公共団体における同じ属性の支援機関38との連携

頻度を確認したものである。これを見ると、「全体」では、「頻繁に連携している」、

「時々連携している」と回答した割合が合わせて約６割となっている。支援機関及び

地方公共団体別に見ると、「よろず支援拠点」、「商工会」、「金融機関」、「商工会議所」

は「頻繁に連携している」、「時々連携している」と回答した割合が比較的高いことが

分かる。 

 

＜第 2-2-19図＞ 

 

  

 
37 ここでの「連携」とは、共同で支援に取り組むことや、支援先を互いに紹介すること、支援を

担当する人材の能力向上に向けてノウハウの共有をすることなどを指す。 
38 ここでの「同じ属性の支援機関」とは、A商工会と B商工会、C銀行と D信用金庫など、業

種・業態を同じくする支援機関及び地方公共団体のことを指す。 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中央
会」、「その他」の合計。
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（注）支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中央
会」、「その他」の合計。
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第 2-2-20 図は、同じ属性の支援機関との連携状況別に、支援先の経営課題の解決

状況を確認したものである。これを見ると、同じ属性の支援機関と「連携している」

支援機関及び地方公共団体は、「連携していない」支援機関及び地方公共団体より、支

援先の経営課題を「解決できている」と回答した割合が高いことが分かる。同じ属性

の支援機関と連携し、情報網の拡張やノウハウの共有等によって支援力を強化するこ

とは、支援先の課題解決に有効な可能性がある。 

 

＜第 2-2-20図＞ 
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第 2-2-21 図は、同じ属性の支援機関との連携を推進する上で最も効果的だった取

組について確認したものである。これを見ると、「連携先機関の支援内容の理解推進」、

「現場レベルのコミュニケーション強化」と回答した割合が、いずれの支援機関及び

地方公共団体でも高い傾向にある。また、「税・法務関係士業」、「中小企業診断士」に

ついては、「役割分担や連携ルールの明確化」と回答した割合が、ほかと比較して高い

ことが見て取れる。 

 

＜第 2-2-21図＞ 
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全体（n=2,804）

連携先機関の支援内容の理解推進 現場レベルのコミュニケーション強化
組織横断的な研修 リスキリング体制の整備 国 地方公共団体による連携スキームの構築
定期的な意見交換会 事例共有会の開催 共通のデータベースや情報共有システムの整備
役割分担や連携ルールの明確化 共同での広報 周知活動
連携を担うコーディネーターの配置 その他

同じ属性の支援機関との連携推進に最も効果的だったこと

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 同じ属性の支援機関との連携状況について、「頻繁に連携している」、「時々連携している」と回答した
先に聞いたもの。
3. 同じ属性の支援機関との連携を推進する上で効果的だったことについて、上位１位～３位までの回答のう
ち、１位の回答を集計したもの。「特にない」と回答した先を除く。
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第 2-2-20 図は、同じ属性の支援機関との連携状況別に、支援先の経営課題の解決

状況を確認したものである。これを見ると、同じ属性の支援機関と「連携している」

支援機関及び地方公共団体は、「連携していない」支援機関及び地方公共団体より、支

援先の経営課題を「解決できている」と回答した割合が高いことが分かる。同じ属性

の支援機関と連携し、情報網の拡張やノウハウの共有等によって支援力を強化するこ

とは、支援先の課題解決に有効な可能性がある。 

 

＜第 2-2-20図＞ 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援先の経営課題解決状況について、「解決できている」は、「大いに解決できている」、「ある
程度解決できている」と回答した支援機関の合計。「解決できていない」は、「あまり解決できていない」、
「ほとんど解決できていない」と回答した支援機関の合計。
2. 同じ属性の支援機関との連携状況について、「連携している」は、「頻繁に連携している」、「時々連携
している」と回答した支援機関の合計。「連携していない」は、「あまり連携していない」、「ほとんど連
携していない」と回答した支援機関の合計。
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第 2-2-21 図は、同じ属性の支援機関との連携を推進する上で最も効果的だった取

組について確認したものである。これを見ると、「連携先機関の支援内容の理解推進」、

「現場レベルのコミュニケーション強化」と回答した割合が、いずれの支援機関及び

地方公共団体でも高い傾向にある。また、「税・法務関係士業」、「中小企業診断士」に

ついては、「役割分担や連携ルールの明確化」と回答した割合が、ほかと比較して高い

ことが見て取れる。 
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第 2-2-22図は、支援機関及び地方公共団体における異なる属性の支援機関39との連

携頻度を確認したものである。これを見ると、「全体」では、「頻繁に連携している」、

「時々連携している」と回答した割合が合わせて６割超となっている。支援機関及び

地方公共団体別に見ると、「商工会議所」、「よろず支援拠点」、「金融機関」は「頻繁に

連携している」、「時々連携している」と回答した割合の合計が特に高い。 

 

＜第 2-2-22図＞ 

 

  

 
39 ここでの「異なる属性の支援機関」とは、A商工会議所と B金融機関、Cよろず支援拠点と D

中小企業診断士など、業種・業態が異なる支援機関及び地方公共団体のことを指す。 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中央
会」、「その他」の合計。
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第 2-2-23 図は、異なる属性の支援機関との連携状況別に、支援先の経営課題の解

決状況を確認したものである。これを見ると、異なる属性の支援機関と「連携してい

る」支援機関及び地方公共団体は、「連携していない」支援機関及び地方公共団体よ

り、支援先の経営課題を「解決できている」と回答した割合が高いことが分かる。異

なる属性の支援機関と連携し、各機関の支援機能や専門的な知識等を活用して互いを

補完し合い、支援力を強化することが、支援先の課題解決に有効な可能性がある。 

 

＜第 2-2-23図＞ 
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支援先の経営課題解決状況（異なる属性の支援機関との連携状況別）

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援先の経営課題解決状況について、「解決できている」は、「大いに解決できている」、「ある
程度解決できている」と回答した支援機関の合計。「解決できていない」は、「あまり解決できていない」、
「ほとんど解決できていない」と回答した支援機関の合計。
2. 異なる属性の支援機関との連携状況について、「連携している」は、「頻繁に連携している」、「時々連
携している」と回答した支援機関の合計。「連携していない」は、「あまり連携していない」、「ほとんど
連携していない」と回答した支援機関の合計。
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第 2-2-24 図は、異なる属性の支援機関との連携を推進する上で最も効果的だった

取組について確認したものである。これを見ると、「連携先機関の支援内容の理解推

進」、「現場レベルのコミュニケーション強化」と回答した割合がいずれの支援機関及

び地方公共団体でも高い。また、第 2-2-21 図で示した、同じ属性の支援機関との連

携を推進する上で最も効果的だった取組とほとんど同じ傾向を示しているが、異なる

属性の支援機関との連携では、「連携先機関の支援内容の理解推進」と回答した割合

がより高い傾向にあることが分かる。 

 

＜第 2-2-24図＞ 
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連携を担うコーディネーターの配置 その他

異なる属性の支援機関との連携推進に最も効果的だったこと

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 異なる属性の支援機関との連携について、「頻繁に連携している」、「時々連携している」と回答した先
に聞いたもの。
3. 異なる属性の支援機関との連携を推進する上で効果的だったことについて、上位１位～３位までの回答の
うち、１位の回答を集計したもの。「特にない」と回答した先を除く。
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第 2-2-25 図は、経営課題別に、最も連携する頻度が高い異なる属性の支援機関を

確認したものである。これを見ると、「中小企業診断士」と回答した割合が「経営計画

策定」や「生産性向上」で、「金融機関」と回答した割合が「資金繰り」や「事業再生」

で高くなっている。また「商工会」、「商工会議所」、「よろず支援拠点」、「中小企業診

断士」は、幅広い経営課題について連携先となっていることが見て取れる。また、「そ

の他」と回答した割合が高い「事業承継」、「M&A」、「海外展開」については、事業承継・

引継ぎ支援センターや独立行政法人日本貿易振興機構等、専門性の高い支援機関が、

本アンケート調査の選択肢とは別に存在していることが背景にある可能性も考えら

れる。 
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最も連携する頻度が高い異なる属性の支援機関（経営課題別）

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援機関属性について、「その他」は、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中
央会」、「その他」の合計。
2. 各経営課題における最も連携している頻度が高い異なる属性の支援機関について、「連携を実施していな
い」と回答した支援機関を除く。
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第 2-2-24 図は、異なる属性の支援機関との連携を推進する上で最も効果的だった

取組について確認したものである。これを見ると、「連携先機関の支援内容の理解推

進」、「現場レベルのコミュニケーション強化」と回答した割合がいずれの支援機関及

び地方公共団体でも高い。また、第 2-2-21 図で示した、同じ属性の支援機関との連

携を推進する上で最も効果的だった取組とほとんど同じ傾向を示しているが、異なる

属性の支援機関との連携では、「連携先機関の支援内容の理解推進」と回答した割合

がより高い傾向にあることが分かる。 
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第 2-2-25 図は、経営課題別に、最も連携する頻度が高い異なる属性の支援機関を

確認したものである。これを見ると、「中小企業診断士」と回答した割合が「経営計画

策定」や「生産性向上」で、「金融機関」と回答した割合が「資金繰り」や「事業再生」
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ここからは、属性に関わらず支援機関等の連携全般について確認する。第 2-2-26図

は、支援機関同士が連携する上で、役割分担を明確にするために重要と考えることを

確認したものである。これを見ると、「連携先機関の専門分野・強みの把握」と回答し

た割合が最も高く、次いで「担当範囲（相談対応、資金支援、技術支援など）の明確

化」、「主導機関（コーディネーター役）の設定」と続いている。 

 

＜第 2-2-26図＞ 
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（n=5,049）

支援機関同士が連携する上で役割分担を明確にするために重要と考えること

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。

30 

 

第 2-2-27 図は、支援機関同士が連携する上で、あらかじめ取り決めておくことが

重要だと考えるルールについて確認したものである。これを見ると、「情報共有の方

法（会議、データベース、メール等）」と回答した割合が最も高く、「担当窓口の明確

化」、「情報共有の頻度（毎月、四半期ごと、必要時など）」と続いている。 

 

＜第 2-2-27図＞ 

 

 

事例 2-2-2では、同じ属性の支援機関との連携に当たって推進役となり、質の高い

伴走支援体制を実現している支援機関の事例を紹介する。 

事例 2-2-3では、異なる属性の支援機関と連携し、互いの強みや情報を補い合うこ

とで支援力の強化に取り組んでいる支援機関の事例を紹介する。 
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（注）複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
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事事例例 22--22--22：：三三重重県県信信用用保保証証協協会会  

「「連連携携のの推推進進役役ととななりり、、質質のの高高いい伴伴走走支支援援のの枠枠組組みみをを実実現現ししてていいるる支支援援機機関関」」  

・所在地：三重県津市 

 

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症ををききっっかかけけととししてて、、ここれれままでで以以上上にに経経営営支支援援がが求求めめらられれるるよよううにに  

三重県津市の三重県信用保証協会は、中小企業や小規模事業者が金融機関から融資を受ける際に信用保証を行

い、資金調達を支援する公的機関である。2018 年４月の中小企業信用保険法の一部改正によって、金融機関と連

携して中小企業に対する経営支援を行う必要性が高まり、同協会においても経営支援人材の育成など内部体制の

整備に着手していた。そうした中、新型コロナウイルス感染症対策として信用保証協会における実質無利子・無担

保融資の取扱いが始まったことで保証件数が大幅に増加。借入れが膨らむ一方で収益の改善が図れていない事業

者を中心に今後の返済に懸念が生じ、収益改善に向けた支援を行うことが喫緊の課題となった。 

官官民民一一体体ののネネッットトワワーーククをを構構築築しし、、伴伴走走型型のの経経営営支支援援体体制制をを整整備備  

2020 年から６回にわたって三重県主導で開催された緊急経済会合において、更なる経営支援の必要性を提案し

たところ、同協会を事務局として、主に実質無利子・無担保融資先の収益改善を目的とした官民一体の事業体「三

重県中小企業支援ネットワーク推進事業（現愛称「み・エール biz」）」が県の委託事業（2023年４月からは補助金

事業に移行）として 2021年４月に開始された。県内全ての金融機関と接点を持つことをいかし、県内主要金融機

関から第一線で経営支援を担う現役職員及び商工団体の経営指導員経験者を出向者として受け入れ、協会職員や

中小企業診断士と共に、専任チームとして経営改善コーディネーターを構成。各メンバーのノウハウを持ち寄る

ことに加え、外部専門家も活用することで質の高い経営支援を行うことができる体制を実現した。また、2023 年

からは支援の質を更に高めるために個別事例研究会を毎年開催し、支援機関間でのノウハウ共有にも注力。事務

局は 2025年 12月末時点で総勢 13名のコーディネーターと 70名を超える外部専門家で構成。金融機関を中心と

する連携先経由で支援ニーズをつかみ、コーディネーターが専門家の知見も活用し、経営者と対話と傾聴を重ね

る中で、経営課題の洗い出しを行い、行動計画の策定につなげている。 

各各支支援援機機関関ととのの連連携携をを通通じじたた継継続続的的なな経経営営支支援援体体制制をを確確立立しし、、企企業業のの業業績績改改善善にに寄寄与与  

実績が増えるにつれて連携先から主体的に支援企業を紹介される機会が増え、これまでの支援を受けて行動計

画を策定した企業数は 2025 年 12 月末時点で累計 690 社超となっている。また、支援先の約９割を占める小規模

事業者について、支援を受けた企業の売上高及び営業利益率の改善幅の平均値は、支援を受けていない企業の平

均値を上回っており、効果が表れている。さらに、事務局への出向を終えた金融機関職員が帰任後にノウハウを持

ち帰ることで、金融機関の支援力向上にもつながっているという。「時代に合わせて予兆管理や取引適正化の支援

にも注力していく。また、経営支援も一度実施して終わりではなく、金融機関との連携を深めモニタリング体制を

強化する中で、抽出された新たな経営課題に対しては、必要に応じ再度の経営支援を行っていくことで、伴走支援

の枠組みを更に充実させていきたい」と大西正希統括は語る。 

   

大西正希統括（左から４人目）、中村

直樹副統括（右端）、西井大統括補佐

（右奥）とコーディネーターの皆様 

個別事例研究会を開き、支援機

関間でノウハウを共有 

経営者と対話と傾聴を重ねなが

ら、経営課題を洗い出し、行動計

画策定につなげる 
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事事例例 22--22--33：：一一関関商商工工会会議議所所 
「「複複数数のの支支援援機機関関とと連連携携しし、、事事業業承承継継支支援援にに取取りり組組むむ支支援援機機関関」」  

・所在地：岩手県一関市 

 

業業務務増増加加・・人人手手不不足足でで事事業業承承継継支支援援にに課課題題  

岩手県一関市の一関商工会議所は約 2,200 事業者に及ぶ会員を擁する商工会議所である。管内では事業者の高

齢化が進み、それに伴い事業承継の重要度が増している。しかし、同所では職員数が減少する一方、通常業務のほ

か外部団体の事務局やイベント関連の業務も抱え、一人当たりの業務負担は増加。事業承継支援に十分なリソー

スを割けない状況が続き、金野剛士経営支援課長を含めた限られた人員で支援に当たっていたが、量・質とも不十

分だと感じていた。また、事業承継支援を行う職員が固定化され、属人的な取組とならざるを得なかったため、ほ

かの職員にはノウハウが蓄積されず、持続可能な支援体制を確保できていないことにも問題意識を持っていた。

こうした状況下で、支援力向上に向けた新たな取組を検討するに至った。 

金金融融機機関関ととのの連連携携をを強強化化しし、、ママッッチチンンググササーービビススのの運運営営ややススキキルル向向上上・・ノノウウハハウウ蓄蓄積積にに取取りり組組むむ  

一関商工会議所は、ほかの支援機関との連携強化に活路を求めた。2017 年、地元の一関信用金庫と連携協定を

締結し、事業承継支援をメインに取り組む「中小企業支援室」を同所内に設置。両者のメンバーが定期的に集ま

り、事業者との接点が多く情報収集力に強みを持つ同信用金庫との間で、個別案件について情報共有しながら支

援策を検討できる体制を整えた。また、共同でローカルのＭ＆Ａ情報バンク「i・マッチ」の運営を開始。全国や

県内を対象とした広域のマッチングではなく、一関地域内における売手・買手希望の事業者がそれぞれ登録でき

るサービスとし、地域外への第三者承継に心理的ハードルがある小規模事業者の受皿となっている。さらに、職員

の支援スキル向上のため、（独）中小企業基盤整備機構の協力を得て、「事業承継支援力向上プロジェクト」を開

始。2025 年度は金融機関と連携したプログラム内容とし、同所職員だけでなく、一関信用金庫、岩手県信用保証

協会、株式会社日本政策金融公庫が加わりチームを結成。チーム単位で実際の案件の支援に当たり、成果発表会を

行った。各機関が持つ知識が持ち寄られ共有されることで、職員の支援力向上とノウハウの蓄積につなげること

ができている。 

シシーームムレレスス・・ワワンンスストトッッププのの支支援援をを実実現現、、組組織織ととししててもも更更ななるる成成長長をを目目指指すす  

リソース不足が悩みだったが、連携を進めることで、支援策に厚みを持たせ、支援力を向上させることができ

た。これらの取組により、2023年は 46件だった事業承継相談実績が、2024年は 58件と着実に増加。「i・マッチ」

も 2024 年までに買手延べ 12 社、売手延べ９社が登録・活用している。金野課長は「各支援機関の機能をいかし

た効果的な支援ができるようになった」と連携に手応えを感じている。支援機関同士が連携していることで、必要

な支援がシームレス・ワンストップに提供されるのは事業者にとってもメリットだ。また、事業承継支援力向上プ

ロジェクトを通じて職員の意識も高まっている。今後は各職員が自発的な判断で、個別の相談案件ごとに他機関

を巻き込んだチームを組成し、対応できるようになる状態を目指している。「職員全員が地域に価値ある事業を残

すというミッションを自分事として取り組めば、組織全体としても強くなり、地域の経営相談窓口としての存在

意義を示すことができる」と金野課長は語る。 

   

金野剛士経営支援課長 
地域の事業者の事業承継の相談に

乗る様子 
中小企業支援室立ち上げの様子 
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事事例例 22--22--22：：三三重重県県信信用用保保証証協協会会  

「「連連携携のの推推進進役役ととななりり、、質質のの高高いい伴伴走走支支援援のの枠枠組組みみをを実実現現ししてていいるる支支援援機機関関」」  

・所在地：三重県津市 

 

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症ををききっっかかけけととししてて、、ここれれままでで以以上上にに経経営営支支援援がが求求めめらられれるるよよううにに  

三重県津市の三重県信用保証協会は、中小企業や小規模事業者が金融機関から融資を受ける際に信用保証を行

い、資金調達を支援する公的機関である。2018 年４月の中小企業信用保険法の一部改正によって、金融機関と連

携して中小企業に対する経営支援を行う必要性が高まり、同協会においても経営支援人材の育成など内部体制の

整備に着手していた。そうした中、新型コロナウイルス感染症対策として信用保証協会における実質無利子・無担

保融資の取扱いが始まったことで保証件数が大幅に増加。借入れが膨らむ一方で収益の改善が図れていない事業

者を中心に今後の返済に懸念が生じ、収益改善に向けた支援を行うことが喫緊の課題となった。 

官官民民一一体体ののネネッットトワワーーククをを構構築築しし、、伴伴走走型型のの経経営営支支援援体体制制をを整整備備  

2020 年から６回にわたって三重県主導で開催された緊急経済会合において、更なる経営支援の必要性を提案し

たところ、同協会を事務局として、主に実質無利子・無担保融資先の収益改善を目的とした官民一体の事業体「三

重県中小企業支援ネットワーク推進事業（現愛称「み・エール biz」）」が県の委託事業（2023年４月からは補助金

事業に移行）として 2021年４月に開始された。県内全ての金融機関と接点を持つことをいかし、県内主要金融機

関から第一線で経営支援を担う現役職員及び商工団体の経営指導員経験者を出向者として受け入れ、協会職員や

中小企業診断士と共に、専任チームとして経営改善コーディネーターを構成。各メンバーのノウハウを持ち寄る

ことに加え、外部専門家も活用することで質の高い経営支援を行うことができる体制を実現した。また、2023 年

からは支援の質を更に高めるために個別事例研究会を毎年開催し、支援機関間でのノウハウ共有にも注力。事務

局は 2025年 12 月末時点で総勢 13名のコーディネーターと 70名を超える外部専門家で構成。金融機関を中心と

する連携先経由で支援ニーズをつかみ、コーディネーターが専門家の知見も活用し、経営者と対話と傾聴を重ね

る中で、経営課題の洗い出しを行い、行動計画の策定につなげている。 

各各支支援援機機関関ととのの連連携携をを通通じじたた継継続続的的なな経経営営支支援援体体制制をを確確立立しし、、企企業業のの業業績績改改善善にに寄寄与与  

実績が増えるにつれて連携先から主体的に支援企業を紹介される機会が増え、これまでの支援を受けて行動計

画を策定した企業数は 2025 年 12 月末時点で累計 690 社超となっている。また、支援先の約９割を占める小規模

事業者について、支援を受けた企業の売上高及び営業利益率の改善幅の平均値は、支援を受けていない企業の平

均値を上回っており、効果が表れている。さらに、事務局への出向を終えた金融機関職員が帰任後にノウハウを持

ち帰ることで、金融機関の支援力向上にもつながっているという。「時代に合わせて予兆管理や取引適正化の支援

にも注力していく。また、経営支援も一度実施して終わりではなく、金融機関との連携を深めモニタリング体制を

強化する中で、抽出された新たな経営課題に対しては、必要に応じ再度の経営支援を行っていくことで、伴走支援

の枠組みを更に充実させていきたい」と大西正希統括は語る。 

   

大西正希統括（左から４人目）、中村

直樹副統括（右端）、西井大統括補佐

（右奥）とコーディネーターの皆様 

個別事例研究会を開き、支援機

関間でノウハウを共有 

経営者と対話と傾聴を重ねなが

ら、経営課題を洗い出し、行動計

画策定につなげる 
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事事例例 22--22--33：：一一関関商商工工会会議議所所 
「「複複数数のの支支援援機機関関とと連連携携しし、、事事業業承承継継支支援援にに取取りり組組むむ支支援援機機関関」」  

・所在地：岩手県一関市 

 

業業務務増増加加・・人人手手不不足足でで事事業業承承継継支支援援にに課課題題  

岩手県一関市の一関商工会議所は約 2,200 事業者に及ぶ会員を擁する商工会議所である。管内では事業者の高

齢化が進み、それに伴い事業承継の重要度が増している。しかし、同所では職員数が減少する一方、通常業務のほ

か外部団体の事務局やイベント関連の業務も抱え、一人当たりの業務負担は増加。事業承継支援に十分なリソー

スを割けない状況が続き、金野剛士経営支援課長を含めた限られた人員で支援に当たっていたが、量・質とも不十

分だと感じていた。また、事業承継支援を行う職員が固定化され、属人的な取組とならざるを得なかったため、ほ

かの職員にはノウハウが蓄積されず、持続可能な支援体制を確保できていないことにも問題意識を持っていた。

こうした状況下で、支援力向上に向けた新たな取組を検討するに至った。 

金金融融機機関関ととのの連連携携をを強強化化しし、、ママッッチチンンググササーービビススのの運運営営ややススキキルル向向上上・・ノノウウハハウウ蓄蓄積積にに取取りり組組むむ  

一関商工会議所は、ほかの支援機関との連携強化に活路を求めた。2017 年、地元の一関信用金庫と連携協定を

締結し、事業承継支援をメインに取り組む「中小企業支援室」を同所内に設置。両者のメンバーが定期的に集ま

り、事業者との接点が多く情報収集力に強みを持つ同信用金庫との間で、個別案件について情報共有しながら支

援策を検討できる体制を整えた。また、共同でローカルのＭ＆Ａ情報バンク「i・マッチ」の運営を開始。全国や

県内を対象とした広域のマッチングではなく、一関地域内における売手・買手希望の事業者がそれぞれ登録でき

るサービスとし、地域外への第三者承継に心理的ハードルがある小規模事業者の受皿となっている。さらに、職員

の支援スキル向上のため、（独）中小企業基盤整備機構の協力を得て、「事業承継支援力向上プロジェクト」を開

始。2025 年度は金融機関と連携したプログラム内容とし、同所職員だけでなく、一関信用金庫、岩手県信用保証

協会、株式会社日本政策金融公庫が加わりチームを結成。チーム単位で実際の案件の支援に当たり、成果発表会を

行った。各機関が持つ知識が持ち寄られ共有されることで、職員の支援力向上とノウハウの蓄積につなげること

ができている。 

シシーームムレレスス・・ワワンンスストトッッププのの支支援援をを実実現現、、組組織織ととししててもも更更ななるる成成長長をを目目指指すす  

リソース不足が悩みだったが、連携を進めることで、支援策に厚みを持たせ、支援力を向上させることができ

た。これらの取組により、2023年は 46件だった事業承継相談実績が、2024年は 58件と着実に増加。「i・マッチ」

も 2024 年までに買手延べ 12 社、売手延べ９社が登録・活用している。金野課長は「各支援機関の機能をいかし

た効果的な支援ができるようになった」と連携に手応えを感じている。支援機関同士が連携していることで、必要

な支援がシームレス・ワンストップに提供されるのは事業者にとってもメリットだ。また、事業承継支援力向上プ

ロジェクトを通じて職員の意識も高まっている。今後は各職員が自発的な判断で、個別の相談案件ごとに他機関

を巻き込んだチームを組成し、対応できるようになる状態を目指している。「職員全員が地域に価値ある事業を残

すというミッションを自分事として取り組めば、組織全体としても強くなり、地域の経営相談窓口としての存在

意義を示すことができる」と金野課長は語る。 

   

金野剛士経営支援課長 
地域の事業者の事業承継の相談に

乗る様子 
中小企業支援室立ち上げの様子 
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３．支援施策情報の発信強化 

中小企業の経営を支援するために、国や地方公共団体によって様々な施策が準備さ

れているが、これらが十分に活用されるためには、支援機関が果たす情報発信の役割

は大きいと考えられる。 

第 2-2-28 図は、支援機関が、国や地方公共団体の中小企業支援施策（補助金・税

制優遇・経営相談窓口等）に関する情報を、どのような方法で収集しているかを確認

したものである。これを見ると、「ウェブサイト検索」と回答した割合が最も高く、次

いで「セミナー・説明会・研修会への参加」、「支援機関同士の情報交換」と続いてい

る。 

 

＜第 2-2-28図＞ 

 

  

7.8%

42.0%

42.5%

50.4%

50.7%

58.0%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

官公庁からのメールマガジンやSNSを確認

官公庁のホームページを定期的に確認

支援機関同士の情報交換

セミナー 説明会 研修会への参加

ウェブサイト検索

（n=4,666）

支援機関における、中小企業支援施策の情報収集方法

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
2. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-29 図は、支援先のニーズに合致した情報提供の状況別に、支援機関が、国

や地方公共団体の中小企業支援施策（補助金・税制優遇・経営相談窓口等）に関する

情報や支援事例を、自機関内でどのように共有しているかを確認したものである。こ

れを見ると、支援先のニーズに合致した「情報提供ができていない」支援機関は、自

機関内で「特に情報共有は行っていない」と回答した割合が約５割と高いことが見て

取れる。また、自機関内での具体的な情報共有方法を見ると、いずれについても「情

報提供ができている」支援機関の回答割合の方が高く、特に「定期的な社内会議で共

有」、「メールや社内ポータルで配信」ではその差が大きい。自機関内におけるこれら

の取組が、支援先のニーズに合致した情報提供を行うために、有効となる可能性があ

る。 

 

＜第 2-2-29図＞ 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援先のニーズに合致した情報提供の状況について、「情報提供ができている」は、「大いにでき
ている」、「ある程度できている」と回答した支援機関の合計。「情報提供ができていない」は、「あまり
できていない」、「ほとんどできていない」と回答した支援機関の合計。
2. 複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
3. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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３．支援施策情報の発信強化 

中小企業の経営を支援するために、国や地方公共団体によって様々な施策が準備さ

れているが、これらが十分に活用されるためには、支援機関が果たす情報発信の役割

は大きいと考えられる。 

第 2-2-28 図は、支援機関が、国や地方公共団体の中小企業支援施策（補助金・税

制優遇・経営相談窓口等）に関する情報を、どのような方法で収集しているかを確認

したものである。これを見ると、「ウェブサイト検索」と回答した割合が最も高く、次

いで「セミナー・説明会・研修会への参加」、「支援機関同士の情報交換」と続いてい

る。 

 

＜第 2-2-28図＞ 

 

  

7.8%

42.0%

42.5%

50.4%

50.7%

58.0%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

官公庁からのメールマガジンやSNSを確認

官公庁のホームページを定期的に確認

支援機関同士の情報交換

セミナー 説明会 研修会への参加

ウェブサイト検索

（n=4,666）

支援機関における、中小企業支援施策の情報収集方法

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
2. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-29 図は、支援先のニーズに合致した情報提供の状況別に、支援機関が、国

や地方公共団体の中小企業支援施策（補助金・税制優遇・経営相談窓口等）に関する

情報や支援事例を、自機関内でどのように共有しているかを確認したものである。こ

れを見ると、支援先のニーズに合致した「情報提供ができていない」支援機関は、自

機関内で「特に情報共有は行っていない」と回答した割合が約５割と高いことが見て

取れる。また、自機関内での具体的な情報共有方法を見ると、いずれについても「情

報提供ができている」支援機関の回答割合の方が高く、特に「定期的な社内会議で共

有」、「メールや社内ポータルで配信」ではその差が大きい。自機関内におけるこれら

の取組が、支援先のニーズに合致した情報提供を行うために、有効となる可能性があ

る。 

 

＜第 2-2-29図＞ 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援先のニーズに合致した情報提供の状況について、「情報提供ができている」は、「大いにでき
ている」、「ある程度できている」と回答した支援機関の合計。「情報提供ができていない」は、「あまり
できていない」、「ほとんどできていない」と回答した支援機関の合計。
2. 複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
3. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-30 図は、支援機関における、支援先のニーズに合致した情報提供の状況別

に、支援先の経営課題の解決状況を確認したものである。これを見ると、支援先のニ

ーズに合致した「情報提供ができている」支援機関は、「情報提供ができていない」支

援機関より、支援先の経営課題を「解決できている」と回答した割合が高いことが分

かる。この調査結果から一概にはいえないが、支援先のニーズに合致した情報提供を

行うことが、支援先の経営課題解決の一助となる可能性がある。 

 

＜第 2-2-30図＞ 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援先の経営課題解決状況について、「解決できている」は、「大いに解決できている」、「ある
程度解決できている」と回答した支援機関の合計。「解決できていない」は、「あまり解決できていない」、
「ほとんど解決できていない」と回答した支援機関の合計。
2. 支援先のニーズに合致した情報提供の状況について、「情報提供ができている」は、「大いにできてい
る」、「ある程度できている」と回答した支援機関の合計。「情報提供ができていない」は、「あまりでき
ていない」、「ほとんどできていない」と回答した支援機関の合計。
3. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-31 図は、支援先のニーズに合致した情報提供の状況別に、支援機関が、国

や地方公共団体の中小企業支援施策（補助金・税制優遇・経営相談窓口等）に関する

情報を、どのような方法で支援先の事業者に提供しているかを確認したものである。

これを見ると、支援先のニーズに合致した「情報提供ができている」支援機関は、「情

報提供ができていない」支援機関より、「チラシ・パンフレットを配布」、「ホームペー

ジでの発信」、「セミナー・説明会を開催」と回答した割合が特に高い。経営相談等で

の接触機会に限らず、多様な媒体の活用やセミナー等の開催に取り組むことが、支援

先のニーズに合致した情報提供につながる可能性がある。 

 

＜第 2-2-31図＞ 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援先のニーズに合致した情報提供の状況について、「情報提供ができている」は、「大いにでき
ている」、「ある程度できている」と回答した支援機関の合計。「情報提供ができていない」は、「あまり
できていない」、「ほとんどできていない」と回答した支援機関の合計。
2. 複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
3. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-30 図は、支援機関における、支援先のニーズに合致した情報提供の状況別

に、支援先の経営課題の解決状況を確認したものである。これを見ると、支援先のニ

ーズに合致した「情報提供ができている」支援機関は、「情報提供ができていない」支

援機関より、支援先の経営課題を「解決できている」と回答した割合が高いことが分

かる。この調査結果から一概にはいえないが、支援先のニーズに合致した情報提供を

行うことが、支援先の経営課題解決の一助となる可能性がある。 

 

＜第 2-2-30図＞ 
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（注）1. 支援先の経営課題解決状況について、「解決できている」は、「大いに解決できている」、「ある
程度解決できている」と回答した支援機関の合計。「解決できていない」は、「あまり解決できていない」、
「ほとんど解決できていない」と回答した支援機関の合計。
2. 支援先のニーズに合致した情報提供の状況について、「情報提供ができている」は、「大いにできてい
る」、「ある程度できている」と回答した支援機関の合計。「情報提供ができていない」は、「あまりでき
ていない」、「ほとんどできていない」と回答した支援機関の合計。
3. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 2-2-31 図は、支援先のニーズに合致した情報提供の状況別に、支援機関が、国

や地方公共団体の中小企業支援施策（補助金・税制優遇・経営相談窓口等）に関する

情報を、どのような方法で支援先の事業者に提供しているかを確認したものである。

これを見ると、支援先のニーズに合致した「情報提供ができている」支援機関は、「情

報提供ができていない」支援機関より、「チラシ・パンフレットを配布」、「ホームペー

ジでの発信」、「セミナー・説明会を開催」と回答した割合が特に高い。経営相談等で

の接触機会に限らず、多様な媒体の活用やセミナー等の開催に取り組むことが、支援

先のニーズに合致した情報提供につながる可能性がある。 

 

＜第 2-2-31図＞ 
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資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注）1. 支援先のニーズに合致した情報提供の状況について、「情報提供ができている」は、「大いにでき
ている」、「ある程度できている」と回答した支援機関の合計。「情報提供ができていない」は、「あまり
できていない」、「ほとんどできていない」と回答した支援機関の合計。
2. 複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。
3. 地方公共団体以外に聞いたもの。
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第 図は、支援機関が、国や地方公共団体の中小企業支援施策（補助金・税

制優遇・経営相談窓口等）に関する情報を支援先の事業者に提供する上での問題点を

確認したものである。これを見ると、「情報量が多すぎて整理が難しい」と回答した割

合が最も高く、次いで「情報が一元化されていない」、「専門的で分かりにくい」と続

いている 。

＜第 図＞

事例 では、効率的かつ事業者のニーズに合致した施策の情報発信に取り組む

地方公共団体の事例を紹介する。

 
中小企業庁が運営する サイト「ミラサポ 」（ ）では、

中小企業・小規模事業者向けの補助金を含む支援施策情報を提供している。

情報量が多すぎて整理が難しい

情報が一元化されていない

専門的で分かりにくい

経営者が情報に関心を持たない
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その他
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（ ）

中小企業支援施策情報の支援先への提供に取り組む上での問題点

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注） 複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
地方公共団体以外に聞いたもの。

 

事事例例 ：：延延岡岡市市

「「効効率率的的かかつつ事事業業者者ののニニーーズズにに合合致致ししたた施施策策のの情情報報発発信信にに取取りり組組むむ地地方方公公共共団団体体」」

・所在地：宮崎県延岡市

重重要要課課題題ででああるる事事業業承承継継支支援援のの取取組組をを強強化化すするるたためめ、、情情報報発発信信方方法法をを見見直直すす必必要要性性をを認認識識

延岡市は、宮崎県北部に位置する人口約 人（ 年１月時点）を擁する地方公共団体である。同市で

は事業者の高齢化が進み、後継者不在による廃業が増加。地域経済を維持すべく事業承継を地域全体の重要課題

と認識し、セミナーの開催や補助金申請の対応などに当たっていた。しかし、支援機関への事業承継相談件数が県

内他市町村と比較しても伸び悩んでおり、例年どおりの対応を踏襲しているだけでは課題解決に至らないのでは

ないかという危機感を抱いた。支援施策を必要としている事業者に情報をくまなく届けることで、早期相談につ

なげ、本来なら事業承継ができたはずの「もったいない廃業」を防ぐことが地方公共団体の役割であるとの考えの

下、商工観光文化部人材政策・移住定住推進室の宮田あゆみ主任主事を中心に、 年度から情報発信の取組を

強化することとなった。

出出前前講講座座・・独独自自リリーーフフレレッットト作作成成ななどど、、工工夫夫をを凝凝ららししたた相相談談のの「「ききっっかかけけ」」づづくくりり

現状を把握するために、地元の事業者や信用金庫等に対しヒアリングを実施。「事業承継は専門的で相談の心理

的ハードルが高い」、「どの時点で、どこに、何を相談すればよいのか分からない」といった声が明らかになった。

そこで、相談者を待つのではなく、行政の側から情報提供の場を設ける意図で出前講座を開始。 年１月に開

催した初回は、あえて事業承継を前面に打ち出さない構成とし、事業者の関心の高いものづくり補助金などを主

軸に据えつつ、事業を続けるための視点として事業承継の話題に触れた。「まず知ってもらい、相談のきっかけを

作ることを考えた」と宮田主任主事は振り返る。また、事業承継に関する各種補助金や相談窓口などの情報が散在

して全体像が把握しづらかった反省から、情報を網羅的に紹介する、市独自の事業承継リーフレットを作成。同室

の向井泰智主事が作成した 年度版リーフレットには、表紙に「事業承継マップ」を載せ、今自分がどの段階

にいて、次に何ができるかを分かるようにすることで全体像を伝え、自分事として認識してもらえるように工夫。

事業承継経験者のインタビューも盛り込んだ内容とした。こうした新たな取組は、予算や人員が限られる中、やり

方を工夫することで低コストで実現。出前講座は普段から連携している支援機関が講演に協力してくれたことに

より実質費用ゼロで開催。リーフレットは外注せず市職員が作成し、事業者が必ず開封する市税の申告通知書に

同封したため、郵送に伴う約６万円の上乗せ費用のみに抑えることができている。

相相談談件件数数はは増増加加、、問問題題がが表表面面化化すするる前前にに不不安安をを聞聞きき、、対対応応ででききるる地地方方公公共共団団体体へへ

年度の事業承継相談件数は前年度から約６割増加し、 年度はそれを更に上回るペースになる見込み。

年度の事業承継関連補助金の交付件数も前年度の約２倍に伸びている。また、例年実施している事業承継セ

ミナーでは、 年の参加者数が前年比で 倍に増加し、参加者から「事業承継に取り組み始めるきっかけに

なった」などの声も聞かれている。移住支援と組み合わせた事業承継支援も実施しており、今後は、事業承継後の

経営支援を行う他部署との連携にも取り組む考えだ。「問題が表面化する前の不安も聞ける身近な存在になり、事

業承継のタイミングに限らずそれぞれの段階で対応できる行政で在りたい」と宮田主任主事は語る。

宮田あゆみ主任主事（左）と

向井泰智主事（右）
出前講座の様子

同市が独自で作成した

事業承継リーフレット
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第 図は、支援機関が、国や地方公共団体の中小企業支援施策（補助金・税

制優遇・経営相談窓口等）に関する情報を支援先の事業者に提供する上での問題点を

確認したものである。これを見ると、「情報量が多すぎて整理が難しい」と回答した割

合が最も高く、次いで「情報が一元化されていない」、「専門的で分かりにくい」と続

いている 。

＜第 図＞

事例 では、効率的かつ事業者のニーズに合致した施策の情報発信に取り組む

地方公共団体の事例を紹介する。

 
中小企業庁が運営する サイト「ミラサポ 」（ ）では、

中小企業・小規模事業者向けの補助金を含む支援施策情報を提供している。
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中小企業支援施策情報の支援先への提供に取り組む上での問題点

資料：（株）帝国データバンク「令和７年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」
（注） 複数回答のため、合計は必ずしも にならない。
地方公共団体以外に聞いたもの。

 

事事例例 ：：延延岡岡市市

「「効効率率的的かかつつ事事業業者者ののニニーーズズにに合合致致ししたた施施策策のの情情報報発発信信にに取取りり組組むむ地地方方公公共共団団体体」」

・所在地：宮崎県延岡市
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相相談談件件数数はは増増加加、、問問題題がが表表面面化化すするる前前にに不不安安をを聞聞きき、、対対応応ででききるる地地方方公公共共団団体体へへ

年度の事業承継相談件数は前年度から約６割増加し、 年度はそれを更に上回るペースになる見込み。

年度の事業承継関連補助金の交付件数も前年度の約２倍に伸びている。また、例年実施している事業承継セ

ミナーでは、 年の参加者数が前年比で 倍に増加し、参加者から「事業承継に取り組み始めるきっかけに

なった」などの声も聞かれている。移住支援と組み合わせた事業承継支援も実施しており、今後は、事業承継後の

経営支援を行う他部署との連携にも取り組む考えだ。「問題が表面化する前の不安も聞ける身近な存在になり、事

業承継のタイミングに限らずそれぞれの段階で対応できる行政で在りたい」と宮田主任主事は語る。
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４．まとめ 

本節では、支援機関の支援力を強化するための取組として、相談員の支援能力向上

と、支援機関同士の連携について分析を行った。あわせて、支援機関による、中小企

業支援施策に関する情報提供の状況についても確認した。 

相談員の支援能力向上については、OJT、Off-JTなどの取組が効果をもたらしてい

る可能性が示された。また、業務効率化に取り組んでいる支援機関は、相談員の支援

能力向上に充てる時間を確保できている傾向にあることが分かった。 

続いて、支援機関同士の連携については、連携先の属性によらず、連携を推進する

ことが支援先の課題解決につながる可能性が示された。また、経営課題ごとに連携先

となる支援機関に違いがあることが見て取れた。 

最後に、中小企業支援施策情報の発信については、支援先のニーズに合致した情報

提供を行うことが、支援先の経営課題解決につながる可能性が示された。事業者に対

して適切な情報提供を行うためには、多様な媒体の活用やセミナーの開催等も有効で

あると考えられる。 
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令和７年度において講じた小規模企業施策

基基本本的的なな課課題題認認識識とと対対応応のの方方向向性性

中中小小企企業業対対策策費費

令令和和７７年年度度当当初初予予算算：： 億億円円、、令令和和６６年年度度補補正正予予算算：： 億億円円

⚫ 予算・税・制度改正等の政策手段を総動員し、中小企業・小規模事業者等の飛躍的成長、

規模拡大、新事業進出・事業転換、生産性向上・省力化等の投資を促すとともに、中小企

業・小規模事業者の持続的な賃上げにつなげ、地域経済の好循環と成長型経済への転換を

実現する。

⚫ 物価高、エネルギー高、構造的な人手不足等、厳しい経営環境に直面する中小企業・小規

模事業者等に対する価格転嫁対策や資金繰り支援、省力化投資の支援等に万全を期し、持

続的賃上げの実現に向けた環境整備を図る。

⚫ また、小規模事業者支援、事業承継、社会課題解決等を通じて、地域経済の活性化を図る。

 持持続続的的賃賃上上げげ実実現現にに向向けけたた中中小小企企業業のの成成長長・・生生産産性性向向上上・・省省力力化化投投資資支支援援

⚫ 中小企業・小規模事業者等の飛躍的成長、規模拡大、新事業進出・事業転換、生産性向上・

省力化等の投資を促すとともに、中小企業・小規模事業者の持続的な賃上げにつなげ、地

域経済の好循環と成長型経済への転換を実現する。

⚫ また、「新規輸出１万者支援プログラム」を通じた輸出実現や、新たな産業構造の転換に対

応するための支援を行い、成長志向の中小企業の恒常的な創出・拡大につなげる。

中小企業生産性革命推進事業【令和６年度補正予算： 億円】（中小企業成長加速化補助

金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、 導入補助金、小規模事業者持続

化補助金、事業承継・ 補助金）

中小企業・小規模事業者の設備投資、 導入、販路開拓、事業承継等を支援。

中小企業新事業進出促進事業（新事業進出補助金）【既存基金の内数】

中小企業・小規模事業者の成長につながる新事業進出・事業転換を重点的に支援するため

の新たな支援措置を創設。

中小企業省力化投資補助事業（省力化補助金）【既存基金の内数】

オーダーメイド形式も幅広く対象となる省力化投資支援の新設、カタログ形式の省力化投

資支援の運用改善など、全方位型の省力化投資支援へ再編。

中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金【令和６年度補正予算：

億円】＋【令和７年度当初予算： 億円】

地域の雇用を支える中堅・中小企業が、人手不足等の課題に対応するために行う、工場等の

拠点の新設等の大規模な設備投資を促進。

※令和５年度補正予算及び令和６年度補正予算において、国庫債務負担行為（それぞれ総額

億円）を措置。

令和7年度において講じた小規模企業施策

令和7年度において講じた小規模企業施策
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億企業育成ファンド出資事業【令和６年度補正予算： 億円】

中小企業基盤整備機構の出資によりファンドを組成し、売上高 億円超を目指す中小企業

等に対し、リスクマネー供給、ハンズオン支援を実施。

成長型中小企業等研究開発支援事業（ 事業）【令和７年度当初予算： 億円】

大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、研究開発等に係る取組を支援。また、「イノ

ベーション・プロデューサー」を通じたイノベーションの創出を支援。

中小企業基盤整備機構による海外展開支援（中小企業海外展開総合支援事業等）【令和７年度

当初予算：中小企業基盤整備機構運営費交付金の内数】

新規に海外市場の獲得を目指す中小企業・小規模事業者等による輸出（海外戦略の立案、ブ

ランディング・プロモーション等）を支援。

海外ビジネス強化促進事業【令和７年度当初予算： 億円】

海外ビジネスを促進するため、情報提供、相談対応、販路拡大、人材の育成、企業のフォ

ローアップ等、輸出・海外進出を支援。

中小企業基盤整備機構による成長志向の中小企業支援【令和７年度当初予算：中小企業基盤

整備機構運営費交付金の内数】

売上高 億円以上への成長を目指す中小企業を含め、成長志向の中小企業へのハンズオン

支援、経営者ネットワーク構築支援等に取り組む。

中小企業基盤整備機構によるグリーントランスフォーメーション対応支援【令和７年度当初

予算：中小企業基盤整備機構運営費交付金の内数】

中小企業基盤整備機構への相談窓口の設置や支援機関の人材育成等によりカーボンニュー

トラルに向けた取組を支援。

省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金、省エネルギー投資促進支援事業費

補助金【令和６年度補正予算： 億円】※令和６年度補正予算において、国庫債務負担行

為含め総額 億円を措置

工場のボイラや工業炉、ビルの空調設備や業務用給湯器などを、省エネ型設備へと更新す

ることを支援。複数年の投資計画にも対応。

中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費【令和６年度補正予算： 億円】＋【令和７年

度当初予算： 億円】

省エネの専門家が中小企業を訪ね、エネルギー使用の改善をアドバイスする「省エネ診

断」を、中小企業が安価で受けられるよう支援。

 物物価価高高、、人人手手不不足足等等のの厳厳ししいい経経営営環環境境へへのの対対応応

⚫ 「価格交渉促進月間」（９月・３月）の実施、中小受託取引適正化法（以下、「取適法」と

いう。）・受託中小企業振興法（以下、「振興法」という。）の執行強化等を通じた価格転嫁・
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取引適正化の推進、物価高などの厳しい事業環境に対応する中小企業・小規模事業者への

資金繰り支援、構造的な人手不足への省力化投資支援などにより、構造的賃上げの実現に

向けた環境整備を図る。

＜価格転嫁対策＞

中小企業取引対策事業【令和７年度当初予算： 億円】＋【令和６年度補正予算： 億

円】

下請代金支払遅延等防止法・下請中小企業振興法の改正、取適法・振興法の厳正な執行、「価

格交渉促進月間」の実施や価格交渉促進月間フォローアップ調査結果に基づく価格交渉・転嫁

等の状況を整理した「発注者リスト」の公表及び事業所管大臣による行政指導、取引 メンに

よるヒアリングや取引かけこみ寺での相談対応等を通じた取引実態把握、「パートナーシップ

構築宣言」の拡大と実効性の向上、官公需における価格転嫁の徹底等を実施。

＜資金繰り支援＞

中小企業資金繰り支援事業【令和７年度当初予算： 億円】

日本政策金融公庫からの融資における金利を引き下げるための利子補給や信用保証制度等

を通じた資金繰り支援を実施。

・日本政策金融公庫補給金【令和７年度当初予算： 億円】

・中小企業信用補完制度関連補助事業【令和７年度当初予算： 億円】 など

中小企業等の資金繰り支援【既存予算の活用】

・日本政策金融公庫の賃上げ貸付利率特例制度の継続、通常時の資本性劣後ローンの運用見直

し、成長志向の中小企業への資金繰り支援の拡充。

・民間金融機関のプロパー融資と組み合わせた協調支援型の保証制度の創設。 など

＜省力化支援＞

中小企業省力化投資補助事業（省力化補助金）【既存基金の内数】（再掲）

＜事業環境変化に対応した経営相談体制や経営改善・早期再生・再チャレンジ支援の拡充＞

事業環境変化対応型支援事業【令和６年度補正予算： 億円】

商工会、商工会議所等や、よろず支援拠点の相談体制を強化。インボイスに係る課題解決

に向け相談受付窓口を設置。

中小企業活性化・事業承継総合支援事業【令和７年度当初予算： 億円】＋【令和６年度

補正予算： 億円】

中小企業活性化協議会による事業再生支援や事業承継・引継ぎ支援センターによる円滑な事

業承継・引継ぎ支援等を実施。

 小小規規模模事事業業者者支支援援、、災災害害かかららのの早早期期復復旧旧支支援援

⚫ 多様な経営課題を抱える小規模事業者への支援や、災害からの早期復旧等の支援を推進す

る。
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小規模事業対策推進等事業【令和７年度当初予算： 億円】

商工会・商工会議所等を通じて行われる小規模事業者への巡回指導・窓口相談などを支

援。

小規模事業者経営改善資金融資事業【令和７年度当初予算： 億円】※中小企業資金繰り支

援事業の内数

商工会、商工会議所等の経営指導を受けている小規模事業者に対し、日本政策金融公庫が

無担保・無保証人・低利融資を実施。

地方公共団体による小規模事業者支援推進事業【令和７年度当初予算： 億円】＋【令和６年

度補正予算： 億円】

地方公共団体と連携し、地域の実情を踏まえた小規模事業者の販路開拓・生産性向上に向け

た取組や小規模事業者等の災害復旧を支援。

商店街等活性化支援事業【令和７年度当初予算：中小企業基盤整備機構運営費交付金の内

数】

変革意欲のある商店街等による社会課題解決や地域の価値向上に向け、専門家による面的伴

走支援等を行う。

なりわい再建支援事業（令和６年能登半島地震等、令和２年７月豪雨）、中小企業等グループ

補助金（令和３・４年福島県沖地震）等の継続措置【令和６年度補正予算： 億円】

能登半島地震等をはじめとする災害により被災した地域の速やかな復旧又は復興を支援す

る事業を継続。

 事事業業承承継継、、再再編編等等をを通通じじたた変変革革のの推推進進

⚫ 経営者の高齢化が進む中、地域の経済と雇用の基盤を支えるため、事業承継の円滑化を図

るとともに、事業承継、再編等を契機に変革に挑戦する企業の生産性向上・成長を支援す

る。

中小企業活性化・事業承継総合支援事業【令和７年度当初予算： 億円】＋【令和６年度

補正予算： 億円】（再掲）

後継者支援ネットワーク事業【令和７年度当初予算： 億円】

後継者同士が切磋琢磨できる場を創出し、既存の経営資源をいかした新規事業アイデアを

競うイベントを開催。

事業承継・ 補助金【令和６年度補正予算：中小企業生産性革命推進事業の内数】

事業承継に際しての設備投資や、 時の専門家活用、 後の 時の専門家活用・設備

投資等を支援。
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 中中小小企企業業・・小小規規模模事事業業者者のの活活性性化化、、地地域域課課題題解解決決にに向向けけたた取取組組支支援援のの推推進進

⚫ 多様な経営課題を抱える中小企業・小規模事業者への伴走・経営支援、地域課題解決に向

けた取組の支援を推進する。

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業【令和７年度当初予算： 億円】＋【令

和６年度補正予算： 億円】※令和６年度補正予算については事業環境変化対応型支援事業

の内数

各都道府県によろず支援拠点を整備するなど、中小企業・小規模事業者等が抱える様々な経

営課題に対応するための体制を整備。

中堅・中核企業の経営力強化支援事業、地域の人事部支援事業【令和７年度当初予算：

億円】

地域の中堅・中核企業と支援機関とをつなぐ支援プラットフォームの構築や、民間事業者等

が地域企業群や関係機関と連携し、地域が一体となって人材確保・育成・定着を行う「地域の

人事部」の取組を支援。

小規模事業対策推進等事業【令和７年度当初予算： 億円】 再掲

中小企業実態調査委託費【令和７年度当初予算： 億円】

・ゼブラ企業創出・育成のためのエコシステム定着に向けた調査・分析【令和７年度当初予算：

億円】

ローカル・ゼブラ企業による社会課題解決事業を支援する地域の関係者を中心としたエコシ

ステムの定着を図る。

・地域中小企業人材確保支援等調査・分析【令和７年度当初予算： 億円】

人材活用ガイドライン等の普及を通じ、副業・兼業人材、女性、高齢者等の多様な人材の戦

略的な活用を促進。

・「 億企業」創出加速に向けた調査・分析【令和７年度当初予算： 億円】

売上高 億円以上への成長を目指す企業の経営者ネットワーク構築や成長に向けた機運

醸成を促進するための調査を実施。 など

中小企業連携組織対策推進事業【令和７年度当初予算： 億円】

全国中小企業団体中央会等を通じて、組合の設立指導、運営指導及び経営改善等に取り組

むとともに、中小企業が単独では解決することが難しい課題を解決するために中小企業組合

等が行う販路開拓等の事業に対する支援を実施。

 税税制制改改正正事事項項

中小企業経営強化税制（拡充・延長）

適用期限を２年間延長するとともに、売上高 億円超の中小企業（以下、「 億企業」

という。）の創出を促進するため、 億企業を目指す中小企業に対し、措置を拡充（対象設備

に建物を追加）等。
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中小企業投資促進税制（延長）

中小企業の設備投資を更に後押しするため、一定の設備投資を行った場合に税額控除又は特

別償却の適用を認める措置を２年間延長。

固定資産税の特例措置（拡充・延長）

賃上げを表明する中小企業を対象に、設備投資に伴う固定資産税の特例措置を２年間延長す

るとともに、賃上げ率に応じて軽減率を引き上げる（課税標準を最大で５年間１ ４に軽減）。

法人税軽減税率（延長）

資金繰り負担を緩和し、財務基盤を強化するため、中小企業者等の年間 万円以下の所得

に対する税率を ％から ％に軽減する措置を２年間延長等。※単年所得 億円超の場合、

％から ％に軽減。

中小企業防災・減災投資促進税制（延長）

中小企業の防災・減災能力の強化のため、事業継続力強化に特に資する設備投資の特別償却

を可能とする措置の適用期限を２年間延長等。

法人版・個人版事業承継税制（見直し）

税制の最大活用を図る観点から、法人版事業承継税制について、後継者の３年間の役員就任

期間を特例措置に限り事実上撤廃。同様の観点から、個人版事業承継税制について、後継者の

３年間の事業従事期間を事実上撤廃。
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・（株）帝国データバンク 『事業継続計画（ ）に対する企業の意識調査（ 年）』

・（株）帝国データバンク 『令和６年度中小企業実態調査事業 中小企業・小規模事業者の実

態把握に関する調査研究 調査報告書』

・（同）デロイト トーマツ 『令和７年度中小企業実態調査事業 小規模事業者の詳細な実態

把握を通じた類型化と評価指標考案のための調査・分析 調査報告書』

・（株）東京商工リサーチ 『全国企業倒産状況』

・内閣官房 『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』

・内閣府 『令和７年度 年次経済財政報告（経済財政政策担当大臣報告）－内外のリスクを乗

り越え、賃上げを起点とした成長型経済の実現へ－』

・日本労働組合総連合会 『春季生活闘争第７回（最終）回答集計』

・日本商工会議所・東京商工会議所 『「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」集計

結果』

・日本商工会議所・東京商工会議所 『「中小企業の賃金改定に関する調査」集計結果』

・ 株 日本政策投資銀行 『負債とキャッシュが積み上がる日本企業』、 、

（ 年３月１日）

・（公財）日本生産性本部 『労働生産性の国際比較 』

・（株）日本総合研究所 『企業規模別にみた賃金動向の特徴―大企業の構造的な賃金抑制局面

は終焉―』

・法務省 『「ビジネスと人権」ファーストステップ～中小企業向け取組事例集～』

 
 

・（株）リクルート リクルートワークス研究所 『未来予測 労働供給制約社会がやって

くる』

・（独）労働政策研究･研修機構 『 年度版 労働力需給の推計―労働力需給モデルによるシ

ミュレーション―』、資料シリーズ

●第２部

・伊藤嘉博 『中小企業経営に生かす品質コストマネジメント』、日本政策金融公庫 調査月報

（ 年９月号）、日本政策金融公庫総合研究所

・岩本隆 『持続的な企業価値向上と人材戦略に関する一考察～従業員エンゲージメントの企

業経営への活用とその推進策～』、（一社）日本パブリックアフェアーズ協会

・小江茂徳 『組織の管理実践に埋め込まれたナレッジマネジメント論』、九州国際大学経営経

済論集 第 巻第３号（ 年３月）

・大分県『令和６年度「おおいた働き方改革」推進優良企業表彰を実施しました！―第７回「おおい

た働き方改革」推進優良企業表彰―』

・関東経済産業局 『中小企業における生産性向上等に向けたグループ化取組事例集～グルー

プ一体となって目指す成長～』

・上林憲雄・奥林康司・團泰雄ほか 『経験から学ぶ経営学入門 第３版 』、 株 有斐閣

・北野友士・山﨑泉 『経営者の金融リテラシーが中小企業の黒字計上に与える影響の検証』、

経営研究 第 巻第２号、大阪公立大学経営学会

・厚生労働省 『生産性向上のヒント集 労働時間削減や賃金引上げにつながる事例』

・厚生労働省『働き方改革特設サイト 中小企業の取り組み事例』

・高橋妙子・中村和彦 『組織開発の取り組みが業績向上につながる影響過程：中小企業におけ

る事例研究』、組織開発研究 第５号（ 年３月）、（特非）

・竹内英二 『中小企業の従業員からみた働き方改革の実態』、日本政策金融公庫論集 第 号

（ 年２月）、日本政策金融公庫総合研究所

・立石裕明 『どんぶり勘定だからこそ、あなたの会社はこれから伸びる！～小規模事業者革

命～』、きこ書房

・田村俊夫 『次世代経営者のための財務リテラシー入門～財務諸表分析、収支構造分析、収支

予測と投資判断～』、資本市場リサーチ 年夏季 、みずほ証券（株）

・（独）中小企業基盤整備機構 『令和３年度よろず支援拠点成果事例集』

・（独）中小企業基盤整備機構『 』

・（独）中小企業基盤整備機構『儲かる経営キヅク君』

（ 年３月時点）

・中小企業庁 『小規模企業振興基本計画（第Ⅲ期）』

・中小企業庁 『小規模企業白書 年版』、日経印刷（株）

・中小企業庁 『中小企業白書 年版』、日経印刷（株）

・中小企業庁 『中小企業白書 年版』、日経印刷（株）

・筒井徹 『中小企業組合の新たな挑戦―中小企業組合の実態と今日的意義―』、（一財）商工総
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合研究所

・（株）帝国データバンク 『令和７年度中小企業実態調査事業 中小企業の実態把握に関する

調査研究 調査報告書』

・（同）デロイト トーマツ 『令和７年度中小企業実態調査事業 小規模事業者の詳細な実態

把握を通じた類型化と評価指標考案のための調査・分析 調査報告書』

・手塚貞治編著・ 株 日本総合研究所経営戦略研究会著 『新版 経営戦略の基本』、 株 日本

実業出版社

・特許庁 『経営課題に効く！中小企業のための支援施策ガイド「知的財産スタートブック」』

・特許庁 『知財活動事例集～中小企業の舞台裏 事例～』

・日本商工会議所 『特集１ 多様な人材の育成と で、多品種小ロットの生産にシフト』、

月刊石垣（ 年６月号）、日本商工会議所

・藤原正樹 『中小企業間連携における成功要因分析』、経営情報学会 全国研究発表大会要旨

集 年秋季全国研究発表大会

・牧野功樹 『中小企業における管理会計の歴史的展開と導入の要因・効果―必要性の議論か

ら最適な形の探求へ―』、日本政策金融公庫論集 第 号（ 年 月）、日本政策金融公庫総合

研究所

・松井雄史 『中小製造業における技能承継問題の実態とその解決策』、日本政策金融公庫論集

第 号（ 年 月）、日本政策金融公庫総合研究所

・水野由香里 『優良企業とゾンビ企業 中小企業の分かれ道』、 株 光文社

・水野由香里 『小規模組織の特性を活かすイノベーションのマネジメント』、 株 碩学舎

・森岡孝文・根来龍之 『企業間連携の４つの類型モデル：企業間連携の効果とリスク』、文教

大学

・安田洋史 『新版 アライアンス戦略論』、 出版（株）

・山本宣明・横井隆志 『中小企業の管理会計を支援する会計事務所の月次決算サービス―フ

ィードフォワード主体の経営協議の可能性―』、日本管理会計学会誌 管理会計学 年第 巻第

２号

・家森信善・北野友士 『中小企業経営者の経営能力と金融リテラシー― 年調査の概要―』、

， 、神戸大学 経済経営研究所

・王珊珊 『生き延びた小規模企業の人材マネジメントの特性に関する研究―起業後の初期段

階における働きかけに注目して―』、日本創造学会論文誌 巻（ 年）
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令和８年度において講じようとする小規模企業施策

基基本本的的なな課課題題認認識識とと対対応応のの方方向向性性

中中小小企企業業等等関関係係予予算算

令令和和８８年年度度当当初初予予算算：： 億億円円、、令令和和７７年年度度補補正正予予算算：： 億億円円

※※中中小小企企業業対対策策費費全全体体（（令令和和８８年年度度当当初初予予算算））：： 億億円円

⚫ 労働供給制約をはじめ、物価高、米国関税など厳しい経営環境に直面する中小企業・小規

模事業者における賃上げ環境整備に向けて、官公需も含めた価格転嫁・取引適正化の更な

る徹底、企業の事業規模や成長ステージに応じた企業成長や生産性向上に係る支援を行う

とともに、早期の経営改善・事業再生や事業承継・ による事業再編促進、伴走支援体

制の強化などを実施。

⚫ 小規模事業者の活性化や社会課題解決に向けた地域における取組に対しても、引き続き支

援。

⚫ 一連の施策に加えて、重点支援地方交付金の活用を推奨。

 官官公公需需もも含含めめたた価価格格転転嫁嫁・・取取引引適適正正化化のの更更ななるる徹徹底底

⚫ 令和８年１月施行の中小受託取引適正化法（以下、「取適法」という。）・受託中小企業振興

法（以下、「振興法」という。）の周知徹底や厳正な執行を進めるとともに、取引 メンに

よる取引実態調査、価格交渉促進月間フォローアップ調査等による発注者への指導等を徹

底。

⚫ 国・地方自治体から民間への請負契約等の単価の見直しなど、官公需も含めた価格転嫁を

促進。

中小企業取引対策事業【令和８年度当初予算： 億円】＋【令和７年度補正予算： 億

円】

取適法・振興法の厳正な執行、「価格交渉促進月間」（９月・３月）の実施や価格交渉促進

月間フォローアップ調査結果に基づく価格交渉・転嫁等の状況を整理した「発注者リスト」

の公表及び事業所管大臣による行政指導、取引 メンによるヒアリングや取引かけこみ寺で

の相談対応等を通じた取引実態把握、「パートナーシップ構築宣言」の拡大と実効性の向上、

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律に基づく「中小企業者に関する国等

の契約の基本方針」の策定・徹底等を実施。

 事事業業規規模模やや成成長長スステテーージジにに応応じじたた企企業業成成長長やや生生産産性性向向上上にに係係るる支支援援

⚫ 飛躍的な成長を目指す事業者や、持続的発展を目指す事業者など、企業の事業規模や成長

ステージに応じて、成長投資や、生産性向上に向けたデジタル化、販路開拓等の設備支援

等を後押し。

中小企業生産性革命推進事業【令和７年度補正予算： 億円】

成長志向の中小企業による飛躍的成長や中小企業・小規模事業者の生産性向上を実現するた

め、以下の事業等を実施。
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※中小企業成長加速化補助金、デジタル化・ 導入補助金、小規模事業者持続化補助金、事業

承継・ 補助金

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金【令和７

年度補正予算： 億円】

中堅・中小企業が、賃上げに向けた省力化等による労働生産性の抜本的な向上と事業規模の

拡大を図るための大規模な投資を支援（令和７年度補正予算で新規公募分として基金 億

円を措置し、 億宣言企業向けに、うち 億円程度を確保）。

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金【既存基金の内数】

中小企業等の革新的製品・サービス開発や海外を含む新市場への進出等に係る設備投資等を

支援。

中小企業省力化投資補助金【既存基金の内数】

①カタログ注文型

清掃ロボット、自動券売機、スチームコンベクションオーブン、無人搬送車等の人手不足解消

に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにする

ことで、簡易で即効性がある省力化投資を促進する。

②一般型

業務プロセスの自動化・高度化やロボット生産プロセスの改善、デジタルトランスフォーメー

ション（ 等、中小企業等の個別の現場の設備や事業内容等に合わせた設備導入・システム

構築等の多様な省力化投資を促進する。

成長型中小企業等研究開発支援事業（ 事業）【令和８年度当初予算： 億円】

大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、研究開発等に係る取組を支援。また、「イノ

ベーション・プロデューサー」を通じたイノベーションの創出を支援。

など

 早早期期のの経経営営改改善善・・事事業業再再生生、、事事業業承承継継・・ にによよるる事事業業再再編編のの促促進進

⚫ 資金調達の円滑化と金融規律の強化を図りながら、経営改善・事業再生・再チャレンジを

支援。

⚫ 経営者の高齢化が進む中、事業承継の円滑化を図りつつ、再編等を契機に変革に挑戦する

企業を支援。

中小企業活性化・事業承継総合支援事業【令和８年度当初予算： 億円】＋【令和７年度補

正予算： 億円】

財務上の問題を抱える中小企業等に対しての収益力改善・事業再生や、後継者不在の中小

企業等に対する事業承継・事業引継ぎを支援。

日本政策金融公庫補給金【令和８年度当初予算： 億円】＋日本政策金融公庫出資金【令

和７年度補正予算： 億円】
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米国関税の影響を受ける事業者への措置を含む、日本政策金融公庫からの融資における金

利を引き下げるため、財政支援を実施。

中小企業信用補完制度関連補助事業【令和８年度当初予算： 億円】＋【令和７年度補正予

算： 億円】

経営改善や事業再生に取り組む中小企業へのモニタリング強化等の信用保証制度等を通じ

た資金繰り支援等を実施。

認定支援機関による経営改善計画策定支援補助金【令和７年度補正予算： 億円】 
認定経営革新等支援機関を活用して経営改善計画の策定やフォローアップを支援。

後継者支援ネットワーク事業【令和８年度当初予算： 億円】

後継者同士が切磋琢磨できる場を創出し、既存の経営資源をいかした新規事業アイデアを

競うイベントを開催。

中小企業生産性革命推進事業【令和７年度補正予算： 億円の内数】（再掲）※事業承

継・ 補助金

事業承継前の設備投資、 時の専門家費用、 後の 時の専門家費用及び設備投資、

再チャレンジに伴う廃業費用等を支援。

など

 伴伴走走支支援援体体制制のの強強化化

⚫ 多様な経営課題に対して、プッシュ型を含む伴走支援を複数の支援機関を通じて提供。

中小企業活性化・事業承継総合支援事業【令和８年度当初予算： 億円】＋【令和７年度補

正予算： 億円】（再掲）

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業【令和８年度当初予算： 億円】＋【令和

７年度補正予算： 億円】※事業環境変化対応型支援事業の内数

各都道府県へよろず支援拠点を設置するとともに、よろず支援拠点の中に、専門サポータ

ーが相談対応・伴走支援を行う生産性向上支援センターを設置するなど、中小企業・小規模

事業者が抱える様々な経営課題に対応するための体制を整備。

小規模事業対策推進等事業【令和８年度当初予算： 億円】

商工会・商工会議所等を通じて行われる小規模事業者への巡回指導・窓口相談などを支

援。

地方公共団体による小規模事業者支援推進事業【令和８年度当初予算： 億円の内数】＋

【令和７年度補正予算： 億円の内数】

地方公共団体による小規模事業者の経営の改善発達などを支援。また、地方公共団体によ

る複数の支援機関が連携した伴走支援モデル創出を支援。
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中小企業基盤整備機構運営費交付金等【令和８年度当初予算： 億円の内数】

中小企業の多様な経営課題に対する専門家によるハンズオン支援や、新規に海外市場の獲

得を目指す事業者に対する輸出支援等を実施。

事業環境変化対応型支援事業【令和７年度補正予算： 億円】

様々な事業環境変化の影響を受ける中小企業・小規模事業者への相談や各種支援施策の活

用を促すべく、中小企業団体等と連携した支援体制を強化。

認定支援機関による経営改善計画策定支援補助金【令和７年度補正予算： 億円】（再掲）

など

 小小規規模模事事業業者者のの活活性性化化、、社社会会課課題題解解決決にに向向けけたた地地域域ににおおけけるる取取組組支支援援等等

⚫ 多様な経営課題を抱える小規模事業者への支援を推進するとともに、地域の社会課題解決

に向けた取組や災害復旧等の取組を支援。

小規模事業対策推進等事業【令和８年度当初予算： 億円】（再掲）

小規模事業者経営改善資金融資事業（マル経融資）【令和８年度当初予算： 億円】 
商工会・商工会議所等の経営指導を受けて経営改善に取り組む小規模事業者を対象に、無担

保・無保証人の低利融資に係る財政措置を実施。 

事業環境変化対応型支援事業【令和７年度補正予算： 億円】（再掲）

中小企業実態調査委託費【令和８年度当初予算： 億円の内数】 
・ローカル・ゼブラ企業創出・育成のためのエコシステム定着に向けた調査・分析

ローカル・ゼブラ企業による社会課題解決事業を支援する地域の関係者を中心としたエコシ

ステムの定着を推進。

・地域中小企業人材確保支援等調査・分析 
人材活用ガイドライン等の普及を通じ、副業・兼業人材、女性、高齢者等の多様な人材の戦

略的な活用を促進。

中小企業基盤整備機構運営費交付金等【令和８年度当初予算： 億円の内数】（再掲）

中心市街地又は商店街を中心としたエリアの発展と地域経済の活性化を図ることを目的に、

専門家の助言による支援を実施。

など

＜災害支援＞

なりわい再建支援事業等による被災地域の復興支援【令和７年度補正予算： 億円】 
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令和６年能登半島地震等、令和３年・令和４年福島県沖地震、令和２年７月豪雨により被害

を受けた中小企業等が行う施設復旧等を支援。

地方公共団体による小規模事業者支援推進事業【令和８年度当初予算： 億円の内数】＋【令

和７年度補正予算： 億円の内数】（再掲）

局激指定災害に関する自治体連携型補助金の補助上限引上げや災害救助法適用を受けた災

害からの復旧支援を実施。

 税税制制改改正正事事項項

中小企業技術基盤強化税制（拡充・延長）

「繰越税額控除制度（３年間）」の創設を行うとともに、本税制の時限措置の適用期限を３

年間延長。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置（拡充・延長等）

万円の基準額を 万円に引き上げる等の措置を講じた上で、適用期限を３年間延長。

中小企業向け賃上げ促進税制（継続・一部見直し）

防衛的賃上げを迫られる中小企業については、物価高を上回る安定的な賃上げの定着に向

け、現行制度を維持（大企業向け措置は令和７年度末で終了。また、中堅企業向け措置は賃

上げ基準を見直し）。

事業承継税制（拡充等）

法人版（特例措置）及び個人版事業承継税制（贈与税・相続税共に ％を猶予）につい

て、特例承継計画等の提出期限を延長（法人版：令和９年９月末、個人版：令和 年９月

末）。また、事業承継による世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、

事業承継の在り方については今後も検討。

不動産取得税の特例措置（延長）

事業譲渡を行った際に発生する不動産取得税を一定割合軽減する措置について、適用期限

を２年間延長。

インボイス制度の円滑な定着に向けた措置（その他）

免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、控除可能割合

の引下げペース・幅を緩和し、最終的な適用期限を令和 年９月末まで延長。新たにインボ

イス発行事業者となった小規模事業者の税額控除に関する経過措置について、個人事業者に

ついては、納税額を売上税額の３割とする経過措置を更に２年間に限り実施（令和９年分・

令和 年分申告において利用可能）。

この文書の記載事項については、数量、金額等は概数によるものがあり、
また、今後変更される場合もあることに注意されたい。
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